
水門操作協定書等



1） 三軒家水門操作規程 ･･･････････････････････････････････③-1 55） 阪神電気鉄道株式会社西大阪線
2） 安治川水門操作規程 ･･･････････････････････････････････③-2 淀川橋梁鉄扉操作協定書（私道） ･･･････ ③-69
3） 木津川水門操作規程 ･･･････････････････････････････････③-4 56） 阪神陸閘操作要領 ････････････････････････････③-71
4） 尻無川水門操作規程 ･･･････････････････････････････････③-5 57） 阪神陸閘操作実施細目 ････････････････････････････③-72
5） 正蓮寺川水門操作規程 ･･･････････････････････････････････③-7 58） 阪急電鉄神戸線神崎川橋梁左右岸
6） 六軒家川水門操作規程 ･････････････････････････③-8 防潮扉操作協定書（私道）････････････････････････････③-73
7） 高見機場等の操作規程 ･････････････････････････････････････････････････････････････③-10 59） 千船大橋および千北橘防潮扉
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9） 恩智川治水緑地排水門操作規程（案） ･･･････････････････････････････････③-12 60） 箕面川ダム操作規則 ････････････････････････････③-74
10） 花園多目的遊水地排水門操作規程 ･････････････････････････････････････････････････③-13 61） 箕面川ダム操作細則 ････････････････････････････③-75
11） 法善寺多目的遊水地排水門操作規程(案) ③-13 62） 箕面川ダム事前放流実施要領 ････････ ③-78
12） 流域調節池操作要領 ･･･････････････････････････････････③-14 63） 安威川ダム操作規則 ････････････････････････････③-79
13) -1 古川水門及び茨田ポンプ場操作協定書 ･･･････････････････････････････････③-15 64） 安威川ダム操作細則 ････････････････････････････③-81
13）-2 古川水門操作規程(案) ･･･････････････････････････････････③-15 65） 安威川ダム事前放流実施要領 ････････ ③-86
14） 長瀬川水門操作規程 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････③-16 〔大和川以南〕
15） 防潮鉄扉協定書（公道）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････③-18 66） 芦田川防潮水門及び排水機場の協定書 ････････････････････････････③-87
16）-1 防潮鉄扉の管理に関する協定書 ･･･････････････････････････････････③-18 67） 王子川防潮水門及び附帯排水機の協定書 ････････････････････････････③-88
16）-2 防潮鉄扉協定書（私道） ･･･････････････③-19 68） 王子川防潮水門及び附帯排水機操作規程 ････････････････････････････③-89
17） 住道新橋鉄扉及び可動橋操作協定書 ･･･････････････････････････････････③-19 69） 芦田川防潮水門及び附帯排水機操作規程 ････････････････････････････③-90
18） 平野川鉄扉操作協定書 ･･･････････････････････････････････③-21 70） 東羽衣調節池　操作要領 ････････････････････････････････････････････････････････③-92
19） 平野川分水路排水機場操作要領･･･････････････③-22 71） 王子川小高石橋門扉操作協定書 ････････････････････････････③-93
20） 淀川大堰、毛馬水門、毛馬閘門操作規則 ･･････････････････････････････････③-23 72） 新川排水機場操作管理協定書 ････････････････････････････③-93
21) 淀川大堰、毛馬水門、毛馬閘門操作細則 ･･･････････････････････････････････③-27 73） 堅川緑川排水機場操作管理協定書 ････････････････････････････③-94
22) 一津屋樋門操作規則 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････③-30 74） 八軒川排水機場操作協定書 ････････････････････････････③-94
23) 毛馬排水機場操作委託協定書 ･････････････････････････････③-23 75） 大阪府海岸保全施設操作規則････････････････････････････③-95
24) 毛馬排水機場操作規則 ･･･････････････････････････････････③-32 76）-1 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
25) 毛馬排水機場操作細則 ･･･････････････････････････････････③-34 （堺市） ･･････････････････････････････････････････③-102
26) 寝屋川分水施設等操作要領 ･･････････････････････････････････････････････････③-36 76）-2 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
27) 太間排水機場及び附帯施設操作規則 ･･･････････････････････････････････③-37 （泉大津市） ･･･････････････････････････････････③-103
28) 太間排水機場及び附帯施設操作細則 ･･････････････③-39 76）-3 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
29) 寝屋川北部地下河川　古川調節池 （忠岡町）････････････････････････････････③-105

附帯施設操作規則 ･･･････････････････････････････････③-40 76）-4 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
30) 寝屋川南部地下河川　平野川調節池 （岸和田市） ･････････････････････････････････････③-107

附帯施設操作規則 ･･･････････････････････････････････③-41 76）-5 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
31) 東横堀川水門操作要綱 ･･･････････････････････････････････③-42 （貝塚市）･･････････････････････････････････････③-109
32) 東横堀川水門操作細則 ･･･････････････････････････････････③-44 76）-6 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
33) 道頓堀川水門操作要綱 ･･･････････････････････････････････③-45 （泉佐野市） ･･････････････････････････････････････③-111
34) 道頓堀川水門操作細則 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････③-46 76）-7 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
35) 今川水門操作要綱 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････③-47 （田尻町）･･････････････････････････････････････③-112
36) 住吉川水門操作要綱 ･･･････････････････････････････････③-48 76）-8 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
37) 城北寝屋川口水門及び城北大川口水門操作規程 ･･･････③-49 （泉南市）･･････････････････････････････････････③-113
38) 一級河川鍋田川止水用鉄扉協定書 ･･････････････③-51 76）-9 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
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39) 出来島水門操作規程 ･･･････････････････････････････････③-53 76）-10 海岸保全施設に関する管理及び操作協定書
40) （西島・出来島）水門操作覚書 ･･･････････････････････････････････③-54 （岬町） ･･････････････････････････････････････････③-117
41） 旧猪名川防潮水門及び附帯排水機場 77） 水門操作規定 ････････････････････････････③-122

管理協定書 ･･･････････････････････････････････③-55 78） 岸和田水門操作要領 ････････････････････････････③-123
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１）三軒家水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る三軒家川への流入の防止を目的として大

阪市大正区千島一丁目地先に設置した三軒

家水門（以下「水門」という。）の操作につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお 

いて行う施設操作をいう。 

二 遠隔手動操作 西大阪治水事務所の操 

作室から手動で行う施設操作をいう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操 

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮注意報または高

潮警報（以下、「高潮注意報等」という）が

発表されたときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．

０ｍに達するまでに、大阪府知事の指令に基

づき、原則として機側操作により水門を閉鎖

する。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮注意報が解除さ

れ、水門の外水位がＯ．Ｐ＋二．０ｍ以下に

なったときは、大阪府知事の指令に基づき、

機側操作により水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波注意報、津波警

報または大津波警報等（以下、「津波注意報

等」という）が発表されたときは、これをも

って大阪府知事の閉鎖指令にかえるものと

し、遠隔自動操作により水門を閉鎖する。た

だし、遠地津波における津波注意報等の閉鎖

においては、この限りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波注意報等が全て

解除され、水門の外水位がＯ．Ｐ＋二．０ｍ

以下になったときは、大阪府知事の指令に基

づき、水門の開放を行うものとする。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の操作の安全を図るため、

操作を行うにあたっては、水門の上下流四十

ｍ以内の水域に船舶等を立ち入らせてはな

らない。また、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においては、この限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門を操作する際には、細則で

定める関係機関に、あらかじめ通知するも

のとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定

する水門を操作する際には、細則で定める

ところにより、一般に告知するものとする。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは
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ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、毎月十日のそれぞれ午後一時三十分

から午後四時三十分までの間において、水門

を操作して水門の操作に必要な機械及び器

具並びに通信、警報、観測等のため必要な設

備を点検し、その整備を行わなければならな

い。ただし、水門の点検整備の日が土曜日又

は日曜日、国民の祝日その他の休日にあたる

場合は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう日の

五日前までに、細則に定める関係機関にその

旨を通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を

作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和四年三月二十五日から施行

する。 

 

２）安治川水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る旧淀川への流入の防止を目的として、大阪

市港区弁天六丁目地先に設置した安治川水

門（以下「水門」という。）の操作について、

必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお

いて行う施設操作をいう。 

二 遠隔手動操作 西大阪治水事務所の操

作室から手動で行う施設操作をいう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮警報が発表され

たときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．五ｍに

達するまでに、大阪府知事の指令に基づき、

機側操作により主水門及び副水門を閉鎖す

る。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮警報が解除され

たときは、大阪府知事の指令に基づき、機側

操作により主水門及び副水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波警報または大津

波警報（以下、「津波警報等」という）が発
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表されたときは、これをもって大阪府知事の

閉鎖指令にかえるものとし、遠隔自動操作に

より主水門及び副水門を閉鎖する。ただし、

遠地津波により津波警報等が発表されたと

きの閉鎖においては、この限りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波警報及び大津波

警報が解除されたときは、大阪府知事の指令

に基づき、開放機能を確認した上で、可能な

限り主水門及び副水門の開放を行うものと

する。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においてはこの限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門の操作をする際には、細則

で定める関係機関にあらかじめ通知する

ものとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定

する水門の操作をする際には、細則で定め

るところにより、一般に告知するものとす

る。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは

ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、六月から十月までの間においては毎

月一日及び十六日の、その他の期間において

は毎月十六日の、それぞれ午後一時三十分か

ら午後四時三十分までの間において、水門を

操作して水門の操作に必要な機械及び器具

並びに通信、警報、観測等のため必要な設備

を点検し、その整備を行わなければならない。

ただし、水門の点検整備の日が土曜日又は日

曜日、国民の祝日その他の休日にあたる場合

は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう五日

前までに、細則に定める関係機関にその旨を

通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を

作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 同調記録に関する事項 
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六 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和五年四月一日から施行する。 

 

３）木津川水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る旧淀川への流入の防止を目的として、大阪

市大正区三軒家東三丁目目地先に設置した

木津川水門（以下「水門」という。）の操作

について、必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお

いて行う施設操作をいう。 

遠隔手動操作 西大阪治水事務所の操作室

から手動で行う施設操作をいう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮警報が発表され

たときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．五ｍに

達するまでに、大阪府知事の指令に基づき、

機側操作により主水門及び副水門を閉鎖す

る。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮警報が解除され

たときは、大阪府知事の指令に基づき、機側

操作により主水門及び副水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波警報または大津

波警報（以下、「津波警報等」という）が発

表されたときは、これをもって大阪府知事の

閉鎖指令にかえるものとし、遠隔自動操作に

より主水門及び副水門を閉鎖する。ただし、

遠地津波により津波警報等が発表されたと

きの閉鎖においては、この限りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波警報及び大津波

警報が解除されたときは、大阪府知事の指令

に基づき、開放機能を確認した上で、可能な

限り主水門及び副水門の開放を行うものと

する。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においては、この限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門の操作をする際には、細則

で定める関係機関にあらかじめ通知する

ものとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定
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する水門の操作をする際には、細則で定め

るところにより、一般に告知するものとす

る。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは

ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、六月から十月までの間においては毎

月十二日及び二十五日の、その他の期間にお

いては毎月二十五日の、それぞれ午後一時三

十分から午後四時三十分までの間において、

水門を操作して水門の操作に必要な機械及

び器具並びに通信、警報、観測等のため必要

な設備を点検し、その整備を行わなければな

らない。ただし、水門の点検整備の日が土曜

日又は日曜日、国民の祝日その他の休日にあ

たる場合は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう五日

前までに、細則に定める関係機関にその旨を

通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を

作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 同調記録に関する事項 

六 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和五年四月一日から施行する。 

                           

４）尻無川水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る旧淀川への流入の防止を目的として、大阪

市大正区泉尾七丁目地先に設置した尻無川

水門（以下「水門」という。）の操作につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお

いて行う施設操作をいう。 

二 遠隔手動操作 西大阪治水事務所の操

作室から手動で行う施設操作をいう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮警報が発表され

たときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．五ｍに

達するまでに、大阪府知事の指令に基づき、

機側操作により主水門及び副水門を閉鎖す

る。 
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（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮警報が解除され

たときは、大阪府知事の指令に基づき、機側

操作により主水門及び副水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波警報または大津

波警報（以下、「津波警報等」という）が発

表されたときは、これをもって大阪府知事の

閉鎖指令にかえるものとし、遠隔自動操作に

より主水門及び副水門を閉鎖する。ただし、

遠地津波により津波警報等が発表されたと

きの閉鎖においては、この限りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波警報及び大津波

警報が解除されたときは、大阪府知事の指令

に基づき、開放機能を確認した上で、可能な

限り主水門及び副水門の開放を行うものと

する。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においては、この限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門の操作をする際には、細則

で定める関係機関にあらかじめ通知する

ものとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定

する水門の操作をする際には、細則で定め

るところにより、一般に告知するものとす

る。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは

ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、六月から十月までの間においては毎

月八日及び二十一日の、その他の期間におい

ては毎月二十一日の、それぞれ午後一時三十

分から午後四時三十分までの間において、水

門を操作して水門の操作に必要な機械及び

器具並びに通信、警報、観測等のため必要な

設備を点検し、その整備を行わなければなら

ない。ただし、水門の点検整備の日が土曜日

又は日曜日、国民の祝日その他の休日にあた

る場合は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう五日

前までに、細則に定める関係機関にその旨を

通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を

作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 
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一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 同調記録に関する事項 

六 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和五年四月一日から施行する。 

                              

５）正蓮寺川水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る正蓮寺川への流入の防止を目的として大

阪市此花区島屋二丁目地先に設置した正蓮

寺川水門（以下「水門」という。）の操作に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお

いて行う施設操作をいう。 

二 遠隔操作 西大阪治水事務所の操作室

から行う施設操作をいう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮注意報または高

潮警報（以下、「高潮注意報等」という）が

発表されたときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．

五ｍに達するまでに、大阪府知事の指令に基

づき、原則として機側操作により水門を閉鎖

する。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮注意報が解除さ

れたときは、大阪府知事の指令に基づき、機

側操作により水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波警報または大津

波警報等（以下、「津波警報等」という）が

発表されたときは、これをもって大阪府知事

の閉鎖指令にかえるものとし、遠隔自動操作

により水門を閉鎖する。ただし、遠地津波に

おける津波警報等の閉鎖においては、この限

りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波注意報、津波警

報等が全て解除されたときは、大阪府知事の

指令に基づき、水門の開放を行うものとする。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の操作の安全を図るため、

操作を行うにあたっては、水門の上下流四十

ｍ以内の水域に船舶等を立ち入らせてはな
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らない。また、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においては、この限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門を操作する際には、細則で

定める関係機関に、あらかじめ通知するも

のとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定

する水門を操作する際には、細則で定める

ところにより、一般に告知するものとする。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは

ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、毎月五日のそれぞれ午後一時三十分

から午後四時三十分までの間において、水門

を操作して水門の操作に必要な機械及び器

具並びに通信、警報、観測等のため必要な設

備を点検し、その整備を行わなければならな

い。ただし、水門の点検整備の日が土曜日又

は日曜日、国民の祝日その他の休日にあたる

場合は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう日の

五日前までに、細則に定める関係機関にその

旨を通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を

作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和四年三月二十五日から施行

する。 

 

６）六軒家川水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る六軒家川への流入の防止を目的として大

阪市此花区春日出南一丁目地先に設置した

六軒家川水門（以下「水門」という。）の操

作について、必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお

いて行う施設操作をいう。 

二 遠隔操作 西大阪治水事務所の操作室

から行う施設操作をいう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操 

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 
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（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮注意報または高

潮警報（以下、「高潮注意報等」という）が

発表されたときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．

五ｍに達するまでに、大阪府知事の指令に基

づき、原則として機側操作により水門を閉鎖

する。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮注意報が解除さ

れたときは、大阪府知事の指令に基づき、機

側操作により水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波警報または大津

波警報等（以下、「津波警報等」という）が

発表されたときは、これをもって大阪府知事

の閉鎖指令にかえるものとし、遠隔自動操作

により水門を閉鎖する。ただし、遠地津波に

おける津波警報等の閉鎖においては、この限

りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波注意報、津波警

報等が全て解除されたときは、大阪府知事の

指令に基づき、水門の開放を行うものとする。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の操作の安全を図るため、

操作を行うにあたっては、水門の上下流四十

ｍ以内の水域に船舶等を立ち入らせてはな

らない。また、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においては、この限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門を操作する際には、細則で

定める関係機関に、あらかじめ通知するも

のとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定

する水門を操作する際には、細則で定める

ところにより、一般に告知するものとする。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは

ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、毎月十五日のそれぞれ午後一時三十

分から午後四時三十分までの間において、水

門を操作して水門の操作に必要な機械及び

器具並びに通信、警報、観測等のため必要な

設備を点検し、その整備を行わなければなら

ない。ただし、水門の点検整備の日が土曜日

又は日曜日、国民の祝日その他の休日にあた

る場合は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう日の

五日前までに、細則に定める関係機関にその

旨を通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を
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作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和四年三月二十五日から施行

する。 

 

 

７）高見機場等の操作規程 

 

第１章 総   則 

 

（通 則） 

第１条 正蓮寺川分水施設の高見機場、取水樋

門および吐出水門（以下「高見機場」という。）

の操作については、この規程の定めるところ

による。 

（目 的） 

第２条 高見機場等は、淀川下流から取水して、

正蓮寺川および六軒家川へ流水の正常な機能

を維持するための河川維持用水を分水（以下

「分水」という。）し、高潮時等に正蓮寺川お

よび六軒家川筋の内水を排除（以下「内水排

除」という。）することをその目的とする。 

（操作権者） 

第３条 高見機場等の操作は、水資源開発公団

中津川管理所長（以下「所長」という。）が

行う。 

 

第２章 分  水 

 

（分 水） 

第４条 分水は、正蓬寺川および六軒家川にお

ける水質の保全をはかるため常時ポンプを3

台運転するものとし、長柄可動堰が全閉して

いるとき、および河川管理上必要と認めて大

阪府知事から指示があったときは、さらに増

加するものとする。 

ただし、施設の修理・点検・整備等のため

やむを得ずポンプを停止する場合はこの限

りでない。 

 

第３章 内水排除 

 

（内水排除） 

第５条 内水排除は、正蓮寺川および六軒家川

の内水位が高潮等により上昇すると予想さ

れるときは、大阪府知事の指令に基づき行う。 

（内水排除の方法） 

第６条 内水排除は、次の方法により行う。 

１．通   報  所長は、内水排除の指令を

受けた後、直ちに、その旨

を次の機関に通報する。 

国土交通省近畿地方整備 

局長 

大阪市土木局長 

淀川左岸水防事務組合 

水防管理者 

２．準 備 体 制 所長は、前号の通報後、直

ちに、準備体制をとり準備

完了次第大阪府知事に通知

する。 

３．内水排除開始 所長は、内水排除開始の指

令に基づき、ポンプの運転

を開始する。 

（内水排除の停止） 

第７条 内水排除の停止は、大阪府知事の指令

に基づいて行う。 

（内水排除の停止の方法） 

第８条 内水排除の停止は、次の方法により行う。 

１．内水排除停止  所長は、内水排除停止の指

令を受けたときは、ポソプ

の運転を停止する。 

２．通   報   所長は、内水排除が完了し

た後、直ちに、その旨を次

の機関に通報する。 

国土交通省近畿地方整備 

局長 
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大阪市土木局長 

淀川左岸水防事務組合 

水防管理者 

（気象及び水象の資料収集） 

第９条 所長は、高潮等のおそれがあるときほ、

高見機場等の操作に関し必要な気象および

水象に関する諸資料を収集し、大阪府西大阪

治水事務所長と緊密な連絡をとらなければ

ならない。 

 

第４章 保   安 

（保 安） 

第10条 所長は、分水または内水排除の操作を

開始するときは、淀川および正蓮寺川の取水

口および吐出口前面の船舶航行その他危険

の有無を確認し、安全確保に努めなければな

らない。 

（緊急処置） 

第11条 所長は、高見機場等の操作の際に非常

事態が発生したときは、迅速かつ適切な処置

を講じ、関係機関に連絡しなければならない。 

 

第５章 点検整備 

 

（点検および整備） 

第12条 所長は、高見機場等の操作の安全を保

つため、大阪府西大阪治水事務所長の立ち合

いのうえ、毎月１回点検整備を行う。特に予

備電源設備等については、毎月２回以上試運

転を行うものとする。 

 

第６章 記 録 等 

 

（気象および水象観測） 

第13条 所長は、高見機場等の操作に必要な気

象および水象の観測を行い、その結果を記録

しておかなければならない。 

（操作に関する記録） 

第14条 所長は、高見機場等の操作を行ったと

きは、操作に関する事項を記録しておかなけ

ればならない。 

 

第７章 雑  則 

 

（細 則） 

第15条 所長は、この規程に基づいて高見機場

等の操作を実施するため必要な細則を定め

るものとする。 

附 則 

この規程は、昭和45年４月１日から実施する。 

 

 

８)寝屋川治水緑地第１排水門操作規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、大東市深野北２丁目に設

置した寝屋川治水緑地第１排水門（以下「水

門」という。）の操作に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（操作権者） 

第２条 水門の操作は、大阪府寝屋川水系改修

工営所長（以下「所長」という。）が行う。 

（操作の基準となる水位） 

第３条 水門の操作は、水門川表水位計の水位

（以下「川表水位」という。）と水門川裏水位

計の水位（以下「川裏水位」という。）を基準

として行う。 

（開 門） 

第４条 所長は、川裏水位が上昇し、川表水位

と同じになったときは、河川管理者大阪府知

事（以下「知事」という。）の指令に基づき、

直ちに、水門を開放しなければならない。 

２．所長は、水門の開放を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（閉 門） 

第５条 所長は、自然排水ができなくなったと

き、又は川表水位が川裏水位を上回ったとき

は、知事の指令に基づき、直ちに、水門を閉

鎖しなければならない。 

２．所長は、水門の閉鎖を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（操作の特例） 

第６条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前2条の規定にかか

わらず、必要な限度において水門を操作する

ことができる。 

２．所長は、前項の規定により水門を操作した

ときは、直ちに、その旨を知事に通報しなけ

ればならない。 

（操作上の配慮） 

第７条 所長は、水門の操作に当たっては、水

門付近の水位に急激な変動を生じないよう

に配慮しなければならない。 

（気象及び水象の観測等） 
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第８条 所長は、寝屋川水系の各河川について

洪水のおそれがあると認めるときは、水門の

操作に必要な気象及び水象に関する情報を

収集し、知事と緊密な連絡を取らなければな

らない。 

（点検及び整備） 

第９条 所長は、毎月１回以上水門を操作して、

その点検及び整備を行わなければならない。 

（操作の記録等） 

第10条 所長は、水門の操作を行った場合は、

次に掲げる事項を記録し、保存しなければな

らない。 

１．気象及び水象の状況 

２．水門の操作の理由 

３．水門の操作の開始及び終了の年月日 

及び時刻 

４．その他特記すべき事項 

(委任) 

第11条 この規程に定めるもののほか、水門の

操作に関し必要な事項は、所長が定める。 

 

附  則 

この規程は、平成二十六年四月一日から規程

する。 

 

 

９)恩智川治水緑地排水門操作規程（案） 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、八尾市福万寺北４丁目に

設置した恩智川治水緑地排水門（以下「水門」

という。）の操作に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（操作権者） 

第２条 水門の操作は、大阪府寝屋川水系改修

工営所長（以下「所長」という。）が行う。 

（操作の基準となる水位） 

第３条 水門の操作は、福万寺１水位計の水位

（以下「内水位」という。）と第二寝屋川水位計

の水位（以下「外水位」という。）および第二寝

屋川下流水位（以下「下流水位」という。）を基

準として行う。 

（開 門） 

第４条 所長は、下流水位計の水位が警戒水位

を下回り、なお水位の下降が見込まれる時、

河川管理者大阪府知事（以下「知事」という。）

の指令に基づき、水門を開放しなければなら

ない。 

２ 所長は、水門の開放を完了したときは、直ち

に、知事に通報しなければならない。 

（閉 門） 

第５条 所長は、自然排水ができなくなった時、

又は外水位が内水位を上回ったときは、知事

の指令に基づき、直ちに、水門を閉鎖しなけ

ればならない。 

２ 所長は、水門の閉鎖を完了したときは、直ち

に、知事に通報しなければならない。 

（操作の特例） 

第６条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、第４条・第５条の規

程にかかわらず、必要な限度において水門を

操作することができる。 

２ 所長は、前項の規程により水門を操作した

ときは、直ちに、知事に通報しなければなら

ない。 

（操作上の配慮） 

第７条 所長は、水門の操作にあたって、水門

付近及び下流水位に急激な変動を生じない

ように配慮しなければならない。 

（気象及び水象の観測等） 

第８条 所長は、寝屋川水系の各河川について

洪水の恐れがあると認めるときは、水門の操

作に必要な気象及び水象に関する情報を収

集し、知事と緊密な連絡を取らなければなら

ない。 

（点検及び整備） 

第９条 所長は、毎月１回以上水門を操作して、

その点検及び整備を行わなければならない。 

（操作の記録等） 

第10条 所長は、水門の操作を行った場合は、

次に掲げる事項を記録し、保存しなければな

らない。 

１．気象及び水象の状況 

２．水門の操作の理由 

３．水門の操作の開始及び終了の年月日 

及び時刻 

４．その他特記すべき事項 

(細 則) 

第11条 上記事項に定めるもののほか、水門の

操作に必要な細則は、所長が定める。 
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10)花園多目的遊水地排水門操作規程 

 

（趣 旨） 

第一条 この規程は、河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）第十四条第一項の規定に基

づき、東大阪市松原南二丁目に設置した花園

多目的遊水地排水門（以下「水門」という。）

の操作に関し必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府寝屋川水系改修

工営所長（以下「所長」という。）が行う。 

（操作の基準となる水位） 

第三条 水門の操作は、水門の外水位及び内水位

並びに別に定める恩智川下流水位計の水位（以

下「下流水位」という。）を基準として行う。 

（開 門） 

第四条 所長は、すべての下流水位が別に定め

る通報水位を下回り、引き続き当該水位の下

降が見込まれるときは、知事の指令に基づき、

直ちに、水門を開放しなければならない。 

２ 所長は、水門の開放を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

 

（閉 門） 

第五条 所長は、自然排水ができなくなったと

き、又は外水位が内水位を上回ったときは、

知事の指令に基づき、直ちに、水門を閉鎖し

なければならない。 

２ 所長は、水門の閉鎖を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（操作の特例） 

第六条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前二条の規定にかか

わらず、必要な限度において水門を操作する

ことができる。 

２ 所長は、前項の規定により水門を操作した

ときは、直ちに、その旨を知事に通報しなけ

ればならない。 

（操作上の配慮） 

第七条 所長は、水門の操作に当たっては、水

門付近の水位及び下流水位に急激な変動を

生じないように配慮しなければならない。 

（気象及び水象の観測等） 

第八条 所長は、寝屋川水系の各河川について

洪水のおそれがあると認めるときは、水門の

操作に必要な気象及び水象に関する情報を

収集し、知事と緊密な連絡を取らなければな

らない。 

（点検及び整備） 

第九条 所長は、毎月一回以上水門を操作して、

その点検及び整備を行わなければならない。 

（操作の記録等） 

第十条 所長は、水門の操作を行った場合は、

次に掲げる事項を記録し、保存しなければな

らない。 

一 気象及び水象の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始及び終了の年月日 

及び時刻 

四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 

(委任) 

第十一条 この規程に定めるもののほか、水門

の操作に関し必要な事項は、所長が定める。 

 

附  則 

 この規程は、平成二十六年四月一日から施行

する。 

 

 

11)法善寺多目的遊水地排水門操作規程

(案) 

 

（趣 旨） 

第一条 この規程は、河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）第十四条第一項の規定に基

づき、柏原市法善寺四丁目に設置した法善寺

多目的遊水地排水門（以下「水門」という。）

の操作に関し必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府八尾土木事務所

長（以下「所長」という。）が行う。 

（操作の基準となる水位） 

第三条 水門の操作は、水門の外水位及び内水位

並びに別に定める恩智川下流水位計の水位（以

下「下流水位」という。）を基準として行う。 

（開 門） 

第四条 所長は、すべての下流水位が別に定め

る通報水位を下回り、引き続き当該水位の下

降が見込まれるときは、知事の指令に基づき、

直ちに、水門を開放しなければならない。 

２ 所長は、水門の開放を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（閉 門） 

第五条 所長は、自然排水ができなくなったと
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き、又は外水位が内水位を上回ったときは、

知事の指令に基づき、直ちに、水門を閉鎖し

なければならない。 

２ 所長は、水門の閉鎖を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（操作の特例） 

第六条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前ニ条の規定にかか

わらず、必要な限度において水門を操作する

ことができる。 

２ 所長は、前項の規定により水門を操作した

ときは、直ちに、その旨を知事に通報しなけ

ればならない。 

（操作上の配慮） 

第七条 所長は、水門の操作に当たっては、水

門付近の水位及び下流水位に急激な変動を

生じないように配慮しなければならない。 

（気象及び水象の観測等） 

第八条 所長は、寝屋川水系の各河川について

洪水のおそれがあると認めるときは、水門の

操作に必要な気象及び水象に関する情報を

収集し、知事と緊密な連絡を取らなければな

らない。 

（点検及び整備） 

第九条 所長は、毎月一回以上水門を操作して、

その点検及び整備を行わなければならない。 

（操作の記録等） 

第十条 所長は、水門の操作を行った場合は、

次に掲げる事項を記録し、保存しなければな

らない。 

一 気象及び水象の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始及び終了の年月日 

及び時刻 

四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 

(委任) 

第十一条 この規程に定めるもののほか、水門

の操作に関し必要な事項は、所長が定める。 

 

附  則 

 この規程は、令和●年●月●日から施行す

る。 

 

12)流域調節池操作要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、寝屋川流域内に設置した

流域調節池の施設の操作を受託した者（以下

「操作者」という。）がこれを行うことにつ

き、必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 この要領において「施設」とは、排水

施設をいう。 

（操作の目的） 

第３条 施設の操作は、貯留した洪水を迅速か

つ適正に放流先水路等へ排水し、調節池とし

ての治水機能を常に適切に確保することを

目的とする。 

（操作者） 

第４条 施設の操作は、施設管理者大阪府寝屋

川水系改修工営所長（以下「管理者」という。）

の指令に基づき、操作者が行うものとする。 

（施設の運転） 

第５条 管理者は、次の各号の一に該当する場

合は、操作者に施設の運転指令を行うものと

する。 

（1）放流先水路等の水位が低下し、排水可能

な状態になったとき。または、操作者から管

理者に要請があったとき。 

（2）その他、管理者が必要と認めたとき。 

２．操作者は、管理者から運転指令を受けたと

きは、ただちに施設を運転し、管理者にこれ

を報告しなければならない。 

（施設の運転停止） 

第６条 管理者は、次の各号の一に該当する場

合は、操作者に施設の運転停止指令を行うも

のとする。 

（1）調節池内の貯水が排水を完了したとき。 

（2）操作者から管理者に要請があったとき。 

（3）その他、管理者が必要と認めたとき。 

２．操作者は、管理者から運転停止指令を受け

たときは、施設の運転を停止し、管理者にこ

れを報告しなければならない。 

（点検及び整備） 

第７条 操作者は、施設の操作をするために必

要な機械、器具等については、点検及び整備

を行い、これらを常に良好な状態に保つもの

とする。 

（操作の記録等） 

第８条 操作者は、施設の操作を行った場合は、

次の各号に掲げる事項を記録するものとする。 

（1）施設の操作理由 

（2）操作の開始・停止及び排水完了年月日と時刻。 

（3）その他、水位計の記録等特記すべき事項。 
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（操作細則） 

第９条 この操作要領に定めるもののほか、こ

の操作要領の実施のために必要な事項は別

に操作細則で定める。 

（付 則） 

この要領は、平成３年６月13日から実施する。 

 

13)-1 古川水門及び茨田ポンプ場 

操作協定 

 

河川管理者大阪府知事（以下「甲」という。）

と流域下水道管理者大阪府知事（以下「乙」と

いう。）は、寝屋川と古川の合流点付近に設置

する古川水門（以下「水門」という。）及び茨

田ポンプ場（以下「ポンプ場」という。）の運

転操作について、下記のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、寝屋川から古川への逆流

を防止する水門と内水排除を目的とするポ

ンプ場の操作により洪水の軽減を図り、もっ

て災害の発生を防止することを目的とする。 

（運転操作） 

第２条 ポンプ場の運転操作は、以下の通り行

うものとする。 

 １ 水門の閉鎖の完了と同時に運転を開始

し、同水門の開放の完了と同時に運転を停止

する。 

 ２ 水門閉鎖後は、水門内水位を極力低下さ

せるよう努めるとともに、できるだけ閉鎖完

了時の水位を越えないよう配慮する。 

（通報及び情報提供） 

第３条 乙は、ポンプ場の運転を開始又は停止

したときは、運転状況および放流口水位につ

いて、直ちに甲に通報する。 

２．甲は、乙に対して必要に応じ、水門、ポン

プ場の運転操作等に関する情報提供を要請す

ることができる。 

（記録） 

第４条 乙は、水門、ポンプ場の運転操作に関

する記録を保存するものとする。 

（その他） 

第５条 上記の他、ポンプ場の運転に関する事

項については、その都度甲乙が協議のうえ、

これを決定するものとする。 

 

 なお、昭和５４年６月２３日付けで締結した

「茨田ポンプ場及び桑才ポンプ場の運転に関

する確認事項」は廃止する。 

 

 平成２６年３月３１日 

 甲 河川管理者 大阪府知事 松井 一郎 

 乙 流域下水道管理者  

大阪府知事 松井 一郎 

 

13)-2 古川水門操作規程（案） 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、大阪市鶴見区茨田徳庵町

1614番地に設置した古川水門（以下「水門」

という。）の操作について必要な事項を定め

るものとする。 

（操作者） 

第２条 水門の操作は、河川管理者大阪府知事

（以下「河川管理者」という。）の指令に基

づき、大阪府東部流域下水道事務所（以下「操

作者」という。）が行うものとする。 

（閉 門） 

第３条 河川管理者は、次の各号の一に該当す

る場合は、操作者に閉門の指令を行うものと

する。 

（1）大阪府に大雨注意報又は大雨警報が発令

され、かつ、操作者から水門の外水側の水位

がＯＰプラス２.60メートルを超えた旨の通

報を受けたとき。 

（2）農業用施設である古川の管理者大阪府知

事（以下「農業用施設管理者」という。）か

ら要請があったとき。 

（3）操作者から要請があったとき。 

（4）その他河川管理者が必要と認めたとき。 

２．河川管理者は、閉門の指令を発したときは、

直ちにその旨を大阪市長、守口市長、門真市

長、大東市長、寝屋川市長及び農業用施設管

理者に通報するものとする。 

３．操作者は、閉門の通報を受けたときは、直

ちに水門の門扉を降ろさなければならない。 

（閉門の通報） 

第４条 操作者は、水門の閉鎖を完了したとき

は、直ちに河川管理者に通報しなければなら

ない。 

２．河川管理者は、前項の通報を受けたときは、

第３条、第２項の規程を準ずる。 

（開 門） 
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第５条 河川管理者は、次の各号の一に該当す

る場合は、操作者に開門の指令を行うものと

する。 

（1）大雨注意報及び大雨警報が解除され、か

つ、操作者から水門の外水側の水位がＯＰプ

ラス２.60メートル以下で内外の水位差がほ

ぼなくなった旨の通報を受けたとき。 

（2）農業用施設管理者から要請があり、かつ、

内外の水位差がほぼなくなったとき。 

（3）操作者から要請があり、かつ、内外の水

位差がほぼなくなったとき。 

（4）その他河川管理者が必要と認めたとき。 

２．河川管理者は、開門の指令を発したときは、

直ちにその旨を大阪市長、守口市長、門真市

長、大東市長、寝屋川市長及び農業用施設管

理者に通報するものとする。 

３．操作者は、開門の指令を受けたときは、直

ちに水門の門扉を揚げなければならない。 

（開門の通報） 

第６条 操作者は、水門の開放を完了したとき

は、直ちに河川管理者に通報しなければなら

ない。 

２．河川管理者は、前項の通報を受けたときは、

第5条第2項の規程を準用する。 

（気象及び水象の観測） 

第７条 河川管理者及び農業用施設管理者は、

寝屋川から古川への逆流が発生するおそれの

あるときは、水門の操作に必要な気象及び水

象に関する情報を収集しなければならない。 

（水防の警報に伴う措置） 

第８条 操作者は、河川管理者から水防の警報

を受けたときは、水門の操作に必要な機械器

具等の点検、整備その他操作に必要な措置を

講じなければならない。 

（点検及び操作） 

第９条 操作者は、常に水門の点検及び整備を

行うとともに、河川管理者の指示の下に毎月

一回水門を操作しなければならない。 

（操作の記録等） 

第10条 操作者は、水門の操作を行った場合は、

次の各号に掲げる事項を記録しなければな

らない。 

（1）気象及び水象の状況 

（2）水門の操作の理由 

（3）水門の操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（4）その他特記すべき事項 

 

14) 長瀬川水門操作規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、第二寝屋川の水位の上昇

による長瀬川への逆流防止を目的として大阪

市城東区諏訪一丁目地先に設置した長瀬川水

門（以下「水門」という。）の操作について必

要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第２条 水門の操作は、東大阪市長（以下「市

長」という。）が行う。 

（閉 門） 

第３条 閉門は、逆流のおそれがあるとき、市

長が、河川管理者大阪府知事（以下「知事」

という。）にその旨を通知し、知事の指令に

基づいて行う。 

２．市長は、当該通知しようとするときは、

水門内の内水排除に対する大阪府東部

流域下水道事務所長（以下「所長」という。）

の操作態勢を確認しなければならない。 

（閉門の方法） 

第４条 閉門は、次の方法により行う。 

順位 区 分 内  容 

１ 通 報 閉門の指令を受けた後、直ち

に、その旨を大阪市長及び所

長に通報する。 

２ 水門の 

閉 鎖 

閉門の指令を受けたときは、

水門の門扉を降ろす。 

３ 通 報 水門の閉鎖完了後、直ちに、

その旨を知事、大阪市長及び

所長に通報する。 

（開 門） 

第５条 開門は、逆流のおそれがなくなったとき、

市長が知事にその旨を通知し、知事の指令に基

づいて行う。 

（開門の方法） 

第６条 開門は、次の方法により行う。 

順位 区 分 内  容 

１ 通 報 開門の指令を受けた後、直ち

に、その旨を大阪市長及び所

長に通報する。 

２ 水門の 

開 放 

開門の指令を受けたときは、

水門の門扉を上げる。 

３ 通 報 水門の開放完了後、直ちに、

その旨を知事、大阪市長及び

所長に通報する。 

（気象及び水象の観測等） 
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第７条 市長は、高潮のおそれがあるときは、

水門の操作に必要な気象及び水象に関する

情報を収集し、知事と緊密な連絡をとるもの

とする。 

（水防警報に伴う措置） 

第８条 市長は、知事から水防警報を受けたと

きは、水門の操作に必要な機械、器具等の点

検及び整備その他水門の操作に必要な措置を

講ずるものとする。 

（点検及び整備） 

第９条 市長は、大阪府寝屋川水系改修工営所

長の立会のもとに、毎月一回水門を操作して、

その点検及び整備を行う。 

（操作の記録等） 

第10粂 市長は、水門の操作を行った場合は、

次の各号に揚げる事項を記録し、保存するも

のとする。 

（1）気象及び水象の状況 

（2）水門の操作の理由 

（3）水門の操作の開始及び終了に関する事項 

（4）その他特記すべき事項 

（細 則） 

第11条 この操作規程に定めるもののほか、水

門の操作に必要な事項は、市長が定める。 

 

（附 則） 

この規程は令和五年四月一日から施行する。 
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15）防潮鉄扉協定書（公道） 

 

１．鉄 扉  の  所 在 地 

１．番        号    別紙一覧表 

 １．構造種類及形状巾員 

１．鉄扉の維持管理は大阪府で行うものとする。 

２．鉄扉の操作責任者は水防団長とし（以下「操

作責任者」という。）鉄扉の開閉に必要な電

鍵その他の器具の保管は操作責任者がする

ものとする。 

３．高潮襲来のおそれあるときは、水防管理者

は操作責任者に指示し鉄扉を閉鎖するもの

とするが必要あるときは大阪府水防本部長

がその指示をすることができる。 

４．鉄扉の開放については地域の状況に応じ操

作責任者において行うものとする。 

５．鉄扉の開閉をしたときは操作責任者は水防

管理者及び大阪府水防本部（大阪府西大阪防

潮工営所）に通報する。 

６．府及び水防組合は随時鉄扉の操作運転を行

い開閉の良否を確認しておくこと。 

７．本協定書に定めない事項についてはその都

度協定者において協議する。 

８．上記協定の証として下記の者署名捺印の上

各一通を保管する。 

９．緊急時の連絡先については別途文書をもっ

て定める。 

年  月  日 

大阪府知事 左藤 義詮  

淀川  岸水防事務組合管理者 

 大阪市長 中馬  馨  

淀川   岸水防事務組合 

水防団長 

 

16）-１ 防潮鉄扉の管理に関する協定書 

 

下記の防潮鉄扉について、その管理及び開閉

操作の万全を期すため、大阪府（以下、「府」

という。）、○○川○岸水防事務組合（以下、「水

防組合」という。）及び防潮鉄扉利用者（以下、

「利用者」という。）との問で、次の事項を協

定する。 

記 

１．防潮鉄扉の所在地 大阪市 

２．防潮鉄扉の番号 ○○川 ○岸 〇号 

３．防潮鉄扉の構造 〇m○○×〇m○○ 

引戸（〇〇〇機付） 

協 定 事 項 

１．防潮鉄扉の管理 

① 利用者は、防潮鉄扉の開閉にあたっては、

責任をもって行うものとする。 

② 利用者は、防潮鉄扉を常に開閉操作に支障

のない状態にするよう、その維持保全に留意

し、随時操作を行って開閉の良否を確認して

おくものとし、防潮鉄扉は作業等必要なとき

以外は閉鎖しておくものとする。なお、防潮

鉄扉に異常のあるときは、直ちに府に報告の

うえ、必要な措置を講じておくものとする。 

③ 万一、利用者の過失により防潮鉄扉を毀損

した場合は、直ちに府に報告のうえ、その指

示に従い、利用者の責任と負担において修理

しなければならない。 

２．開閉操作等 

① 府又は水防組合水防団は、必要があると認

められるときは、防潮鉄扉の開閉について、

利用者に指示することができる。 

② 前号により、防潮鉄扉の閉鎖の指示があっ

たときは、利用者は直ちに防潮鉄扉を閉鎖し、

府又は水防組合水防団にその旨を報告しな

ければならない。 

３．防潮鉄扉操作責任者及び作業員 

① 利用者は、防潮鉄扉操作責任者及び作業員

をおくものとし、その要員確保と配置に留意

するとともに、防潮鉄扉の開閉操作を完全に

行えるように常に作業員の訓練を行うもの

とする。 

② 利用者は、防潮鉄扉操作責任者（正、副各

１名）の名簿及び連絡方法を府へ直ちに報告

しなければならない。また、異動等があった

場合も同様とする。 

４．緊急時の防潮鉄扉の閉鎖 

防潮鉄扉操作責任者は、常に気象情報等に

注意し、高潮来襲等のおそれがあるときは、

作業員とともに待機し、府又は水防組合水防

団の指示に従い防潮鉄扉を閉鎖し、また、地

震による津波等のおそれがあるときは、府等

の指示に関係なく直ちに防潮鉄扉を閉鎖す

るものとする。 

５．付属機材の保管 

利用者は、付属機材を常に善良な管理者の

注意義務をもって保管しなければならない。

万一、利用者の過失により、紛失又は毀損し

た場合は、府の指示に従い、利用者の責任と

負担において補充又は修理しなければなら

ない。 

６．防潮鉄扉の検査 

府は防潮鉄扉の開閉操作、維持補修等の良

否について、随時検査を行うことができる。 

７．その他 

左
右 

左
右 
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本協定の内容及び関連事項について疑義

が生じたときは、各協定者は互いに誠意をも

って協議するものとする。 

この協定の締結を証するため、本書3通作成

し、各自1通を保有するものとする。 

平成  年  月  日 

大阪府 

代表者 大阪府知事 齊藤 房江 

○○川○岸水防事務組合 

管理者 

防潮鉄扉利用者 

住所 

氏名 

 

 

16）-２ 防潮鉄扉協定書（私道） 

 

1．鉄 扉 の 所 在 地  此花区酉島町1の7 

1．番       号  正蓮寺川右岸５号 

 1．構造種類及形状巾員 3.80ｍ×2.50ｍ 

減速機付引戸 

１．鉄扉の維持管理は大阪府で行うものとする。 

２．鉄扉の操作員は鉄扉設置を申出た会社（以

下単に「利用者」という）において予め定めそ

の人名連絡先を水防団長及び大阪府水防本部

（大阪府西大阪防潮工営所）に報告すると共に

鉄扉操作に充分習熟せしめておくこと。 

３．鉄扉の閉鎖については水防団長の指示によ

り利用者において行うものとするが必要ある

ときは大阪府水防本部長が指示することがで

きる。 

４．鉄扉の開放については水防団長の指示によ

り利用者において行うものとする。 

５．前二項による鉄扉の開閉による諸経費につ

いてはすべて利用者の負担とする。 

６．鉄扉の開閉をしたときは水防団長はその確

認をすると共に水防管理者及び大阪府水防本

部（大阪府西大阪防潮工営所）に通報すること。 

７．鉄扉の開閉に必要な電鍵その他器具の保管

は利用者において行うものとする。 

８．府及び水防団長並びに利用者は随時鉄扉の操

作運転を行い開閉の良否を確認しておくこと。 

９．本協定書に定めない事項についてはその都

度協定書において協議する。 

10．上記協定の証として下記の者署名捺印の上

各一通を保管する。 

11．緊急時の連絡先については別途文書をもっ

て定める。 

年  月  日 

 

大阪府知事 左藤 義詮  

淀川左岸水防事務組合管理者 

 大阪市長 中馬  馨  

淀川左岸水防事務組合 

水防団長 

鉄扉利用者 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

電話 

 

 

17）住道新橋鉄扉及び可動橋操作協定書 

 

大東市住道１丁目地先に設置された住道新

橋止水用鉄扉（以下「鉄扉」という。）及び同

可動橋（以下「可動橋」という。）の操作につ

いて、河川管理者大阪府知事（以下「甲」とい

う。）と道路管理者大東市長（以下「乙」とい

う。）との間に次のとおり協定を締結する。 

（操作者） 

第１条 鉄扉及び可動橋の操作は、相互に水位

の観測に努め、甲の指令に基づき、乙が行な

うものとする。 

（操作の準備） 

第２条 乙は、東部大阪（大東市、守口市、枚

方市、八尾市、寝屋川市、柏原市、門真市、

東大阪市、四條畷市、交野市をいう。以下同

じ）の区域又は大阪市の区域を対象として大

雨に関する注意報若しくは警報又は洪水注

意報若しくは洪水警報が行われたときは、鉄

扉及び可動橋の操作に必要な人員の確保、機

械器具の点検、整備、その他操作に必要な措

置を講じなければならない。 

（閉鎖の時期） 

第３条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、

乙に閉鎖の指令を行なうものとする。 

（1）東部大阪の区域又は大阪市の区域を対象

として大雨に関する注意報若しくは警報又

は洪水注意報若しくは洪水警報が行われ、か

つ、住道水位計で寝屋川の水位がＯＰプラ

ス３.１メートルを超えたとき 

（2）操作者からの要請があったとき 

（3）その他甲が必要と認めたとき 

（緊急措置） 

第４条 乙は、突発的な災害等で緊急に鉄扉を

閉鎖しなければ危険であると判断したとき

は、甲の指令を受けないで鉄扉を閉鎖するこ

とができる。この場合、閉鎖の通報、閉鎖の

方法及び閉鎖の完了の通報は第５条から第

７条までの規定を準用するものとする。 

（閉鎖の通報） 
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第５条 乙は、閉鎖の指令を受けたときは、直

ちにその旨を四條畷警察署長及び大東市消

防長に通報するものとする。 

（閉鎖の方法） 

第６条 閉鎖は、次の方法によりその順位に従

って行うものとする。 

順位 区 分 内  容 

１ 閉鎖の

表 示 

鉄扉の閉鎖を開始するにあ

たって、信号灯を点灯し、付

近の通行車及び通行人に周

知させる。 

２ 鉄扉の 

閉 鎖 

左右岸の鉄扉を閉鎖する。 

３ 可動橋 

の押上げ 

可動橋を押上げる。 

４ 可動橋

休 止 

可動橋休止装置を操作し、可

動橋を固定する。 

５ 完了の

報 告 

閉鎖が完了したときは、直ち

に甲に報告する。 

（閉鎖の完了の通報） 

第７条 乙は、甲に閉鎖完了の報告をしたとき

は、直ちにその旨を四條畷警察署長及び大東

市消防長に通報するものとする。 

（開放の時期） 

第８条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、

乙に開放の指令を行なうものとする。 

（1）東部大阪の区域又は大阪市の区域を対象

として大雨に関する注意報若しくは警報又

は洪水注意報若しくは洪水警報が解除され、

かつ、寝屋川の住道水位計の水位がＯＰプ

ラス３.１メートル以下となったとき 

（2）東部大阪の区域又は大阪市の区域を対象

として大雨に関する注意報若しくは警報又

は洪水注意報若しくは洪水警報が行われて

いる場合において乙からの要請があり、か

つ、住道水位計で寝屋川の水位がＯＰプラ

ス３.１メートル以下となり、かつ、水位の

上昇が見込まれなくなったとき 

（3）その他甲が必要と認めたとき 

（開放の通報） 

第９条 乙は、開放の指令を受けたときは、直

ちにその旨を四條畷警察署長及び大東市消

防長に通報するものとする。 

（開放の方法） 

第10条 開放は、次の方法によりその順位に従

って行うものとする。 

 

順位 区 分 内  容 

１ 可動橋休止

の解除 

可動橋休止装置を解除 

する。 

２ 可動橋の 

降下 

可動橋を所定の位置に 

降下させる。 

３ 鉄扉の 

開 放 

左右岸の鉄扉を開放 

する。 

４ 開放の表示 信号灯を消灯する。 

５ 完了の報告 開放が完了したときは、

直ちに甲に報告する。 

（開放の完了の通報） 

第11条 乙は、甲に開放完了の報告をしたとき

は、直ちにその旨を四條畷警察署長及び大東

市消防長に通報するものとする。 

（点検及び整備） 

第12条 乙は、常に鉄扉及び可動橋の点検並び

に整備を行なうとともに、毎月１回、寝屋川

水系改修工営所長の立会のうえ試運転操作

を実施するものとする。 

2．前項の場合の通報及び操作の方法は、第５

条から第７条まで及び第９条から第11条ま

での規定を準用するものとする。 

（操作の記録） 

第13条 乙は、鉄扉及び可動橋の操作を行なっ

た場合は、次の各号に掲げる事項を記録しな

ければならない。 

（1）気象及び水象の状況 

（2）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（3）操作の理由 

（4）その他特記すべき事項 

（その他） 

第14条 この協定に定めのない事項又は疑義

が生じた事項については、甲及び乙がそれぞ

れ協議の上決定するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この協定は、協定締結の日から施行する。 

（協定の廃止） 

昭和５３年１２月１８日締結の住道新橋鉄

扉及び可動橋操作に関する甲乙間の協定は、本

協定締結の日をもって廃止する。 

 

この協定の証として本書2通を作成し、甲乙

記名押印の上各1通を保有する。 

平成２３年２月１７日 

甲 河川管理者 

大阪府知事 橋下 徹 

乙 道路管理者 

大東市長 岡本 日出士 
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18）平野川鉄扉操作協定書 

 

大阪市東住吉区今林地先の平野川左右岸に

設置した末尾記載の鉄扉及び角落（以下「鉄扉

等」という。）の操作について、河川管理者大

阪府知事（以下「甲」という。）、水防管理者大

阪市長（以下「乙」という。）及び大阪市中央

卸売市場東部市場開設者大阪市長（以下「丙」

という。）は次のとおり協定する。 

（維持管理） 

第１条 鉄扉等の維持管理は甲が行うものとする。 

２．丙は常に鉄扉等を開閉操作に支障ない状態

に保つよう維持保全に留意しなければなら

ない。 

（操作者） 

第２条 鉄扉等の操作は、丙が行うものとする。 

（操作責任者） 

第３条 丙は、鉄扉等の操作責任者を定めその

名簿を甲及び乙に提出するものとする。 

（操作準備） 

第４条 丙は、大阪府に大雨注意報が発令され

たときは、鉄扉等の点検、確認、その他操作

に必要な措置を講じなければならない。 

５．甲は、鉄扉等の操作に必要な情報を丙に通

報するものとする。 

（鉄扉等の閉鎖） 

第５条 鉄扉等の操作は、大阪府に大雨注意報

の発令があり、平野川鳥居先下流の水位計水

位がＯ.Ｐ５.20メートル又は、三川合流点の

水位計水位がＯ.Ｐ４.40メートルに達し、か

つ洪水の恐れがあるときに、甲の指令に基づ

き丙が行うものとする。 

２．甲の指令を受けたとき、丙は直ちに鉄扉等

を閉鎖するものとする。 

３．丙は、鉄扉等の閉鎖を完了したときは、甲

及び乙に報告するものとする。 

（緊急措置） 

第６条 丙は、前条の規定のほか突発的な災害

等で緊急に鉄扉等を閉鎖しなければ危険で

あると判断したときは、甲の指令を受けない

で閉鎖することができる。 

この場合、鉄扉等の閉鎖を完了したときに、

直ちに甲及び乙に報告するものとする。 

（鉄扉等の開放） 

第７条 甲は、平野川鳥居先下流の水位計水位

がＯ.Ｐ５.20メートル未満となり、かつ三川

合流点の水位計水位がＯ.Ｐ４.40メートル未

満となって、上昇の恐れがないと判断したと

きは、丙に鉄扉等の開放を指令するものとする。 

２．甲の指令を受けたとき、丙は鉄扉等を固放

するものとする。 

３．丙は、鉄扉等を開放したときは、甲及び乙

に報告するものとする。 

（閉鎖確認） 

第８条 甲及び乙は、第5条第3項及び第6条の

報告を受けたときは鉄扉等の閉鎖の確認を

するものとする。 

（点検整備） 

第９条 甲、乙及び丙は協力して鉄扉等の機能

確認及び諸設備点検のため毎年１回以上出

水期前に開閉訓練を行うものとする。 

２．開閉訓練をするに当たって、甲、乙及び丙

は、日時等協議の上定めるものとし、丙は関

係者に連絡しなければならない。 

（費用負担） 

第10条 鉄扉等の操作に要する費用は丙の負

担とする。 

（第三者への損害） 

第11条 鉄扉等の操作が原因となって第三者

に損害を与えた場合においては、その原因が

丙の責に帰する事由による場合を除き甲、丙

協議の上解決するものとする。 

（その他） 

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義

を生じた事項については、その都度甲、乙及

び丙協議の上定めるものとする。 

この協定を証するため、本書3通を作成し、

甲、乙及び丙記名押印の上各1通を保有する。 

昭和58年８月２日 

甲  河川管理者 

大阪府知事 岸  昌 

乙  水防管理者 

大阪市長 大 島  靖 

丙  大阪市中央卸売市場 

東部市場開設者 

大阪市長 大 島  靖 
 

 

名 称 
設 置 

場 所 
型 式 寸 法（ｍ） 

平野川 

1号鉄扉 

大阪市 

住吉区 

今林地先 

鋼製引戸式鉄扉 6,760×0.500 

平野川 

2号鉄扉 
〃 F.R.P製角落し堰 1,430×0.500 

平野川 

3号鉄扉 
〃 鋼製引戸式鉄扉 5,560×0.500 
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平野川 

4号鉄扉 
〃 

ｱﾙﾐ製引戸式鉄扉 

（２門） 

4,908×0.500 

6,153×0.500 

平野川 

5号鉄扉 
〃 

鋼製引戸式鉄扉 

（２門） 

4,365×0.500 

5,415×0.500 

平野川 

6号鉄扉 
〃 鋼製引戸式鉄扉 6,860×0.500 

平野川 

7号鉄扉 
〃 鋼製引戸式鉄扉 6,260×0.500 

平野川 

8号鉄扉 
〃 

鋼製引戸式鉄扉 

（５門） 

4,590×0.500 

4,440×0.500 

4,440×0.500 

4,440×0.500 

4,590×0.500 

平野川 

9号鉄扉 
〃 

鋼製引戸式鉄扉 

（３門） 

4,850×0.500 

4,800×0.500 

4,850×0.500 

 

 

19）平野川分水路排水機場操作要領 

 

第１章 総   則 

 

（趣 旨） 

第１条 寝屋川水系平野川分水路排水機場（以

下「排水機場」という。）の操作については、

当分の間この操作要領の定めるところによる。 

（操作の日的） 

第２条 排水機場の操作は平野川及び平野川

分水路の洪水を防御するため、平野川分水路

の水位低下を図り、もって公共の安全を保持

することを目的とする。 

（操作者） 

第３条 排水機場の操作は、寝屋川水系改修工

営所長（以下「所長」という。）が行うもの

とする。 

（定 義） 

第４条 この要領において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

ころによる。 

（1）「洪水時」とは、次表に定める対象水位計

の水位（以下「対象水位計水位」という。）

のいずれかが次表の指定水位を越えるとき

をいう。 

河  川  名 対 象 水 位 計 指定水位 

第二寝屋川 排水機場外水位 OP＋2.60ｍ 

平野川分水路 排水機場内水位 OP＋2.60ｍ 

同   上 巽   橋 OP＋3.00ｍ 

（2）「平水時」とは「洪水時」以外のときをいう。 

 

 

第２章 排水機場の操作方法 

 

（洪水時における操作） 

第５条 所長は、洪水時にあっては、次の各号

の定めるところにより排水機場を操作する

ものとする。 

（1）対象水位計水位のいずれかが指定水位に

達し、なお上昇する恐れがある場合には、

河川管理者大阪府知事（以下、「知事」と

いう。）の指令に基づき排水機場を操作す

るものとする。 

（2）前号により排水機場を操作している場合

において、対象水位計のすべてが、指定水

位未満となり、上昇の恐れがないときには、

知事の指令に基づき、排水機場の操作を停

止するものとする。 

（平水時における操作） 

第６条 所長は平水時にあっては試運転時を

除き排水機の吐出ゲートを全閉し、分水路水

門のすべてを全開しておくものとする。 

（操作の特例） 

第７条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるとき又は知事の指示があっ

たときは、第５条及び第６条の規定にかかわ

らず排水機場を操作することができるもの

とする。 

（関係機関に対する通知等） 

第８条 所長は、排水機場を操作することによ

り公共の利害に重大な影響を及ぼす恐れが

あると認められるときは、あらかじめ関係機

関に通知する等必要な措置を講じるものと

する。 

（操作に関する記録） 

第９条 所長は、排水機場を操作するときは、

次に掲げる事項を記録しておくものとする。 

（1）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（2）気象及び水象の状況 

（3）運転した主ポンプの名称及び状況 

（4）換作の際に行った通知等の状況 

（5）第７条に該当するときは操作の理由 

（6）その他参考となるべき事項 

 

第３章 洪水警戒体制 

 

（洪水警戒体制） 

第10条 所長は、次の各号の１に該当する場合
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で、知事の指令があったときには、洪水警戒

体制に入るものとする。 

（1）寝屋川流域に大雨、洪水に関する注意報

又は警報が出されたとき 

（2）その他洪水が発生する恐れがあるとき 

（洪水警戒体制における措置） 

第11条 所長は、洪水警戒体制において、次に

掲げる措置をとるものとする。 

（1）排水機場を操作することができる要員を

確保すること。 

（2）排水機場を操作するために必要な、機械

器具等の点検及び整備を行うこと。 

（3）排水機場の管理上必要な気象、水象の観

測及び関係機関との連絡並びに情報の収

集を密にすること。 

（4）その他排水機場の管理上必要な措置をと

ること。 

（洪水警戒体制の解除） 

第12条 所長は、洪水の恐れがなくなった場合

で知事の指令があったときは洪水警戒体制

を解除するものとする。 

 

第４章 雑   則 

 

（点検及び整備） 

第13条 所長は、排水機場を操作するために必

要な機械器具等については、別途定める点検

整備要領により点検及び整備を行い、これを

良好な状態に保つものとする。 

（事故時の報告） 

第14条 所長は、排水機場に重大な事故が発生

したときは、直ちに適切な処置をとるととも

に、その状況を本部長に報告するものとする。 

（観 測） 

第15条 所長は、対象水位計水位その他排水機

場を操作するために必要な事項については常

時これを観測し、記録、保存するものとする。 

（日報等） 

第16条 所長は、排水機場の管理に関する事項

については日報、月報及び年報を作成し、こ

れらを保存するものとする。 

（操作細則） 

第17条 この操作要領に定めるもののほか、こ

の操作要領の実施のために必要な事項は別

に操作細則で定める。 

（附 則） 

この要領は令和５年４月１日から実施する。 

 

20）淀川大堰、毛馬水門、 

毛馬閘門操作規則 

 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 淀川大堰（以下「大堰」という。）、毛

馬水門（以下「水門」という。）及び毛馬閘

門（以下「閘門」という。）の操作について

は、この規則の定めるところによる。 

 

（操作の目的） 

第２条  大堰、水門、及び閘門（以下「大

堰等」と総称する。）の操作は、毛馬排水機

場（以下「排水機場」という。）を含めた各

施設の関連操作により、淀川及び旧淀川の洪

水を安全に流下させること、高潮及び津波か

らの防御、大堰の貯水池（以下「貯水池」と

いう。）における塩水の遡上防止・取水調整・

舟運の確保、淀川の流水を旧淀川へ分流する

ことによる旧淀川の流水の正常な機能の維

持、旧淀川及び寝屋川流域の洪水、高潮、津

波時の内水の排除及び洪水の軽減を図るこ

とを目的とする。 

（操作に関する基本事項） 

第３条 大堰等の操作については、河川の流量、

並びに堰の上流及び下流の水位の状況に応

じ、次の各号に掲げることを基本として行う

ものとする。 

 一 洪水時、高潮時及び津波時における流水

の安全な疎通を図るものとする。 

 二 塩水の遡上による塩害を防止するとと

もに、既得用水の取水を可能とする。 

 三 旧淀川と淀川の間の船の通航を可能と

する。 

四 淀川の流水を旧淀川に流すことにより、

河川の正常な機能の維持を図るものとする。 

（水位） 

第４条 堰の上流の水位（以下「上流水位」と

いう。）及び下流の水位（以下「下流水位」

という。）は、それぞれ堰の上流及び下流に

設置された水位計の測定結果に基づき算出

するものとする。 

（定義） 

第５条 この規則において水位は、大阪湾工事

基準面（東京湾平均海面+１．３００m）から

の水位とする。 

２ この規則において「洪水時」とは、細則に

定めるところにより算定した貯水池への流
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入量（以下「流入量」という。）が毎秒８０

０立方メートル以上であるときをいう。 

３ この規則において「高潮時」とは、洪水時

でなく、下流側の水位が２．８メートル以上

であるときをいう。 

４ この規則において「平水時」とは、流入量

が毎秒７６立方メートル以上、毎秒８００立

方メートル未満で高潮時でないときをいう。 

５ この規則において「渇水時」とは、流入量

が毎秒７６立方メートル未満を継続するお

それがあり、高潮時でないときをいう。 

６ この規則において「津波時」とは、気象庁

から大阪府に対して、津波警報又は大津波 

警報が発せられたときをいう。 

（大堰等の名称） 

第６条 大堰等の名称及び管理上参考となる

べき事項は、次のとおりとする。 

一 大堰等のゲート名称、門数等は次表のと

おりである。 

 

二 平水時及び渇水時における貯水池の水

位は、上流水位で２．５メートル以上３．

３メートル以内とする。 

 

第２章 大堰等の洪水時における操作の方法 

 

（洪水時の大堰の操作方法） 

第７条 淀川河川事務所所長（以下「所長」と

いう。）は、洪水時にあっては、次の各号に

定める方法により、大堰を操作するものとす

る。ただし、所長は気象、水象その他の状況

により、特に必要と認める場合においてはこ

の限りではない。 

一 流水の貯水池への流入量が毎秒８００

立方メートルに達したとき、流入量のうち、

水門からの分流を除いた流量を、魚道ゲー

ト、主ゲート及び調節ゲートから放流する。 

二 流入量が毎秒２，１００立方メートルに

達したときは、魚道ゲート、主ゲート及び

調節ゲートを全開する。 

２ 前項により主ゲート及び調節ゲートを全

開している場合において、流入量が毎秒２，

１００立方メートル未満になったときは、主

ゲート及び調節ゲートを操作し、上流水位を

２．５メートル以上３．３メートル以内に保

つものとする。 

（洪水時の水門の操作の方法） 

第８条 所長は、洪水時にあっては、次の各号

に定めるところにより水門を操作するもの

とする。 

一 水門の淀川本川側にあるゲート（以下

「水門制水ゲート」という。）及び水門の

旧淀川側にあるゲート（以下「水門調節ゲ

ート」という。）を操作し、毎秒７１立方

メートル以上、毎秒１２０立方メートル以

下を旧淀川に分流する。 

二 水門の旧淀川側にある量水標で測定し

た水位（以下「大川水位」という。）が２．

６メートルを超え、降雨、高潮等によりさ

らに水位上昇が見込まれるときは、前号の

規定にかかわらず、水門を全閉し、分流を

停止する。 

三 流入量が毎秒２，１００立方メートルを

超えた場合は、第一号の規定にかかわらず、

水門を全閉し、分流を停止する。 

四 第二号、第三号により分流を停止してい

る場合において、大川水位が２．６メート

ル以下でかつ流入量が毎秒２，１００立方

メートル以下となり、これを保つことがで

きるときは、水門制水ゲート及び水門調節

ゲートを操作し、毎秒７１立方メートル以

上、毎秒１２０立方メートル以下を旧淀川

に分流する。 

２ 所長は、排水機場の運転の開始又は運転時

は、第１項第一号、同項第四号の規定にかか

わらず、水門を全閉し、分流を停止する。 

３ 所長は、前２項により操作を行う場合は、

水門周辺の水位に急激な変動を生じないよ

うに努めなければならない。 

（洪水時の閘門の操作の方法） 

第９条 所長は、洪水時にあっては、閘門の淀

川側にあるゲート（以下「閘門制水ゲート」

という。）及び閘門の旧淀川側にある２門の

ゲート（以下「閘門ゲート」という。）を全

閉するものとする。ただし、上流水位が３．

   項 目 

施設名称 
ゲート名称 門数 備考 

大堰 

主ゲート 4 大堰中央部 

調節ゲート 2 主ゲート両端 

魚道ゲート 2 大堰左右岸 

水門 
制水ゲート 3  

調節ゲート 3  

閘門 
制水ゲート 1  

閘門ゲート 2  
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７メートル以下の場合において、船又はいか

だ（以下「船」という。）が緊急退避する場

合はこの限りではない。 

 

第３章 大堰等の高潮時における操作

の方法 

 

（高潮時の大堰の操作の方法） 

第１０条 所長は、高潮時には、次の各号に定

めるところにより、大堰を操作するものとす

る。ただし、所長は、気象、水象その他の状

況により、特に必要と認める場合においては

この限りではない。 

一 下流水位が上流水位より低く、かつ上流

水位が３．８メートル以下のときは、魚道

ゲート及び調節ゲートから放流する。 

二 第一号により大堰を操作している場合

において、上流水位が３．８メートルを超

えるおそれがあるときは、主ゲート、調節

ゲート及び魚道ゲートの開操作を行う。 

三 下流水位が上流水位以上のときは、主ゲ

ート、調節ゲート及び魚道ゲートは全閉す

る。 

四 第三号により大堰を全閉している場合

において上流水位が４．１メートル以上の

ときは、調節ゲート上段扉の開操作を行い、

上流水位の低減を行う。 

２ 所長は、前項により操作を行う場合は、大

堰の上流及び下流の水位に急激な変動を生

じないように努めなければならない。 

（高潮時の水門の操作の方法） 

第１１条 所長は、高潮時にあっては、水門制

水ゲート及び水門調節ゲートを全閉してお

くものとする。 

（高潮時の閘門の操作の方法） 

第１２条 所長は、高潮時にあっては、閘門制

水ゲート及び閘門ゲートを全閉しておくも

のとする。ただし、上流水位が３．７メート

ル以下で船が緊急退避する必要がある場合

はこの限りではない。 

 

第４章 大堰等の平水時における操作

の方法 

 

（平水時の大堰の操作の方法） 

第１３条 所長は、平水時にあっては、次の各

号に定めるところにより、大堰を操作するも

のとする。 

一 主ゲートを全閉する。 

二 魚道流量を限度に魚道ゲートを操作す

る。 

三 大堰への流入量のうち、水門からの分流

を除いた流量を、魚道ゲート、調節ゲート

から放流する。 

四 前３号により大堰を操作している場合

において、下流水位が上流水位以上になる

ときは、調節ゲート及び魚道ゲートを全閉

する。 

２ 所長は、前項により操作を行う場合は、大

堰の上流及び下流の水位に急激な変動を生

じないように努めなければならない。 

(平水時の水門の操作方法) 

第１４条 所長は、平水時にあっては、次の各

号に定めるところにより、水門を操作するも

のとする。 

一 水門制水ゲートと水門調節ゲートを操

作し、毎秒７１立方メートル以上毎秒１２

０立方メートル以下を旧淀川に分流する。 

二 大川水位が上流水位を上回る場合、又は

大川水位が２．６メートルを超え、降雨、

高潮等によりさらに水位上昇が見込まれ

るときは、第一号の規定にかかわらず、水

門を全閉し、分流を停止する。 

三 旧淀川の水環境保全上必要と認められ

る場合、水門制水ゲートと水門調節ゲート

を操作し、毎秒４１立方メートル以上毎秒

１０１立方メートル以下の範囲で旧淀川

へ分流する。その場合、旧淀川の流水の正

常な機能の維持のため日平均毎秒６１立

方メートル以上とするものとする。 

２ 所長は、排水機場の運転の開始時又は運転

時は、第１項の規定にかかわらず、水門制水

ゲート及び水門調節ゲートを全閉し、分流を

停止する。 

３ 所長は、前２項により操作を行う場合は、

水門周辺の水位に急激な変動を生じないよ

うに努めなければならない。 

(平水時の閘門の操作方法) 

第１５条 所長は、平水時にあっては、次の各

号に定めるところにより、船の通航の用に供

するため、閘門の操作を行うことができる。 

一 船の通航に必要な場合を除き、閘門の全

てのゲートを全閉しておくものとする。 

二 次のすべての要件を満たす船について、

通航のための閘門の操作を行う。 

船の長さ    ４５．００メートル以下 
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船の幅員     ９．００メートル以下 

船の高さ（水面上）３．５０メートル以下 

船の喫水     １．５０メートル以下 

２ 所長は、排水機場の運転の開始時又は運転

時は、前項第二号の規定にかかわらず、閘門

制水ゲート及び閘門ゲートを全閉する。 

第５章 大堰等の渇水時における操作の方法 

 

（渇水時の大堰の操作方法） 

第１６条 所長は、渇水時にあっては、次の各

号に定めるところにより、大堰を操作するも

のとする。 

一 主ゲート及び調節ゲートを全閉する。 

二 魚道流量を限度に魚道ゲートを操作す

る。 

２ 所長は、大堰上流及び旧淀川の利水に支障

が生じるおそれがある場合は、魚道流量を調

整することができるものとする。 

（渇水時の水門の操作方法） 

第１７条 所長は、渇水時にあっては、次の各

号に定めるところにより、水門を操作するも

のとする。 

一 水門制水ゲートと水門調節ゲートを操

作し、毎秒４１立方メートル以上毎秒１０

１立方メートル以下の範囲で旧淀川へ分

流する。その場合、旧淀川の流水の正常な

機能の維持のため日平均毎秒６１立方メ

ートル以上とするものとする。 

二 大川水位が上流水位を上回る場合、又は

大川水位が２．６メートルを超え、降雨、

高潮等によりさらに水位上昇が見込まれ

る場合は、前号の規定にかかわらず水門を

全閉し、分流を停止する。 

２ 所長は、排水機場の運転の開始又は運転時

は、前項の規定にかかわらず、水門制水ゲ 

ート及び水門調節ゲートを全閉し、分流を停

止する。 

３ 所長は、前２項により操作を行う場合は、

水門周辺の水位に急激な変動を生じないよ

うに努めなければならない。 

（渇水時の閘門の操作方法） 

第１８条 所長は渇水時にあっては、次の各号

に定めるところにより、船の通航の用に供す

るため、閘門の操作を行うものとする。 

一 船の通航に必要な場合を除き、閘門の全

てのゲートを全閉する。 

二 第１５条第１項第二号の要件に該当す

る船についてのみ操作を行う。 

２ 所長は、排水機場の運転の開始時又は運転

時は、前項第二号の規定にかかわらず、閘門

制水ゲート及び閘門ゲートを全閉する。 

 

第６章 大堰等の津波時における操作

の方法 

 

(津波時の大堰の操作方法) 

第１９条 所長は、津波時には、全てのゲート

を全閉とする。 

２ 所長は、前項の規定にかかわらず、上流か

らの流入量や津波到達時間等の状況に応じて

必要な操作を行うことができる。 

(津波時の水門の操作方法) 

第２０条 所長は、津波時には、水門制水ゲー

ト及び水門調節ゲートを全閉するものとす

る。 

２ 所長は、前項の規定にかかわらず、津波到

達時間等の状況に応じて必要な操作を行う

ことができる。 

(津波時の閘門の操作方法) 

第２１条 所長は、津波時には、閘門制水ゲー

ト及び閘門ゲートを全閉するものとする。た

だし、大堰上流水位が３．７メートル以下で

船が緊急退避する必要がある場合はこの限

りではない。 

２ 所長は、前項の規定にかかわらず、津波到

達時間等の状況に応じて必要な操作を行う

ことができる。 

 

第７章 操作の方法の特例等 

（ゲートの操作） 

第２２条 大堰等に係るゲートの操作につい

ては、第７条から前条までに規定する方法の

ほか、細則で定める。 

（ゲートの操作の原則） 

第２３条 所長は、大堰及び水門のゲートを操

作するときは、大堰の上流及び下流、水門周

辺の水位に急激な水位の変動を生じさせな

いよう努めるものとする。 

（操作の方法の特例） 

第２４条 所長は、異常渇水、事故、その他や

むを得ない事情があるときは、必要の限度に

おいて、第２２条に規定する方法以外の方法

により大堰等を操作することができる。 

（操作に関する通知等） 

第２５条 所長は、大堰を操作することにより、

公共の利益に重大な影響を生ずると認めら
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れる場合又は大堰の上流及び下流の流水の

状況に著しい変化を生じさせると認められ

る場合において、これによって生じる危害を

防止する必要があると認めるときは、細則に

定めるところにより関係機関に通知するも

のとする。 

２ 所長は、気象、水象その他の状況により、

大堰を操作することにより、大堰の上流又は

下流の流水の状況に著しい変化を生じさせ

ると認められる場合又は船の通航のための

閘門の操作を行う場合は細則に定めるとこ

ろにより一般に警告するものとする。 

 

第８章 洪水警戒体制等 

（警戒体制）  

第２６条 所長は、次の各号の一に該当すると

きは、警戒体制を執らなければならない。 

一 流入量が毎秒８００立方メートルに達

するおそれがあるとき 

二 大阪管区気象台から北大阪、大阪市、東

部大阪、及び京都地方気象台から京都府南

部（南丹・京丹波、京都・亀岡、山城中部、

山城南部）において、降雨に関する警報が

発せられ、洪水の発生が予想されるとき。 

三 下流水位が２．８メートルを越える恐れ

があるとき。 

四 大阪管区気象台から大阪市において高

潮注意報、高潮警報が発令されたとき。 

五 気象庁から大阪湾に津波注意報、津波警

報、大津波警報が発令されたとき。 

六 その他洪水及び高潮、津波が発生するお

それがあるとき。 

２ 所長は、前項に規定する場合のほか、必要

と認めたとき、警戒体制を執ることができる。 

（警戒体制における措置） 

第２７条 所長は、第２６条の規定による警戒

体制を執ったときは、直ちに次の各号に定め

る措置を執らなければならない。 

一 気象並びに水象に関する観測及び情報

の収集を密にすること。 

二 大堰等を操作するために必要な機械、器

具の点検及び整備その他大堰等の管理上

必要な措置をとること。 

（警戒体制の解除） 

第２８条 所長は、警戒体制を維持する必要が

なくなったと認める場合には、これを解除し

なければならない。 

 

第９章 点検、整備等 

 

（計測、点検及び整備） 

第２９条 所長は、大堰等を常に良好な状態に

保つため必要な計測、点検及び整備を行わな

ければならない。 

２所長は津波時において、機側で操作員等が作

業を行っている場合には、速やかに退避する

よう指示するものとする。 

また、操作員等は津波情報を入手し、緊急を

要する場合には、所長からの指示以前に退避

し、退避後に報告することができる。 

（観測） 

第３０条 所長は、淀川大堰等を操作するため

に必要な気象及び水象の観測は、細則で定め

るところにより行わなければならない。 

（記録） 

第３１条 所長は、ゲートを操作し、第２５条

の規定による操作に関する通知等、第２９条

の規定による点検及び整備、又は前条の規定

による観測を行ったときは、細則で定める事

項を記録しておかなければならない。 

 

第１０章 雑則 

 

（細目） 

第３２条 この規則に定めるもののほか、この

規則の実施のために必要な手続きその他細

則は、別途定める。 

 

附則 

 

１この操作規則は、平成２８年３月３０日から適

用する。 

２現行の操作規則は、平成２８年３月２９日を

もって廃止とする。 

 

 

21）淀川大堰、毛馬水門、 

毛馬閘門操作細則 

 

(通則) 

第1条 淀川大堰(以下「大堰」という。)、毛馬

水門(以下「水門」という。)及び毛馬閘門(以

下「閘門」という。)の操作については、淀川

水系淀川淀川大堰、毛馬水門及び毛馬閘門操作

規則(以下「規則」という。)に定めるもののほ
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か、この細則の定めるところによる。 

(施設の名称) 

第2条 大堰、水門、及び閘門(以下「大堰等」と

総称する。)の操作にかかわる施設の名称は、

別表1のとおりとする。 

(流入量の算定) 

第3条 規則第5条に規定する流入量は、毎秒1 , 5 

0 0立方メートル未満の時、水位の 0 上昇又は

低下の時間的な割合から算定した数値に、貯水

池からの取水量及びゲートより放流する量を

加えたものとし、( 1 )式より算定する。 

 

Q in= { V (H ( t 2 ) ) - V (H ( t 1 ) ) + △ 

t・Q。) / △ t  ( 1 ) 

Qin :大堰への流入量(立方メートル/秒) 

V (H ( t 2 ) ) :現在時刻t 2における貯水池水

位H (t 2)に対応する貯水量(立方メートル) 

V (H ( t 1 ) ) :現在時刻より一定時間( △ t )

前の時刻t 1の貯水池水位H ( t 1 ) に対応す

る貯水量(立方メートル) 

Qo：t 1 ～ t 2時間内における大堰等からの放流

量(立方メートル/秒) 

△ t :流入量計算時間間隔(秒) 

２ 大堰への流入量が毎秒1 , 5 0 0立方メート

ル以上の場合は、枚方水位流量観測所で観測し

た流量を流入量とする。 

(大堰等のゲート操作) 

第4条 各施設のゲート操作は、次の各号に定め

るところによるものとする。 

一 大堰主ゲートの全開、全閉以外の操作は、2

門同一開度により行い、その組み合わせは、「3

号、4号ゲート」と「2号、5号ゲート」とし、

目標開度までの交互操作で開閉する。 

二 大堰の調節ゲートは、2門同一開度で操作す

る。 

三 大堰ゲートを全閉状態から開操作を行う場

合は、排砂装置により噴射を行ってから操作す

る。 

四 大堰から放流する場合は、下流水位が急激に

変動しないように 一回当たりの放流量の変更

は1 0分間隔で行う。ただし、大堰下流水位が

潮位条件により急激に変動しないと判断され

る場合は、このかぎりではない。 

五水門調節ゲート3門の開度は、同一開度で操作

する。 

六水門から放流する場合、1回当りの放流量の変

更は、毎秒2 0立方メートルとしその間隔は、1 

0分間とする。 

七 閘門通航時の操作は、閘門1号ゲート及び閘

門2号ゲートの全閉を確認し、バイバスゲート

の操作で閘室内の水位調整を行った後、進入側

閘門ゲートを開けて、船を閘室に入れて(以下

「入閘」という。)、操作したバイバスゲート

及び閘門ゲートを全閉する。さらに、バイバス

ゲートの操作で閘室内の水位調整を行った後、

退出側閘門ゲートを開けて、船を閘室から出し

た(以下「出閘」という。)後、操作したバイバ

スゲート及び閘門ゲートを全閉する。 

八 大堰等のゲート操作は、中央制御による遠方

操作を原則とし、 これによりがたい場合は機

側操作で行う。  

(魚道流量) 

第5条 魚道流量は、毎秒5立方メートルとする。 

 

(水門の操作) 

第6条 規則第1 4条第1項第三号及び規則第1 7

条第1項第一号に規定する水門の操作は、干潮

時に毎秒1 0 1立方メートルを4時間放流し、満

潮時に毎秒4 1立方メートルを8時間放流する

ものとする。ただし、潮位の状況等に応じて、

放流時間を調整することができる。  

(閘門の操作) 

第7条 操作規則第1 5条に規定する閘門の操作

は、次の各号に定めるところにより行うものと

する。 

一 操作時間は8時3 0分から日没までとする。 

二 船を入閘させる場合は、入閘側のバイバ

スゲートを開いて入閘側の河川の水位と閘

室の水位を同一にしたのち、入閘側の閘門

ゲートを開けて船を入閘させ、操作したバ

イバスゲート及び閘門ゲートを全閉する。 

三 船を出閘させる場合、出閘側のバイバス

ゲートを開いて出閘側の河川の水位と閘室

の水位を同一にしたのち、出閘側の閘門ゲ

ートを開けて船を出閘させ、操作したバイ

パスゲート及び閘門ゲートを全閉する。 

四 入閘又は出閘する場合、閘門ゲートは入閘側

又は出閘側の河川の水位から3 . 5 0 メートル

以上開けるものとする。 

(ゲート操作の原則) 

第8条 規則第23条に規定するゲート操作の原則

は、大堰の上流及び下流、水門周辺の水位の変

動を、3 0分間に3 0センチメートル以内になる

ように、全てのゲートの操作を行うものとする。 

２ 気象、水象その他の状況により、特に緊急か

つやむを得ない場合は、前項の規定にかかわら
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ず放流することができるもの、とする。 

(操作に関する通知等) 

第9条 規則第25条に規定する関係機関は別表2

に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)

のうち、次の各号により影響を受けるものに対

して行う。 

一 規則第1 0条及び規則第1 9条に規定する

操作により、大堰の貯水池の利水に塩害等

が発生するおそれのあるとき。 

二 閘門において船の通航に支障の生ずるおそ

れのあるとき。 

三 流水状況の著しい変化等によって生じる

危害を防止する必要があるとき。 

２ 規則第25条第2項に規定する一般への警

告は、次の各号により行うものとする。 

 一 一般への警告は、ゲートの操作を開始する

前に行うものとする。 

 二 一般への警告は、別表3に掲げる警報設備等

により行うものとし、その方法は次によるもの

とする。 

イ 大堰にあっては規則第7条の規定により主ゲ

ートの操作を開始するとき、及び第 8条第2項

の規定により放流を行う場合で、下流に急激な

水位の影響が生じると予想されるときは、大堰

地点から東海道本線上淀橋まで、スピーカーに

より行う。 

ロ 閘門にあっては規則第9条、第12条、第15条、

第18条及び第21条のゲート操作の都度閘門内

に設置してあるスピーカーにより行う。 

ハ 第8条第2項の規定により放流を行う場合で、

下流に急激な水位の影響が生じると予想され

るときは、その範囲について警報車により巡視

を行う。 

(警戒体制時における措置) 

第10条 規則第27条に規定するその他大堰等の

管理上必要な措置は、次の各号とする。 

一 職員の呼集、作業分担、配置その他必要

な事項。  

二 警報設備の作動を確認すること。 

三 堰本体及び周辺設備の点検及び整備を行

うこと。 

(警戒体制の解除) 

第11条 規則第28条に規定する警戒体制を維持

する必要がなくなったと認める場合とは、次の

各号に掲げる場合とする。 

 一 流入量が毎秒7 5 0立方メートル以下になっ

たとき、又は洪水に至ることなく洪水が発生す

るおそれがなくなったとき。 

二 下流水位が2 . 8メートル以下になったとき、

又は高潮に至ることなく高潮が発生するおそ

れがなくなったとき。 

三 津波注意報、津波警報、大津波警報が解除さ

れたとき。 

(計測、点検及び整備) 

第12条 規則第29条に規定する計測、点検及び整

備は、別に定める要領により行う。 

(観測) 

第13条 規則第3 0条に規定する観測は、別表4に

掲げる事項について行うものとする。 

(記録) 

第14条 規則第31条に規定する記録事項は、次の

各号に掲げるものとする。 

一 ゲート操作の記録 

イ 気象及び水象の状況   

ロ 操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

ハ ゲート操作の事由、操作したゲートの

名称、ゲートの開度その他ゲート操作に

関 する事項 

二 規則第2 5条の規定による操作に関する通知

及び警告の記録 

三 規則第2 9条の規定による計測、点検及び

整備の記録 

四 規則第3・0条の規定による観測の記録 

五 その他参考となるべき事項 

(管理日報等) 

第15条 所長は、堰の管理日報、管理月報及び管

理年報は、別に定める様式により作成するもの

とする。 

(異常時等に関する報告) 

第16条 所長は、次の各号に掲げる事項について

は、すみやかに近畿地方整備局長(以下「局長」

という。)に報告しなければならない。 

一 規則第2 4条に規定する操作を行ったとき。 

二 ゲート及びゲートを操作する機械器具

の故障その他の原因により正常な操作が

困難と認められたとき。 

三 大堰等の本体、附属施設及び上下流の河道状

況に異常を認めたとき。 

四 大阪管区気象台から大阪市において震度4以

上の地震が発生したときの点検結果。 

五 その他事故等が発生したとき 

(雑則) 

第17条 規則及びこの細則に定めるもののほか、

規則及びこの細則の実施のため必要な手続き

その他の要領は所長が定めることができる。 

２ 所長は、前項の要領を定め、又は変更したと
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きは、局長に報告するものとする。 

 

附則 

この細則は、平成25年6月1 2日から施行する。 

 

22）－津屋樋門操作規則 

 

第１章 総   則 

 

（趣 旨） 

第１条 樋門操作は、大阪府摂津市一津屋地先

淀川水系淀川一津屋樋門（以下「樋門」とい

う。）の操作については、この操作規則の定め

るところによる。 

（操作の目的） 

第２条 樋門の操作は、淀川から淀川水系神崎

川への洪水の進入及び淀川を遡上した津波の

神崎川への進入を防止するとともに、淀川の

流水を神崎川へ分流することにより、神崎川

の流水の正常な機能の維持を図ることを目的

とする。 

（用語の定義） 

第３条 この操作規則において「機側操作」と

は、樋門に設置した操作室において、河川や

河川利用、背後地の状況等を目視で確認しな

がら行う操作をいい、「遠隔操作」とは毛馬

出張所の庁舎内の操作室において、カメラ映

像や水位計のデータ等を確認しながら行う

操作をいう。 

（操作の基本方針） 

第４条 樋門の操作の基本方針は次のとおり

とする。樋門の操作は、第５条から第７条に

定める場合は遠隔操作を主たる操作方法と

する。 

第２章 操作の方法等 

 

（洪水時の操作の方法） 

第５条 淀川河川事務所長（以下「所長」とい

う。）は、樋門の淀川側にある量水標におい

て測定した水位（以下「一津屋水位」という。）

が標高3.90メートル以上であるときは、次の

各号に定めるところにより樋門の操作を行

うものとする。 

一 一津屋水位が標高3.90メートルを超え、

さらに上昇するおそれのあるときは、樋門

の淀川側にあるゲート（以下「制水ゲート」

という。）を全閉すること 

二 前号により制水ゲートを全閉している

場合において、一津屋水位が標高4.10メー

トルを下回り、かつ樋門の神崎川側にある

量水標において測定した水位（以下「神崎

川水位」という。）が標高3.00メートル以

下のときは、制水ゲートを全開し樋門の神

崎川側にあるゲート（以下「調節ゲート」

という。）を操作して、毎秒11.8立方メー

トルの水量を確保し神崎川に分流するこ

と 

 

（津波のおそれがある時の操作方法） 

第６条 所長は、気象庁が、大阪府に津波警報

（大津波、津波のいずれの場合も含む。以下

同じ。）を発表したときは、津波警報が解除

されるまで、機側操作その他の機側での作業

を行わないものとする。 

二 所長は、第７条に規定する操作や点検・整

備等のため機側で機側操作員等が作業を行

っている場合には、機側操作員等に速やかに

退避するよう指示するものとする。（ただし、

速やかな退避が可能な場合には、ゲートの閉

鎖を指示することができる。）また、機側操

作員等は、津波情報を入手し、緊急を要する

場合には、所長からの指示以前に退避し、退

避後に報告することができる。 

三 所長は、前二項の規定の結果、水門のゲー

トが全閉されていない場合には、遠隔操作に

より、水門のゲートを全閉するものとする。

遠隔操作にあたっては、カメラ映像等による

周辺の状況の確認や放送等の手段による警

告等、必要な措置を講ずるものとする。 

四 所長は、津波警報が解除された場合には、

周辺の状況等を確認した上で、樋門のゲート

を全開するものとする。 

（平常時における操作の方法） 

第７条 所長は、一津屋水位が標高3.90メート

ル以下であるときは、以下の各号に定めると

ころにより樋門を操作するものとする。 

一 制水ゲートを全開し、調節ゲートを操作

して毎秒11.8立方メートルの水量を確保

し神崎川に分流すること。 

二 前号による分流は、神崎川水位が標高 

3．00メートルを超えないように行うこと。 

三 第一号により、分流を行っている場合に

おいて、神崎川水位を標高3.00メートル以

下に保つことができないときは、制水ゲー

トを全閉し、分流を停止すること 

四 前号により分流を停止している場合にお
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いて、神崎川水位が標高3.00メートル以下

となったときは、制水ゲートを全開し、調

節ゲートを操作して毎秒11.8立方メートル

の水量を確保し、神崎川に分流すること。 

２ 所長は、前項により樋門を操作している場

合において、神崎川水位が一津屋水位以上と

なったときは、制水ゲートを全閉するものと

する。 

３ 所長は、前項により制水ゲートを全閉して

いる場合において、神崎川水位が一津屋水位

より低くなったときは、第１項により樋門を

操作するものとする。 

４ 所長は、第３項により樋門を操作する場合

においては、樋門の下流の水位に急激な変動

を生じないようにするものとする。 

（操作方法の特例） 

第８条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があるときは、必要の限度において、前３条

に規定する方法以外の方法により樋門を操

作することができるものとする。 

（操作の際に行う通知） 

第９条 所長は、前条の操作を行うことにより、

公共の利害に重大な影響を生ずると認めら

れるときは、近畿地方整備局長（以下「局長」

という。）の定めるところにより、あらかじ

め関係機関に通知するものとする。 

（操作に関する記録） 

第10条 所長は、樋門を操作したときは、次に

掲げる事項を記録しておくものとする。 

一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

二 気象及び水象の状況 

三 操作の内容 

四 第８条に該当するときは、操作の理由 

五 その他参考となるべき事項 

 

第３章 樋門警戒体制 

 

（警戒体制の実施） 

第11条 所長は、次の各項に該当するときは、

直ちに樋門警戒体制にはいるものとする。 

一 一津屋水位が標高3.70メートルに達し、

さらに上昇するおそれのあるとき。 

二 その他、洪水が発生するおそれのあるとき。 

（警戒体制における措置） 

第12条 所長は、樋門警戒体制においては、次

の各号に掲げる措置をとるものとする。 

一 洪水時において樋門を適切に操作する

ことができる要員を確保すること。 

二 樋門及び樋門を操作するために必要な

機械、器具等の点検及び整備を行うこと。 

三 樋門の管理上必要な気象及び水象の観

測、関係機関との連絡並びに情報の収集を

密にすること。 

四 その他樋門の管理上必要な措置をとる

こと。 

（洪水警戒体制の解除） 

第13条 所長は、洪水が終わったとき、、また

は、洪水に至ることがなく洪水が発生するお

それがなくなったときは、樋門警戒体制を解

除するものとする。 

 

第４章 雑   則 

 

（点検及び整備） 

第14条 所長は、樋門及び樋門を操作するため

必要な機械、器具等については、毎月１回以

上局長の定めるところにより、点検及び整備

を行い、これを常に良好な状態に保つものと

する。 

（観 測） 

第15条 所長は、樋門による分流量、一津屋水

位、神崎川水位その他樋門を操作するために

必要な事項は、局長の定めるところにより、

観測するものとする。 

（記録の保存） 

第16条 所長は、操作及び観測に関する記録を

整理し、これを保存するものとする。 

（局長への委任） 

第17条 この操作規則に定めるもののほか、こ

の操作規則の実施のために必要な細目は、局

長が定める。 

 

附       則 

 

１ この操作規則は、平成 28 年３月 30 日から

適用する。 

２ 現行の操作規則は、平成 28 年３月 29 日を

もって廃止とする。 

 

 

23）毛馬排水機場操作委託協定書 

 

淀川水系淀川毛馬排水機場（以下「排水機場」

という。）（大阪市北区長柄東3丁目地先）に関

する操作について、委託者近畿地方整備局長森
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昌文を甲とし、受託者大阪府知事松井一郎を乙

として次のとおり委託する協定を締結する。 

 

第1条 この協定は寝屋川、旧淀川の高潮、

洪水を防御するため、内水の排除と併せて洪水

の軽減をはかり、もって災害の発生を防止する

ことを目的とし乙は排水機場について、次の各

号の操作業務を行うものとする。 

一 操作及び点検整備 

二 操作及び点検整備を行ったときの記録

及び報告 

三 操作に必要な器具及び資材の保管 

四 河川管理者が行う検査時の立会 

第2条 前条第1号及び2号の業務は、「毛馬排

水機場操作規則」等に基づき行うものとする。 

 

第3条 乙は、この協定によって生ずる権利

又は義務を第3者に譲渡してはならない。 

 

第4条 甲又は乙の止むを得ない事由により

操作業務の変更等協定の内容を変更する必要

が生じたときは、甲・乙協議のうえ、これを変

更するものとする。 

 

第5条 甲は、必要と認められるときは、乙

に対して操作業務の処理状況につき報告を求

めることができる。 

 

第6条 この操作委託協定に基づき、委託者

を分任支出負担行為担当官近畿地方整備局淀

川河川事務所長、受託者を大阪府西大阪治水事

務所長とした別途委託契約を締結するものと

する。 

 

第7条 この操作業務に係る費用については、

甲が負担することとし、支払方法等については、

前条の契約において定めるものとする。 

 

第8条 乙は、寝屋川、旧淀川における排水

機場の運転に伴う影響に対する措置の要請等

があったときは、速やかに甲と協議しこれに対

処するものとする。 

 

第9条 この協定に定めのない事項及びこの

協定に疑義が生じた事項については、甲・乙協

議のうえこれを定めるものとする。 

 

 上記協定の締結の証として本書2通を作成

して、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。 

 

附則 

この協定は、平成２７年５月２２日から施行

する。 

平成２７年５月２２日 

甲 委託者 近畿地方整備局長 森 昌文 

乙 受託者 大阪府知事    松井 一郎 

 

 

24）毛馬排水機場操作規則 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 毛馬排水機場(以下、「排水機場」とい

う。)の操作については、この操作規則の定

めるところによる。 

 

(操作の目的)   

第2条 排水機場の操作は、淀川大堰・毛馬水

門・毛馬閘門(以下、「淀川大堰等」という。)、

安治川水門・木津川水門・尻無川水門(以下、

「安治川水門等」という。)、寝屋川・旧淀

川流域に設けられた防潮施設等の各施設の

関連操作のもとに寝屋川・旧淀川流域の高潮、

洪水等を防御するため、内水の排除、洪水の

軽減をはかり、もって、公共の安全を保持す

ることを目的とする。 

 

(定義) 

第3条 この規則において「水位」とは、大阪

湾工事基準面(東京湾平均海面+ 1. 300m)か

らの水位をいう。 

２ この規則において「高潮時等」とは、大阪

湾に高潮等のおそれがあり、安治川水門等の

主水門が閉鎖されたときをいう。 

３ この規則において「洪水時」とは、高潮時

等以外で、寝屋川・旧淀川流域の洪水のおそ

れがあるときをいう。 

４ この規則において「平水時」とは、「高潮

時等」及び「洪水時」以外のときをいう。 

 

(操作責任者) 

第4条 排水機場の操作責任者は、国土交通省

近畿地方整備局淀川河川事務所長(以下、「所

長」という。)とする。 

 

第2章 高潮時等における操作 
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(高潮時等の排水機場の操作) 

第5条 所長は高潮時等において、以下の各号

に定めるところにより排水機場を操作する。 

一 京橋水位が2. 5メートルを超え、さらに水

位上昇のおそれがあるときは、排水機場のポン

プの運転を開始する。 

二 京橋水位が2. 5メートル以下となり、上昇

のおそれがないときは、ポンプの運転を停止す

る。 

三 安治川水門等が全開された場合は、ポンプ

の運転を停止する。 

四 第一号により排水機場のポンプを運転し

ている場合において、淀川本川側の淀川大堰の

下流で測定した水位(以下、「淀川本川水位」と

いう。)が7.47メートルを超え、さらに上昇す

るおそれのあるときは、排水機場の運転を停止

する。 

五 第四号の規定により排水機場のポンプを

停止している場合において、淀川本川水位が 7. 

47メートル以下となったときは、排水機場の運

転を開始する。 

２ 前項の規定による操作においては、大

阪府からの寝屋川・旧淀川の出水状況等に

係る情報提供等も踏まえて判断を行うもの

とする。 

３ 第1項の規定による操作においては、淀

川本川及び旧淀川の水位に急激な変動が生

じないようにするものとする 

。 

第3章 洪水時における操作 

(洪水時の排水機場の操作) 

第6条 所長は洪水時において、次の各号に定

めるところにより排水機場を操作する。 

一 京橋水位が3.0メートルを超えた場合、

古堤橋水位が3. 3メートルを超えた場合、

昭明橋水位が3.4メートルを超えた場合の

いずれかの条件を満たし、さらに水位上昇

のおそれがあるときは、旧淀川及び寝屋川

の内水を排水するため、排水機場のポンプ

の運転を開始する。 

二 京橋水位が3.0メートル以下、古堤橋水

位が3. 3メートル以下、昭明橋水位が3.4メ

ートル以下のすべての条件を満たし、上昇

のおそれがないときには、排水機場のポン

プの運転を停止する。 

 三 第一号により排水機場のポンプを運

転している場合において、淀川本川水位が

7.47メートルを超え、さらに上昇するおそ

れのあるときは、排水機場の運転を停止す

る。 

四 第三号の規定により排水機場のポンプ

を停止している場合において、淀川本川水

位が 7. 47メートル以下となったときは、

排水機場の運転を開始する。 

２ 前項の規定による操作においては、大

阪府からの寝屋川・旧淀川の出水状況等に

係る情報提供等も踏まえて判断を行うもの

とする。 

３ 第1項の規定による操作においては、淀

川本川及び旧淀川の水位に急激な変動が生

じないようにするものとする 

。 

第4章 平水時における操作 

(平水時における操作)   

第7条 所長は平水時において、制水ゲートの

すべてを全閉しておくものとする。 

 

第5章 操作の特例等 

(操作の特例) 

第8条 所長は事故、その他やむを得ない事情

があるときは、必要の限度において、第7 条

までに規定する方法以外の方法により排水

機場を操作することができる。 

 

(操作開始又は操作の停止時の確認) 

第9条 所長は排水機場のポンプの操作の開始、

又は操作の停止を行う前には、淀川本川の水

位や堤防の状況に異常がないこと、毛馬水門

及び毛馬閘門が全閉となっていることを確

認するものとする。 

 

(通知及び警告) 

第10条 所長は排水機場を操作することによ

り、公共の利害に重大な影響を生ずると認め

られるときは、あらかじめ関係機関に通知す

るものとする。 

２ 所長は排水機場を操作することにより、

淀川本川又は旧淀川において危害を生ずる

おそれがあると認められるときは、あらか

じめ一般に警告するものとする。 

 

(操作に関する記録) 

第11条 所長は排水機場を操作したときは、次

の各号に掲げる事項を記録しておくものと

する。 

  一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻 
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二 気象及び水象の状況 

  三 操作したポンプの名称及び状況 

四 操作の際に行った通知及び警告の状況 

五 第8条に該当するときは操作の理由 

六 その他参考となるべき事項 

 

第6章 高潮等、洪水警戒体制 (高潮等、洪水

警戒体制の実施) 

第12条 所長は次の各号に該当するときは、警

戒体制を執らなければならない。 

一 大阪管区気象台から大阪市又は東部大

阪において大雨・洪水に関する注意報又は

警報が発表されたとき 

二 大阪管区気象台から大阪市において高

潮注意報又は高潮警報が発表されたとき 

三 その他高潮時等及び洪水時が発生する

おそれがあるとき 

２ 所長は前項に規定する場合のほか、必要と

認めたとき、警戒体制を執ることができる。 

 

(高潮等、洪水警戒体制における措置) 

第13条 所長は警戒体制においては、次に各号

に掲げる措置を執らなければならない。  

一 高潮時等及ひ洪水時の排水機場操作時

においては、適切に管理することができる

要員   を確保すること 

二 排水機場を操作するために必要な機械、

器具等の点検(予備電源設備の試運転を含

む。) 及び整備を行うこと 

三 排水機場の管理上必要な気象及び水象

の観測、関係機関との連絡並びに情報の収

集を行うこと 

四その他排水機場の管理上必要な措置 

 

(高潮等、洪水警戒体制の解除) 

第14条 所長は次の各号に該当するときは、警

戒体制を解除するものとする。 

  一 大阪管区気象台から大阪市又は東部大

阪における大雨・洪水に関する注意報又は警

報が解除され、排水機場の操作の必要がなく

なったとき 

 二 大阪管区気象台から大阪市における高潮

注意報が解除され、排水機場の操作の必要が

なくなったとき 

 三 その他高潮等及び洪水が発生するおそれ

がなくなったとき 

２ 所長は前項に規定する場合のほか、

必要がないと認めたとき、警戒体制を解

除することができる。 

 

第7章 雑則 

(点検及び整備) 

第15条 所長は排水機場を操作するために必

要な機械、器具等については、別に定めると

ころにより、点検及び整備を行い、これらを

常に良好な状態に保つものとする。 

２ 所長は気象庁から大阪府に対して津波警

報又は大津波警報が発せられたときに 操作

員等が機側で作業を行っている場合には、速

やかに退避するよう指示するものとする。ま

た、操作員等は津波情報を入手し、緊急を要

する場合には、所長からの指示以前に退避し、

退避後に報告することができる。 

 

(観測) 

第16条 所長は排水量、気象、水象については、

別に定めるところにより、観測するものとす

る。 

 

(日報等) 

第17条 所長は排水機場の管理に関する事項

については、別に定めるところにより、 日

報、月報及び年報を作成するものとする。 

 

(操作細目) 

第18条この操作規則に定めるもののほか、この

操作規則の実施のために必要な事項は、別

に操作細目定める。 

 

(附則 ) 

この操作規則は、平成2 7年5月2 2日から施行

する。 

 

25）毛馬排水機場操作細則 

 

(通則) 

第1条 毛馬排水機場(以下、「排水機場」とい

う。)の操作については、毛馬排水機場操作

規則(以下、「規則」という。)に定めるもの

のほか、この毛馬排水機場操作細則(以下、

「細則」という。)に定めるところによる。 

 

(施設の名称) 

第2条 排水機場の操作に関わる施設の名称は、

別表第1のとおりとする。 
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別表第1 (細則第2条) 

施 設 名 呼 称 

主ポンプ設備 旧淀川左岸側からN01～6

号機 

  

制水

ゲ

ー

ト

設

備 

排 水

側 

上段

扉 

旧淀川左岸側からNO1-1、

1-2～6-1、6-2号機 

(淀川

側) 

下段

扉 

旧淀川左岸側からNO1-1、

1-2～6-1、6-2号機 

取 水

側 

上段

扉 

旧淀川左岸側からNO1-1、

1-2～6-1、6-2号機 

(旧淀

川

側) 

下段

扉 

旧淀川左岸側からNO1-1、

1-2～6-1、6-2号機 

除塵

機

設

備 

排水側(淀川

側) 

旧淀川左岸側からNO1-1、

1-2～6-1、6-2号機 

取水側(旧淀

川側) 

旧淀川左岸側からNO1-1、

1-2～6-1、6-2号機 

電気設備 特高受電設備 

高圧配電設備 

低圧配電設備 

監視制御設備 

計装設備 

自家発電設備 自家発電機No1～No3 

  

クレーン設備 ポンプ棟天井クレーン、

自家発棟天井クレーン、

ゲート室ホイストクレー

ン 

放流警報設備 放流警報制御局(毛馬排

水機場) 

警報局No1～7(旧淀川) 

 

(定義) 

第3条 操作規則第5条第1項第3号に定める安

治川水門等が全開された場合とは、安治川水

門等の主水門の開放操作が完了した状態を

いうものとする。 

 

(操作の順序等) 

第4条 操作規則第5条第1項一及び操作規則第

6条1項ーに定める毛馬排水機場のポンプの

運転を開始するために必要な準備を行うも

のとする。 

２ 操作規則第5条第2項及び第6条第2項に

定める淀川本川及び旧淀川の水位に急激な

変動が生じないようにする排水機場の運転

は、主ポンプ一台ごとに次の各号により行

うものとする。 

一 除塵機(旧淀川側)を運転する。 

二 主ポンプの起動条件を確認し、補機を運転

する。 

三 制水ゲート(旧淀川側)の下段を開く。 

四 主ポンプを起動する。 

五 主ポンプ定格回転を確認後制水ゲート(淀

川側)の上段ゲートを上限で停止する。 

六 主ポンプの翼角を運転位置にする。 

 

第5条 操作規則第5条第2項及び第6条第2項に

定める淀川本川及び滷淀川の水位に急激な

変動が生じないようにする排水機場の停止

は、主ポンプ一台ごとに次の各号により行う

ものとする。 

一 主ポンプの翼角を起動位置にする。 

二 制水ゲート(淀川側)の上段を閉じる。 

三 主ポンプを停止する。 

四 制水ゲート(旧淀川側)の下段を閉じる。 

五 除塵機(旧淀川側)を停止する(平水時にお

ける操作の方法) 

 

第6条 平水時にあっては、次の各号に定める

操作を行う。 

一 除塵機(旧淀川側)を着床しておくものと

する。 

二 除塵機(淀川側)を引揚げておくものとす

る。 

 

(通知及び警告) 

第7条 規則第10条第1項の規定にする通知は、

別表第2-1に掲げる者に対し行うものとする。 

２ 規則第10条第2項の規定にする一般に

対する警告は別表第2-2に定めるところに

より行うものとする。 

 

(点検及び整備) 

第8条 規則第15条に規定する点検及び整備は、

別に定める要領により行うものとする。 

 

(観測) 

第9条 規則第16条に規定する観測の記録は:

別表第3により行うものとする。 

 

(日報等) 

第10条 規則第17条に規定する日報、月報及び

年報は、別表第4により記載するものとする。 
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(事故時の処置) 

第11条 排水機場に事故が発生した時は、直ち

に適切な処置をとるものとする。 

 

(所長への委任) 

第12条 この操作細則に定めるもののほか、 

この操作細則の実施のために必要な事項は、

所長が定める。 

 

(附則) 

この細目は、平成27年5月22日から適用する。 

 

別表第2-1 (細則第5条) 

番号 機 関 名 

1 大阪府 

2 大阪市 

3 大阪府警本部 

4 淀川左岸水防事務組合 

5 独立行政法人水資源機構 

6 阪神水道企業団 

7 独立行政法人造幣局本局 

 

26）寝屋川分水施設等操作要領 

 

第１章 総 則 

 

（趣 旨） 

第１条 淀川水系一級河川寝屋川（以下「寝屋

川」という。）の分水施設及び太間排水機場

（以下「分水施設等」という。）の操作につ

いて、この操作要領の定めるところによる。 

（操作の目的） 

第２条 分水施設等の操作は、寝屋川下流域の

洪水を防御するとともに、一級河川寝屋川導

水路（以下「導水路」という。）周辺地域の

浸水を排除することを目的とする。 

（定 義） 

第３条 この要領において分水施設とは、分水

水門、桜木水門、浄化ポンプ場水門及び付属

設備をいう。 

（操作の基本方針） 

第４条 分水施設等の操作の基本方針は、次の

とおりとする。 

（1）寝屋川治水緑地五軒堀橋水位計の水位

（以下「第一基準点水位」という。）が別

表に定める指定水位（以下「指定水位」と

いう。）以上のときは、寝屋川の流水を導

水路に分流し、一級河川淀川（以下「淀川」

という。）に放流する。 

（2）第一基準点水位が指定水位未満で、導水

路友呂岐橋分水水位計の水位（以下「第二

基準点水位」という。）が指定水位以上の

ときは、寝屋川から導水路への分流は行わ

ず、導水路から淀川への放流を行う。 

（3）淀川への放流流量は、毎秒30㎥以内とする。 

 

第2章 分水施設等の操作の方法等 

 

（洪水時における操作の方法） 

第５条 第二基準点水位が別表に定める警戒

体制水位（以下「警戒体制水位」という。）

になる恐れがあるときは、浄化ポンプ場水門

は、全閉しておくものとする。 

２． 第一基準点水位が水位以上であるときは、

次の各号に定めるところにより分水施設等

を操作するものとする。 

（1）桜木水門は、全開しておく。 

（2）大間排水機場の運転を開始し、淀川への

放流を行う。 

（3）分水水門を開き、寝屋川の流水を導水路

に分流する。この場合において分水水門の

開度は０.６ｍ以内とする。 

（4）第二基準点水位が別表に定める危険水位

となる恐れがあるときは、分水水門を全閉

する。 

３．第一基準点水位が指定水位未満で、第二基

準点水位が指定水位以上となったときは、次

の各号に定めるところにより分水施設等を

操作するものとする。 

（1）桜木水門は、全開しておく。 

（2）分水水門は、全閉しておく。 

（3）太間排水機場の運転を開始し淀川への放

流を行う。 

４．前二項の場合においては、水門の上流およ

び下流の水位に急激な変動を生じないよう

にするものとする。 

（平水時における操作の方法） 

第６条 第一基準点水位が指定水位未満で第

二基準点水位が警戒体制水位未満であると

きは、分水水門は全閉し、桜木水門及び浄化

ポンプ場水門は、全開しておくものとする。 

 

（操作の方法の特例） 

第７条 事故その他やむを得ない事情がある
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ときは、必要の限度において、前二条に規定

する方法以外の方法により分水施設等を操

作することができるものとする。 

（関連施設等の操作確認） 

第８条 分水施設等の操作を開始し、又は停止

しようとする時は、寝屋川浄化ポンプ施設、

太間排水樋門及び内水吐出樋門の各施設の操

作に支障が無いようあらかじめ近畿地方建設

局淀川工事事務所長及び寝屋川市長に連絡し、

各施設の操作を確認するものとする。 

（通知及び警告） 

第９条 分水施設等を操作することにより、公

共の利害に重大な影響を生ずると認められ

るときは、大阪府枚方土木事務所長（以下「所

長」という。）の定めるところにより、あら

かじめ関係機関に通知するものとする。 

２． 分水施設等を操作することにより、その上

流又は下流において危害を生じる恐れがある

と認められるときは、所長の定めるところに

より、あらかじめ一般に警告するものとする。 

（操作に関する記録） 

第10条 分水施設等を操作したときは、次に掲

げる事項を記録しておくものとする。 

（1）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（2）気象及び水象の状況 

（3）操作した太間排水機場の施設及び水門の

名称 

（4）操作の際に行った通知及び警告の状況 

（5）第７条に該当するときは、操作の理由 

（6）その他参考となるべき事項 

 

第３章 洪水警戒体制 

 

（洪水警戒体制の実施） 

第11条 次の各号の一に該当するときは、直ち

に、洪水警戒体制にはいるものとする。 

（1）周辺地域に大雨、洪水に関する注意報、

又は警報が出されたとき。 

（2）第一基準点水位又は第二基準点水位が別

表に定める警戒体制水位に達しさらに上

昇する恐れがあるとき。 

（3）その他浸水又は洪水が発生する恐れがあ

るとき。 

（洪水警戒体制における措置） 

第12条 洪水警戒体制においては、次に掲げる

措置をとるものとする。 

（1）洪水時において分水施設等を適切に管理

することができる要員を確保すること。 

（2）分水施設等を操作するため必要な機械、

器具等の点検及び整備を行うこと。 

（3）分水施設等の管理上必要な気象及び水象

の観測、関係機関との連絡並びに情報の収

集を密にすること。 

（4）その他分水施設等の管理上必要な措置を

とること。 

（洪水警戒体制の解除）． 

第13条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、

又は洪水に至ることがなく、洪水が発生する恐

れがなくなったときは、解除するものとする。 

 

第４章 雑 則 

 

（点検及び整備） 

第14条 分水施設等を操作するため必要な機

械、器具等については、毎月一回以上、所長

の定めるところにより点検及び整備を行い、

これらを常に良好な状態に保つものとする。 

（観 測） 

第15条 各基準地点における水位、その他分水

施設等を操作するため必要な事項については、

これを観測し、記録、保存するものとする。 

（日報等） 

第16条 分水施設等の管理に関する事項につ

いては、所長の定めるところにより、日報、

月報及び年報を作成し、これらを保存するも

のとする。 

（所長への委任） 

第17条 この操作要領に定めるもののほか、こ

の操作要領の実施のために必要な事項は、所

長が定める。 

附 則 

この操作要領は、昭和61年３月25日から施行する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別 表 

基準点 
警戒体制 

水  位 
指定水位 危険水位 

第 一 

基準点 
OP+4.0m OP+4.25m － 

第 二 

基準点 
OP+3.0m OP+3.5m OP+4.5m 

 

27）太間排水機場及び附帯施設操作規則 

 

第１章 総   則 

 

（趣 旨） 
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第１条 一級河川淀川水系寝屋川（以下「寝屋

川」という。）の太間排水機場及び附帯施設

（以下「排水機場等」という。）の操作につ

いては、この操作規則の定めるところによる。 

（操作の目的） 

第２条 排水機場等の操作は、一級河川淀川

（以下「淀川」という。）に放流することに

より、寝屋川下流域の洪水負荷を低減すると

ともに、一級河川寝屋川導水路（以下「導水

路」という。）周辺地域の浸水を排除するこ

とを目的とする。 

（定 義） 

第３条 この操作規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

（1）「桜木水門」とは、寝屋川治水緑地（以

下「治水緑地」という。）水位がＯＰ（＋）

３.50メートルを越えるおそれがあるとき

（以下「寝屋川の洪水時」という。）に、

上流域の流水が下流へ流下するのを防禦

するための施設をいう。 

（2）「友呂岐水門」とは、寝星川の洪水時以

外のとき（以下「寝屋川の平水時」という。）

に、寝屋川の流水が導水路へ流入するのを

防禦するための施設をいう。 

（3）「寝屋川浄化用水機場（以下「浄化ポン

プ場」という。）水門」とは、導水路友呂

岐橋．（以下「友呂岐橋」という。）水位が

ＯＰ（＋）３.00メートルを越えるおそれ

があるとき（以下「導水路の洪水時」とい

う。）に、導水路の流水が建設省所管の浄

化ポンプ場へ流入するのを防禦するため

の施設をいう。 

（4）「導水路の平水時」とは、「導水路の洪水

時」以外のときをいう。 

（5）「附帯施設」とは、「桜木水門」、「友呂岐

水門」及び「浄化ポンプ場水門」をいう。 

（操作者） 

第４条 排水機場等の操作は、河川管理者大阪

府知事（以下「知事」という。）の指令に基

づき、大阪府枚方土木事務所長（以下「所長」

という。）が行うものとする。 

 

第２章 操作の方法等 

 

（寝屋川及び導水路の洪水時における操作の方法） 

第５条 所長は、次の各号の一に該当するとき

は、浄化ポンプ場水門を全閉するものとする。 

（1）浄化ポンプ場が停止しているとき。 

（2）その他、浸水又は洪水の発生するおそれ

があるとき。 

２．所長は、前項により浄化ポンプ場水門を全

閉している場合において、友呂岐橋水位がＯ

Ｐ（＋）３.00メートルを越え、さらに上昇

するおそれがあるときは、太間排水機場（以

下「機場」という。）の運転（以下「内水運

転」という。）を開始する。 

３．所長は、第1項により浄化ポンプ場水門を

全閉している場合において、治水緑地水位が

ＯＰ（＋）３.50メートルを越え、さらに上

昇するおそれがあるときは、次の各号に定め

るところにより排水機場等の操作を行う（以

下「外水運転」という。）ものとする。 

（1）機場の運転を開始する。 

（2）前号の操作が完了した場合において、友

呂岐水門を全開する。 

（3）前２号の換作が完了した場合において、

ただちに桜木水門を全閉する。 

４．所長は、内水運転中において友呂岐橋水位

がＯＰ（＋）２.60メートルを下回り、かつ、

上昇するおそれがないときは、次の各号に定

めるところにより排水機場等の操作を行う

ものとする。 

（1）機場の運転を停止する。 

（2）第１項第１号の規定にかかわらず、浄化

ポンプ場水門を全開する。 

５．所長は、外水運転中において治水緑地水位

がＯＰ（＋）３．50メートルを下回り、かつ、

上昇するおそれがないときは、次の各号に定

めるところにより排水機場等の操作を行う

ものとする。 

（1）桜木水門を全開する。 

（2）前号の操作が完了した場合において、友

呂岐水門を全閉する。 

（3）前２号の操作が完了した場合において、

友呂岐橋水位がＯＰ（＋）２.60メートル以

下となったときは、機場の運転を停止する。 

（4）第１項第１号の規定にかかわらず、浄化

ポンプ場水門を全開する。 

６．所長は、前４項の場合においては、水門の

上流及び下流の水位に変動を生じないよう

にするものとする。 

（淀川計画高水位時の操作方法） 

第６条 所長は、前条第2項及び第3項により機

場を運転している場合において、淀川の枚方

水位観測所の水位（以下「枚方水位」という。）
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がＯＰ（＋）13.23メートルを越えさらに上

昇するおそれがあるときは、次の各号に定め

るところにより、排水機場等の操作を行うも

のとする。 

（1）桜木水門を全開とする。 

（2）前号の操作が完了した場合において、友

呂岐水門を全閉する。 

（3）前２号の操作が完了した場合において、

機場の運転を停止する。 

２．所長は、前項により機場の運転を停止した

場合において、枚方水位がＯＰ（＋）13．23

メートルを下回り、かつ、上昇するおそれが

ないときは、排水機場等の運転を再開するも

のとする。 

（寝屋川及び導水路の平水時における操作の方法） 

第７条 所長は、平水時において、次の各号に

定めるところにより排水機場等を操作する

ものとする。 

（1）機場の運転を停止とする。 

（2）友呂岐水門を全閉とする。 

（3）桜木水門を全開とする。 

（4）浄化ポンプ場水門を全開とする。 

（操作の方法の特例） 

第８条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があるときは、必要の限度において、前四条

に規定する方法以外の方法により排水機場

等を操作することができるものとする。 

（操作の際に行う通知） 

第９条 所長は、排水機場等の操作を行うとき

は、知事の定めるところによりあらかじめ関

係機関に通知するものとする。 

（操作に関する記録） 

第10条 所長は、排水機場等を操作したときは、

次に掲げる事項を記録しておくものとする。 

（1）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（2）気象及び水象の状況 

（3）操作した排水機場等の名称 

（4）操作の際に行った通知及び警告の状況 

（5）第八条に該当するときは、操作の理由 

（6）その他参考となるべき事項 

 

第３章 洪水警戒体制 

 

（洪水警戒体制の実施） 

第11条 所長は、次の各号の一に該当するとき

は、直ちに、洪水警戒体制にはいるものとする。 

（1）大阪管区気象台が大阪府に大雨又は洪水

に関する注意報又は警報が発令されたとき。 

（2）その他浸水又は洪水が発生するおそれが

あるとき。 

（洪水警戒体制における措置） 

第12条 所長は、洪水警戒体制においては、次

に掲げる措置をとるものとする。 

（1）洪水時において排水機場等を適切に管理

することができる要員を確保すること。 

（2）排水機場等を操作するために必要な機械、

器具等の点検及び整備を行うこと。 

（3）排水機場等の管理上必要な気象及び水象

の観測、関係機関との連絡並びに情報の収

集を密にすること。 

（4）その他排水機場等の管理上必要な措置を

とること。 

（洪水警戒体制の解除） 

第13条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、

又は洪水に至ることがなく洪水が発生する

おそれがなくなったときは、解除するものと

する。 

 

第４章 雑   則 

 

（点検及び整備） 

第14条 排水機場等を操作するために必要な

機械、器具等については、知事の定めるとこ

ろにより点検及び整備を行い、これらを常に

良好な状態に保つものとする。 

（観 測） 

第15条 治水緑地水位及び友呂岐橋水位、その

他排水機場等を操作するために必要な事項

は、知事の定めるところにより観測するもの

とする。 

（月報等） 

第16条 排水機場等の管理に関する事項につ

いては、知事の定めるところにより月報等を

作成し、これらを保存するものとする。 

（所長への委任） 

第17条 この操作規則に定めるもののほか、こ

の操作規則の実施のために必要な事項は、所

長が定める。 

 

附 則 

この操作規則は、平成10年7月14日から施行する。 

 

 

28）太間排水機場及び附帯施設操作細則 

 

（通 則） 
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第１条 一級河川淀川水系寝屋川の太間排水

機場及び附帯施設（以下「排水機場等」とい

う。）の操作については、太間排水機場及び

附帯施設操作規則（以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この操作細則の定める

ところによる。 

（関係機関への通知） 

第２条 規則第９条及び第12条に規定する関

係機関は、別表に掲げる機関とする。 

（点検及び整備） 

第３条 規則第14条に規定する点検及び整備

は、毎月１回行うものとする。 

（観 測） 

第４条 規則第15条に規定する観測は、毎正時

行うものとする。 

（月報等） 

第５条 規則第16条に規定する月報等は、次の

各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（1）排水機場等の操作に関する記録 

（2）気象及び水象に関する観測事項 

（3）点検及び整備に関する事項 

（4）その他 

（異常時等の報告） 

第６条 次の各号に掲げる場合においては、速

やかにその状況を河川管理者大阪府知事に

報告するものとする。 

（1）規則第８条に規定する操作を行ったとき 

（2）排水機場等に重大な異常を認めたとき 

（3）その他事故等が発生したとき 

附 則 

この細則は、平成10年７月14日から施行する。 

 

 

 

別表（第2条関係）関係機関 

機  関  名 

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 

寝屋川市 

 

 

29）寝屋川北部地下河川 

古川調節池附帯施設操作規則 

 

（趣 旨） 

第一条 この操作規則（以下「規則」という。）

は、門真市三ツ島地先から守口市高瀬錯雑地

地先までの間に設置した寝屋川北部地下河

川古川調節池の附帯施設の操作について、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第二条 この規則において「施設」とは、古川

取水立坑流入施設、古川取水立坑排水施設及

び鶴見立坑排水施設をいう。 

 

（操作の目的） 

第三条 施設の操作は、古川の流水の取水や下

水道からの流入及び貯留、並びに貯留した流

水の排水を迅速かつ適正に行い、寝屋川北部

地下河川の調節池としての治水機能を適切

に確保することにより、もって流域の浸水被

害を軽減することを目的とする。 

 

（操作権者） 

第四条 施設の操作は、大阪府寝屋川水系改修

工営所長（以下「所長」という。）が行う。 

 

（操作の方法） 

第五条 所長は、次の各号のいずれかに該当す

る時は、古川取水立坑流入施設において取水

を開始するために必要な操作を行うものと

する。 

 一 古川取水立坑流入ゲート前の古川水位

が上昇傾向にある場合において、その水位が

ＯＰ＋3.00mに達したとき。 

 二 桑才ポンプ場前の古川水位が上昇傾向

にある場合において、その水位がＯＰ＋

3.00mに達したとき。 

２ 所長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、古川取水立坑流入施設において取水を

停止するために必要な操作を行うものとす

る。 

 一 古川取水立坑流入ゲート前の古川水位

が下降傾向にある場合において、その水位が

ＯＰ＋2.80m以下となったとき。 

 二 鶴見立坑の内水位がＯＰ－20.70mに達

したとき。 

                     

第六条 所長は、次の各号のいずれにも該当す

るときは、古川取水立坑排水施設において排

水を行うために必要な操作を行うものとす

る。 

 一 古川取水立坑の内水位がＯＰ－37.70m

以上であるとき。 

 二 古川取水立坑流入ゲート前の古川水位
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が下降傾向にある場合において、その水位が

ＯＰ＋2.80m以下となり、かつ、流入ゲート

が全閉であるとき。 

 三 寝屋川の古川水門外水位が下降傾向に

ある場合において、その水位がＯＰ＋2.60m

以下となったとき。 

 四 古川水門が全閉でないとき。 

 

第七条 所長は、次の各号のいずれにも該当す

るときは、鶴見立坑排水施設において排水を

行うために必要な操作を行うものとする。 

 一 鶴見立坑の内水位がＯＰ－40.73m以上

であるとき。 

 二 西三荘抽水所流入渠水位が下降傾向に

ある場合において、その水位がＯＰ－2.50m

以下となったとき。 

 三 古川取水立坑流入ゲート前の古川水位

が下降傾向にある場合において、その水位が

ＯＰ＋2.80m以下となり、かつ、当該流入ゲ

ートが全閉であるとき。 

 

（操作の方法の特例） 

第八条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前三条の規定にかか

わらず、必要な限度において施設を操作する

ことができる。 

 

（気象及び水象の観測等） 

第九条 所長は、寝屋川水系の各河川について

洪水の恐れがあると認めるときは、施設の操

作に必要な気象及び水象に関する情報を収

集しなければならない。 

 

（点検及び整備） 

第十条 所長は、施設を操作するために必要な

機械・器具等について定期的に点検及び整備

を行い、これらを常に良好な状態に保たなけ

ればならない。 

 

（操作の記録等） 

第十一条 所長は、施設の操作を行ったときは、

次に掲げる事項を記録し、かつ保存しなけれ

ばならない。 

一 気象及び水象の状況 

二 水位 

三 操作の開始、終了及び排水完了の年月日及

び時刻 

四 操作の理由 

五 前各号に掲げるもののほか特記すべき事

項 

 

（委任） 

第十二条 この規則に定めるもののほか、施設

の操作に関し必要な事項は、所長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和3年3月30日から実施する。 

 

30）寝屋川南部地下河川  

平野川調節池附帯施設操作規則 

 

（趣 旨） 

第一条 この操作規則（以下「規則」という。）

は、寝屋川南部地域における浸水被害の軽減

を目的として、大阪市平野区平野馬場１丁目

地先から大阪市平野区西脇３丁目地先を経由

し大阪市阿倍野区松虫通３丁目までの間に設

置した寝屋川南部地下河川 平野川調節池に

流入した貯留水を迅速かつ適正に排水するた

めに附帯施設（以下「施設」という。）の操作

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第二条 この規則において「施設」とは、平野

立坑排水施設、今川立坑排水施設及び聖天山

立坑送水施設をいう。 

（操作権者） 

第三条 施設の操作は、大阪府寝屋川水系改修

工営所長（以下「所長」という。）が行う。 

（貯留水の排水） 

第四条 平野立坑排水施設において、所長は次

の各号のいずれにも該当するときは、排水を

行うために必要な操作を行うものとする。 

一 平野立坑の内水位がＯＰ－26.372m以上 

二 一級河川平野川の鳥居先下流水位がＯＰ

＋5.00ｍ以下 

三 一級河川平野川分水路の鳥居先水位が

ＯＰ＋4.50ｍ以下 

２ 今川立坑排水施設において、所長は次の各

号のいずれにも該当するときは、排水を行う

ために必要な操作を行うものとする。 

一 大阪市に大雨または洪水に関わる注意報

または警報が発令されていない時で、今川水

門が全開であるとき。 

二 今川立坑の内水位がＯＰ－26.970ｍ以上の

とき。 
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（底水の排水） 

第五条 所長は、今川立坑の下流部に貯留があ

り、かつ、今川立坑の内水位がＯＰ－26.970

ｍ未満であるときは、別紙に掲げる条件につ

いて、大阪市下水道管理者の合意を得たうえ

で、今川立坑排水施設及び聖天山立坑送水施

設において、底水排水を行うために必要な操

作を行うものとする。              

（操作の特例） 

第六条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前二条の規定にかか

わらず、必要な施設を操作することができる。 

（施設操作に関する情報の収集） 

第七条 所長は、寝屋川水系の各河川について

洪水のおそれがあると認めるときは、施設の

操作に必要な気象及び水象に関する情報を

収集しなければならない。 

（施設の維持管理） 

第八条 所長は、施設を操作するために必要な

機械・器具等について定期的に点検及び整備

を行い、これらを常に良好な状態に保たなけ

ればならない。 

（操作の記録等） 

第九条 所長は、施設の操作を行ったときは、

次の各号を記録し、かつ保存しなければなら

ない。 

一 気象及び水象の状況 

二 水位 

三 操作の開始、終了及び排水完了の年月日

及び時刻 

四 操作の理由 

五 前各号に掲げるもののほか特記すべき事項 

（施設操作の委任） 

第十条 この規則に定めるもののほか、施設の

操作に関し必要な事項は、別途所長が定める。        

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 23 年１月４日から実施

する。 

（この規則の失効） 

２ この規則は、寝屋川南部地下河川が完成し

たときに、その効力を失う。 

 

別紙 

平野川調節池の底水排水に係る条件について 

 

１ この条件は、今川立坑から聖天山立坑間の

底水排水を対象とする。 

２ 底水排水ポンプの運転について 

① 排水先である田辺・杭全幹線の水位が晴天

時水位（管底より300mm以下）になっている

ときに運転を行うことができる。 

② なにわ大放水路の貯留水の排水が完了し

ているときに運転を行うことができる。 

③ 底水排水ポンプの運転時間は、午後１時か

ら翌日午前８時までとする。 

④ 大阪市域に大雨または洪水に関わる注意

報・警報が発令されたときは、運転を行わな

いものとする。  

⑤  下水道管理者は、降雨その他の理由で運転

停止を求めることができる。 

⑥ 排水の上限量は底水排水ポンプ1台分（約

13m3/分）とする。 

３ 底水排水ポンプの運転を開始する前には、

大阪市建設局平野市町抽水所(以下「平野市

町抽水所」という。)へ連絡する。平野市町

抽水所は、なにわ大放水路の貯留水の排水が

完了していることを確認した後、底水排水ポ

ンプの運転を了承する。 

４ 排水記録の提出について 

  大阪府寝屋川水系改修工営所は、排水完了

後に田辺・杭全幹線への排水記録（水位記録

を含む）を平野市町抽水所に電子メールで提

出する。 

 

 

31）東横堀川水門操作要綱 

 

第１章 総  則 

 

（趣 旨） 

第１条 淀川水系一級河川東横堀川（中央区高

麗橋１丁目地先）に設置した水門及びポンプ

施設等（以下「水門等」という。）の操作に

ついては、操作要綱の定めるところによる。 

（操作の目的） 

第２条 水門等の操作は、東横堀川及び道頓堀

川を洪水、高潮、津波から防御するとともに、

水質浄化及び舟航機能の確保を目的とする。 

（定 義） 

第３条 この要綱において「平水時」とは、「洪

水時」、「高潮時」及び「津波時」以外の時をい

い、水質浄化に伴う操作時を含むものとする。 

２．この要綱において、「洪水時」とは、大阪

市に洪水注意報・警報、大雨警報が発令され

た時、あるいは「高潮時」及び「津波時」以
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外で、東横堀川及び道頓堀川に洪水による水

位上昇の恐れがある時をいう。 

３．この要綱において、「高潮時」とは、大阪

湾に高潮注意報、警報が発令された時、ある

いは東横堀川及び道頓堀川に高潮による水

位上昇の恐れがある時をいう。 

４．この要綱において、「津波時」とは、大阪

湾に津波注意報、警報等が発令された時、あ

るいは東横堀川及び道頓堀川に津波による

水位上昇の恐れがある時をいう。 

 

第２章 水門操作の方法 

 

（平水時における操作） 

第４条 平水時は、次に定めるところにより操

作するものとする。 

（1）水門等の操作は、道頓堀川水門と連携し、

別途定める細則に基づき操作することに

より、東横堀川及び道頓堀川の水質浄化及

び河川の水位調整を行うとともに、東横堀

川及び道頓堀川の舟航機能を確保するも

のとする。 

（洪水時における操作） 

第５条 洪水時にあっては、次の各号に定める

ところにより操作するものとする。 

（1）水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船

舶の航行を制限するものとする。 

（2）水門閉鎖後、東横堀川水位（以下「内水

位」という。）が上昇する恐れがある場合

には、あらかじめポンプを操作し、内水位

の低下をはかるものとする。 

（高潮時における操作） 

第６条 高潮時にあっては、次の各号に定める

ところにより操作するものとする。 

（1）水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船

舶の航行を制限するものとする。 

（2）水門閉鎖後、内水位が上昇する恐れのあ

る場合には、あらかじめポンプを操作し、

内水位の低下をはかるものとする。 

（津波時における操作） 

第７条 津波時にあっては、次の各号に定める

ところにより操作するものとする。 

（1）水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船

舶の航行を制限するものとする。 

（2）水門閉鎖後、内水位が上昇するおそれの

ある場合にはあらかじめポンプを操作し、

内水位の低下をはかるものとする。 

（操作の特例） 

第８条 平水時を含め水位が上昇し、公共の安

全に影響が生ずると認められるときは、水門

を操作し、公共の安全確保に努めなければな

らない。 

２．その他やむを得ない事由があると判断した

ときは、必要の限度において、前条までに規定

する以外の方法により水門等を操作すること

ができるものとする。 

（水門状況の報告） 

第９条 前４条に基づき水門の操作を実施し

た場合には、大阪府西大阪治水事務所長に報

告するものとする。 

（通知） 

第10条 水門等を操作することにより、公共の

利害に重大な影響を生ずると認められると

きは、関係機関等に通知するものとする。 

（操作に関する記録） 

第11条 水門等を操作したときは、次に掲げる

事項を記録しておくものとする。 

（1）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（2）気象及び水象の状況 

（3）操作したゲートの名称 

（4）通航船舶出入状況 

（5）操作の際行った通知及び警告の状況 

（6）ポンプの運転記録 

（7）第８条に該当するときは、操作の理由 

（8）その他参考となるべき事項 

 

第3章 雑   則 

 

（操作細則） 

第12条 この操作規則に定めるもののほか、こ

の操作規則実施のため必要な事項は、別途定

める細則によるものとする。 

（点検及び整備） 

第13条 水門等を操作するために必要な機械、

器具等については、別に定めるところにより

点検及び整備を行い、これらを常に良好な状

態に保つものとする。 

（附 則） 

1．この操作規則は、平成12年11月7日から施行

する。 

2．この操作要綱は、令和3年4月1日から施行す

る。 

施 設 名 場   所 

東横堀川水門 中央区高麗橋１丁目２－５地先 
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32）東横堀川水門操作細則 

 

（通 則） 

第１条 東横堀川水門の操作については、東横

堀川水門操作要綱（以下「要綱」という。）

によるほか、この東横堀川水門操作細則（以

下「細則」という。）の定めるところによる。 

（施設の名称） 

第２条 施設の名称は、別表－１の通りとする。 

（水門操作の方法） 

第３条 水門操作を行う場合には、次の各号に

定めるところによるものとする。 

（1）ＩＴＶ装置等により施設及び操作状況を

確認するものとする。 

（2）中央制御による操作を原則とし、必要に

応じ機側操作で行うものとする。 

（平水時における水門等の操作） 

第４条 要綱第４条第２項における水門操作は、

次の各号に定めるところによるものとする。 

（1）水門は、浄化操作のために開放する場合

を除き閉鎖を原則とする。 

（2）水質浄化のための水門操作については、

潮の干満時間を十分考慮し効果的な運用

に努めるものとする。その際、内水位がＯ.

Ｐ＋２.２mを超えないよう操作するもの

とする。 

（3）水門閉鎖時における船舶航行のための水

門操作については、バイパスゲートあるい

はポンプの操作により閘室内の水位を調

整し、水門及び閘室ゲートを連携し操作す

ることにより船舶を通航させるものとす

る。その際、土佐堀川の河川水が東横堀川

に流入しないように留意するものとする。 

（洪水時、高潮時及び津波時におけるポンプ操

作） 

第５条 洪水時、高潮時及び津波時におけるポ

ンプ操作については、道頓堀川水門、東横堀

川水門がいずれも閉鎖された状態で、内水位

がＯ.Ｐ＋２.０mを超える恐れのある場合に

操作するものとする。 

（洪水時、高潮時及び津波時における警戒体制） 

第６条 洪水時、高潮時、津波時には、警戒体

制にはいるものとする。 

（警戒体制時における措置） 

第７条 警戒体制時においては、次の各号に定

める措置をとるものとする。 

（1）洪水時、高潮時及び津波時においては、

水門等を適切に管理することができる要

員を確保するものとする。 

（2）水門等を操作するために必要な機械、器

具等の点検（予備電源設備の試運転を含

む。）及び整備を行うものとする。 

（3）水門等の管理上必要な気象及び水象の観

測、関係機関との連絡並びに情報収集を密

にするものとする。 

（4）その他水門等の管理上必要な措置をとる

ものとする。 

（警戒体制の解除） 

第８条 「洪水時」「高潮時」「津波時」を規定

する注意報、警報が解除され、かつ、内水位

の上昇が無く、東横堀川及び道頓堀川の安全

確保が確認された時点で警戒体制を解除す

るものとする。 

（船舶の通航） 

第９条 船舶の通航については、航行の安全確

保に努めるものとし、管理上必要と認められ

るときは、通航の制限ができるものとする。 

２．土佐堀川水位が東横堀川水位より70cm以上

高くなった場合には、船舶の通航を制限する

ものとする。 

（通 知） 

第10条 要綱第10条による通知は、別表－２に

掲げる関係機関に対して行うものとする。 

（記 録） 

第11条 水門等の管理に関する事項や、操作時

の水位の記録については業務日誌等に記載

するものとする。 

（附 則） 

この細則は、平成12年11月７日から適用する。 

この細則は、令和3年4月1日から適用する。 

 

別表－１ 東横堀川水門等施設名称（第２条） 

施 設 名 名 称 備 考 

水 門 

水門 ラジアルゲート 

閘室ゲート マイターゲート 

閘室  

バイパスゲート 閘室内水位調整 

のため２基 

排水ポンプ No.1～3号機 

中央制御施設 
遠隔操作施設 道頓堀川制水門 

監視装置 ＩＴＶ装置６基 

警 備 設 備 警報装置  

観 測 施 設 

外水位計 土佐堀川水位計 

閘室内水位計  

内水位計 東横堀川水位計 
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そ の 他 

受変電設備  

無停電電源装置  

通信設備  

 

別表－２ 通知機関名（第10条） 

No. 機  関  名 備 考 

１ 大阪府都市整備部河川室  

２ 大阪府西大阪治水事務所  

３ 南警察署  

４ 東警察署  

５ 南消防署  

６ 東消防署  

 

33）道頓堀川水門操作要綱 

 

第１章 総   則 

（趣 旨） 

第１条 淀川水系一級河川道頓堀川（浪速区幸

町３丁目地先）に設置した水門及びポンプ施

設等（以下「水門等」という。）及び閘門の

操作については、この操作要綱の定めるとこ

ろによる。 

（操作の目的） 

第２条 水門等の操作は、東横堀川及び道頓堀

川を洪水、高潮、津波から防御するとともに、

水質浄化を目的とする。 

２．閘門の操作は、道頓堀川及び東棟堀川の舟

運機能の確保を目的とする。 

（定 義） 

第３条 この要綱において、「平水時」とは、「洪

水時」、「高潮時」及び「津波時」以外の時をい

い、水質浄化に伴う操作時を含むものとする。 

２．この要綱において、「洪水時」とは、大阪

市に洪水注意報・警報、大雨警報が発令され

た時、あるいは「高潮時」及び「津波時」以

外で東横堀川及び道頓堀川に洪水による水

位上昇の恐れがある時をいう。 

３．この要綱において、「高潮時」とは、大阪

湾に高潮注意報、警報が発令された時、ある

いは東横堀川及び道頓堀川に高潮による水

位上昇の恐れがある時をいう。 

４．この要綱において、「津波時」とは、大阪

湾に津波注意報、警報等が発令された時、あ

るいは東横堀川及び道頓堀川に津波による

水位上昇の恐れがある時をいう。 

 

第２章 水門操作の方法 

 

（平水時における操作） 

第４条 平水時は、次の各号に定めるところに

より操作するものとする。 

（1）水門等の操作は、東横堀川水門と連携し、

別途定める細則に基づき操作することによ

り、東横堀川及び道頓堀川の水質浄化及び

河川水位の調整を行うものとする。 

（2）閘門は、船舶の通航に応じ、別途定める

細則に基づき操作するものとするが、木津

川側ゲート（以下、「制水門」という。）に

ついては、船舶の通航時以外は閉鎖してお

くものとする。 

 

（洪水時における操作） 

第５条 洪水時にあっては、次の各号の定める

ところにより操作するものとする。 

（1）道頓堀川水位（以下「内水位」という。）

が木津川水位（以下「外水位」という。）

より高い場合は水門を開放するものとする。 

（2）外水位が内水位より高い場合は水門を閉

鎖するものとし、ポンプ操作により内水位

の低下をはかるものとする。その際、必要

に応じ船舶の通航を制限できるものとする。 

（高潮時における操作） 

第６条 高潮時にあっては、次の各号に定める

ところにより操作するものとする。 

（1）水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船

舶の航行を制限するものとする。 

（2）水門閉鎖後、内水位が上昇する恐れのあ

る場合には、あらかじめポンプを操作し、

内水位の低下をはかるものとする。 

（津波時における操作） 

第７条 津波時にあっては．、次の各号に定め

るところにより操作するものとする。 

（1）水門を閉鎖するものとし、必要に応じ船

舶の航行を制限するものとする。 

（2）水門閉鎖後、内水位が上昇する恐れがあ

る場合には、あらかじめポンプを操作し、

内水位の低下をはかるものとする。 

（操作の特例） 

第８条 平水時を含め水位が上昇し、公共の安

全に影響が生ずると認められるときは、水門

を操作し、公共の安全確保に努めなければな

らない。 

２．その他やむを得ない事由があると判断した

ときは、必要の限度において、前条までに規

定する以外の方法により水門等を操作する
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ことができるものとする。 

（水門状況の報告） 

第９条 前４条に基づき水門の操作を実施し

た場合には、大阪府西大阪治水事務所長に報

告するものとする。 

（通 知） 

第10条 水門等を操作することにより、公共の

利害に重大な影響を生ずると認められると

きは、関係機関に通知するものとする。 

（操作に関する記録） 

第11条 水門等を操作したときは、次に掲げる

事項を記録しておくものとする。 

（1）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（2）気象及び水象の状況 

（3）操作したゲート名称 

（4）通航船舶出入状況 

（5）操作の際行った通知及び警告の状況 

（6）ポンプの運転記録 

（7）第８条に該当するときは、操作の理由 

（8）その他参考となるべき事項 

 

第３章 雑 則 

 

（操作細則） 

第12条 この操作要綱に定めるもののほか、こ

の操作要綱実施のため必要な事項は、別途定

める細則によるものとする。 

（点検及び整備） 

第13条 水門等を操作するために必要な機械、

器具等については、別に定めるところにより

点検及び整備を行ない、これらを常に良好な

状態に保つものとする。 

（附 則） 

１．この操作規則は、平成12年11月７日から施

行する。 

２．この操作要綱は、令和3年4月1日から施行

する。 

施 設 名 場   所 

道頓堀川水門 浪速区幸町３丁目９－４３地先 

 

34）道頓堀川水門操作細則 

 

（通 則） 

第１条 道頓堀川水門の操作については、道頓

堀川水門操作要綱（以下「要綱」という。）

によるほか、この道頓堀川水門操作細則（以

下「細則」という。）の定めるところによる。 

（施設の名称） 

第２条 施設の名称は、別表－１の通りとする。 

（水門操作の方法） 

第３条 水門操作を行う場合には、次の各号に

定めるところによるものとする。 

（1）ＩＴＶ装置等により施設及び操作状況を

確認するものとする。 

（2）中央制御による操作を原則とし、必要に

応じ機側操作で行うものとする。 

 

（平水時における水門等の操作） 

第４条 要綱第４条第２項における水門操作は、

次の各号に定めるところによるものとする。 

（1）水門は、浄化操作により開放する場合を

除き閉鎖を原則とする。 

（2）水質浄化のための水門操作については、

潮の干満時間を十分考慮し効果的な運用

に努めるものとする。その際、内水位がＯ.

Ｐ＋１.６mより低くならないよう操作す

るものとする。 

（3）道頓堀川の水位調整は、バイパスゲート

およびポンプの操作により行うものとする。 

（平水時における閘門の操作） 

第５条 要綱第４条第３項における閘門操作

は、次に定めるところによるものとする。 

（1）船舶通航のための閘門操作は、バイパス

ゲートあるいはポンプの操作により閘門

間室内の水位を調整し、制水門、閘室ゲー

トを連携し操作することにより船舶を通

航させるものとする。その際、木津川の河

川水が道頓堀川に流入しないように留意

するものとする。 

（洪水時、高潮時及び津波時におけるポンプ操

作） 

第６条 洪水時、高潮時及び津波時におけるポ

ンプ操作については、道頓堀川水門、東横堀

川水門がいずれも閉鎖された状態で、内水位

がＯ.Ｐ＋２.０mを超える恐れのある場合に

操作するものとする。 

（警戒体制） 

第７条 洪水時、高潮時、津波時には、警戒体

制にはいるものとする。 

（警戒体制時における措置） 

第８条 警戒体制時においては、次の各号に定

める措置をとるものとする。 

（1）洪水時、高潮時及び津波時において水門

等を適切に管理することができる要員を

確保するものとする。 
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（2）水門等を操作するために必要な機械、器

具等の点検（予備電源設備の試運転を含

む。）及び整備を行うものとする。 

（3）水門等の管理上必要な気象及び水象の観

測、関係機関との連絡並びに情報収集を密

にするものとする。 

（4）その他水門等の管理上必要な措置をとる

ものとする。 

 

（警戒体制の解除） 

第９条 「洪水時」「高潮時」「津波時」を規定

する注意報、警報が解除され、かつ、内水位

の水位上昇が無く、東横堀川及び道頓堀川の

安全確保が確認された時点で警戒体制を解

除するものとする。 

（船舶の通航） 

第10条 船舶の通航については、航行の安全確

保に努めるものとし、管理上必要と認められ

るときは、通航の制限ができるものとする。 

２．木津川水位が道頓堀川水位より70cm以上高

くなった場合には、船舶の通行を制限するも

のとする。 

（通 知） 

第11条 要綱第10条による通知は、別表－２に

掲げる関係機関に対して行うものとする。 

（記 録） 

第13条 水門等の管理に関する事項や、操作時

の水位の記録については業務日誌等に記載

するものとする。 

（附 則） 

この操作規則は、平成12年11月７日から施

行する。 

この細則は、令和3年4月1日から適用する。 

 

別表－１ 道頓堀川水門等施設名称（第２条） 

施 設 名 名 称 備 考 

水 門 

水門 ローラーゲート 

バイパスゲート  

排水ポンプ  

閘 門 

制水門 ラジアルゲート 

閘室ゲート マイターゲート 

閘室  

バイパスゲート 閘室内水位調整 

のため２門 

排水ポンプ No.1～3号機 

管 理 橋 管理橋  

監 視 設 備 ＩＴＶ装置 ６基 

警 備 設 備 警報装置  

観 測 設 備 

外水位計 木津川水位計 

閘室内水位計  

内水位計 道頓堀川水位計 

そ の 他 

受変電設備  

無停電電源装置  

通信設備  

 

別表－２ 通知機関名（第11条） 

No. 機  関  名 備 考 

１ 大阪府都市整備部河川室  

２ 大阪府西大阪治水事務所  

３ 淀川左岸水防事務組合  

４ 浪速警察署  

５ 西警察署  

６ 浪速消防署  

７ 西消防署  

 

35）今川水門操作要綱 

 

第１章 総   則 

 

（趣 旨） 

第１条 淀川水系一級河川今川水門の制水門及

びバイパスゲート（以下「水門」という。）の

操作については、この操作要綱の定めるとこ

ろによる。 

（操作の目的） 

第２条 水門の操作は、平野川流域の浸水を軽

減することを目的とする。 

（操作の基本方針） 

第３条 水門の操作は、今川調節池の機能を十

分に発揮させるよう操作するものとする。 

 

第２章 水門の操作の方法等 

 

（洪水時における操作の方法） 

第４条 大阪市に洪水注意報及び警報、大雨警

報または平野川下流域に水防警報の発令

があったとき（以下「洪水時」という。）

は、水門を全閉するものとする。 

２ 水門を全閉した後、水門の上流側水位が

ＯＰ＋４.00mを超え、かつ下流側水位より

高くなったときは、これを全開するものと

する。 

３ 第1項の気象注警報、水防警報が解除され、

かつ洪水の恐れがなくなったときは、これ
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を全開するものとする。 

（平常時の操作の方法） 

第５条 洪水時以外のときは、水門のゲートを

全開しておくものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、今川の河川環

境を維持するために必要なときは、必要の

限度において、制水門及びバイパスゲート

の両方、またはいずれかを全閉することが

できるものとする。 

（操作の方法の特例） 

第６条 事故その他やむを得ない事情がある

ときは、必要の限度において、前２条に規定

する方法以外の方法により水門を操作する

ことができるものとする。 

（通知及び報告） 

第７条 第４条または第６条に規定する操作

を開始し、又は終了したときは、速やかに大

阪府知事に通知するものとする。 

（操作に関する記録） 

第８条 水門を操作したときは、次に掲げる事

項を記録しておくものとする。 

（1）操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

（2）気象及び水象の状況 

（3）操作したゲートの名称及び開閉度 

（4）操作の際に通知及び警告の状況 

（5）第６条に該当するときは、操作の理由 

（6）その他参考となるべき事項 

 

第３章 洪水警戒体制 

 

（洪水警戒体制の実施） 

第９条 次の各号の１に該当するときは、直ち

に洪水警戒体制にはいるものとする。 

（1）大阪市に洪水注意報及び警報、大雨警報

が出されたとき。 

（2）平野川下流域に水防警報が発令されたと

き。 

（3）その他浸水又は洪水が発生する恐れがあ

るとき。 

（洪水警戒体制における措置） 

第10条 洪水警戒体制においては、次に掲げる

措置をとるものとする。 

（1）洪水時において水門を適切に管理するこ

とができる要員を確保すること。 

（2）水門を操作するために必要な機械、器具

等の点検及び整備を行うこと。 

（3）水門の管理上必要な気象及び水象の観測、

関係機関との連絡並びに情報の収集を密

にすること。 

（4）その他水門の管理上必要な措置をとること 

（洪水警戒体制の解除） 

第11条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、

又は洪水に至ることがなく、洪水が発生する

恐れがなくなったとき、解除するものとする。 

 

第４章 雑 則 

 

（点検及び整備） 

第12条 水門を操作するために必要な機器、器

具等については、毎月１回以上点検及び整備

を行い、これらを常に良好な状態に保つもの

とする。 

（日報等） 

第13条 水門の管理に関する事項については、

日報、月報を作成し、これらを保存するもの

とする。 

（附 則） 

この操作要領は、昭和61年６月１日から施行する。 

この操作要綱は、令和3年4月1日から施行す

る。 

 

36）住吉川水門操作要綱 

 

第1章 総  則 

（趣 旨） 

第１条 大阪市住之江区緑木に存する住吉川

水門（以下「水門」という。）の操作につい

ては、この操作要綱の定めるところによる。 

（操作の目的） 

第２条 本要綱は、住吉川の洪水及び高潮、津

波の防御を図るため、水門の管理を明確かつ

適正に行い、もって治水及び環境向上の効果

を高めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に揚げる

用語の定義は、それぞれ当該各号の定めると

ころによる。 

（1）「洪水時」とは、気象台から洪水注意報・

警報、大雨警報が発令され、住吉川の水門

の内水位が平常時水位（ＯＰ－2.50m）を

超えてさらに上昇する恐れのあるときをい

う。 

（2）「高潮時」とは、気象台から高潮に関す

る注意報・警報が発令され、高潮襲来の恐

れのあるときをいう。 

（3）「津波時」とは、気象台から津波に関す
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る注意報・警報が発令され、津波襲来の恐

れがあるときをいう。 

（4）「平常時」とは、「洪水時」「高潮時」「津

波時」以外のときをいう。 

 

第２章 水門の操作の方法等 

 

（洪水時における操作の方法） 

第４条 洪水時にあっては、次の各号に定める

ところにより、水門を操作するものとする。 

１．洪水により住吉川内水位が外水位を超え、

なお上昇の恐れがある場合で、かつ高潮、津

波の襲来の恐れのない場合には、水門を開門

する。 

２．前号の規定により水門を操作している場

合において、内水位の上昇の恐れがなくな

り、内外水位差がなくなった場合には水門

を閉門する。 

（高潮時・津波時・平常時における操作の方法） 

第５条 高潮時及び津波時、平常時にあっては、

水門は常に閉門されているものとする。ただ

し平常時においても、試運転のために水門を

操作することができるものとする。 

（操作の特例） 

第６条 事故その他やむを得ない事情がある

とき、又は知事の指示があったときは、前２

条の規定にかかわらず、水門を操作すること

ができるものとする。 

（通知及び報告） 

第７条 前３条の規定により水門の操作を開

始し、又は終了したときは、速やかに知事に

通知するものとする。 

（関係機関に対する通知等） 

第８条 水門を操作することにより公共の利

害に重要な影響を及ぼす恐れがあると認め

られるときは、あらかじめ関係機関に通知す

る等、必要な措置を講じるものとする。 

 

第３章 水防警戒体制 

 

（水防警戒体制の実施） 

第９条 住吉川の内水位がＯＰ＋0.50mに達し、

なお上昇の恐れがあるとき、及び高潮注意

報・警報、津波注意報・警報が発令されたと

きは、直ちに水防警戒体制にはいるものとす

る。 

第10条 水防警戒体制においては、次に掲げる

措置をとるものとする。 

（1）水門を適切に管理することができる要員

を確保すること。 

（2）水門を操作するために必要な機械、器具

等の点検及び整備を行うこと。 

（3）水門の管理上必要な気象及び水象の観測、

関係機関との連絡並びに情報の収集を密

にすること。 

（水防警戒体制の解除） 

第11条 洪水が終わったとき、又は洪水に至る

ことがなく洪水が発生する恐れがなくなっ

たとき、及び高潮、津波の襲来がなくなった

場合は、水防警戒体制を解除するものとする。 

 

第４章 雑   則 

 

（点検及び整備） 

第12条 水門並びに水門を操作するために必

要な機械器具等については定期的に点検及

び整備を行い、これらを常に良好な状態に保

つものとする。 

（操作に関する記録） 

第13条 水門の操作を行ったとき（試運転を除

く）は、次に掲げる事項を記録し、保存しな

ければならない。 

１．操作の開始及び終了の年月日及び時刻。 

２．気象及び水象の状況。 

３．操作の際の通知及び警告の状況。 

４．第６条に該当するときは、その理由。 

５．その他、特記すべき事項。 

附  則 

（施工期日） 

この操作要領は、平成７年７月19日から施行する。 

この操作要綱は、令和3年4月1日から施行す

る。 

 

37）城北寝屋川口水門及び 

城北大川口水門操作規程 

 

大阪府公告第78号 

 城北寝屋川口水門及び城北大川口水門操作

規程を次のように定める。 

  平成20年６月25日 

大阪府知事 橋下  徹   

 

城北寝屋川口水門及び城北大川口水門操作規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、河川法（昭和39年法律第
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167号）第14条第１項の規定に基づき、洪水

時に寝屋川から城北川へ流水を分流し、及び

旧淀川から城北川への洪水の逆流を防止す

ることにより、寝屋川及び城北川の周辺地域

の治水安全度の向上を図ることを目的とし

て設置した次に掲げる水門（以下「水門」と

いう。）の操作に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

名 称 位 置 

城北寝屋川口水門 大阪市城東区今福南二丁目 

同  同  今福南三丁目 

城北大川口水門 大阪市都島区毛馬町一丁目 

同  同  友渕町一丁目 

（操作者） 

第２条 水門の操作は、大阪市長（以下「市長」

という。）が行う。 

（操作の基準となる水位） 

第３条 水門の操作は、寝屋川及び旧淀川並び

に城北川の水位を基準として行う。 

（開 門） 

第４条 市長は、次の各号のいずれにも該当す

るときは、知事の指令に基づき、直ちに、城

北大川口水門を開放しなければならない。 

 (1) 大阪市の区域又は東部大阪（気象庁予報

警報規程（昭和28年運輸省告示第63号）別

表第４大阪府の項の東部大阪をいう。以下

同じ。）の区域を対象として大雨に関する

注意報若しくは警報、洪水注意報若しくは

洪水警報又は大阪市の区域を対象として

高潮注意報若しくは高潮警報が行われて

いるとき。 

(2) 毛馬排水機場が運転を準備し、又は運転

しているとき。 

(3) 京橋観測所において測定した寝屋川の

水位が大阪湾最低潮位に２.80メートルを

加えた水位を上回り、かつ、上昇のおそれ

があるとき。 

２ 市長は、次の各号のいずれにも該当すると

きは、知事の指令に基づき、直ちに、城北寝

屋川口水門を開放しなければならない。 

(1) 城北大川口水門を開放しているとき。 

(2) 毛馬排水機場が運転しているとき。 

(3) 城北大川口水門観測所において測定し

た旧淀川の水位が大阪湾最低潮位に３.20

メートルを加えた水位を下回り、かつ、古

堤橋観測所において測定した寝屋川の水

位を下回るとき。 

３ 市長は、前２項に定めるもののほか、知事

が必要と認めるときは、知事の指令に基づき、

直ちに、水門を開放しなければならない。 

４ 市長は、水門の開放を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（閉 門） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、知事の指令に基づき、直ちに、水

門を閉鎖しなければならない。 

(1) 城北大川口水門観測所において測定し

た旧淀川の水位が大阪湾最低潮位に３.20

メートルを加えた水位を上回り、かつ、上

昇のおそれがあるとき。 

(2) 南今福橋、菫橋又は香蘭橋観測所におい

て測定した城北川の水位が大阪湾最低潮

位に３.50メートルを加えた水位を上回る

とき。 

 (3) 前２号に定めるもののほか、知事が必

要と認めるとき。 

２ 市長は、水門の閉鎖を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（操作の方法の特例） 

第６条 市長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前２条の規定にかか

わらず、必要な限度において水門を操作する

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により水門を操作した

ときは、直ちに、その旨を知事に通報しなけ

ればならない。 

（操作の記録） 

第７条 市長は、水門を操作したときは、次に

掲げる事項を記録しなければならない。 

(1) 気象及び水象の状況 

 (2) 水門の操作の理由 

 (3) 水門の操作の開始及び終了の年月日及

び時刻 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、必要な事項 

（洪水警戒体制） 

第８条 市長は、次の各号のいずれにも該当す

るときは、知事の指令に基づき、直ちに、洪

水警戒体制をとらなければならない。 

(1) 大阪市の区域又は東部大阪の区域を対

象として大雨に関する注意報若しくは警

報、洪水注意報若しくは洪水警報又は大阪

市の区域を対象として高潮注意報若しく

は高潮警報が行われているとき。 

(2) 毛馬排水機場が運転を準備し、又は運転

しているとき。 
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(3) 京橋観測所において測定した寝屋川の

水位が大阪湾最低潮位に２.80メートルを

加えた水位を上回り、かつ、上昇のおそれ

があるとき。 

２ 市長は、前項の洪水警戒体制をとったとき

は、次に掲げる措置をとらなければならな

い。 

(1) 水門の操作に必要な関係職員を確保す

ること。 

(2) 水門の操作に必要な機械、器具等の点検

及び整備を行うこと。 

(3) 水門の操作に必要な気象及び水象に関

する情報を収集し、知事と緊密な連絡を取

ること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、水門の操作

に必要な措置 

３ 市長は、洪水警戒体制を維持する必要がな

くなったと認める場合には、知事の指令に基

づき、これを解除しなければならない。 

（点検及び整備） 

第９条 市長は、水門を常に良好な状態に保つ

ため、別に定めるところにより、毎月１回以

上水門を操作して、その点検及び整備を行わ

なければならない。 

（委 任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、水門の

操作に関し必要な事項は、知事と協議の上、

市長が定める。 

 

38）一級河川鍋田川止水用鉄扉協定書 

 

一級河川鍋田川（以下「鍋田川」という。）

の大東物流センター前占用橋梁（以下「占用橋」

という。）に設置する下記の止水用鉄扉（以下

「鉄扉」という。）について、その維持管理及

び開閉操作の万全を期すため、河川管理者であ

る大阪府枚方土木事務所長（以下「甲」という。）、

水防管理者である大東市長（以下「乙」という。）

及び大東物流センター所有者兼賃貸人である

不動産信託受託者（以下「丙」という。）との

間で、以下の事項を確認し、次のとおり協定を

締結する。 

 

記 

１．鉄扉の所在地 大東市谷川2丁目地先（鍋田

川左岸）、同緑が丘２丁目地先（鍋田川右岸） 

（占用橋両岸） 

２．鉄扉の構造 9.0m×1.1m  アルミニウ

ム合金製引き戸式 止水用鉄扉（左岸） 

9.4m×1.1m  アルミニウ

ム合金製引き戸式 止水用鉄扉（右岸） 

 

協 定 事 項 

（鉄扉の日常管理等） 

第1条 鉄扉の日常的な管理（走行レールの清

掃等）、開閉操作は、丙が行うものとする。 

２ 丙は、鉄扉の開閉にあたっては、甲が作成

する操作説明書どおりに行うこと。 

３ 丙は、原則として車両通行や作業等のため

に必要な時以外は、鉄扉を閉鎖しておく。 

４ 丙は、平常時から鉄扉の維持保全に留意し、

鉄扉の異常を発見したときは直ちに甲に報

告し対応を依頼するとともに、甲と協議のう

え可能な措置を講じるものとする。 

５ 万一、丙の責めに帰するべき事由によって

鉄扉を毀損した場合は、直ちに甲に報告のう

え、その指示に従い、丙の責任と負担におい

て修理する。 

６ 前項に該当しない場合の鉄扉の損傷につ

いては、甲が対応する。 

（委託） 

第2条 丙は、鉄扉の開閉操作を委託すること

ができる。 

２ 前項の場合、丙は、委託に係る契約書等の

写しを甲及び乙に提出する。また、丙が委託

先を変更した場合も同様とする。 

（鉄扉操作責任者） 

第3条 丙は、鉄扉操作責任者（以下「責任者」

という。）正、副各１名を定め、その名簿及

び連絡先を甲及び乙に報告する。 

２ 丙は、第1条第1項から第4項に定める事項

について、責任者に実施させるものとする。 

３ 前条の規定に基づき委託した場合は、丙は

委託先から責任者を選任することができる。 

４ 責任者又はその連絡先に変更があった場

合、丙は速やかに甲及び乙に報告する。 

（緊急時の開閉操作等） 

第4条 甲又は乙は、鍋田川の水位が上昇し、

溢水の恐れがあるときは、鉄扉の閉鎖を責任

者に指示することができる。 

２ 前項の指示があった時、責任者は直ちに鉄

扉を閉鎖し、甲及び乙に閉鎖の完了を報告す

る。 

３ 前項の報告を受けた場合、乙は閉鎖された

ことを現地で確認し、甲に報告する。 

４ 第1項の指示の有無に関わらず、甲または
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乙が危険と判断した場合、甲または乙が責任

者に代わって鉄扉を閉鎖することができる。 

５ 責任者は、甲又は乙の指示により速やかに

鉄扉を閉鎖することができるよう、必要な措

置を講じておくものとする。 

６ 第1項又は第4項の規定に基づく閉鎖の後、

鉄扉を開放する必要が生じた場合、責任者は、

鍋田川の水位が下降し溢水の恐れがないと

判断したときに、これを開放することができ

る。この場合、責任者は鉄扉を開放した旨を、

速やかに甲乙に報告しなければならない。 

（付属機材の保管） 

第5条 甲は、付属機材として鉄扉開閉用ハン

ドル（以下「ハンドル」という。）を丙に貸

与する。 

２ 丙は、ハンドルを常に善良な管理者の注意

義務をもって保管する。万一、丙の過失によ

りハンドルを紛失又は毀損した場合は、甲の

指示に従い、丙の責任と負担において補充又

は修理する。 

（点検、整備及び訓練） 

第6条 甲は、鉄扉を良好な状態に保つため、

毎年1回以上、原則として平日の日中、鉄扉

を操作してその点検及び整備を行わなけれ

ばならない。 

２ 甲は、乙及び責任者とともに、毎年6月1

日から始まる出水期の前の平日の日中に、1

回以上の操作訓練を実施する。 

３ 前2項の点検等の実施にあたり、丙は車両

の通行や作業等について調整するなど、協力

するものとする。 

（協定の更新） 

第7条 この協定は、占用橋の河川占用許可期

間中、効力を有する。ただし、甲乙丙のいず

れも内容に異議なき場合は、本協定を自動的

に更新する。 

（その他） 

第8条 この協定の内容について疑義が生じた

とき、または、この協定前文に掲げる甲乙丙

の法的地位に変更を生じる場合等は、相互に

誠意をもって協議して定めるものとする。 

 

この協定の証として本書3通を作成し、甲乙

丙の各々が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

（附則）この協定は、平成２９年６月５日から

効力を有する。 

 

 平成29年6月5日                    

甲 大阪府枚方土木事務所長                          

乙 大東市長                              

丙 不動産信託受託者 
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39）出来島水門操作規程 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、高潮または津波などによ

る西島川への流入の防止を目的として大阪

市西淀川区西島一丁目地先に設置した出来

島水門（以下「水門」という。）の操作につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 機側操作 水門に設置した操作室にお

いて行う施設操作をいう。 

二 遠隔手動操作 西大阪治水事務所神崎

川出張所の操作室から手動で行う施設操作を

いう。 

三 遠隔自動操作 西大阪治水事務所の操 

作室で受信する全国瞬時警報システムにより、

自動で行う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 所長は、大阪市に高潮注意報または高

潮警報（以下、「高潮注意報等」という）が

発表されたときは、大阪湾潮位がＯ．Ｐ＋二．

０ｍに達するまでに、大阪府知事の指令に基

づき、原則として機側操作により水門を閉鎖

する。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 所長は、大阪市の高潮注意報が解除さ

れ、水門の外水位がＯ．Ｐ＋二．０ｍ以下に

なったときは、大阪府知事の指令に基づき、

機側操作により水門を開放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 所長は、大阪府に津波注意報、津波警

報または大津波警報等（以下、「津波注意報

等」という）が発表されたときは、これをも

って大阪府知事の閉鎖指令にかえるものと

し、遠隔自動操作により水門を閉鎖する。 

  ただし、遠地津波における津波注意報等の

閉鎖においては、この限りでない。 

２ 所長は、前項による水門の遠隔自動操作が

なされていない場合には、直ちに機側操作ま

たは遠隔手動操作により水門を閉鎖するも

のとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 所長は、大阪府の津波注意報等が全て

解除されたときは、大阪府知事の指令に基づ

き、水門の開放を行うものとする。 

（操作方法の特例） 

第八条 所長は、浸水による被害を防止するた

め、大阪府知事の指令に基づき、第四条から

第七条の規定によらず水門を操作すること

ができるものとする。 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安全

な場所に避難しなければならない。また、津

波到達までに水門の操作が困難な場合も同

様とする。 

（安全の確認） 

第十条 所長は、水門の操作の安全を図るため、

操作を行うにあたっては、水門の上下流四十

ｍ以内の水域に船舶等を立ち入らせてはな

らない。また、水門の開閉にあたっては、船

舶の安全を確認しなければならない。ただし、

津波時の閉鎖においては、この限りでない。 

（通知及び告知） 

第十一条 所長は、第四条から第五条、第七条

に規定する水門を操作する際には、細則で

定める関係機関に、あらかじめ通知するも

のとする。 

２ 所長は、第四条から第五条、第七条に規定

する水門を操作する際には、細則で定める

ところにより、一般に告知するものとする。 

３ 第六条または第八条に規定する水門の操

作をする際については、前二項の限りでは
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ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 所長は、水門を常に良好な状態に保

つため、毎月十五日のそれぞれ午後一時三十

分から午後四時三十分までの間において、水

門を操作して水門の操作に必要な機械及び

器具並びに通信、警報、観測等のため必要な

設備を点検し、その整備を行わなければなら

ない。ただし、水門の点検整備の日が土曜日

又は日曜日、国民の祝日その他の休日にあた

る場合は、その翌日に行うものとする。 

２ 所長は、水門の修理等のため特に必要があ

ると認めるときは、前項の水門の点検整備の

日時を変更し、又は臨時に前項の水門の点検

整備を行うことができる。 

３ 所長は、前項の規定により、水門の点検の

日時を変更し、又は臨時に水門の点検整備を

行う場合は、当該変更後の水門の点検整備の

日又は臨時に水門の点検整備を行なう日の

五日前までに、細則に定める関係機関にその

旨を通知しなければならない。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 所長は、水門の管理に関する事項に

ついては、細則で定めるところにより記録を

作成し、保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 所長は、水門の操作を行なった場合

は、次の各号に掲げる事項を記録しておくも

のとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並

びに時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関す

る事項 

五 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 所長は、この規程を実施するために

必要な細則を定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和四年三月二十五日から施行

する。 

 

40）（西島・出来島）水門操作覚書 

 

西島水門、出来島水門の操作について、近畿

地方整備局淀川河川事務所（以下「甲」という）

と大阪府西大阪治水事務所長（以下「乙」とい

う）は次のとおり覚書を交換する。 

 

記 

１．操作権者 

西島水門の操作については、甲が行い、出

来島水門の操作については、乙が行うものと

する。 

２．閉  門 

閉門は、高潮等により西島水門及び出来島

水門外水位がＯＰ＋２.５メートルを越える

おそれがあるときは、甲及び乙は、相互に緊

密な連絡をとり時刻を定め閉鎖するものとし、

さらに閉門の操作が完了すれば相互に連絡を

行う。 

大阪府に津波注意報が発表されたときは、甲

及び乙は、水門を操作するものとし、水門を閉

鎖した後に相互に緊密な連絡を取り合うもの

とする。 

なお、閉門に係る相互の連絡は、別紙の連絡

体制表に基づき行うものとする。  

３．相互連絡 

相互連絡のため、大阪府は防災行政無線局

（西島水門局、以下「無線局」という）を設

置し、無線局の運用、管理については、別紙

に定めるとおりとする。 

更に、乙は大阪府に津波注意報が発表された

とき、出来島水門を自動で閉鎖する運用を開始

した後は、水門の閉鎖状況について、別紙の連

絡体制表に基づき、ＦＡＸ及びメールを自動で

送信する装置を用いて甲に連絡するものとす

る。 

甲は、大阪府に津波注意報が発表されたとき

は、西島水門を閉鎖の後、水門の閉鎖状況につ

いて、別紙の連絡体制表に基づき、メールで乙

に送信するものとする。 

４．開  門 
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高潮等により閉門された場合の開門は、西

島水門及び出来島水門外水位がＯＰ+２．５０

メートルを超えるおそれがなくなり、かつ外

水位が内水位より低くなったとき相互に連絡

をとり、時刻を定め水門を開放するものとし、

さらに開門の操作が完了すれば相互に連絡を

行う。 

津波により閉門された開門は、津波注意報

が解除されたとき相互に連絡をとり、時刻を

定め水門を開放するもとのとし、さらに開門

の操作が完了すれば相互に連絡を行う。 

５．特例操作時の連絡 

甲乙は、事故、その他やむ得ない事情があ

る場合は、必要の限度において、前「閉門」

「開門」に定める方法以外の方法にて水門の

操作を行うが、「閉門」「開門」にあたっては、

相互に緊密な連絡を取り合うものとする。 

６．その他 

平成２９年３月３１日付けで、近畿地方整

備局淀川河川事務所長と大阪府西大阪治水事

務所長との間で締結した（西島・出来島）水

門操作覚書は、本覚書締結によりその効力を

失う。 

この覚書を証するため、本書２通を作成し、

甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

令和４年３月２日 

甲  近畿地方整備局淀川河川事務所長 

波 多 野 真 樹 

乙  大阪府西大阪治水事務所長 

定 兼 康 博 

 

別 紙 

無線局の運営管理について 

 

本覚書第３項による無線局の運用管理につ

いては、次のとおりとする。 

１．無線局の運用 

無線局の運用に当っては、電波法、同法施

行規則及び無線局運用規則並びに大阪府防災

行政無線運用規程を遵守するものとする。 

２．無線局の操作、通話 

無線局の操作、通話については、乙の無線

従事者の監督のもとで、甲の職員が覚書第２

項、第４項、第５項及び第６項にかかる事項

のみに限定して、これを行うものとする。 

３．無線局の備え付け書類 

法令に定める書類については、乙が整備す

るものとする。但し、無線業務日誌の記入に

当り、通信回数等の必要事項は甲が乙に報告

する。 

４．庁舎施設の使用 

甲は、無線設備の設置に必要な建物施設等

を無償にて乙に提供する。 

５．無線設備の維持管理 

１）甲は無線設備を善良なる管理者の注意を

もって日常管理をし、乙は同設備の定期点

検等の維持管理を行うものとし、故障時等

は、相互に連絡をとり対処するものとする。 

２）無線設備の定期点検及び故障修理並びに

変更に要する費用は、乙の負担とする。 

３）同設備に必要な電気代は、甲の負担とする。 

６．電波申請等 

無線局にかかる電波申請、届出、検査にか

かる手続きはすべて乙が行うものとする。 

７．設備の変更等 

建物又は無線設備が現状と異なることとな

る場合は、甲又は乙はあらかじめ協議の上、

措置するものとする。 

８．その他 

第１項から第７項に疑義又は定めのない事

項が生じた場合には、甲、乙協議の上、解決

するものとする。 

 

 

41）旧猪名川防潮水門及び 

附帯排水機場管理協定書 

 

大阪府公告第28号 

旧猪名川水門および附帯排水機操作規程を

次のように定める。 

昭和44年８月27日 

大阪府知事代理 田 中 楢 一 

 

旧猪名川防潮水門及び附帯排水機場管理協定書 

 

大阪高潮対策事業の一環として旧猪名川と

神崎川の合流点に設置する防潮水門および附

帯排水機場ならびに防潮堤（以下「施設」とい

う。）の管理について、大阪府知事（以下「甲」

という。）兵庫県知事（以下「乙」という。）お

よび豊中市長（以下「丙」という。）との間に、

次のとおり協定を締結する。 

（名 称） 

第１条 この防潮水門を旧猪名川水門（以下

「水門」という。） 

附帯排水機場を旧猪名川排水機場（以下「排
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水機場」という。）とそれぞれ呼称する。 

（目 的） 

第２条 この協定は、旧猪名川への高潮の流入、

もしくは洪水の逆流を防止し、または、水門

閉鎖時の内水による水害を除去もしくは軽

減するため、施設の管理を明確かつ適切に行

い、もって治水の効果をはかることを目的と

する。 

（区 域） 

第３条 施設の区域は、兵庫県尼崎市戸ノ内地

先とし、別添図書の範囲とする。 

（設置および管理） 

第４条 水門および防潮堤は甲、乙共同で、排

水機場は甲が設置し、管理するものとする。 

（維持、操作の委託） 

第５条 甲および乙は、水門の維持、操作を、

甲は排水機場の維持、操作をそれぞれ丙に委

託し、丙は誠意をもって適正かつ善良なる管

理のもとに維持、操作しなければならない。 

２．防潮堤の維持は、丙が行う。 

（報告義務） 

第６条 丙は、施設の故障、または損傷個所を

発見し、第７条の工事を要すると判断したと

きは、水門および防潮堤については、甲、乙

双方に排水機場については甲に、直ちに報告

しなければならない。 

（河川工事の施行） 

第７条 甲は施設の修繕、改良施行をするもの

とする。 

なお、工事の施行にあたっては、乙および

丙にあらかじめ協議するものとする。 

（維持、操作に要する費用負担） 

第８条 排水機場の維持、操作に要する費用は、

丙が全額負担するものとする。 

２．水門および防潮堤の維持、操作に要する費

用は、甲および乙がそれぞれ２分の１を負担

するものとする。 

ただし、維持、操作に当る職員の俸給、給

与その他の費用は除くものとする。 

３．甲および乙は、その負担する額を、丙の請

求により、丙の指定する期日までに支払うも

のとする。 

４．丙は、前項の予定額を甲、乙双方にあらか

じめ通知しておかなければならない。 

５．丙は、年度終了後、第２項の額に係る精算

をすみやかに行わなければならない。 

（河川工事に要する費用負担） 

第９条 排水機場の修繕、改良工事に要する費

用は甲が全額負担するものとする。 

２．水門および防潮堤の修繕、改良工事に要す

る費用は、甲および乙がそれぞれ２分の１を

負担するものとする。 

３．乙は、その負担する額を甲の請求により指

定の期日までに支払うものとする。 

４．甲は、前項の予定額を乙にあらかじめ通知

しておかなければならない。 

５．甲は、年度終了後、第２項の額に係る精算

をすみやかに行わなければならない。 

（損害賠償） 

第10条 施設の設置または管理が原因となっ

て施設または第三者に損害を与えた場合に

おいて、その原因が、甲、乙または丙の故意

または重大な過失によるときは甲、乙または

丙が、その他のときは甲、乙および丙が共同

して、その損害の賠償に要する費用を負担す

るものとする。 

２．前項の規定により共同して損害の賠償をす

る場合においては、損害賠償に応ずべき額お

よび負担割合は、当事者が協調して定めるも

のとする。 

（操作規定） 

第11条 施設に係る操作規定は、甲が乙に協議

して定めるものとし、丙はその定めるところ

により維持、操作するものとする。 

なお、同規定を変更しようとする場合にも

同様とする。 

（管理記録等の保存） 

第12条 甲および丙は、施設の維持、操作なら

びに工事に関する記録その他関係書類を整

備保存するものとする。 

（協定の期間更新） 

第13条 この協定の有効期間は、会計年度によ

るものとし、期間満了前に甲、乙または丙か

ら何らの意志表示のないときは順次更新さ

れたものとする。 

（協定外の事項等） 

第14条 この協定書に定めない事項および協

定書に疑義を生じたときは、甲、乙、および

丙は誠意をもって協議のうえ決定する。 

 

附   則 

 

（施行期日） 

この協定は、協定締結の日から施行する。 

ただし、排水機場に係る協定の適用は、こ

の定めにかかわらず、昭和44年６月１日から
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とする。 

（協定の廃止） 

昭和42年９月30日締結の旧猪名川水門の

管理に関する甲、乙間の協定は本協定成立の

日をもって廃止する。 

上記協定の証として、本書３通を作成し、甲、

乙、丙記名押印のうえおのおの１通を保有する。 

昭和44年４月１日 

（甲） 大阪府知事  佐 藤 義 詮 

（乙） 兵庫県知事  金 井 元 彦 

（丙） 豊中市長  竹 内 義 治 

 

 

42）旧猪名川水門および 

附帯排水機場操作規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、神崎川における高潮、洪

水または津波の旧猪名川への流入または逆

流の防止および内水の排除を目的として兵

庫県尼崎市戸ノ内地先に設置した旧猪名川

防潮水門および附帯排水機（以下、「水門等」

という。）の操作について必要な事項を定め

るものとする。 

（操作権者） 

第２条 水門等の操作は、河川管理者である大

阪府知事（以下、「大阪府河川管理者」とい

う。）および河川管理者である兵庫県知事（以

下、「兵庫県河川管理者」という。）から施設

の維持および操作を委託された豊中市長（以

下、「市長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第３条 この操作規程において「機側操作」と

は、水門等に設置した操作室において、河川

や河川利用、背後地の状況等を目視で確認し

ながら行う操作をいい、「遠隔操作」とは、

豊中市役所庁舎内の操作盤において、カメラ

映像や水位計のデータ等を確認しながら行

う操作をいう。 

（操作の基本方針） 

第４条 水門等の操作は、機側操作を主たる操

作方法とする。 

（高潮または洪水時の閉門および排水） 

第５条 閉門は、気象庁が大阪市または尼崎市

に高潮注意報または高潮警報（以下、「高潮

注意報等」という。）を発表し、または北大

阪に大雨・洪水注意報または大雨警報（浸水

害）・洪水警報（以下、「大雨・洪水注意報等」

という。）を発表し、旧猪名川水門の外水位

がＯ．Ｐ＋２．１ｍを超え、さらに上昇のお

それがある場合、旧猪名川水門の外水位がＯ．

Ｐ＋２．６ｍに達するまでに、大阪府河川管

理者の指令に基づいて行う。 

２．排水は、閉門の完了後降雨等に起因する旧

猪名川防潮水門の内水位の上昇により水門

上流で洪水のおそれがあるとき、大阪府河川

管理者の指令に基づいて行う。 

（閉門および排水の方法） 

第６条 閉門および排水は、次の方法により行う。 

順位 区 分 内  容 

１ 通 報 市長は、閉門または排水の指

令を受けた後、直ちに、その

旨を兵庫県河川管理者および

尼崎市長に通報する。 

２ 水門の閉

鎖または

排水 

市長は、閉門の指令を受けた

ときは、水門の扉体を降下し、

排水の指令を受けたときは、

附帯排水機を運転する。 

３ 通 報 市長は、水門の閉鎖完了後ま

たは附帯排水機の運転開始

後、直ちに、その旨を大阪府

河川管理者、兵庫県河川管理

者および尼崎市長に通報す

る。 

（開門および排水停止） 

第７条 開門は、高潮または洪水のおそれがな

くなったとき、大阪府河川管理者の指令に基

づいて行う。ただし、開門の時期は、旧猪名

川防潮水門の外水位がＯ.Ｐ＋２．０ｍ以下

となったとき、または旧猪名川防潮水門の外

水位が内水位より低くなったときとする。 

２．排水の停止は、開門したとき、または水門

等の内水位がＯ.Ｐ＋２.５ｍより上昇しな

いと予想されるとき、大阪府河川管理者の指

令に基づいて行う。 

（開門および排水の停止の方法） 

第８条 開門および排水の停止は、次の方法に

より行う。 

順位 区 分 内  容 

１ 水門の開

放または

排水停止 

市長は、開門の指令を受けた

ときは、水門の扉体を上げ、

排水の停止の指令を受けた

ときは、附帯排水機の運転を

停止する。 

２ 通 報 市長は、水門の開放または排
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水の停止が完了した旨を大

阪府河川管理者、兵庫県河川

管理者および尼崎市長に通

報する。 

（津波のおそれがある時の閉門） 

第９条 市長は、気象庁が大阪府または兵庫県

瀬戸内海沿岸に津波警報または大津波警報

（以下、「津波警報等」という。）を発表した

ときは、これをもって大阪府河川管理者の閉

門指令に代えるものとし、機側操作により閉

門を行い、機側操作員に速やかに市が指定す

る広域避難場所もしくは津波避難ビルに退

避するよう指示するものとする。 

  また、機側操作員は、津波到達までに水門

を閉鎖し避難することが困難と判断される

場合には、自らの判断により退避するものと

する。 

２．市長は、前項の規定の結果、水門が全閉さ

れていない場合には、遠隔操作により水門を

全閉するものとする。遠隔操作にあたっては、

カメラ映像等による周辺の状況の確認や放

送等の手段による警告等、必要な措置を講ず

るものとする。 

３．市長は、津波警報等がすべて解除された場

合には、大阪府河川管理者の指令に基づき、

前条に準じた操作により開門を行うものと

する。 

（操作方法の特例） 

第10条 事故その他やむを得ない事情がある

ときは、大阪府河川管理者、兵庫県河川管理

者および市長の判断によって、第５条及び第

９条に規定する方法以外により水門等を操

作することができる。 

（操作上の注意） 

第11条 市長は、水門等の操作を行うときは、

水門内外の水位に急激な変動を与えないよ

う注意するとともに、附近航行の船舶等に対

する影響について注意しなければならない。 

（気象および水象の観測） 

第12条 市長は、高潮、洪水または津波のおそ

れがあるときは、水門等の操作に必要な気象

および水象に関する情報を収集し、大阪府河

川管理者と緊密な連絡をとらなければなら

ない。 

（水防警報に伴う措置） 

第13条 市長は、大阪府水防本部長から水防警

報の通知を受けたときは、水門等の操作に必

要な機械、器具等の点検および整備、予備電

源設備の試運転その他水門等の操作に必要

な措置を講じなければならない。 

（点検および整備） 

第14条 市長は、大阪府河川管理者の立ち合い

のもとに、毎月１回以上、水門等を操作して、

これらの点検および整備を行わなければな

らない。 

（操作の記録等） 

第15条 市長は、水門等の操作を行った場合は、

次の各号に掲げる事項を記録し、これを保存

しなければならない。 

（1）気象および水象の状況 

（2）水門等の操作の理由 

（3）水門等の操作の開始、終了等に関する事項 

（4）その他特記すべき事項 

（兵庫県からの要請に伴う措置） 

第16条 市長は、兵庫県の区域内における異常

事態の発生により、兵庫県河川管理者から大

阪府河川管理者に対し水門等の操作につい

て要請があったときは、大阪府河川管理者の

指令に基づき水門等の操作を行うものとす

る。 

（細則） 

第17条 この操作規程に定めるもののほか、水

門等の操作に必要な事項は、大阪府河川管理

者、兵庫県河川管理者および市長が協議のう

え定める。 

 

附 則 

 この規程は、令和五年四月一日から施行する。 

 

43）番田水門操作規程 

 

大阪府訓令第25号 

都市整備部長 

西大阪治水事務所長 

 番田水門操作規程を次のように定める。 

平成19年４月25日 

大阪府知事 齊藤 房江 

 

番田水門操作規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、河川法（昭和39年法律第

167号）第14条第１項の規定に基づき、洪水

時又は高潮時に神崎川から幹線排水路への

流水の流入を防止することにより番田水路
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の周辺地域の治水安全度の向上を図ること

を目的として大阪市東淀川区相川３丁目及

び北江口１丁目に設置した番田水門（以下

「水門」という。）の操作に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（操作権者） 

第２条 水門の操作は、大阪府西大阪治水事務

所長（以下「所長」という。）が行う。 

（操作の基準となる水位） 

第３条 水門の操作は、神崎川の水位（以下「外

水位」という。）及び幹線排水路の水位（以

下「内水位」という。）を基準として行う。 

（閉 門） 

第４条 所長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、知事の指令に基づき、直ちに、水

門を閉鎖しなければならない。 

 １ 北大阪（気象庁予報警報規程（昭和28

年運輸省告示第63号）別表第４大阪府の項

の北大阪をいう。以下同じ。）の区域又は

大阪市の区域を対象として大雨に関する

注意報若しくは警報又は洪水注意報若し

くは洪水警報が行われ、かつ、外水位が大

阪湾最低潮位に３.20メートルを加えた水

位（以下「基準水位」という。）を上回る

とき。 

 ２ 大阪市の区域を対象として高潮注意報

又は高潮警報が行われ、かつ、外水位が基

準水位を上回るとき。 

 ３ 神崎川又は安威川について洪水注意報

又は洪水警報が行われ、かつ、外水位が基

準水位を上回るとき。 

 ４ 次条第１項第４号に該当することによ

り水門を開放している場合において、関係

機関から水門の閉鎖の要請があったとき。 

 ５ 次条第１項第４号に該当することによ

り水門を開放している場合において、外水

位が基準水位を上回り、かつ、上昇のおそ

れがあるとき。 

 ６ 前各号に定めるもののほか、知事が必要

と認めるとき。 

２ 所長は、水門の閉鎖を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（開 門） 

第５条 所長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、知事の指令に基づき、直ちに、水

門を開放しなければならない。 

 １ 北大阪の区域及び大阪市の区域を対象

として行われていた大雨に関する注意報

及び警報並びに洪水注意報及び洪水警報

が解除され、かつ、外水位が基準水位を下

回るとき。 

 ２ 大阪市の区域を対象として行われてい

た高潮注意報及び高潮警報が解除され、か

つ、外水位が基準水位を下回るとき。 

 ３ 神崎川及び安威川について行われてい

た洪水注意報及び洪水警報が解除され、か

つ、外水位が基準水位を下回るとき。 

 ４ 外水位が内水位を下回り、かつ、上昇の

おそれがなく、関係機関から水門の開放の

要請があったとき。 

 ５ 前各号に定めるもののほか、知事が必要

と認めるとき。 

２ 所長は、水門の開放を完了したときは、直ち

に、その旨を知事に通報しなければならない。 

（操作の方法の特例） 

第６条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があると認めるときは、前二条の規定にかか

わらず、必要な限度において水門を操作する

ことができる。 

２ 所長は、前項の規定により水門を操作した

ときは、直ちに、その旨を知事に通報しなけ

ればならない。 

（操作の記録） 

第７条 所長は、水門を操作したときは、次に

掲げる事項を記録しなければならない。 

 １ 気象及び水象の状況 

 ２ 水門の操作の理由 

 ３ 水門の操作の開始及び終了の年月日 

及び時刻 

 ４ 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 

（洪水警戒体制） 

第８条 所長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、洪水警戒体制をとらなければなら

ない。 

 １ 北大阪の区域又は大阪市の区域を対象

として大雨に関する注意報若しくは警報

又は洪水注意報若しくは洪水警報が行わ

れたとき。 

 ２ 大阪市の区域を対象として高潮注意報

又は高潮警報が行われたとき。 

 ３ 神崎川又は安威川について洪水注意報

又は洪水警報が行われたとき。 

２ 所長は、前項の洪水警戒体制をとったとき

は、次に掲げる措置をとらなければならない。 

１ 水門の操作に必要な関係職員を確保す

ること。 
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２ 水門の操作に必要な機械、器具等の点検

及び整備を行うこと。 

３ 水門の操作に必要な気象及び水象に関

する情報を収集し、知事と緊密な連絡を取

ること。 

４ 前三号に掲げるもののほか、水門の操作

に必要な措置 

３ 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がな

くなったと認める場合には、これを解除しな

ければならない。 

（点検及び整備） 

第９条 所長は、水門を常に良好な状態に保つ

ため、別に定めるところにより、毎月１回以

上水門を操作して、その点検及び整備を行わ

なければならない。 

（委 任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、水門の

操作に関し必要な事項は、所長が定める。 

 

44）伝法大橋（左・右岸）防潮扉 

操作協定書（公道） 

 

大阪府此花区伝法町地先及び同市西淀川区

福町地先の伝法大橋左岸及び右岸に設置され

た伝法大橋防潮扉（以下「防潮扉」という。）

の操作等について河川管理者近畿地方建設局

長（以下「甲」という。）大阪府知事（以下「乙」 

という。）及び 

（以下「丙」という。）との間に次の各項のと

おり協定する。 

第１条 防潮扉の維持管理は、甲において行う

ものとする。 

第２条 防潮扉の操作は甲の指令に基づき丙

が行うものとする。 

２．前項の操作は、丙二者のうち伝法大橋左岸

の防潮扉は淀川左岸水防事務組合が伝法大

橋右岸の防潮扉は淀川右岸水防事務組合が

それぞれ行うものとする。 

第３条 甲は大阪管区気象台から暴風高潮警

報等が発令されたときは、乙と情報の交換を

行い乙と協議のうえ防潮扉閉鎖の時刻を定

めるものとする。 

第４条 甲は防潮扉閉鎖の時刻を定めたとき

は、閉鎖開始時刻の１時間前までに（事情や

むを得ない場合は閉鎖の時刻決定後直ちに）

道路管理者に通知するとともに丙に命令す

るものとし、乙は関係機関に連絡するものと

する。 

第５条 丙は、前条の指令を受けたときは、指

令の時刻に防潮扉の閉鎖を完了し、直ちに甲

に報告するとともに乙に通知するものとする。 

２．甲は前項の報告を受けたときは、すみやか

に道路管理者に通知するものとする。 

第６条 丙は突発的な災害等で緊急に防潮扉

を閉鎖しなければ危険であると判断したと

きは、甲に連絡のうえ、その承認を得て防潮

扉を閉鎖することができる。この場合丙は、

一般の通行について臨機の措置をし、閉鎖後

直ちに前条第１項に準じて報告通知しなけ

ればならない。 

２．甲は前項により防潮扉閉鎖の承認をしたと

きは、直ちに乙及び道路管理者に通知するも

のとする。 

第７条 甲は乙との情報の交換を行い高潮等

の危険がなくなったと判断したときは乙と

協議のうえ、丙に防潮扉開放の指令をすると

ともに道路管理者に通知し、乙は関係機関に

連絡するものとする。 

第８条 丙は前条の指令を受けたときは、直ち

に防潮扉開放の作業を行い、完了したときは

第５条第１項に準じて報告、通知するものと

する。 

２．甲は前項の報告を受けたときは、直ちに道

路管理者に通知するものとする。 

第９条 防潮扉操作に要する費用は丙の負担

とする。 

第10条 この協定に基づく指令、通知等の通信

方法及び通信系統については、関係者が別途

協議して定めるものとする。 

第11条 防潮扉の管理及び細目協定について

は近畿地方建設局淀川工事々務所長と丙が

別途協議して定めるものとする。 

第12条 この協定に定めのない事項及び疑事

については、その都度、協定者間において協

議のうえ定めるものとする。 

この協定の証として本書６通を作成し、協定

者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

昭和47年11月30日 

甲 河川管理者 

近畿地方建設局長 川 上 賢 司 

乙  大阪府知事        黒 田 了 一 

丙 淀川左岸水防事務組合管理者 

大阪市長  大 島  靖 

淀川右岸水防事務組合管理者 

大阪市長  大 島  靖 

淀川左岸水防事務組合管理者 

淀川右岸水防事務組合管理者 
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立 合 人 

淀川左岸水防事務組合 

水防団長   田村 敬太郎 

淀川右岸水防事務組合 

水防団長   光 吉 利 一 

 

45）伝法陸閘操作要領 

第１章総則 

(趣旨) 

第1条 大阪市此花区伝法地先(淀川左岸)、同

西淀川区福町地先(淀川右岸)の淀川水系淀川

伝法陸閘(以下「陸閘」という。)の操作につい

ては、この操作要領の定めるところによるもの

とする。(操作の目的) 

第2条 陸閘の操作は、淀川の洪水及び高潮時

において、洪水の防止を目的とする。 

（用語の定義）  

第3条 この操作規則において、「機側操作」とは、

陸閘に設置した機側操作盤において、河川や背後

地の状況等を目視で確認しながら行う操作をい

う。  

（操作の基本方針）  

第4条 陸閘の操作の基本方針は次のとおりとす

る。 操作は、機側操作を主たる操作方法とする。 

 

第2章 陸閘操作の方法等 

 （退避の目安とする水位以下の洪水及び高潮

時の操作の方法）第5条 淀川工事事務所長(以

下「所長」という。)は、次の各号に定めると

ころにより陸閘を操作するものとする。 

一 福島水位観測所において測定した淀川

の水位(以下「福島水位」という。)が、0. 

P+4.00 メートルを超えると予想される1時

間前までは、陸閘を全開しておくこと。 

二 福島水位が、0.P+4.00メートルを超え

さらに上昇するおそれのあるときは、陸閘

を全閉すること。 

三 陸閘を全閉している場合において、福

島水位が0. P+4.00メートルを下回り、水位

の上昇のおそれがないときは、陸閘を全開

すること。 

２ 所長は、前一項の操作を行っている 場合

において、堤防、背後地の浸水、 津波、 水防

活動の状況等 以下「現場状況」という。 も踏

まえて総合的に勘案し、操作を安全に行えない

と判断される場合には、操作を行っている操作

員（以下「操作員」という。）に退避を指示す

るものとする。また、操作員は、現場状況から

危険を察知した場合には、所長に退避の指示を

求めることができる。ただし、緊急を要する場

合には退避後に報告することができる。 

（退避の目安とする水位 を上回る洪水・高潮

時の操作方法） 

第6条 規則第5条の操作を行っている場合にお

いて、現場状況も踏まえて総合的に勘案し、機

側操作を安全に行えないと判断される場合に

は、操作員に退避を指示するものとする。また、

操作員は、現場状況から危険を察知した場合に

は、所長に退避の指示を求めることができる。

ただし、緊急を要する場合には退避後に報告す

ることができる。 

（津波のおそれがある時の操作方法） 

第7条 所長は、気象庁が、大阪府に津波警報（大

津波、津波のいずれの場合も含む。以下同じ。）

を発表したときは、津波警報が解除されるまで、

機側操作その他の機側での作業を行わないも

のとする。ただし、気象庁による津波高、到達

予想時刻の発表等を踏まえ、所長が操作を行う

必要があると判断し、且つ操作及び退避におい

て十分な時間が確保できると判断した時は操

作を指示することができる。 

２ 所長は、第５条に規定する操作や点検・整

備等のため機側で操作員等が作業を行ってい

る場合には、操作員等に速やかに退避するよう

指示する。（ただし、速やかな退避が可能な場

合には、ゲートの閉鎖を指示することができ

る。）また、操作員等は、津波警報を入手し、

緊急を要する場合には、所長からの指示以前に

退避し、退避後に報告することができる。 

 

(平常時における操作の方法) 

第8条 所長は、洪水警戒体制が実施されてい

ないときは、陸閘を全開しておくものとする。 

 

(操作の方法の特例) 

第9条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があるときは、必要の限度において、全4条に

規定する方法以外の方法により陸閘を操作す

ることができるものとする。 

 

(操作の際に行う通知) 

第10条 所長は、第5条第二号並びに三号及び

前条の操作を行う場合は、あらかじめ関係機関

に通知するものとする。 
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(操作に関する記録) 

第11条 所長は、陸閘を操作したときは、次に

掲げる事項を記録しておくものとする。 

一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

二 気象及び水象の状況 

三 操作の内容 

四 第9条に該当するときは、操作の理由 

五 その他参考となるべき事項  

 

第3章 洪水警戒体制 

 (洪水警戒体制の実施) 

第12条 所長は、次の各号の一に該当する場合

には、洪水警戒体制に入るものとする。 

一 大阪管区気象台より、大阪湾沿岸に高

潮に関する注意報もしくは警報が発令され、

福島水位が0. P+4.00メートルを超えるおそ

れがあると予想される3時間前。 

二 その他、福島水位が0. P+4.00メートル

を超えるおそれがあると予想される3時間

前。 

 

(洪水警戒体制における措置) 

第13条 所長は、洪水警戒体制においては、次

の各号に掲げる措置をとるものとする。 

一 洪水時において陸閘を適切に管理する

ことができる要員を確保すること。 

二 陸閘及び陸閘を操作するために必要な

機械、器具等の点検及び整備を行うこと。 

三 陸閘の管理上必要な気象及び水象の観

測、関係機関との連絡並びに情報の収集を

密にすること。 

四 その他、陸閘の管理上必要な措置をと

ること。 

 

(洪水警戒体制の解除) 

第14条 所長は、洪水が終わったとき、又は洪

水に至ることがなく洪水が発生するおそれが

なくなったときは、洪水警戒体制を解除するも

のとする。 

。 

第4章 雑則 

(点検及び整備) 

第15条 所長は、陸閘及ひ陸閘を操作するため

に必要な機械、器具等については、毎月1 回以

上、点検及び整備を行い、これらを常に良好な

状態に保つものとする。 

 

 

(観測) 

第16条 所長は、福島水位を観測するものとす

る。 

(記録) 

第17条 所長は、陸閘の管理に関する事項につ

いては記録し、 これを保存するものとする。 

 

(所長への委任) 

第18条この操作要領に定めるもののほか、この

操作要領の実施のために必要な事項は、所長が

定めるものとする。 

  

附則 

１ この要領は、平成２６年１２月１６日から

適用する。 

２ 現行の操作要領は、平成２６年１２月１５

日をもって廃止とする。 

 

46）伝法陸閘操作実施細目 

(通則) 

第1条 大阪市此花区伝法地先(淀川左岸)、同

西淀川区福町地先(淀川右岸)の淀川水系淀川

伝法陸閘(以下「陸閘」という。)の操作につい

ては、淀川水系淀川伝法陸閘操作要領(以下「要

領」という。)に定めるもののほか、この実施

細目の定めるところによる。 

 

(退避の目安とする水位)  

第2条 要領第3条第二項に規定する退避の目安

とする水位は、福島水位観測所における水位5.2

メートルとする。  

 

(関係機関への通知等) 

第3条 要領第6条及び第9条第三号に規定する

関係機関は、別表第1に掲げる機関とし、通知

等の通信方法及び通信系統については、昭和47

年11月30日付け伝法大橋(左、右岸)防潮扉操作

協定書並びに昭和47年11月30日付け伝法大橋

(左、右岸)防潮扉管理協定書によるものとする。 

 

(操作に関する記録) 

第4条 要領第7条に規定する記録は、別記様式

第1に記載するものとする。 

 

(点検及び整備) 

第5条 要領第11条に規定する点検及び整備は、

樋門点検整備要領(昭和53年2月24 日建近達第
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3号(河管) )により行うものとする。 

 

(観測) 

第6条要領第12条に規定する観測は、毎正時行

うものとする。 

 

附則 

１ この細則は、平成25年6月28日から適用す

る。 

 

別表第1 (第2条関係)関係機関 

機 関 名 

国土交通省大阪国道工事事務所 

大阪府西大阪治水事務所 

淀川左岸水防事務組合 

淀川右岸水防事務組合 

 

 

47）淀川大橋（左・右岸）防潮扉 

操作協定書（公道） 

 

大阪市福島区海老江６丁目地先及び同市西

淀川区花川２丁目地先の淀川大橋左岸及び右

岸に設置された淀川大橋防潮扉（以下「防潮扉」

という。）の操作について、河川管理者近畿地

方建設局長（以下「甲」という。）、大阪府知事、 

（以下「乙」という。）及び 

（以下「丙」という。）との間

に次の各項のとおり協定する。 

第１条 防潮扉の維持管理は甲において行う

ものとする。 

第２条 前項の操作は、甲の指令に基づき丙が

行うものとする。 

２．前項の操作は、丙二者のうち淀川大橋左岸

の防潮扉については、淀川左岸水防事務組合

管理者が淀川大橋右岸の防潮扉については、

淀川右岸水防事務組合管理者がそれぞれ行

うものとする。 

第３条 甲は大阪管区気象台から暴風高潮警

報等が発令されたときは、乙と情報の交換を

行い、乙と協議のうえ防潮扉閉鎖の時刻を定

めるものとする。 

第４条 甲は前条の規定に基づき防潮扉閉鎖

開始時刻の１時間前までに（事情やむを得な

い場合は閉鎖の時刻決定後直ちに）道路管理

者に通知するとともに丙に指令するものと

し、乙は関係機関に連絡するものとする。 

第５条 丙は前条の指令を受けたときは、指令

の時刻に防潮扉の閉鎖を完了し、直ちに甲に

報告するものとともに乙に通知するものと

する。 

２．甲は前項の報告を受けたときは、すみやか

に道路管理者に通知するものとする。 

第６条 丙は突発的な災害等で緊急に防潮扉

を閉鎖しなければ危険であると判断したと

きは、甲に連絡のうえ、その承認を得て防潮

扉を閉鎖することができる。この場合、丙は、

一般の通行について臨機の措置をし、閉鎖後

直ちに前条第一項に準じて報告通知をしな

ければならない。 

２．甲は前項により防潮扉閉鎖の承認をしたと

きは直ちに乙及び道路管理者に通知するも

のとする。 

第７条 甲は乙と情報の交換を行い高潮等の

危険がなくなったと判断したときは乙と協

議のうえ、丙に防潮扉開放の指令をするとと

もに道路管理者に通知し、乙は関係機関に連

絡するものとする。 

第８条 丙は前条の指令を受けたときは、直ち

に防潮扉開放の作業を行い、完了したときは、

第５条第１項に準じて報告、通知をするもの

とする。 

２．甲は、前項の報告を受けたときは、直ちに

道路管理者に通知するものとする。 

第９条 防潮扉操作に要する費用は丙の負担

とする。 

第10条 この協定に基づく指令、通知等の通信

方法及び通信系統については、関係者が別途

協議し定めるものとする。 

第11条 防潮扉の管理及び操作の細目協定に

ついては、近畿地方建設局淀川工事々務所長

と丙が別途協議のうえ定めるものとする。 

第12条 この協定に定めのない事項及び疑義

を生じた事項については、その都度、協定者

間において協議のうえ定めるものとする。 

第13条 昭和43年８月28日付け淀川大橋（左右

岸）防潮扉操作協定書は、本協定締結の日を

もって廃止する。 

この協定の証として本書６通を作成し協定

者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

昭和50年9月30日 

甲 河川管理者 

近畿地方建設局長 薮 本 健 作 

乙  大阪府知事        黒 田 了 一 

淀川左岸水防 

淀川右岸水防 事務組合管理者 

事務組合管理者 
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丙 淀川左岸水防事務組合管理者 

大阪市長  大 島  靖 

淀川右岸水防事務組合管理者 

大阪市長  大 島  靖 

立 合 人 

淀川左岸水防事務組合 

水防団長   田村 敬太郎 

淀川右岸水防事務組合 

水防団長   光 吉 利 一 

 

 

48）淀川陸閘操作規則 

 

第１章 総   則 

 

（趣 旨） 

第１条 大阪府大阪市福島区海老江地先（淀川

左岸）、同西淀川区姫里地先（淀川右岸）の

淀川水系淀川陸閘（以下「陸閘」という。）の

操作については、この操作規則の定めるとこ

ろによる。 

（操作の目的） 

第２条 陸閘の操作は、淀川の洪水・高潮及び

淀川を遡上した津波において、洪水の防止を

目的とする。 

（用語の定義）  

第３条 この操作規則において、「機側操作」と

は、陸閘に設置した機側操作盤において、河川

や背後地の状況等を目視で確認しながら行う操

作をいう。  

（操作の基本方針）  

第４条 陸閘の操作の基本方針は次のとおりとす

る。 操作は、機側操作を主たる操作方法とす

る。 

 

第２章 陸閘操作の方法等 

 

（退避の目安とする水位以下の洪水及び高潮

時の操作の方法）第５条 淀川河川事務所長

（以下「所長」という。）は、次の各号に定

めるところにより陸閘を操作するものとす

る。 

一 福島水位観測所において測定した淀川

の水位（以下「福島水位」という。）が、

O.P+3.00メートルを超えると予想される1

時間前までは、陸閘を全開しておくこと。 

二 福島水位が、O.P+3.00メ一トルを超えさ

らに上昇するおそれのあるときは、陸閘を

全閉すること。 

三 陸閘を全閉している場合において、福島

水位がO.P+3.00メートルを下回り、水位の

上昇のおそれがないときは、陸閘を全開す

ること。 

２ 所長は、前一項の操作を行っている場合にお

いて、堤防、背後地の浸水、津波、水防活動の

状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて

総合的に勘案し、操作を安全に行えないと判断

される場合には、操作を行っている操作員（以

下「操作員」という。）に退避を指示するもの

とする。また、操作員は、現場状況から危険を

察知した場合には、所長に退避の指示を求める

ことができる。ただし、緊急を要する場合には

退避後に報告することができる。 

（退避の目安とする水位を上回る洪水・高潮時の

操作方法）  

第６条 規則第５条の操作を行っている場合にお

いて、現場状況も踏まえて総合的に勘案し、機

側操作を安全に行えないと判断される場合には、

操作を行っている操作員に退避を指示するもの

とする。 また、操作員は、現場状況から危険を

察知した場合には、所長に退避の指示を求める

ことができる。ただし、緊急を要する場合には

退避後に報告することができる。  

（津波のおそれがある時の操作方法）  

第７条 所長は、気象庁が、大阪府に津波警報（大

津波、津波のいずれの場合も含む。以下同じ。）

を発表したときは、津波警報が解除されるまで、

機側操作その他の機側での作業を行わないもの

とする。 ただし、気象庁による津波高、到達予

想時刻の発表等を踏まえ、所長が操作を行う必

要があると判断し、且つ操作及び退避において

十分な時間が確保できると判断した時は操作を

指示することができる。  

２ 所長は、第５条に規定する操作や点検・整備

等のため機側で操作員等が作業を行っている場

合には、操作員等に速やかに退避するよう指示

する。（ただし、速やかな退避が可能な場合に
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は、ゲートの閉鎖を指示することができる。）  

また、操作員等は、津波警報を入手し、緊急

を要する場合には、所長からの指示以前に退

避し、退避後に報告することができる。 

（平常時における操作の方法） 

第８条 所長は、洪水警戒体制の実施されてい

ないときは、陸閘を全開しておくものとする。 

（操作の方法の特例） 

第９条 所長は、事故その他やむを得ない事情

があるときは、必要の限度において、前４条

に規定する方法以外の方法により陸閘を操

作することができるものとする。 

（操作の際に行う通知） 

第10条 所長は、第５条第二号並びに三号及び

前条の操作を行う場合は、近畿地方建設局長

（以下「局長」という。）の定めるところによ

り、あらかじめ関係機関に通知するものとする。 

（操作に関する記録） 

第11条 所長は、陸閘を操作したときは、次に

掲げる事項を記録しておくものとする。 

一 操作の開始及び終了年月日及び時刻 

二 気象及び水象の状況 

三 操作の内容 

四 第９条に該当するときは、操作の理由 

五 その他参考となるべき事項 

 

第３章 洪水警戒体制 

 

（洪水警戒体制の実施） 

第12条 所長は、次の各号の一に該当する場合

には、洪水警戒体制に入るものとする、。 

一 大阪管区気象台より、大阪湾沿岸に高潮

に関する注意報もしくは警報が発令され、

福島水位がO.P+3.00メートルを超えると

予想される３時間前。 

二 枚方水位流量観測所において観測した淀

川の水位が４.50メートルに達し、さらに

上昇するおそれがあるとき。 

三 その他、福島水位がＯ.Ｐ＋３.00メート

ルを超えるおそれがあると予想される３

時間前。 

（洪水警戒体制における措置） 

第13条 所長は、洪水警戒体制においては、次

の各号に掲げる措置をとるものとする。 

一 洪水時において陸閘を適切に管理するこ

とができる要員を確保すること。 

二 陸閘及び陸閘を操作するために必要な機

械、器具等の点検及び整備を行うこと。 

三 陸閘の管理上必要な気象及び水象の観測、

関係機関との連絡並びに情報の収集を密

にすること。 

四 その他、陸閘の管理上必要な措置をとる

こと。 

（洪水警戒体制の解除） 

第14条 所長は、洪水が終わったとき、または

洪水に至ることがなく洪水が発生するおそ

れがなくなったときは、洪水警戒体制を解除

するものとする。 

 

第４章 雑  則 

 

（点検及び整備） 

第15条 所長は、陸閘及び陸閘を操作するため

に必要な機械、器具等については、毎月1回

以上、局長の定めるところにより点検及び整

備を行い、これらを常に良好な状態に保つも

のとする。 

 

（観 測） 

第16条 所長は、局長の定めるところにより、

福島水位を観測するものとする。 

（記 録） 

第17条 所長は、陸閘の管理に関する事項につ

いては、局長の定めるところにより記録し、

これを保存するものとする。 

（局長への委任） 

第18条 この操作規則に定めるもののほか、こ

の操作規則の実施のために必要な事項は、局

長が定めるものとする。 

 

附 則 

１ この操作規則は、平成２８年３月３０日から

適用する。 

２ 現行の操作規則は、平成２８年３月２９日

をもって廃止とする。 

 

49）淀川陸閘操作細則 

 

（通 則） 

第１条 大阪府大阪市福島区海老江地先（淀川

左岸）、同西淀川区姫里地先（淀川右岸）の

淀川水系淀川陸閘の操作については、淀川水

系淀川陸閘操作規則（以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この操作細則に定める
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ところによる。 

（洪水時及び高潮時の操作の方法）  

第２条 規則第３条の操作を行っている場合にお

いて、堤防、背後地の浸水、水防活動の状況等

(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的

に勘案し、機側操作を安全に行えないと判断さ

れる場合には、機側操作を行っている操作員

（以下「機側操作員」という。）に退避を指示

するものとする。 また、機側操作員は、現場

状況から危険を察知した場合には、所長に退避

の指示を求めることができる。ただし、緊急を

要する場合には退避後に報告することができ

る。  

２ 退避の目安とする水位は、福島水位観測所に

おける水位５．２メートルとする。  

（関係機関への通知等） 

第３条 規則第６条及び第９条第三号に規定

する関係機関は、別表第１に掲げる機関とし、

通知等の通信方法及び通信系統については、

昭和50年９月30日付け淀川大橋（左、右岸）

防潮扉操作協定書並びに昭和43年８月28日

付け淀川大橋（左、右岸）防潮扉管理協定書

によるものとする。 

（点検及び整備） 

第４条 規則第11条に規定する点検及び整備

は、樋門点検整備要領（昭和53年２月24日建

近達第３号（河管））により行うものとする。 

（観 測） 

第５条 規則第12条に規定する観測は、毎正時

行うものとする。 

（記 録） 

第６条 規則第13条に定める記録は、次の各号

に掲げる事項を記載するものとする。 

一 ゲートの操作に関する記録 

二 気象及び水象に関する観測事項 

三 点検及び整備に関する事項 

四 その他 

２．前項の記録は、別記様式第１及び第２のと

おりとする。 

３．所長は、毎年２月末日までに前年の管理年

報を局長に報告するものとする。 

（異常時等における報告） 

第７条 次の各号に掲げる場合においては、す

みやかにその状況を局長に報告するものと

する。 

一 規則第５条に規定する操作を行ったとき。 

二 陸閘の本体及び附属施設に異常を認めた

とき。 

三 その他事故等が発生したとき。 

（所長への委任） 

第８条 この操作細則に定めるもののほか、こ

の操作細則の実施のため必要な事項は、所長

が定める。 

 

附 則 

１ この細則は、平成２５年６月２７日から適用

する。  

２ 現行の実施細則は、平成２５年６月２６日を

もって廃止とする。  

。 

 

 

別表第１（第２条関係）関係機関 

機  関  名 

国土交通省 大阪国道工事事務所 

大 阪 府  西大阪治水事務所 

淀 川 左 岸 水 防 事 務 組 合 

淀 川 右 岸 水 防 事 務 組 合 

 

 

50）左門橋（左岸）防潮鉄扉管理協定書 

 

大阪市西淀川区佃町地先一般国道左門殿川

筋左門橋左岸に設置された防潮鉄扉（防潮壁を

含む）の管理について、近畿地方建設局長（以

下「甲」という。）と大阪府知事（以下「乙」

という。）との間に次のとおり協定する。 

第１条 鉄扉の構造は、別添図面のとおり、維

持管理は乙が行うものとする。 

第２条 甲は、鉄扉（防潮壁を含む。）の閉鎖

に伴う左門橋の通行を禁止しまたは制御す

る権限を乙に委任し、乙が行うものとする。 

第３条 乙は高潮来襲等のおそれがあると認

めたときは、歩道の防潮壁の閉鎖について、

また高潮等がＯＰ３.５メートルを越えると

予想されるときは鉄扉の閉鎖についてそれぞ

れ兵庫県知事と協議のうえ、あらかじめ閉鎖

開始の時刻を定め甲に通知するものとする。 

ただし、緊急を要しあらかじめ閉鎖開始時

刻を定める暇がないときは、直ちに閉鎖を行

いこの旨を甲に通知するものとする。 
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第４条 甲は、乙から鉄扉（防潮壁を含む。）

の閉鎖開始の通知を受けたときは、一般の交

通に支障のないよう措置するものとし、これ

らの措置に必要な道路標識は、甲において作

製保管するものとする。 

第５条 乙は、防潮壁または鉄扉の閉鎖が完了

したときは、その旨を甲に通知するものとする。 

第６条 乙は、高潮等の危険がなくなったと認

めたときは、兵庫県知事と協議のうえ、甲に

通知し、防潮壁または鉄扉を開放するものと

する。 

第７条 連絡方法等については、別に定めるも

のとする。 

第８条 甲は、鉄扉（防潮壁を含む。）および

これに付随する施設に影響をおよぼす道路

に関する工事を施工するときは、事前に乙に

協議するものとする。 

２．乙は、鉄扉（防潮壁を含む。）およびこれ

に付随する施設の修繕改善等の工事を施行

するときは、事前に甲に協議するものとする。 

３．乙は、鉄扉の試運転を行うときは、その都

度あらかじめ甲に協議するものとする。 

第９条 本協定の適用については、相互に緊密

な連絡のもとに協力するものとする。 

第10条 本協定に定めのない事項については、

その都度協議して定めるものとする。 

上記協定の成立を証するため、この協定書２

通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を

保有する。 

昭和41年９月５日 

甲  建設省近畿地方建設局長 

三 野   定 

乙  大阪府知事   左 藤 義 詮 

 

51）神崎大橋（左右岸）防潮鉄扉管理協定書 

 

大阪市西淀川区佃町、千舟東町、御幣島西町

地先一般国道２号線神崎川筋神崎大橋左右岸

に設置された防潮鉄扉の管理について、近畿地

方建設局長（以下「甲」という。）と大阪府知

事（以下「乙」という。）との間に次のとおり

協定する。 

第１条 鉄扉の構造は、別添図面のとおりとし、

維持管理は乙が行うものとする。 

第２条 甲は、鉄扉の閉鎖に伴い神崎大橋の通

行を禁止しまたは制限する権限を乙に委任

し、乙が行うものとする。 

第３条 乙は高潮来襲のおそれがあり、ＯＰ

３.５メートルを越えると予想されるとき

は、あらかじめ鉄扉の閉鎖開始時刻を定め甲

に通知するものとする。 

ただし、緊急を要しあらかじめ閉鎖開始時

刻を定める暇がないときは、直ちに閉鎖を行

いこの旨を甲に通知するものとする。 

第４条 甲は、乙から鉄扉の閉鎖開始の通知を

受けたときは、一般の交通に支障のないよう措

置するものとし、これらの措置に必要な道路標

識は、甲において作製保管するものとする。 

第５条 乙は、鉄扉の閉鎖が完了したときは、

甲に通知するものとする。 

第６条 乙は、高潮等の危険がなくなったと認

めたときは甲に通知し鉄扉を開放するもの

とする。 

第７条 連絡方法等については、別に定めるも

のとする。 

第８条 甲は、鉄扉およびこれに付随する施設

に影響をおよぼす道路に関する工事を施行

するときは、事前に乙に協議するものとする。 

２．乙は、鉄扉およびこれに付随する施設の修

繕改良等の工事を施行するときは、事前に甲

に協議するものとする。 

３．乙は、鉄扉の試運転を行うときは、その都

度あらかじめ甲に協議するものとする。 

第９条 本協定の適用については、相互に緊密

な連絡のもとに協力するものとする。 

第10条 本協定に定めのない事項については、

その都度協議して定めるものとする。 

上記協定の成立を証するため、この協定書２

通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を

保有する。 

昭和42年７月27日 

甲  建設省近畿地方建設局長 

三 野   定 

乙  大阪府知事   左 藤 義 詮 

 

52）神崎大橋及び左門橋防潮鉄扉 

操作協定書（公道） 

 

神崎川にかかる神崎大橋左右岸防潮鉄扉及

び左門殿川にかかる左門橋左岸防潮鉄扉（歩道

防潮壁を含む）の操作について、大阪府知事（以

下「甲」という。）及び淀川右岸水防事務組合

管理者（以下「乙」という。）並びに淀川右岸

水防事務組合水防団長（以下「丙」という。）

の間に次のとおり協定する。 

第１条 防潮壁並びに鉄扉の維持管理は、甲に
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おいて行うものとする。 

第２条 防潮壁並びに鉄扉の操作は甲の指示

に基づき、丙が行うものとする。ただし、防

潮壁並びに鉄扉の開閉に伴う操作指導及び

資材については、甲が負担するものとする。 

第３条 甲は、高潮等来襲のおそれがあるとき

は、防潮壁並びに鉄扉の閉鎖時刻を定め、１

時間前に交通遮断のため、大阪府警察本部に

閉鎖の時刻を通知するとともに乙を通じ丙

に閉鎖の指示を行うものとする。ただし、緊

急に高潮等の危険が生ずると判断される場

合はこの限りでない。 

第４条 丙は、防潮壁並びに鉄扉を閉鎖したと

きは乙を通じ丙に鉄扉開放の指示を行うと

ともに大阪府警本部に連絡するものとする。 

第５条 甲は、高潮等の危険性がなくなったと

判断したときは、乙を通じ丙に鉄扉開放の指

示を行うとともに大阪府警察に連絡するも

のとする。 

第６条 防潮壁並びに鉄扉の操作訓練は年１

回以上行うものとする 

第７条 指示連絡等の通信系統については別

に定めるものとする。 

第８条 本協定書に定めない事項については、

その都度協議して定めるものとする。 

この協定を証するため、本書３通を作成し、

甲乙丙記名押印の上各自１通を保有する。 

昭和50年８月６日 

甲  大阪府知事        黒 田 了 一 

乙 淀川右岸水防事務組合管理者 

大阪市長  大 島  靖 

丙 淀川右岸水防事務組合 

水防団長   光 吉 利 一 

 

53）大和田防潮扉操作協定書 

 

神崎川左岸大和田船だまりに設置された防

潮扉の操作について、大阪府知事（以下「甲」

という。）淀川右岸水防事務組合管理者（以下

「乙」という。）及び淀川右岸水防事務組合水

防団長（以下「丙」という。）の間に次の条項

のとおり協定する。 

第１条 防潮扉の維持管理は、甲において行う

ものとする。 

第２条 防潮扉の操作責任者は丙とする。ただ

し、防潮扉開閉に伴う操作指導及び資材の負

担は甲がするものとする。 

第３条 高潮来襲の恐れがあるときは、乙は丙

に指示し防潮扉を閉鎖することが、必要ある

ときは、甲がその指示をすることができるも

のとする。 

第４条 防潮扉の開放については、地域の状況

に応じ丙において行うものとする。 

第５条 防潮扉の閉鎖及び開放を完了したとき、

丙は速やかに甲及び乙に報告するものとする。 

第６条 本防潮扉の操作訓練は年１回以上行

うものとする。 

第７条 本協定に定めのない事項については、

その都度協議して定めるものとする。 

昭和50年８月４日 

甲  大阪府知事        黒 田 了 一 

乙 淀川右岸水防事務組合管理者 

大阪市長  大 島  靖 

丙 淀川右岸水防事務組合 

水防団長   光 吉 利 一 

 

 

54）合同製鐵防潮鉄扉協定書（私道） 

 

下記の防潮鉄扉について、その管理及び開閉

操作の万全を期するため、大阪府（以下、「府」

という。）と防潮鉄扉利用者（以下、「利用者」

という。）との間で、次の事項を協定する。 

 

記 

 

１．防潮鉄扉の所在地 大阪市西淀川区酉島 

２．防潮鉄扉の番号  神崎川 左岸 ４ 

合同製鐵㈱鉄扉 

 

３．防潮鉄扉の構造  ６m66×４m62 

引戸（手動式） 

 

協 定 事 項 

 

１．防潮鉄扉の管理 

① 利用者は、防潮鉄扉の開閉にあたっては、

責任をもって行うものとする。 

② 利用者は、防潮鉄扉を常に開閉操作に支障

のない状態にするよう、その維持保全に留意

し、随時操作を行って開閉の良否を確認して

おくものとし、防潮鉄扉は作業等必要なとき

以外は閉鎖しておくものとする。なお、防潮

鉄扉に異常のあるときは、直ちに府に報告の

うえ、必要な措置を講じておくものとする。 

③ 万一、利用者の過失により防潮鉄扉を毀損
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した場合は、直ちに府に報告のうえ、その指

示に従い、利用者の責任と負担において修理

しなければならない。 

２．開閉操作等 

① 府は、必要があると認められるときは、防

潮鉄扉の開閉について、利用者に指示するこ

とができる。 

② 前号により、防潮鉄扉の閉鎖の指示があっ

たときは、利用者は直ちに防潮鉄扉を閉鎖し、

府にその旨を報告しなければならない。 

３．防潮鉄扉操作責任者及び作業員 

① 利用者は、防潮鉄扉操作責任者及び作業員

をおくものとし、その要員確保と配置に留意

するとともに、防潮鉄扉の開閉操作を完全に

行えるように常に作業員の訓練を行うもの

とする。 

② 利用者は、防潮鉄扉操作責任者（正、副各

1名）の名簿及び連絡方法を府へ直ちに報告

しなければならない。また、異動等があった

場合も同様とする。 

４．緊急時の防潮鉄扉の閉鎖 

防潮鉄扉操作責任者は、常に気象情報等に

注意し、高潮来襲等のおそれがあるときは、

作業員とともに待機し、府の指示に従い防潮

鉄扉を閉鎖し、また、地震による津波等のお

それがあるときは、府の指示に関係なく直ち

に防潮鉄扉を閉鎖するものとする。 

５．付属機材の保管 

利用者は、付属機材を常に善良な管理者の

注意義務をもって保管しなければならない。 

万一、利用者の過失により、紛失又は毀損

した場合は、府の指示に従い、利用者の責任

と負担において補充又は修理しなければな

らない。 

 

６．防潮鉄扉の検査 

府は防潮鉄扉の開閉操作、維持補修等の良

否について、随時検査を行うことができる。 

７．その他 

本協定の内容及び関連事項について疑義

が生じたときは、各協定者は互いに誠意をも

って協議するものとする。 

この協定の締結を証するため、本書2通作成

し、各自１通を保有するものとする。 

平成17年12月８日 

大阪府 

代表者 大阪府知事 齊藤 房江 

防潮鉄扉利用者 

住 所 大阪市西淀川区西島一丁目１番２号 

合同製鐵株式会社大阪製造所 

氏 名 常務取締役所長 樺山 愼 

 

55）阪神電気鉄道株式会社西大阪線 

淀川橋梁鉄扉操作協定書（私道） 

 

阪神電気鉄道株式会社西大阪線と淀川堤防

との接続交差位置に設置された、標記高潮防御

用鉄扉（以下「鉄扉」という。）の操作等につ

いて、河川管理者近畿地方建設局長（以下「甲」

という。）大阪府知事（以下「乙」という。）阪

神電気鉄道株式会社（以下「丙」という。）の

三者が、次の事項のとおり協定する。 

第１条 鉄扉の維持管理ほ、甲において行うも

のとする。 

第２条 鉄扉の操作は、甲の指示に基づき、丙

が行うものとする。 

第３条 甲は、大阪管区気象台から暴風高潮警

報が発令されたときは、乙と情報の交換を行

い、乙と協議のうえ鉄扉閉鎖の時期を定める

ものとする。 

第４条 甲は、鉄扉閉鎖の時期を定めた時は、

閉鎖を完了すべき時刻を示して、少くとも閉鎖

完了時刻の１時間前まで（事情止むを得ない場

合は閉鎖の時期決定後すみやかに）に丙に指令

するものとし、乙は、淀川左右岸水防事務組合、

その他関係者に連絡するものとする。 

第５条 丙は、鉄扉閉鎖の指令を受けたときは、

列車運行停止の処置をとり、鉄扉をすみやか

に閉鎖するものとする。 

閉鎖を完了したときは、甲に報告するとと

もに乙及び淀川左右岸水防事務組合に通知

するものとする。 

第６条 丙は、突発的な災害等で緊急に鉄扉を

閉鎖しなければ危険であると判断したとき

は、甲の指令を受けないで鉄扉を閉鎖するこ

とが出来る。この場合、丙は前条に準じて報

告、通知するものとする。 
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第７条 甲は、乙と情報の交換を行い、高潮の

おそれがなくなったと判断したときは、丙に

鉄扉開放の指令をするものとして乙は淀川

左右岸水防事務組合、その他関係者に連絡す

るものとする。 

第８条 丙は、鉄扉開放の指令を受けたときは、

直ちに開放の作業を行い、完了したときは、

第５条に準じて報告、通知するものとする。 

第９条 鉄扉操作に要する費用は、丙の負担と

する。 

第10条 鉄扉操作に基因する丙の損失は補償

しないものとする。 

第11条 指令・通知等の通信方法・通信系統等

については、別に細目協定を行うものとする。 

第12条 鉄扉の管理及び操作の細部について

は、近畿地方建設局淀川工事々務所長と丙が

別途協議して定めるものとする。 

第13条 昭和39年９月１日締結の阪神本線淀

川橋梁鉄扉操作協定書は本協定成立の日を

もって廃止されたものとする。 

この協定の証として、本書３通を作成し、

甲・乙および丙が各１通を保有する。 

昭和41年６月15日 

甲  近畿地方建設局長 

乙  大阪府知事 

丙  阪神電気鉄道株式会社 

 

平成23年４月１日現在 
連 絡 先 電 話 番 号 専用電話番号 

近畿地方整備局 

河 川 管 理 課 

(代表) 

06-6942-1141 
9-331,334 

近畿地方整備局 

淀川河川事務所管理課 

枚方(072)843-2861 

(直通)  844-0093 
(9)81-241,242 

近畿地方整備局 

福 島 出 張 所 
06-6458-2102 (9)81-560,563 

大 阪 府 河 川 室 
(直通) 

06-6944-7592 
 

淀川左岸水防事務組合 
枚方(072)841-2310, 

2707   
(9)81-288 

淀川右岸水防事務組合 06-6302-8721～2 
 

 

阪神電気鉄道株式会社 

工 務 部 
06-6341-8497  

大阪府警察本部 

交 通 規 制 課 

交通管制センター 

昼・夜間 

06-6943-1234 

(内線55555) 

 

 

 

 

 

阪神電気鉄道株式会社西大阪線淀川橋梁鉄扉操作協定書に基づく通信方法及び系統 
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56）阪神陸閘操作要領 

第1章 総則  

(趣旨) 

第1条 大阪市此花区伝法地先(淀川左岸)、同西淀

川区福町地先(淀川右岸)の淀川水系淀川阪神陸

閘(以下「陸閘」という。)の操作については、こ

の操作要領の定めるところによるものとする。 

 

(操作の目的) 

第2条 陸閘の操作は、淀川の洪水及び高潮時に

おいて、洪水の防止を目的とする。 

 

(用語の定義)  

第3条 この操作要領において「操作」とは、河

川や背後地の状況等を目視で確認しながら行

う手動操作をいう。 

 

第2章 陸閘操作の方法等 

(退避の目安とする水位以下の洪水及び高潮時の

操作の方法) 

第4条 淀川河川事務所長(以下「所長」という。)

は、次の各号に定めるところにより陸閘を操作す

るものとする。 

一 福島水位観測所において測定した淀川の

水位(以下「福島水位」という。)が、O.P+4.00 

メートルを超えると予想される1時間前まで

は、陸閘を全開しておくこと。 

二 福島水位が、O.P+4.00メートルを超えさ

らに上昇するおそれのあるときは、陸閘を全

閉すること。 

三 陸閘を全閉している場合において、福島

水位がO.P+4.00メートルを下回り、水位の上

昇のおそれがないときは、陸閘を全開するこ

と。 

２ 所長は、前一項の操作を行っている場合にお

いて、堤防、背後地の浸水、津波、水防活動

の状況等(以下「現場状況」という。)も踏ま

えて総合的に勘案し、操作を安全に行えない

と判断される場合には、操作を行っている操

作員（以下「操作員」という。）に退避を指

示するものとする。また、操作員は、現場状

況から危険を察知した場合には、所長に退避

の指示を求めることができる。ただし、緊急

を要する場合には退避後に報告することがで

きる。 

（退避の目安とする水位を上回る洪水・高潮時の

操作方法）  

第5条 規則第4条の操作を行っている場合におい

て、現場状況も踏まえて総合的に勘案し、操

作を安全に行えないと判断される場合には、

操作員に退避を指示するものとする。 また、

操作員は、現場状況から危険を察知した場合

には、所長に退避の指示を求めることができ

る。ただし、緊急を要する場合には退避後に

報告することができる。  

（津波のおそれがある時の操作方法）  

第6条 所長は、気象庁が、大阪府に津波警報（大

津波、津波のいずれの場合も含む。以下同じ。）

を発表したときは、津波警報が解除されるま

で、機側での作業を行わないものとする。 た

だし、気象庁による津波高、到達予想時刻の

発表等を踏まえ、所長が操作を行う必要があ

ると判断し、且つ操作及び退避において十分

な時間が確保できると判断した時は操作を指

示することができる。  

２ 所長は、第4条に規定する操作や点検・整備等

のため機側で機側操作員等が作業を行ってい

る場合には、操作員等に速やかに退避するよ

う指示する。（ただし、速やかな退避が可能

な場合には、ゲートの閉鎖を指示することが

できる。） また、操作員等は、津波警報を入

手し、緊急を要する場合には、所長からの指

示以前に退避し、退避後に報告することがで

きる。 

(平常時における操作の方法) 

第7条 所長は、洪水警戒体制が実施されていな

いときは、陸閘を全開しておくものとする。 

 

(操作の方法の特例) 

第8条 所長は、事故その他やむを得ない事情が

あるときは、必要の限度において、 前4 条に規

定する方法以外の方法により陸閘を操作するこ

とができるものとする。 

 

(操作の際に行う通知) 

第9条 所長は、第4条第二号並びに三号及び前条

の操作を行う場合は、あらかじめ関係機関に通知
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するものとする。 

 

(操作に関する記録) 

第10条 所長は、陸閘を操作したときは、次に掲

げる事項を記録しておくものとする。 

一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻 

二 気象及び水象の状況 

三 操作の内容 

四 第8条に該当するときは、操作の理由 

五 その他参考となるべき事項 

 

第3章 洪水警戒体制  

(洪水警戒体制の実施) 

第11条 所長は、次の各号の一に該当する場合に

は、洪水警戒体制に入るものとする。 

一 大阪管区気象台より、大阪湾沿岸に高潮

に関する注意報もしくは警報が発令され、福

島水位がO.P+4.00メートルを超えると予想さ

れる3時間前。 

二 その他、福島水位がO.P+4.00メートルを

超えるおそれがあると予想される3時間前。 

 

(洪水警戒体制における措置) 

第12条 所長は、洪水警戒体制においては、次の

各号に掲げる措置をとるものとする。 

一 洪水時において陸閘を適切に管理するこ

とができる要員を確保すること。 

二 陸閘及ひ陸閘を操作するために必要な機

械、器具等の点検及び整備を行うこと。 

三 陸閘の管理上必要な気象及び水象の観測、

関係機関との連絡並びに情報の収集を密にす

ること。 

四 その他、陸閘の管理上必要な措置をとる

こと。 

 

(洪水警戒体制の解除) 

第13条 所長は、洪水が終わったとき、又は洪水

に至ることがなく洪水が発生するおそれがなく

なったときは、洪水警戒体制を解除するものとす

る。 

 

第4章 雑則 

(点検及び整備) 

第14条 所長は、陸閘及び陸閘を操作するために

必要な機械、器具等については、毎月1回以上、

点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に

保つものとする。 

 

(観測) 

第15条 所長は、福島水位を観測するものとする。 

 

(記録) 

第16条 所長は、陸閘の管理に関する事項につい

ては記録し、 これを保存するものとする。 

 

(所長への委任) 

第17条この操作要領に定めるもののほか、この操

作要領の実施のために必要な事項は、所長が定め

るものとする。 

附 則 

１ この要領は、平成26年12月16日から適用する。  

２ 現行の操作要領は、平成26年12月15日を

もって廃止とする。 

 

57）阪神陸閘操作実施細目 

 

(通則) 

第1条 大阪市此花区伝法地先(淀川左岸)、同西

淀川区福町地先(淀川右岸)の淀川水系淀川阪神

陸閘(以下「陸閘」という。)の操作については、

淀川水系淀川阪神陸閘操作要領(以下「要領」と

いう。)に定めるもののほか、この実施細目の定

めるところによる。 

 

（退避の目安とする水位）  

第2条 要領第3条第二項に規定する退避の目安

とする水位は、福島水位観測所における水位

5.2メートルとする。 

 

(関係機関への通知等) 

第3条 要領第6条及び第9条第三号に規定する関

係機関は、別表第1に掲げる機関とし、通知等の

通信方法及び通信系統については、昭和44年5月

27日付け阪神電気鉄道株式会社西大阪線淀川橋

梁鉄扉操作協定書によるものとする。 

 

(操作に関する記録) 

第4条 要領第7条に規定する記録は、別記様式第

1に記載するものとする。 

 

(点検及び整備) 

第5条 要領第11条に規定する点検及び整備は、

樋門点検整備要領(昭和53年2月24 日建近達第3

号(河管) )により行うものとする。 
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(観測) 

第6条 要領第12条に規定する観測は、毎正時行

うものとする。 

 

附則 

１ この細目は、平成25年6月28日から適用する。  

２ 現行の実施細目は、平成25年6月27日をもっ

て廃止とする。 

 

別表第1 (第2条関係)関係機関 

機関名 

大阪府西大阪治水事務所 

阪神電気鉄道株式会社 

 

58）阪急電鉄神戸線神崎川橋梁左右岸 

防潮扉操作協定書（私道） 

 

阪急電鉄神戸線神崎川橋梁左右岸に設置さ

れた防潮扉の管理及び操作について大阪府知

事（以下「甲」という。）、淀川右岸水防事務組

合管理者（以下「乙」という。）及び淀川右岸

水防事務組合水防団長（以下「丙」という。）

並びに阪急電鉄株式会社（以下「丁」という。）

の間に次の条項のとおり協定する。 

第１条 防潮扉の維持管理は甲が行うものと

する。 

第２条 防潮扉の操作は、甲の指示に基づき閉

鎖については丙が行い、開放については丁が

行うものとする。ただし、防潮扉の開閉に伴

う操作指導者及び資材の負担は甲がするも

のとする。 

第３条 甲は高潮来襲の恐れがあると判断し

たときは防潮扉閉鎖開始の時刻を定め、当該

時刻の１時間前までに丁に閉鎖を通知すると

ともに、乙を通じて丙に指示するものとする。 

ただし、緊急の場合甲は直ちに丁に閉鎖を

通知し、丁の電車運行停止処置完了を確認の

後、乙を通じて丙に閉鎖の指示をするものと

する。 

第４条 丁は防潮扉閉鎖開始時刻の通知を受

けたときは、当該時刻までに電車運行停止処

置をとり、その処置が完了したときは、甲、

乙及び丙に連絡するものとする。 

第５条 防潮扉閉鎖が完了したとき、丙は甲に

報告し、丁に連絡するものとする。 

第６条 甲は高潮の危険がなくなったと判断

したときは、防潮扉開放を丁に指示し、乙を

通じて丙に連絡するものとする。 

第７条 防潮扉開放が完了したとき、丁は甲に

報告するものとする。 

第８条 連絡方法等については、別途定めるも

のとする。 

第９条 防潮扉の操作訓練は、年１回以上行う

ものとする。 

第10条 本協定の運用については、相互に緊密

な連絡のもとに協力し、万全の操作体制を確

保するため努めるものとする。 

第11条 本協定に定めない事項及び疑義を生

じた事項については、その都度甲、乙、丙及

び丁協議のうえ定めるものとする。 

この協定の証として本書４通を作成し、甲、

乙、丙、丁記名押印のうえ各自１通を保有する。 

昭和49年５月30日 

甲  大阪府知事   黒 田 了 一 

乙  淀川右岸水防事務組合管理者 

大阪市長   大 島  靖 

丙  淀川右岸水防事務組合 

水防団長   光 吉 利 一 

丁  阪急電鉄株式会社 

取締役社長  森    薫 

 

59）千船大橋および千北橋 

防潮扉操作協定書（公道） 

 

神崎川にかかる千船大橋及び千北橋左右岸

に設置された防潮扉の操作について、大阪府知

事（以下「甲」という。）及び淀川右岸水防事

務組合管理者（以下「乙」という。）並びに淀

川右岸水防事務組合水防団長（以下「丙」とい

う。）の間に次の条項のとおり協定する。 

第１条 防潮扉の維持管理は、甲において行う

ものとする。 

第２条 防潮扉の操作責任者は丙とする。ただ

し、防潮扉の開閉にともなう操作指導者及び

資材の負担は甲がするものとする。 

第３条 高潮来襲の恐れがあるときは、乙は丙

に指示し防潮扉を閉鎖するものとするが、必

要あるときは、甲がその指示をすることがで

きるものとする。 

第４条 防潮扉の開放については、地域の状況

に応じ丙において行うものとする。 

第５条 防潮扉の閉鎖及び開放を完了したと

き、丙は速やかに甲（大阪府神崎川改修工営

所）及び乙に報告するものとする。 

第６条 本防潮扉の操作訓練は年一回以上行
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うものとする。 

第７条 本協定に定めのない事項については、

その都度協議して定めるものとする。 

 

昭和49年５月30日 

甲  大阪府知事   黒 田 了 一 

乙  淀川右岸水防事務組合管理者 

大阪市長   大 島  靖 

丙  淀川右岸水防事務組合 

水防団長   光 吉 利 一 

 

60）箕面川ダム操作規則 

 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、河川法（昭和39年７月10

日法律第167号）第14条第1項の規定に基づき、

箕面川ダム（以下「ダム」という。）の操作

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（ダムの用途） 

第２条 ダムは、洪水調節及び流水の正常な機

能の維持をその用途とする。 

（洪 水） 

第３条 この規則において「洪水」とは、流水

の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）

が毎秒20立方メートル以上である場合にお

ける当該流水をいう。 

（水 位） 

第４条 貯水池の水位は、取水塔に設置された

水位計の測定結果に基づき算出するものと

する。 

（常時満水位） 

第５条 貯水池の常時満水位は、標高317.6メ

ートルとする。 

（サーチャージ水位） 

第６条 貯水池のサーチャージ水位は、標高

332.6メートルとする。 

（洪水調節等のための利用） 

第７条 洪水調節及び洪水に達しない流水の

調節は、標高317.6メートルから標高332.6

メートルまでの容量1,500,000立方メートル

を利用して行うものとする。 

（流水の正常な機能の維持のための利用） 

第８条 流水の正常な機能維持は、標高311.0

メートルから標高317.6メートルまでの容量

300,000立方メートルを利用して行うものと

する。 

（洪水警戒体制） 

第９条 大阪府池田土木事務所長（以下「所長」

という。）は、大阪管区気象台からダム流域

において降雨に関する警報が発令されたと

きは、洪水警戒体制をとらなければならない。 

２  所長は、前項に掲げる場合のほか、別で

定める場合には、洪水警戒体制をとることが

できる。 

（洪水警戒体制時における措置） 

第10条 所長は、前条の規定により洪水警戒体

制をとったときは、直ちに次に掲げる措置を

取らなければならない。 

 

一 別に定める関係行政機関との連絡、気象及

び水象に関する観測並びに情報の収集を密

にすること。 

二 予備電源設備の試運転その他洪水調節を

行うに関し必要なこと。 

（洪水調節等） 

第11条 洪水調節及び洪水に達しない流水の

調節は、水位が常時満水位を超える場合には、

常用洪水吐からの自然放流により行うもの

とする。 

（洪水調節等の後における水位の低下） 

第12条 前条の規定により洪水調節及び洪水

に達しない流水の調節を行った後において

は、常用洪水吐からの自然放流により、水位

を常時満水位に低下させるものとする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第13条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要

がなくなったと認める場合には、これを解除

しなければならない。 

（貯留された流水の放流を行うことができる

場合） 

第14条 所長は、この規則に特別の定めがある

場合のほか、次の各号のいずれかに該当する

場合にダムによって貯留された流水を放流

することができる。 

一 第19条の規定により、ダム本体等の点検

又は整備を行うため特に必要があると認

められるとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ない理由があると認められるとき。 

２  前項各号のいずれかに該当する場合の放

流量の限度は、毎秒10立方メートルとする。 

（放流の原則） 

第15条 所長は、放流管から放流を行う場合に

は、放流により下流に急激な水位の変動を生

じないよう努めるものとする。 

（流水の正常な機能の維持のための放流） 
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第16条 所長は、流水の正常な機能の維持のた

め必要があると認める場合には、別表に掲げ

る各地点において同表に掲げる水量を確保

できるよう、ダムから必要な流水の放流を行

わなければならない。 

（放流に関する通知等） 

第17条 所長は、ダムから放流を行うことによ

り流水の状況に著しい変化を生ずると認め

る場合において、これによって生ずる危害を

防止するため必要があると認めるときは、細

則で定めるところにより、関係機関に通知す

るとともに、一般に周知させるため必要な措

置を執らなければならない。 

（ゲートの操作） 

第18条 放流管から放流を行う場合のゲート

の操作については、細則で定める。 

（計測、点検及び整備） 

第19条 所長は、別に定めるところにより、ダ

ム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良

好に保つため必要な計測、点検及び整備を行

わなければならない。 

（観 測） 

第20条 所長は、別に定めるところにより、ダ

ムを操作するため必要な気象及び水象の観

測を行わなければならない。 

（記 録） 

第21条 所長は、ゲートを操作し、第19条の規

定による計測、点検及び整備を行い、又は前

条の規定による観測を行ったときは、別に定

める事項を記録しておかなければならない。 

（細 則） 

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、

土木部長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成８年４月25日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

 

別表（第16条関係）（単位:毎秒立方メートル） 

地 点 名 水 量 

ダ ム サ イ ト 0.05 

大  井  堰 0.10 

石橋(箕面川橋) 0.15 

 

 

 

 

61）箕面川ダム操作細則 

 

（趣 旨） 

第１条 この細則は箕面川ダム操作規則（以下

「規則」という）の施行に関し必要な事項を

定める。 

（流入量） 

第２条 規則第３条に規定する流入量は、ダム

貯水位の上昇又は低下の割合から次式によ

り算出するものとする。 

Ｑ１＝Ⅴ／Ｔ＋Ｑ０ 

Ｑ１：流入量     （㎥／ｓ） 

Ⅴ ：増加した貯留量 （  ㎥  ） 

Ｔ ：増加に要した時間（ ｓ ） 

Ｑ０：放流量      （㎥／ｓ） 

（洪水警戒体制） 

第３条 規則第９条で定める場合とは、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

一 ダム流入量が毎秒10立方メートルに達

し、さらに流入量の増加が予想されるとき。 

二 その他、所長が必要とするとき。 

２ 所長は、規則第９条の規定により洪水警戒

体制を執った場合における職員の呼集・作業

分担・配置その他必要な事項をあらかじめ定

めておかなければならない。 

（関係機関） 

第４条 規則第10条第１項に規定する関係行政

機関は、別表第１に掲げる関係行政機関とする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第５条 規則第13条に規定する洪水警戒体制

を解除する場合とは、放流量が毎秒10立方メ

ートル以下に減少し、気象・水象状況からも

洪水警戒体制を維持する必要がなくなった

場合とする。 

２  洪水警戒体制を解除したときは、別表第

１に掲げる各関係行政機関に連絡するもの

とする。 

（放流の方法） 

第６条 規則第15条に規定する放流管からの

方法は、次に定めるところによらなければな

らない。 

放流直前における 

ダムからの放流量 

10分間における 

放流量の増加割合 

0.15㎥／ｓ未満 0.05㎥／ｓ以下 

0.15㎥／ｓ以上 

0.60㎥／ｓ未満 
0.15㎥／ｓ以下 
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0.60㎥／ｓを越える 0.40㎥／ｓ以下 

2 所長は、気象、水象その他の状況により、

特に必要があると認める場合には、知事の承

認を得て、他の方法で放流することができる。 

（放流に関する通知を行う場合） 

第7条 規則第17条の規定による放流に関する

通知等は、次の各号のいずれかに該当する場

合におこなうものとする。 

一 水位が非常用洪水吐きを越えると予想

されるとき。 

二 第６条第２項の規定により、やむを得ず

放流し、下流に急激な水位の上昇が生じる

と予想されるとき。 

（放流に関する通知を行う範囲） 

第８条 所長は、前条の各号のいずれかに該当

する場合においては、別表第１に掲げる関係

行政機関及び別表第２に掲げる関係行政機

関に通知するとともにダム地点より－の橋

地点までの必要な区間に警報を行わなけれ

ばならない。 

（放流に関する通知等を行うとき） 

第９条 所長は、第７条の各号のいずれかに該

当する場合において、放流に関する通知を行

うときは、次の各号の定める時刻に実施しな

ければならない。 

一 関係行政機関への通知は、第７条の各号

に該当する約１時間前に行わなければな

らない。ただし、第７条の一号に該当する

場合のみ、加えて約３時間前に通知を行う

ものとする。 

二 別表第３に掲げる警報局による警報に

よる警報は、第７条の一号に該当する約１

時間前に、二号に該当する約30分前に行わ

なければならない。 

三 警報車による警報は、第７条の一号に該

当する約１時間前から、二号に該当する約

３０分前から行わなければならない。ただ

し、気象、水象、その他の理由によっては、

この限りではない。 

（警報局による警報の方法） 

第10条 所長は、次に定める方法により、警報

所のサイレンを吹鳴させるものとする。また、

必要と認める場合には、放送による警報を行

うことができる。 

 

 

 

（１分）（10秒）（１分）（10秒）（１分） 

吹鳴  休み  吹鳴  休み  吹鳴 

 

３分20秒 

（警報車による警報の方法） 

第11条 所長は、次に定める方法により警報車

による警報を行なわなければならない。 

－ 警報車に設置したスピーカーにより河

川の水位上昇の見込みを一般に周知させ

るものとする。 

（放流管及びゲートの名称） 

第12条 放流管の名称は次のとおりとする。 

－ 直径2，000ミリメートルの放流管を常用

洪水放流管という。 

二 直径800ミリメートルの放流管を非常用

洪水放流管という。 

三 直径600ミリメートルの放流管を低水放

流管という。 

四 直径250ミリメートルの放流管を利水放

流管という。 

2  ゲートの名称は次のとおりとする。 

一 常用洪水放流管に設置されたゲートを

洪水予備ゲートという。 

二 非常用洪水放流管に設置されたゲート

を非常用ゲートという。 

三 低水放流管上流側に設置されたゲート

を低水予備ゲート、下流側に設置されたゲ

ートを低水非常用ゲートという。 

四 利水放流管上流側に設置されたゲート

を利水予備ゲート、下流側に設置されたゲ

ートを利水ゲートという。 

五 取水塔に設置されたゲートを低水取水

ゲートという。 

（利水ゲートの操作） 

第13条 利水ゲートは、次の各号に該当する場

合を除き、常に閉塞しておくものとする。 

一 規則第16条の規定により流水の正常な

機能の維持のための放流を行うとき。 

二 規則第19条の規定によりゲートの点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

三 前各号に掲げる場合のほか、特にやむを

得ないとき。 

（利水予備ゲート、低水予備ゲート 

及び洪水予備ゲートの操作） 

第14条 利水予備ゲート、低水予備ゲート及び

洪水予備ゲートは、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、常に全開しておくものと

する。 
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一 規則第19条の規定によりゲートの点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（低水非常用ゲート、非常用ゲート 

及び低水取水ゲートの操作） 

第15条 低水非常用ゲート、非常用ゲート及び

低水取水ゲートは、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、常に閉塞しておくものと

する。 

一 規則第19条の規定によりゲートの点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（計測、点検及び整備） 

第16条 規則第19条に規定する計測は、別表第

４に掲げる事項について行うものとする。 

２ 規則第19条に規定する点検及び整備は、次

に掲げる施設について行うものとする。 

一 ダム本体及び貯水地 

二 ゲート。 

三 ゲートを操作するために必要な機器及

び器具。 

四 警報・通信連絡・観測のため必要な設備。 

五 監視及び湖内作業のため必要な船舶。 

六 警報のため必要車両。 

七 前各号に掲げるものの操作のために必

要な資材。 

３  所長は、前項を行うために必要な基準を

定めなければならない。 

（観 測） 

第17条 規則第20条に規定する観測は、別表第

５に掲げる事項について行うものとする。 

２ 所長は、前項を行うために必要な基準を定

めなければならない。 

（記 録） 

第18条 規則第21条に規定する記録は、次の各

号に掲げる事項について行うものとする。 

一 ゲート等の操作。 

二 第16条の規定による計測・点検及び整備

結果。 

三 前条の規定による観測結果。 

四 ダム及びダムの関連施設・貯水池及び貯

水池の上下流の被害の状況並びに河床の

変動の状況。 

五 放流に伴う警報及び連絡に関すること。 

六 その他、特記すべきこと。 

（報告事項） 

第19条 所長は、次の各号に掲げる場合におい

ては、すみやかにその状況を知事に報告しな

ければならない。 

一 規則第９条の規定により洪水警戒体制

を執ったとき及び規則第13条の規定によ

り洪水警戒体制を解除したとき。 

二 規則第11条の規定により洪水調節を行

ったとき。 

三 ダム本体・付属施設・貯水池及び貯水池

の上下流に異常を認めたとき。 

四 ダム堤体基礎部に設置した・地震計に・

より観測された加速度が、25ガル又は当該

地域について発表された震度階が４に達

したとき。 

（ダム管理月報及びダム管理年報の作成） 

第20条 所長は、別に定めるところにより、ダ

ム管理月報及びダム管理年報を作成しなけ

ればならない。 

（雑 則） 

第21条 規則及びこの細則に定めるもののほ

か、この細則の実施のため必要な手続きその

他の要領は、所長が定める。 

 

付 則 

この細則は、平成8年４月25日から施行する。 

付 則 

この細則は、平成16年４月１日から施行する。 

付 則 

この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条、第５条及び８条関係） 

通  報  先 

近畿地方整備局猪名川河川事務所 

工務課 

大阪府都市整備部河川室 

大阪府水防本部 

大阪府政策企画部危機管理室 

（財）大阪府公園協会 箕面公園

管理事務所 

箕面市 総務部市民安全政策室 

池田市 市長公室危機管理課 
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豊中市 危機管理課 

池田警察署 

箕面警察署 

豊中警察署 

箕面市消防本部 

池田市消防本部 

豊中市消防局 

 

別表第２（第８条関係） 

通  報  先 

兵庫県宝塚土木事務所 管理第２課 

伊丹市 総務部危機管理室 

伊丹警察署 

伊丹市消防局 

 

別表第３（第９条第二号関係） 

局  名 用  途 

箕面川ダム警報局 サイレン＋スピーカ 

茶長坂警報局 サイレン＋スピーカ 

紅葉警報局 サイレン＋スピーカ 

百年橋警報局      スピーカ 

大日橋警報局 サイレン＋スピーカ 

箕面滝警報局 サイレン＋スピーカ 

戻岩警報局      スピーカ 

行者警報局 サイレン＋スピーカ 

竜安寺警報局 サイレン＋スピーカ 

昆虫館警報局 サイレン＋スピーカ 

つつじが原警報局 サイレン＋スピーカ 

 

別表第４（第１６条第１項関係） 

計 測 項 目 参   考 

外 形 変 位 １回／３ヵ月 

漏 水 量 １回／１ヵ月 

 

別表第５（第１７条第１項関係） 

気     象 

計測項目 参  考 

  

気 圧 

気 温 

風 向 

風 速 

降 水 量 

１ 回 ／ 日 

１ 回 ／ 日 

１ 回 ／ 時 

１ 回 ／ 時 

１ 回 ／ 時 

水     象 

計 測 項 目 参   考 

水 位 

流 入 量 

放 流 量 

水 質 

堆 砂 

１ 回 ／ 時 

１ 回 ／ 時 

１ 回 ／ 時 

２ 回 ／ 年 

１ 回 ／ 年 

 

62）箕面川ダム事前放流実施要領 

 

（通則） 

第１条 箕面川ダムにおける事前放流の実施

については、操作規則・細則に定めるほか、

この要領に定めるところによる。 

 

（事前放流の基本） 

第２条 次に掲げるすべての条件に該当する

場合、事前放流を実施するものとする。 

（１）ダム上流域の予測降雨量が基準降雨量で

ある３６２．７㎜／日以上であるとき。 

（２）箕面川ダムの貯水位が、標高３１５．５

ｍ以上のとき。 

（３）箕面川水位基準点の水位が、水防団待機

水位（１．０ｍ）未満のとき。 

 ２ 第５条第２項及び第５条第３項の規定

により事前放流を中止した後、第１項の条件

に該当する場合も、事前放流を実施するもの

とする。 

 

（目標水位） 

第３条 事前放流を行う場合は、標高３１５．

５ｍの水位を限度水位※として、事前放流を

実施するものとする。 
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 ※洪水調節可能容量に対応した水位下限値 

 

（関係機関への通知） 

第４条 事前放流を行う場合は、別表に定め

る関係機関に通知する。 

 

（完了、中止） 

第５条 事前放流を行っている場合において、

洪水調節可能容量が確保された状態（箕面川   

ダムの貯水位が、標高３１５．５ｍ）になっ

た場合には、事前放流操作を完了し、利水放

流管の放流量を０．４６ｍ３／sから０．０

５ｍ３／sに変更する。 

 

２ 事前放流を行っている場合において、流

入量が洪水量（２０ｍ３／s）に等しくなった

場合には、事前放流操作を中止し、利水放流

管の放流量を０．４６ｍ３／sから０．０５ｍ
３／sに変更する。 

 

３ 事前放流を行っている場合において、箕

面川水位基準点の水位が、水防団待機水位

（１．０ｍ）以上になった時は、事前放流操

作を中止し、利水放流管の放流量を     

０．４６ｍ３／sから０．０５ｍ３／sに変更

する。 

 

４ 事前放流を行っている場合において、予

測降雨量が当初の予測降雨量から変化し、そ

の結果として、２（１）の事前放流の実施判

断条件に該当しなくなった場合には、事前放

流操作を中止し、利水放流管の放流量を０．

４６ｍ３／sから０．０５ｍ３／sに変更する。 

 

５ 上記にかかわらず、事前放流を行ってい

る場合において、気象・水象その他の状況に

より、事前放流操作を中止する必要が生じた

場合、または、事前放流を継続する必要がな

くなったと認める場合には、その後の流水を

貯留して水位が上昇するよう努めるものと

する。 

 

別表 

 関係機関（第４条関係） 

機 関 名 所 在 地 

近畿地方整備局猪名川

河川事務所 工務課 

池田市上池田２-２-３９ 

大阪府都市整備部河川

室 

大阪市中央区大手前２

丁目１－２２ 

大阪府水防本部 大阪市中央区大手前２

丁目１－２２ 

大阪府政策企画部危機

管理室 

大阪市中央区大手前 3

丁目１-４３ 

箕面市総務部市民安全

政策室 

箕面市西小路４丁目６

－１ 

箕面市上下水道局浄水

室 

箕面市箕面２丁目７－

１ 

池田市市長公室危機管

理課 

池田市城南１丁目１－

１ 

豊中市危機管理課 豊中市中桜塚 3 丁目 1

番 1 号 

箕面公園管理事務所 箕面市箕面公園１－１

８ 

箕面警察署 箕面市箕面５丁目１１

番３５号 

池田警察署 池田市大和町１番 1 号 

豊中警察署 豊中市南桜塚 3 丁目 4

番 11 号 

箕面市消防本部 箕面市箕面５丁目-１１

-１９ 

池田市消防本部 池田市八王寺１-２-１ 

豊中市消防局 豊中市岡上の町1丁目

8 番 24 号 

 

 

63）安威川ダム操作規則 

 

第１章 総 則 

（通 則） 

第１条 安威川ダム（以下、「ダム」という。）

の操作については、この規則の定めるところ

による。 

 

（ダムの用途） 

第２条 ダムは、洪水調節、流水の正常な機能

の維持及び環境改善をその用途とする。 

 

第２章 貯水池の水位等 

（洪 水） 
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第３条 洪水は、流水の貯水池への流入量（以

下、「流入量」という。）が、毎秒86立方メー

トル以上である場合における当該流水とす

る。 

 

（水 位） 

第４条 貯水池の水位は、ダム本体に設置され

た水位計の測定結果に基づき算出するもの

とする。 

 

（常時満水位） 

第５条 貯水池の常時満水位は、標高99.4メー

トルとする。 

 

（サーチャージ水位） 

第６条 貯水池のサーチャージ水位は、標高

125.0メートルとする。 

 

第３章 貯水池の用途別利用 

（洪水調節等のための利用） 

第７条 洪水調節及び洪水に達しない流水の

調節は、標高99.4メートルから標高125.0メ

ートルまでの容量14,000,000立方メートル

を利用して行うものとする。 

 

（流水の正常な機能の維持のための利用） 

第８条 流水の正常な機能の維持は、標高90.2

メートルから標高99.4メートルまでの容量

2,400,000 立 方 メ ー ト ル の う ち 最 大

1,460,000立方メートルを利用して行うもの

とする。 

 

（環境改善のための利用） 

第９条 環境改善は、標高90.2メートルから標

高99.4メートルまでの容量2,400,000立方メ

ートルのうち最大940,000立方メートルを利

用して行うものとする。 

 

第４章 洪 水 調 節 等 

（洪水警戒体制） 

第10条 大阪府 茨木土木事務所長（以下、「所

長」という。）は、大阪管区気象台から茨木

市域または高槻市域において降雨に関する

警報が発表されたときは、安威川ダム操作細

則（以下、「細則」という。）で定めるところ

により洪水警戒体制を執らなければならな

い。 

２ 所長は、前項に掲げる場合のほか、別で定

める場合には、洪水警戒体制を執ることがで

きる。 

 

（洪水警戒体制時における措置） 

第11条 所長は、前条の規定により洪水警戒体

制を執ったときは、ただちに、次の各号に定

める措置を執らなければならない。 

一 別に定める関係機関との連絡、気象及び

水象に関する観測並びに情報の収集を密

にすること。 

二 予備電源設備の試運転その他洪水調節

を行うに関し必要な措置をとること。 

 

（洪水調節等） 

第12条 洪水調節及び洪水に達しない流水の

調節は、水位が常時満水位を超える場合には、

常用洪水吐きからの自然放流により行うも

のとする。 

 

（洪水調節等の後における水位の低下） 

第13条 前条の規定により洪水調節及び洪水

に達しない流水の調節を行った後において

は、常用洪水吐きからの自然放流により、水

位を常時満水位に低下させるものとする。 

 

（洪水警戒体制の解除） 

第14条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要

がなくなったと認める場合においては、これ

を解除しなければならない。 

 

第５章 貯留された流水の放流 

（貯留された流水の放流を行うことができる

場合） 

第15条 ダムによって貯留された流水は、この

規則に特別の定めがある場合のほか、次の各

号のいずれかに該当する場合に放流を行う

ことができる。 

一 第21条の規定により、ダム本体等の点検

又は整備を行うため特に必要があるとき。 

二 前項に掲げる場合のほか、特にやむを得

ない理由がある場合で細則で定めるとき。 

２ 前項の規定により放流を行う場合の放流

量の限度は、毎秒30立方メートルとする。 

 

（放流の原則） 

第16条 所長は、放流管から放流を行う場合に

は、放流により下流に急激な水位の変動を生

じないよう努めるものとする。 
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（流水の正常な機能の維持のための放流） 

第17条 所長は、流水の正常な機能の維持のた

め必要があると認める場合には、別表第１に

掲げる地点において同表に掲げる水量を確

保できるよう、必要な流水をダムから放流し

なければならない。 

 

（環境改善のための放流） 

第18条 所長は、環境改善のため必要があると

認める場合には、ダムから最大毎秒30立方メ

ートルを放流することができる。 

 

（放流に関する通知等） 

第19条 所長は、ダムから放流を行うことによ

り流水の状況に著しい変化を生ずると認め

る場合において、これによって生ずる危害を

防止するため必要があると認めるときは、細

則で定めるところにより、関係機関に通知す

るとともに、一般に周知させるため必要な措

置を執らなければならない。 

 

（ゲート等の操作） 

第20条 放流管から放流を行う場合のゲート

等の操作については、細則で定める。 

 

第６章 計測、点検および整備等 

（計測、点検及び整備） 

第21条 所長は、ダム本体、貯水池及びダムに

係る施設等を常に良好な状態に保つため必

要な計測、点検及び整備を行わなければなら

ない。 

２ 所長は、前項の規定による計測、点検及び

整備を行うため、細則で定めるところにより、

基準を定めなければならない。 

 

（観 測） 

第22条 所長は、ダムを操作するため必要な気

象及び水象の観測を行なわなければならな

い。 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用す

る。 

 

（記 録） 

第23条 所長は、ゲート等を操作し、第21条第

１項の規定による計測、点検及び整備を行い、

又は前条第1項の規定による観測を行ったと

きは、細則で定める事項を記録しておかなけ

ればならない。 

 

第７章 雑    則 

（雑 則） 

第24条 この規則に定めるもののほか、この規

則の実施のため必要な手続その他の細則は、

大阪府知事が定める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年９月１日から適用する。 

 

別表第１（第17条関係） 

（単位：毎秒立方メートル） 

期 間 

水 量 

ダム地点 

（茨木川 

合流点上流） 

千歳橋地点 

（茨木川 

合流点下流） 

10/1～3/31 0.170 0.200 

4/1～4/30 0.170 0.630 

5/1～5/10 0.753 0.652 

5/11～6/30 0.606 0.645 

7/1～8/31 0.606 0.315 

9/1～9/30 0.386 0.215 

 

64）安威川ダム操作細則 

 

（通 則） 

第１条 安威川ダム（以下、「ダム」という。）

の操作については、安威川ダム操作規則（以

下、「規則」という。）に定めるほか、この細

則の定めるところによる。 

 

（流入量） 

第２条 規則第３条に規定する流入量は、規則

第４条に規定する水位の上昇又は低下の時

間的割合から次式により算出するものとす

る。 

 

 Ｑ＝
(V+q)

ｔ
  

 Ｑ：流入量（単位：立方メートル/秒） 

ｔ：単位時間（単位：秒） 

Ｖ：単位時間に増減した貯留量（単位：立方

メートル） 

ｑ：単位時間内の積算全放流量（単位：立方

メートル） 
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（洪水警戒体制） 

第３条 規則第10条第2項に規定する洪水警戒

体制は次の各号のいずれかに該当する場合

とする。 

一 ダムへの流入量が26立方メートルに達

したとき。 

二 その他、大阪府茨木土木事務所長（以

下、所長という。）が必要とするとき。 

２ 所長は、規則第10条の規定により、洪水

警戒体制を執った場合における職員の呼集、

作業分担、配置、その他必要事項を、あら

かじめ定めておかなければならない。 

 

（関係機関） 

第４条 規則第11条第１項第１号の別に規定

する関係機関とは、別表第１に掲げる機関

(以下、｢関係機関｣という｡)とする｡ 

 

（洪水警戒体制の解除） 

第５条 所長は流入量が毎秒86立方メートル

以下に減少し、気象状況から洪水警戒体制を

維持する必要がなくなったと認められると

きは、規則第14条の規定により洪水警戒体制

を解除しなければならない。 

２ 洪水警戒体制を解除したときは、別表第

１に掲げる関係機関に連絡するものとする。 

 

（洪水に達しない流水の調節） 

第６条 規則第12条に規定する洪水に達しな

い流水の調節を行う場合においては、流入量

を限度として、ダムから放流を行うものとす

る。 

ただし、規則第10条に規定する洪水警戒体

制にある場合においては、規則第12条に規定

する洪水調節への円滑な移行ができるよう、

その場合にあっては、規則第17条に規定する

流水の正常な機能の維持のための放流に支

障を与えないよう行うものとする。 

 

（貯留された流水の放流を行うことができる

場合） 

第７条 規則第15条第１項第２号に規定する

場合は、次の各号に該当するときとする。 

一 ダム本体及び貯水池等について、調査又

は補修を行う必要があるとき。 

二 規則第９条に規定する環境改善のため

の放流を行うとき。 

三 事前放流を行うとき。 

四 その他特に必要があると認めるとき。 

 

（放流の原則） 

第８条 所長は、規則第16条に規定する放流管

からの放流方法は、次に定めるところによら

なければならない。 

放流直前における 

ダムからの放流量 

10分間における 

放流量の増加割合 

0.5㎥／ｓ未満 0.18㎥／ｓ以下 

0.5㎥／ｓ以上 

2.1㎥／ｓ未満 
0.53㎥／ｓ以下 

2.1㎥／ｓ以上 

4.8㎥／ｓ未満 
0.88㎥／ｓ以下 

4.8㎥／ｓ以上 

8.5㎥／ｓ未満 
1.24㎥／ｓ以下 

8.5㎥／ｓ以上 

13.3㎥／ｓ未満 
1.59㎥／ｓ以下 

13.3㎥／ｓ以上 

19.1㎥／ｓ未満 
1.95㎥／ｓ以下 

19.1㎥／ｓ以上 

26.0㎥／ｓ未満 
2.30㎥／ｓ以下 

26.0㎥／ｓ以上 

30.0㎥／ｓ未満 
2.65㎥／ｓ以下 

 

  ただし、気象水象その他の状況により特に

必要があると認める場合においては、流入量

の時間的な増加割合を限度として放流量を

決定することができる。 

 

２ 所長は、気象、水象その他の状況により特

に必要があると認める場合には、前項の規定

によらずに放流することができる。 

 

（放流に関する通知等を行う場合） 

第９条 所長は、次の各号の一に該当する場合

においては、規則第19条の規定により関係機

関に対し通知するとともに、一般への周知を

行うものとする。 

一 常用洪水吐きからの自然放流により、

下流に急激な水位の変動を生じると予想

されるとき。 

二 水位が非常用洪水吐きを超えると予想

されるとき。 

三 第８条第１項ただし書き及び第２項の

規定によりやむを得ず放流を行い、下流

に急激な水位の変動を生じると予想され
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るとき。 

四 環境改善のための放流を行うとき。 

五 事前放流を行うとき。 

六 その他特に必要と認めるとき。 

 

（放流に関する通知等を行う範囲） 

第10条 規則第19条に規定する通知すべき関

係機関は、別表第１に掲げる機関とする。 

２ 規則第19条に規定する一般に周知させる

ため必要な措置は、第１警報局（ダムサイ

ト）より第９警報局（三島橋下流）までの

区間について行うものとする。 

 

（放流に関する通知等の方法） 

第11条 規則第19条に規定する放流に関する

通知は、次の各号に定める方法により行うも

のとする。 

一 関係機関に対する通知は、第９条に規

定する放流等を開始する約１時間前に行

うものとする。ただし、第９条の第２号

に該当する場合のみ、加えて約３時間前

に通知を行うものとする。 

二 一般に周知させるための必要な措置は、

別表第２に掲げる警報局及び警報車によ

り次に定めるとおり行うものとする。た

だし、気象、水象、その他の理由によっ

ては、この限りではない。 

イ 第９条第１号・第３号・第４号・第

５号に規定する場合には、放流を開始

する約30分前に行うものとする。 

ロ 第９条第２号に規定する場合には、

水位が非常用洪水吐きを超えると予想

される約１時間前に行うものとする。 

ハ サイレンもしくはスピーカー（擬似

音によるもの）による吹鳴の方法は、

次に定める方法によるものとする。 

 

（1分）（10秒） （1分）（10秒）（1分） 

  吹鳴  休み  吹鳴  休み  吹鳴 

 

3分20秒 

 

（放流に関する通知等の内容） 

第12条 前条第１項に規定する通知は、放流す

る日時のほか放流量又は、放流により上昇す

る下流の水位の見込みを示して行うものと

する。 

 

(ゲートの名称） 

第13条 ゲートの名称は、次の各号のとおりと

する。 

一 ダム本体上流側にあり、選択取水を行う

ためのゲートを選択取水ゲート、環境改善

と水位低下に用いるゲートをフラッシュ

ゲート、底部取水を行うゲートを底部取水

ゲートという。また、上流側取水ゲートの

切り替えに用いるためのゲートを制水ゲ

ートという。 

二 ダム本体下流側にあり、放流を行うため

のゲートを維持放流ゲート、フラッシュ放

流ゲート、A水路放流ゲートという。 

三 維持放流ゲートは、下流側にあるものか

ら維持放流主ゲート及び維持放流副ゲー

トという。 

四 フラッシュ放流ゲートは、下流側にある

ものからフラッシュ放流主ゲート及びフ

ラッシュ放流副ゲートという。 

五 A水路放流ゲートは、下流側にあるもの

からA水路放流主ゲート及びA水路放流副

ゲートという。 

 

(維持放流主ゲートの操作） 

第14条 維持放流主ゲートは、次の各号に掲げ

る場合を除き、常に閉塞しておくものとする。 

一 規則第15条、規則第17条に該当する場合

において、ダムから放流を行うとき。 

二 その他、必要があるとき。 

 

(維持放流副ゲートの操作） 

第15条 維持放流副ゲートは、次の各号に掲げ

る場合を除き、常に全開しておくものとする。 

一 規則第21条第２項の規定により維持放

流主ゲートの点検又は整備を行う必要が

あるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

２ 維持放流副ゲートは、常に全開又は全閉す

るものとし、半開の状態に置いてはならない。 

 

(フラッシュ放流主ゲートの操作） 

第16条 フラッシュ放流主ゲートは、次の各号

に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくもの

とする。 

一 規則第15条、規則第17条、規則第18条に

該当する場合において、ダムから放流を行

うとき。 

二 その他、必要があるとき。 
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(フラッシュ放流副ゲートの操作） 

第17条 フラッシュ放流副ゲートは、次の各号

に掲げる場合を除き、常に全開しておくもの

とする。 

一 規則第21条第２項の規定によりフラッ

シュ放流主ゲートの点検又は整備を行う

必要があるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

２ フラッシュ放流副ゲートは、常に全開又

は全閉するものとし、半開の状態に置いて

はならない。 

 

（A水路放流主ゲートの操作） 

第18条 A水路放流主ゲートは、次の各号に掲

げる場合を除き、常に閉塞しておくものとす

る。 

一 規則第15条、規則第17条に該当する場合

において、ダムから放流を行うとき。 

二 その他、必要があるとき。 

 

（A水路放流副ゲートの操作） 

第19条 A水路放流副ゲートは、次の各号に掲

げる場合を除き、常に全開しておくものとす

る。 

一 規則第21条第２項の規定によりA水路放

流主ゲートの点検又は整備を行う必要が

あるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

２ A水路放流副ゲートは、常に全開又は全閉

するものとし、半開の状態に置いてはならな

い。 

 

(選択取水ゲートの操作） 

第20条 選択取水ゲートは、河川環境の保全に

配慮し、別に定める方法により操作するもの

とする。 

  ただし、気象、水象その他の状況により特

に必要があると認められるときは、この限り

ではない。 

 

(フラッシュゲートの操作） 

第21条 フラッシュゲートは、放流設備及び底

部取水ゲート並びに制水ゲートを全閉した

のちに全開とする。 

 

(底部取水ゲートの操作） 

第22条 底部取水ゲートは、放流設備及びフラ

ッシュゲート並びに制水ゲートを全閉した

のちに全開とする。 

 

(制水ゲートの操作） 

第23条 制水ゲートは、選択取水ゲートを用い

る場合は全開とし、フラッシュゲートおよび

底部取水ゲートを用いる場合は全閉とする。 

 

(環境改善のための操作） 

第24条 規則第18条の規定を適用して、環境改

善のための操作を行う場合においては、あら

かじめ所長の承認を受けて、保全する河川環

境の内容、ダムからの放流に関する方法等を

定め、これにより操作しなければならない。 

 

(計測、点検及び整備） 

第25条 規則第21条第２項に規定する計測は、

別に定める調査測定基準により、点検及び整

備は、別に定める点検整備基準により行うも

のとする。 

２ 規則第21条第２項の点検及び整備は、次に

掲げる施設について行うものとする。 

一 ダム本体及び貯水池 

二 ゲート等 

三 ゲート等を操作するため必要な機械及

び器具 

四 警報、通信連絡、観測等のために必要な

設備及び器具 

五 監視及び作業のために必要な車両、船舶 

六 警報のために必要な車両 

七 前各号に掲げるものの操作のために必

要な資材及び電気設備 

八 その他ダム管理上必要な施設等 

３ 所長は、前項の点検又は整備を行うため必

要な基準を定めなければならない｡ 

４ 所長は、ダム地点に設置した地震計により

観測された加速度が25ガル以上を観測した

とき、又は大阪管区地方気象台により発表さ

れる震度階が４以上の地震が発生したとき

は、別に定めるところにより臨時の点検を行

わなければならない。 

 

（観 測） 

第26条 規則第22条に規定する観測は、第25

条に定める調査測定基準により行うものと

する。 

 

（記 録） 



- ③-85 - 

第27条 規則第23条の記録は、次の各号に掲げ

る事項について行うものとする｡ 

一 ダム本体計測記録及び点検整備記録 

二 ゲート等の操作記録及び点検整備記録 

三 電気設備及び予備電源設備点検整備記

録 

四 車両、船舶点検整備記録 

五 気象観測記録 

六 水象観測記録 

七 貯水池及び周辺観測記録 

八 その他、特記すべき事項 

 

（報告事項） 

第28条 所長は、次の各号に掲げる場合におい

ては、速やかにその状況を知事に報告しなけ

ればならない。 

一 規則第10条の規定により洪水警戒体制

を執ったとき及び規則第14条の規定によ

りこれを解除したとき。 

二 規則第12条の規定により洪水調節を行

ったとき。 

三 ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水

池の上下流に異常を認めたとき。 

四 第25条第4項による地震が発生したと

き及び臨時の点検を行ったとき。 

五 貯水池において水質事故が発生したと

き。 

六 その他、必要があると認めるとき。 

 

（管理年報の作成） 

第29条 所長は、別に定めるところによりダム

管理年報を作成しなければならない。 

 

（検 査） 

第30条 所長は、別に定めるところにより必要

に応じてダム本体、貯水池及びダムに係る施

設等の検査を実施するものとする。 

 

（雑 則） 

第31条 規則及びこの細則に定めるもののほ

か、規則及びこの細則の実施のため必要な手

続きその他の要領は所長が定めることがで

きる。 

２ 所長は、前項の要領を定め又は変更したと

きは知事に報告しなければならない。 

 

附 則 

この細則は、令和５年９月１日から適用する。 

 

別表第１ 関係機関（第４条、第５条、第10

条関係） 

通  報  先 

近畿地方整備局 淀川河川事務所 流域

治水課 

近畿地方整備局 猪名川河川事務所 工

務課 

大阪府 政策企画部 危機管理室 

大阪府 水防本部 

大阪府 都市整備部 河川室 

大阪府 都市整備部 西大阪治水事務所 

茨木市 総務部 危機管理課 

吹田市 総務部 危機管理室 

摂津市 総務部 防災危機管理課 

高槻市 危機管理室 

大阪市 危機管理室 

茨木警察署 

吹田警察署 

摂津警察署 

高槻警察署 

東淀川警察署 

茨木市消防本部 

吹田市消防本部 

摂津市消防本部 

高槻市消防本部 

大阪市消防局 

淀川右岸水防事務組合 

 

別表第2（第11条関係） 

局     名 用     途 

第１警報局（ダムサイ

ト） 

サイレン＋スピーカ 

第２警報局（桑原ふれ

あい広場） 

スピーカ 

第３警報局（桑原橋） スピーカ 

第４警報局（桑原橋下

流） 

スピーカ 

第５警報局（長ヶ橋下 スピーカ 
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流） 

第６警報局（是推橋下

流） 

スピーカ 

第７警報局（宮之前東

通学橋下流） 

スピーカ 

第８警報局（太田橋水

位局） 

スピーカ 

第９警報局（三島橋下

流） 

スピーカ 

 

 

65）安威川ダム事前放流実施要領 

 

(通則) 

第１条 安威川ダムの事前放流の実施につい

ては、「安威川ダム操作規則」・「安威川ダム

操作細則」に定めるほか、この要領に定める

ところによる。 

 

(事前放流の実施) 

第２条 次に掲げるすべての条件に該当する

場合、事前放流を実施するものとする。 

  ただし、気象、水象その他の状況によりや

むを得ない場合は、これによらないことがで

きる。 

（1）ダム上流域の予測雨量が基準降雨量であ

る211ミリメートル／24時間以上であるとき。 

（2）安威川ダムの貯水位が、標高97.2メート

ル以上のとき。 

（3）事前放流開始時点において、太田橋地点

及び千歳橋地点の水位が、水防団待機水位未

満のとき。 

２ 事前放流による貯水位の低下は、原則とし

て１日当たり１メートルを上限として実施

するものとする。 

３ 第４条第３項の規定により事前放流を中

止した後、第１項の条件に該当する場合も、

事前放流を実施するものとする。 

 

(目標水位) 

第３条 事前放流を行う場合は、標高97.2メー

トルの貯水位を限度水位※として予測降雨

量に応じた低下目標貯水位を設定し、事前放

流を実施するものとする。 

※洪水調節可能容量に対応した水位下限値 

 

(中止) 

第４条 事前放流を行っている場合において、

流入量が洪水量に等しくなった場合には、事

前放流操作を中止する。 

２ 事前放流を行っている場合において、洪水

調節可能容量が確保された状態（ダムの貯水

位が目標水位）になった場合は、事前放流操

作を中止し、中止時の貯水位の維持に努める

ものとする。 

３ 事前放流を行っている場合において、予測

降雨量が当初の予測降雨量から変化し、その

結果として事前放流の実施判断条件に該当

しなくなった場合には、事前放流操作を中止

する。 

４ 上記にかかわらず、事前放流を行っている

場合において、気象・水象その他の状況によ

り、事前放流操作を中止する必要が生じた場

合、または、事前放流を継続する必要がなく

なったと認める場合には、その後の流水を貯

留して貯水位が上昇するよう努めるものと

する。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から適用する。 

 この要領は、令和５年９月１日から適用する。 
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66）芦田川防潮水門及び排水機場の協定書 

 

大阪府知事（以下「甲」という。）と高石市

長（以下「乙」という。）は二級河川芦田川（高

石市羽衣４丁目地先）に甲が設置した防潮水門

及び排水機場並びにその他附帯施設（以下、「施

設」という。）の管理について次のとおり協定

を締結する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、二級河川芦田川への高潮

及び津波の流入の防止並びに水門閉鎖時の

内水による水害を除去又は軽減するために、

施設の管理を明確かつ適正に行いもって治

水の効果を上げることを目的とする。 

（管理の範囲） 

第２条 管理の範囲は、別添図書に示す施設及

び区域とする。 

（維持操作の委託） 

第３条 甲は、施設の維持操作を乙に委託し、

乙は適正かつ善良な管理者の注意をもって

施設を維持操作するものとする。 

（報告の義務） 

第４条 乙は施設の故障又は損傷箇所を発見

し、第５条の工事を要するときは直ちに甲に

報告しなければならない。 

（工事の施行） 

第５条 施設の改良工事及び大規模修繕につ

いては甲が施行するものとする。ただし、施

設の軽微な修繕については乙が施行するも

のとする。 

２．前項の規定にかかわらずその原因が乙の責

に帰すべき場合は乙が施行しなければなら

ない。 

（協議等） 

第６条 前条の規定する工事の施行について

は、あらかじめ甲乙協議するものとする。た

だし、緊急やむを得ない事情があって、あら

かじめ協議することができないときはこの

限りでない。 

２．前項ただし書の規定により工事を行った場

合においてはその都度速やかに甲又は乙に

通知するものとする。 

（費用負担） 

第７条 施設の管理に要する費用のうち乙が

負担するものは、次の各号に掲げる場合とし、

その他の費用は甲が負担するものとする。 

（1）第５条第１項ただし書及び同条第２項の

規定により乙が負担すべき費用。 

（2）施設の維持操作及び管理に要する費用。

ただし、施設の定期点検整備並びに台風時

及び異常潮位時における操作に関する費用

は除く。 

（3）前号ただし書に規定する費用以外の職員

に関する給与その他の費用。 

（損害賠償） 

第８条 施設の維持操作等が原因となって第

三者に損害を与えた場合においてその原因

が明らかに甲若しくは乙の故意又は過失に

よる場合は、それぞれの原因者がその責を負

い、何れかにより難い場合、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

（操作規程） 

第９条 施設に係る操作規程は甲が定めるも

のとする。乙はその定めるところにより維持

操作するものとする。 

（管理記録等の保存） 

第10条 甲及び乙は、それぞれに定められた施

設の維持操作並びに工事に関する記録その

他関係書類を整備保存するものとする。 

（協定の有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は施行の日から

１年間とする。 

ただし、期間満了３カ月前までに甲又は乙

から何らの意思表示のないときは、本協定と

同一内容により順次一カ年更新されたもの

とみなす。 

（雑 則） 

第12条 この協定書に定めのない事項及び疑

義が生じたときは、その都度甲乙協議の上決

定するものとする。 

２．この協定の実施に関し必要な細目事項につ

いては、大阪府鳳土木事務所長と乙において

協議の上定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この協定は、平成２年４月１日から施行する。 

この協定は、平成25年１月７日から施行する。 

この協定を証するため本書2通を作成し、甲

乙記名押印の上各1通を保有する。 

平成25年１月７日 

甲  大阪府知事    松 井 一 郎 

乙  高石市長      阪 口 伸 六 
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67）王子川防潮水門及び附帯排水機の協定書 

 

大阪府知事（以下「甲」という）と高石市長 

（以下「乙」という）二級河川王子川 

      に甲が設置した防潮水門及び 

排水機場並びにその他附帯施設（以下「施設」

という）の管理について次のとおり協定を締結

する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、二級河川王子川への高潮

及び津波の流入の防止並びに水門閉鎖時の

内水による水害を除去又は軽減するために、

施設の管理を明確かつ適正に行いもって治

水の効果を上げることを目的とする。 

（管理の範囲） 

第２条 管理の範囲は、別添図書に示す施設及

び区域とする。 

（維持操作の委託） 

第３条 甲は、施設の維持操作を乙に委託し、

乙は適正かつ善良な管理者の注意をもって

施設を維持操作するものとする。 

（報告の義務） 

第４条 乙は施設の故障又は損傷箇所を発見

し、第５条の工事を要するときは直ちに甲に

報告しなければならない。 

（工事の施行） 

第５条 施設の改良工事及び大規模修繕につ

いては甲が施行するものとする。ただし、施

設の軽微な修繕については乙が施行するも

のとする。 

２．前項の規定にかかわらずその原因が乙の責

に帰すべき場合は乙が施行しなければなら

ない。 

（協議等） 

第６条 前条に規定する工事の施行について

は、あらかじめ甲乙協議するものとする。た

だし、緊急やむを得ない事情があって、あら

かじめ協議することができないときはこの

限りでない。 

２．前項ただし書の規定により工事を行った場

合においてはその都度速やかに甲又は乙に

通知するものとする。 

（費用負担） 

第７条 施設の管理に要する費用のうち乙が

負担するものは、次の各号に掲げる場合とし、

その他の費用は甲が負担するものとする。 

（1）第５条第１項ただし書及び同条第２項の

規定により乙が負担すべき費用。 

（2）施設の維持操作及び管理に要する費用。 

ただし、施設の定期点検整備並びに台

風時及び異常潮位時における操作に要す

る費用は除く。 

（3）前号ただし書に規定する費用以外の職員

に関する給与その他の費用。 

（損害賠償） 

第８条 施設の維持操作等が原因となって第

三者に損害を与えた場合においてその原因

が明らかに甲若しくは乙の故意又は過失に

よる場合は、それぞれの原因者がその責を負

い、何れかにより難い場合、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

（操作規定） 

第９条 施設に係る操作規定は甲が定めるも

のとする。乙はその定めるところにより維持

操作するものとする。 

（管理記録等の保存） 

第10条 甲及び乙は、それぞれに定められた施

設の維持操作並びに工事に関する記録その

他関係書類を整備保存するものとする。 

（協定の有効期間） 

第11条 この規定の有効期間は施行の日から

１年間とする。 

ただし、期間満了３ヶ月前までに甲又は乙

から何らの意思表示のないときは、本協定と

同一内容により順次一ヶ年更新されたもの

とみなす。 

（雑 則） 

第12条 この協定書に定めのない事項及び疑

義が生じたときはその都度甲乙協議の上決

定するものとする。 

２．この協定の実施に関し必要な細目事項につ

いては、大阪府鳳土木事務所長と乙において

協議の上定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この協定は、昭和54年４月１日から施行する。 

この協定は、平成25年１月７日から施行する。 

この協定を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上各１通を保有する。 

平成25年１月７日 

甲 大阪府知事  松 井 一 郎 

乙 高石市長    阪 口 伸 六 

 

 

 

（高石市 

（泉大津市 
千代田） 

助松町） 
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68）王子川防潮水門及び附帯排水機操作規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、二級河川王子川における

高潮及び津波の流入の防止とこれに伴う内水

の排除を目的として高石千代田地先及び泉大

津市助松町地先に設置した王子川防潮水門及

び附帯排水幾（以下「水門」等」という。）の

操作について必要な事項を定めるものとする。 

（操作者） 

第２条 水門等の操作は、河川管理者大阪府知

事（以下「河川管理者」という。）から施設

の維持並びに操作を委託された高石市長（以

下「市長」という。）が行うものとする。 

（用語の定義） 

第３条 この操作規程において「機側操作」と

は、水門に設置した操作室において、河川や

河川利用、背後地の状況等を目視で確認しな

がら行う操作をいい、「遠隔操作」とは、高

石市役所庁舎内の操作盤において、カメラ映

像や水位計のデータ等を確認しながら行う

操作をいう。 

（操作の基本方針） 

第４条 水門の操作は、機側操作を主たる操作

方法とする。 

（高潮及び異常潮位のおそれがある時の閉門

及び排水） 

第５条 閉門は、気象庁が高石市に高潮注意報

等（高潮注意報、高潮警報のいずれの場合も

含む。以下同じ。）を発表し、王子川水門観

測所地点での水門外水位が大阪湾最低潮位

上２.２メートルを超え、さらに上昇のおそ

れがある場合、又は異常潮位により王子川水

門観測所地点での水門外水位が大阪湾最低

潮位上２.５メートルを超えることが予測さ

れる場合、河川管理者の指令に基づいて行う。

ただし、緊急の必要のあるときは、市長の判

断により行うことができる。 

２．排水は、閉門の完了後内水位の上昇により

洪水のおそれがあると市長が判断したとき

に行う。 

（閉門及び排水の方法） 

第６条 閉門及び排水は次の方法により行う。 

 

順位 区 分 内  容 

１ 通 報 閉門の指令を受けたとき若

しくは緊急の場合において

市長が閉門を必要と判断し

たとき又は市長が排水を必

要と判断したとき、市長は直

ちにその旨を泉大津市長及

び和泉市長に通報する。 

２ 水門の 

閉鎖又

は排水 

閉門の指令を受けたとき又

は緊急の場合において市長

が閉門を必要と判断したと

きは、水門の門扉を閉鎖し、

市長が排水を必要と判断し

たときは、附帯排水機を運転

する。 

３ 通 報 市長は、水門の閉鎖完了後又

は附帯排水機の運転開始後、

直ちにその旨を河川管理者、

泉大津市長及び和泉市長に通

報する。 

（開門及び排水停止） 

第７条 開門は、水門の外水位が大阪湾最低潮

位上２.２メートル未満又は水門の外水位が

内水位より低くなり、高潮注意報等が解除さ

れたとき、河川管理者の指令に基づいて行う。 

２．排水の停止は、開門したとき又は内水位が

大阪湾最低潮位上２.２メートルより上昇し

ないと判断したときに行う。 

（開門及び排水停止の方法） 

第８条 開門及び排水の停止は次の方法によ

り行う。 

順位 区 分 内  容 

１ 通 報 開門の指令を受けたとき又

は市長が排水の停止を必要

と判断したとき、市長は直ち

にその旨を泉大津市長及び

和泉市長に通報する。 

２ 水門の 

開放又

は排水

の停止 

開門の指令を受けたときは、

水門の門扉を開放し、市長が

排水の停止を必要と判断した

ときは、附帯排水機を停止す

る。 

３ 通 報 市長は、水門の開放又は排水

の停止が完了後、直ちにその

旨を河川管理者、泉大津市長

及び和泉市長に通報する。 

（津波のおそれがある時の閉門） 

第９条 市長は、気象庁が大阪府に津波注意報

等（津波注意報、津波警報及び大津波警報の

いずれの場合も含む。以下同じ。）を発表し
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たときは、これをもって河川管理者の閉門指

令に代えるものとし、機側操作により閉門を

行い、機側操作員に速やかに市が指定する広

域避難地もしくは津波避難ビルに退避する

よう指示するものとする。 

また、機側操作員は、津波到達までに水門を

閉鎖し避難することが困難と判断される場

合は、自らの判断により退避し、退避完了後、

市長へ安全確保の報告を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定の結果、水門が全閉さ

れていない場合には、遠隔操作により水門を

全閉するものとする。遠隔操作にあたっては、

カメラ映像等による周辺の状況の確認や放

送等の手段による警告等、必要な措置を講ず

るものとする。 

３ 市長は、津波注意報等が解除された場合に

は、周辺の状況等を確認した上で、前条に準

じた操作により開門を行うものとする。 

（平水時における操作の方法） 

第10条 市長は、王子川水門地点の潮位が大阪

湾最低潮位上２．２メートル未満のときは、

水門を全開しておくものとする。 

（操作方法の特例） 

第11条 市長は、事故その他やむを得ない事情

があるときは、必要の限度において前５条及

び前９条に規定する以外の方法により水門

を操作することができるものとする。 

（操作上の注意） 

第12条 市長は、水門等の操作を行うときは、

水門内外の水位に急激な変動を与えないよ

う注意するとともに、付近航行の船舶等に対

する影響について注意しなければならない。 

（気象及び水象の観測等） 

第13条 市長は、高潮及び津波のおそれがある

ときは、水門等の操作に必要な気象及び水象

に関する情報を収集し、河川管理者と緊密な

連絡をとるとともに、水門等の操作に必要な

機械、器具等の点検整備及び予備電源設備の

試運転その他水門等の操作に必要な措置を

講じるものとする。 

（点検及び整備） 

第14条 市長は、毎月１回以上、水門等を操作

して、その点検及び整備を行い、大阪府鳳土

木事務所長にその結果を報告するものとす

る。 

（操作の記録等） 

第15条 市長は、水門等の操作を行った場合は、

次の各号に掲げる事項を記録し、保存するも

のとする。 

(1)気象及び水象の状況 

(2)水門等の操作の理由 

(3)水門等の操作の開始及び終了の年月日及び 

時刻 

(4)その他特記すべき事項 

（警戒体制の実施） 

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、直ちに警戒体制に入るものとする。 

(1) 高石市において高潮注意報等が発表され

たとき 

(2) 大阪府において津波注意報等が発表され

たとき 

(3) その他高潮、津波が発生するおそれがある

とき 

（警戒体制における措置） 

第17条 市長は、警戒体制において、次に掲げ

る措置をとるものとする。 

(1) 水門を適切に操作することができる要員

等必要な体制を確保すること。 

(2) 水門及び水門を操作するため必要な機械、

器具等の点検及び整備を行うこと。 

(3) 水門の管理上必要な気象及び水象の観測、

関係機関との連絡並びに情報の収集を密に

すること。 

(4) その他水門の管理上必要な措置 

（警戒体制の解除） 

第18条 市長は、高潮、津波が終わったとき、

または高潮、津波に至ることがなく、高潮、

津波が発生するおそれがなくなったときは、

警戒体制を解除するものとする。 

（細 則） 

第19条 この操作規程に定めるもののほか、水

門等の操作に必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成二十四年十二月二十八日か

ら施行する。 

 

 

69）芦田川防潮水門及び附帯排水機操作規程 

 

第１条 この規程は、二級河川芦田川における

高潮及び津波の流入の防止とこれに伴う内水

の排除を目的として、高石市羽衣4丁目地先に

設置した芦田川防潮水門及び附帯排水幾（以

下「水門等」という。）の操作について必要な

事項を定めるものとする。 
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（操作者） 

第２条 水門等の操作は、河川管理者大阪府知

事（以下「河川管理者」という。）から施設

の維持並びに操作を委託された高石市長（以

下「市長」という。）が行うものとする。 

（用語の定義） 

第３条 この操作規程において「機側操作」と

は、水門に設置した操作室において、河川や

河川利用、背後地の状況等を目視で確認しな

がら行う操作をいい、「遠隔操作」とは、高

石市役所庁舎内の操作盤において、カメラ映

像や水位計のデータ等を確認しながら行う

操作をいう。 

（操作の基本方針） 

第４条 水門の操作は、機側操作を主たる操作

方法とする。 

（高潮及び異常潮位のおそれがある時の閉門

及び排水） 

第５条 閉門は、気象庁が高石市に高潮注意報

等（高潮注意報、高潮警報のいずれの場合も

含む。以下同じ。）を発表し、芦田川水門観

測所地点での水門外水位が大阪湾最低潮位

上２.２メートルを超え、さらに上昇のおそ

れがある場合、又は異常潮位により芦田川水

門観測所地点での水門外水位が大阪湾最低

潮位上２.５メートルを超えることが予測さ

れる場合、河川管理者の指令に基づいて行う。

ただし、緊急の必要のあるときは、市長の判

断により行うことができる。 

２ 排水は、閉門の完了後、内水位の上昇によ

り洪水のおそれがあると市長が判断したとき

に行う。 

（閉門及び排水の方法） 

第６条 閉門及び排水は次の方法により行う。 

 

 

区 分 内  容 

水門の 

閉鎖又

は排水 

閉門の指令を受けたとき、又は緊

急の場合において市長が閉門を

必要と判断したときは、水門の門

扉を閉鎖し、市長が排水を必要と

判断したときは、附帯排水機を運

転する。 

（開門及び排水停止） 

第７条 開門は、水門の外水位が大阪湾最低潮

位上２.２メートル未満又は水門の外水位が

内水位より低くなり、高潮注意報等が解除さ

れたとき、河川管理者の指令に基づいて行う。 

２ 排水の停止は、開門したとき又は内水位が

大阪湾最低潮位上２.２メートルより上昇し

ないと判断したときに行う。 

（開門及び排水停止の方法） 

第８条 開門及び排水の停止は次の方法によ

り行う。 

区 分 内  容 

水門の 

開放又

は排水

の停止 

開門の指令を受けたときは、水門

の門扉を開放し、市長が排水の停

止を必要と判断したときは、附帯

排水機を停止する。 

（津波のおそれがある時の閉門） 

第９条 市長は、気象庁が大阪府に津波注意報等

（津波注意報、津波警報及び大津波警報のいず

れの場合も含む。以下同じ。）を発表したとき

は、これをもって河川管理者の閉門指令に代え

るものとし、機側操作により閉門を行い、機側

操作員に速やかに市が指定する広域避難地も

しくは津波避難ビルに退避するよう指示する

ものとする。 

また、機側操作員は、津波到達までに水門を

閉鎖し避難することが困難と判断される場合

は、自らの判断により退避し、退避完了後、市

長へ安全確保の報告を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定の結果、水門が全閉され

ていない場合には、遠隔操作により水門を全閉

するものとする。遠隔操作にあたっては、カメ

ラ映像等による周辺の状況の確認や放送等の

手段による警告等、必要な措置を講ずるものと

する。 

３ 市長は、津波注意報等が解除された場合には、

周辺の状況等を確認した上で、前条に準じた操

作により開門を行うものとする。 

（平水時における操作の方法） 

第10条 市長は、芦田川水門地点の潮位が大阪湾

最低潮位上２．２メートル未満のときは、水門

を全開しておくものとする。 

（操作方法の特例） 

第11条 市長は、事故その他やむを得ない事情が
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あるときは、必要の限度において前５条及び前

９条に規定する以外の方法により水門を操作

することができるものとする。 

（操作上の注意） 

第12条 市長は、水門等の操作を行うときは、

水門内外の水位に急激な変動を与えないよ

う注意するとともに、付近航行の船舶等に対

する影響について注意しなければならない。 

（気象及び水象の観測等） 

第13条 市長は、高潮及び津波のおそれがある

ときは、水門等の操作に必要な気象及び水象

に関する情報を収集し、河川管理者と緊密な

連絡をとるとともに、水門等の操作に必要な

機械、器具等の点検整備及び予備電源設備の

試運転その他水門等の操作に必要な措置を

講じるものとする。 

（点検及び整備） 

第14条 市長は、毎月１回以上、水門等を操作

して、その点検及び整備を行い、大阪府鳳土

木事務所長にその結果を報告するものとす

る。 

（操作の記録等） 

第15条 市長は、水門等の操作を行った場合は、

次の各号に掲げる事項を記録し、保存

するものとする。 

(1) 気象及び水象の状況 

(2) 水門等の操作の理由 

(3) 水門等の操作の開始及び終了の年月日及び

時刻 

(4) その他特記すべき事項 

（警戒体制の実施） 

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、直ちに警戒体制に入るものとする。 

(1) 高石市において高潮注意報等が発表さ

れたとき 

(2) 大阪府において津波注意報等が発表さ

れたとき 

(3) その他高潮、津波が発生するおそれがあ

るとき 

（警戒体制における措置） 

第17条 市長は、警戒体制において、次に掲げ

る措置をとるものとする。 

(1) 水門を適切に操作することができる要

員等必要な体制を確保すること。 

(2) 水門及び水門を操作するため必要な機

械、器具等の点検及び整備を行うこと。 

(3) 水門の管理上必要な気象及び水象の観

測、関係機関との連絡並びに情報の収集

を密にすること。 

(4) その他水門の管理上必要な措置 

（警戒体制の解除） 

第18条 市長は、高潮、津波が終わったとき、

または高潮、津波に至ることがなく、高

潮、津波が発生するおそれがなくなった

ときは、警戒体制を解除するものとする。 

（細 則） 

第19条 この操作規程に定めるもののほか、水

門等の操作に必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 この規程は、平成二十四年十二月二十八日か

ら施行する。 

 

70）東羽衣調節池 操作要領 

 

（目的） 

第 1 条 この要領は、河川法第 14 条の規定に

基づき、二級河川芦田川東羽衣調節池（以下

「調節池」という。）の適切な治水機能の確

保に向け、一時的に貯留した雨水を迅速かつ

確実に排水するため、二級河川芦田川に設置

した雨水調節池の排水ポンプ施設（以下「施

設」という。）の操作について、必要な事項

を定める。 

（施設の操作権者） 

第2条 施設の操作は、大阪府鳳土木事務所長

（以下「所長」という。）が行う。 

（施設の運転） 

第3条 所長は、調節池に雨水が貯留し、次の

各号に該当するとき、施設の運転を 行い排

水する。 

 （1）芦田川水位観測局「加茂」の水位が0.5m

を下回り、且つ、水位が下降す  ると

判断したとき。 

 （2）その他、所長が必要と認めたとき。 

（施設の運転停止） 

第4条 所長は、次の各号に該当する場合、施

設の運転を停止する。 

 （1）調節池の排水が完了したとき。 

 （2）芦田川水位観測局「加茂」の水位が0.5m
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を上回り、且つ、水位が上昇すると判断

したとき。 

 （3）その他、所長が必要と認めたとき。 

（点検及び整備） 

第5条 所長は、施設を操作するために必要な

機械・器具の点検及び整備を行い、これらを

常に良好な状態に保つものとする。 

（操作の記録等） 

第6条 所長は、施設を操作した場合には、次

の各号に掲げる事項を記録するものとする。 

 （1）施設操作の開始・停止及び排水完了の

年月日と時刻。 

 （2）その他、水位計の記録等、特記すべき

事項。 

（付則） 

 この要領は、平成26年 6月 1日から施行す

る。 

大阪府鳳土木事務所長   

 

 

71）王子川小高石橋門扉操作協定書 

 

二級河川王子川小高石橋に堤防の一部とし

て設置した門扉（以下「門扉」という。）の開

閉操作に関して、その管理者である大阪府鳳土

木事務所長（以下「甲」という。）と操作者で

ある高石市長（以下「乙」という。）は次のと

おり協定を締結する。 

 

協 定 事 項 

 

１ 門扉の日常管理は､乙が行う。 

２ 高潮、津波及び洪水時の門扉の操作は、乙

の定める地域防災計画並びに操作要領（以下

「地域防災計画等」という。）により行うも

のとする。 

３ 乙は、門扉を開閉したときは直ちにその旨

を甲に報告するものとする。 

４ 乙は、門扉の開閉を確実に行うため、あら

かじめ操作員を指定し、その名簿を作成の上、

甲に報告するとともに、門扉の操作について、

操作員に十分習熟させておくものとする。 

５ 乙は、地域防災計画等及び操作員の名簿を

変更したときは、速やかに甲に必要な書面を

提出して報告するものとする。 

６ 甲は、門扉の維持管理を適切に行うため、

毎年計画に基づき点検整備を行うものとし、

その際、乙の立会及び門扉操作を求めること

ができるものとする。 

７ 甲は、門扉に異常を認めたときは直ちに修

理を行うものとする。ただし、門扉の操作に

よる損傷など乙の責めに帰するときは乙が

修理するものとする。 

８ 門扉の修理等については、あらかじめ甲乙

協議して施工するものとする。ただし、緊急

を要しあらかじめ協議することができない

ときは、この限りでない。 

９ この協定書に定めのない事項及び協定書

に疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める

ものとする。 

この協定を証するため、本書２通作成し、甲乙

記名押印の上、各１通を保有する。 

平成２６年 ９月 １日 

甲  大阪府鳳土木事務所長  山口 耕市 

乙  高石市長  阪口 伸六 

 

 

72）新川排水機場操作管理協定書 

 

海岸管理者大阪府知事（以下「甲」という。）

と泉大津市長（以下「乙」という。）とは泉大

津市菅原町に設置した新川排水機場（以下「施

設」という。）の操作管理について、次のとお

り協定する。 

（操作権者） 

第１条 施設の操作は乙が別に命ずる排水施

設主任技術者が行う。 

（操 作） 

第２条 操作は高潮時に樋門の閉門により氾

濫制限水位（ＯＰ＋２m35）を越えるおそれ

のあるとき、乙の定める水防計画に基づいて

行う。 

２．排水の停止は樋門を開門したとき、または



- ③-94 - 

内水位がＯＰ＋２m35より上昇しないと予想

されるとき行う。 

３．乙は第１項の規定のほか特に異状が認めら

れ内水位が急激に上昇した場合は、乙の定め

る水防計画に基づいて施設を操作すること

ができる。 

（施設の整備点検） 

第３条 乙は、施設を常に円滑に操作できるよ

う保持するものとし、毎月１回甲にその結果

を報告するものとする。 

（施設の維持管理） 

第４条 施設の操作に伴う費用（人件費、電気、

水道、油代等）は乙の負担とする。 

２．施設に異常を認めたときは、乙は甲にすみ

やかに連絡するものとし、甲が修理を行う。

ただし、操作によって生じた損傷であって、

乙の責任に帰する場合は乙が修理する。 

（疑義の決定等） 

第５条 この協定書に定めのない事項および

協定書に疑義を生じたときは、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

この協定を証するため、本書２通を作成し、

甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

昭和47年９月12日 

甲  大阪市東区大手前之町 

大阪府知事  黒 田 了 一 

乙  泉大津市東雲町９番12号 

泉大津市長  茶 谷 徳 松 

 

 

73）堅川緑川排水機場操作管理協定書 

 

海岸管理者大阪府知事（以下「甲」という。）

と泉大津市長（以下「乙」という。）とは泉大

津市小松町に設置した堅川・緑川排水機場（以

下「施設」という。）の操作管理について、次

のとおり協定する。 

（操作権者） 

第１条 施設の操作は乙が別に命ずる排水施

設主任技術者が行う。 

（操 作） 

第２条 操作は高潮時に樋門の閉門により氾

濫制限水位（ＯＰ＋２m25）を越えるおそれ

のあるとき、乙の定める水防計画に基づいて

行う。 

２．排水の停止は樋門を開門したとき、または

内水位が（ＯＰ＋２m25）より上昇しないと

予想される時行う。 

３．乙は第1項の規定のほか特に異状が認めら

れ内水位が急激に上昇した場合は、乙の定め

る水防計画に基づいて施設を操作すること

ができる。 

（施設の整備点検） 

第３条 乙は、施設を常に円滑に操作できるよ

う保持するものとし、毎月１回甲にその結果

を報告するものとする。 

（施設の維持管理） 

第４条 施設の操作に伴う費用（人件費、電気、

水道、油代等）は乙の負担とする。 

２．施設に異常を認めたときは、乙は甲にすみ

やかに連絡するものとし、甲が修理を行う。

ただし、操作によって生じた損傷であって、

乙の責任に帰する場合は乙が修理する。 

（疑義の決定等） 

第５条 この協定書に定めのない事項および

協定書に疑義を生じたときは、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

この協定を証するため、本書２通を作成し、

甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

昭和47年９月12日 

甲  大阪市東区大手前之町 

大阪府知事  黒 田 了 一 

乙  泉大津市東雲町9番12号 

泉大津市長  茶 谷 徳 松 

 

 

74）八軒川排水機場操作協定書 

 

大阪府港湾局長（以下「甲」という。）と泉

大津市長（以下「乙」という。）とは、甲が設

置した八軒川排水機場（以下「施設」という。）

の操作及び管理について次のとおり協定を締

結する。 

（施設位置等） 

第１条 この協定の対象となる施設の位置等

は、別添調書のとおりとする。 

（操作者） 

第２条 施設の操作は乙が行う。 

（操作基準） 

第３条 操作は高潮時に樋門の閉門により、氾

濫内水位（ＯＰ十１.85m）を越えるおそれのあ

るとき、乙の定める水防計画に基づいて行う。 

 

２．排水の停止は樋門を開門した時または内水

位がＯＰ＋１.85mより上昇しないと予想さ

れるとき行う。 
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３．乙は第1項の規定のほか特に異常が認めら

れ内水位が急激に上昇した場合は、乙の定め

る水防計画に基づいて施設を操作すること

ができる。 

（施設の整備点検） 

第４条 乙は、施設を常に円滑に操作できるよ

う保持するものとし、毎月１回甲にその結果

を報告するものとする。 

（施設の維持管理） 

第５条 施設の操作に伴う費用（人件費、電

気・水道・油代等）は乙の負担とする。 

２．乙は、施設の損壊等異常を認めた時はすみ

やかに甲に報告するものとし、修理は甲が行

う。但し、操作によって生じた損傷であって、

乙の責任に帰する場合は乙が修理する。 

（主任者の届出） 

第６条 乙は、第２条の規定による操作を行う

主任者（以下「主任者」という。）を定め、そ

の氏名及び連絡先を甲に届出なければならな

い。主任者に変更があったときも同様とする。 

（疑義の決定等） 

第７条 この協定書に定めのない事項および

協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上

定めるものとする。 

この協定を証するため、本書２通を作成し、

記名押印の上各１通を保有する。 

平成７年５月31日 

甲  大阪府港湾局長   山 本   巌 

乙  泉大津市長     茶 谷 輝 和 

 

 

75）大阪府海岸保全施設操作規則 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、海岸法（昭和三十一年法

律第百一号）第十四条の二第一項の規定に基

づき、知事が管理する海岸保全施設のうち操

作施設の操作等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第二条 この規則の用語の意義は、海岸法の定

めるところによる。 

（操作施設） 

第三条 操作施設は、別表のとおりとする。 

（操作施設の操作の基準等） 

第四条 操作施設の操作に従事する者（以下

「操作従事者」という。）は、次に掲げる場

合には、操作施設の閉鎖のための態勢を執る

ものとする。 

一 操作施設の所在する市町の区域で震度

四以上の地震が観測されたとき。 

二 操作施設の所在する市町の区域を対象

とする津波注意報、津波警報又は津波特別

警報が発せられたとき。 

三 操作施設の所在する市町の区域を対象

とする高潮注意報又は高潮警報が発せら

れたとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、知事が海水

の侵入による被害の発生を防止する必要

があると認めるとき。 

２ 操作従事者は、前項第二号に掲げる場合に

あっては水防警報（水防法（昭和二十四年法

律第百九十三号）第二条第八項に規定する水

防警報をいう。以下同じ。）が発せられる前

であっても直ちに、前項第三号及び第四号に

掲げる場合にあっては水防警報の指示に基

づき、操作施設を閉鎖するものとする。 

３ 次に掲げる場合には、操作施設の閉鎖のた

めの態勢を解除するものとする。 

一 地震の観測後、津波が発生しないことが

気象庁から発表されたとき。 

二 操作施設の所在する市町の区域を対象

とする津波注意報、津波警報又は津波特別

警報が解除されたとき。 

三 操作施設の所在する市町の区域を対象

とする高潮注意報又は高潮警報が解除さ

れたとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、操作施設の

開門によっては海水の侵入による被害が

発生しないと認められるとき。 

４ 前項第二号から第四号までに掲げる場合

のいずれかに該当するときは、知事は、操作

従事者に対して同項の規定による解除の指

示を行うための水防警報をするものとする。 
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５ 操作施設ごとの第一項第二号及び第三号

並びに第三項第二号及び第三号に掲げる場

合に係る操作の基準並びに操作施設ごとの

操作に係る責任者は、別表に定めるとおりと

する。 

６ 水防法第二条第三項に規定する水防管理

者が操作施設の操作を行う場合は、当該水防

管理者が定める同条第六項に規定する水防

計画又は操作に関する要領に基づき行うも

のとする。 

（操作施設の操作の方法） 

第五条 操作施設の操作の方法は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

一 操作を遠隔操作により行う操作施設 

機器により、操作施設の閉鎖又は開門が安

全かつ確実に行われていることを確認し

ながら操作する。 

二 操作を遠隔操作以外の方法により行う

操作施設 操作施設ごとに定められた操

作に関する説明書に基づき操作する。 

２ 操作従事者は、操作を完了したときは、直

ちに知事に報告しなければならない。ただし、

やむを得ない事情により直ちに報告するこ

とができないときは、この限りでない。 

（操作従事者の安全の確保） 

第六条 操作従事者は、津波注意報、津波警報

又は津波特別警報が発せられた場合には、気

象庁の発表する津波が到達すると予想され

る時刻、退避に要する時間等を勘案した退避

すべき時刻を経過する前に、操作施設の閉鎖

のための態勢を解除し、又は操作施設の閉鎖

を完了し、若しくは中止し、安全な場所に退

避するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、操作従事者は、

自己の安全が確保されないと判断する場合

は、操作施設の閉鎖又は開門を中止し、安全

な場所に退避するものとする。 

（操作施設の操作の訓練） 

第七条 操作施設の操作の訓練は、毎年一回以

上行うものとする。 

２ 前項の訓練は、操作従事者が参加したもの

でなければならない。 

（操作施設及び操作施設を操作するため必要

な機械、器具等の点検その他の維持） 

第八条 操作施設及び操作施設を操作するた

め必要な機械、器具等の点検は、毎年一回以

上行うものとする。 

２ 前項の点検の結果、津波、高潮等の被害の

防止又は操作従事者の安全の確保のために

必要があると認める場合は、操作施設の維持、

修繕、改築その他の管理のための工事を行う

とともに、当該点検及び工事の記録を保管す

るものとする。 

（操作施設の操作の際にとるべき措置） 

第九条 操作施設の操作の際には、当該操作施

設の付近を通行し、又は航行する車両、船舶

等の安全を確保するため、警報音の鳴動、動

作状況の監視その他の必要な措置を講ずる

ものとする。 

（委任） 

第十条 この規則に定めるもののほか、操作施

設の管理上必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成二九年規則第一五号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和元年規則第二七号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和二年規則第二七号) 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則(令和三年規則第二七号) 

この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

 

 

別表（第三条、第四条関係） 

(平二九規則一五・令元規則二七・令二規則二

七・令三規則二七・一部改正) 

項 
操作施設

の名称 
所在地 操作の基準 

操作に
係る責
任者 
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一 

堺第一号

水門（古

川） 

堺市堺区

神南辺町

四丁 

１ 堺市の区域を

対象として、津波

注意報、津波警

報、津波特別警

報、高潮注意報又

は高潮警報が発

せられたときは、

操作施設を閉鎖

する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

堺市

長 

二 

堺第二号

水門（竪

川） 

堺市堺区

戎島町五

丁 

三 削除  
  

四 削除  

五 削除  

六 

泉大津第

四号水門

（新川） 

泉大津市

菅原町 

１ 泉大津市の区

域を対象として、

六の項から九の

項までに掲げる

操作施設にあっ

ては津波注意報、

津波警報、津波特

別警報、高潮注意

報又は高潮警報

が発せられたと

き、十の項に掲げ

る操作施設にあ

っては津波警報、

津波特別警報、高

潮警報が発せら

れたときは、操作

施設を閉鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

泉大

津市

長 

七 

泉大津第

二号樋
ひ

門

（緑川） 

泉大津市

松之浜二

丁目 

八 

泉大津第

三号樋門

（竪川） 

泉大津市

小松町 

九 

泉大津第

十号樋門

（八軒川） 

泉大津市

なぎさ町 

十 

泉大津市

民会館横

陸閘 

泉大津市

小松町 

十一 

忠岡第五

号水門（貯

木場北） 

泉北郡忠

岡町新浜

一丁目 

１ 泉北郡忠岡町

の区域を対象と

して、十一の項、

十二の項及び十

五の項に掲げる

操作施設にあっ

ては津波注意報、

津波警報、津波特

別警報、高潮注意

知事 

十二 
忠岡第一

号陸閘 

泉北郡忠

岡町新浜

一丁目 

忠岡

町長 

十三 

忠岡第二

―二号陸

閘 

泉北郡忠

岡町新浜

一丁目 

報又は高潮警報

が発せられたと

き、十三の項に掲

げる操作施設に

あっては津波警

報、津波特別警報

又は高潮警報が

発せられたとき、

十四の項に掲げ

る操作施設にあ

っては津波警報、

津波特別警報、高

潮注意報又は高

潮警報が発せら

れたときは、操作

施設を閉鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

十四 
忠岡第三

号陸閘 

泉北郡忠

岡町新浜

一丁目 

十五 
忠岡第四

号陸閘 

泉北郡忠

岡町新浜

一丁目 

十六 

岸和田第

二号水門

（貯木場

南） 

岸和田市

木材町 

１ 岸和田市の区

域を対象として、

十六の項、十七の

項、二十の項及び

二十八の項から

三十三の項まで

に掲げる操作施

設にあっては津

波注意報、津波警

報、津波特別警

報、高潮注意報又

は高潮警報が発

せられたとき、十

九の項に掲げる

操作施設にあっ

ては津波注意報、

津波警報、津波特

別警報又は高潮

警報が発せられ

たとき、十八の

項、二十一の項か

ら二十七の項ま

で、三十五の項及

び三十六の項に

掲げる操作施設

にあっては津波

警報、津波特別警

報又は高潮警報

が発せられたと

き、三十四の項に

掲げる操作施設

にあっては津波

特別警報又は高

潮警報が発せら

れたときは、操作

知事 

十七 

岸和田第百

号水門（岸

和田） 

岸和田市臨

海町 

十八 

岸和田第

一号水門

（天の川） 

岸和田市

磯上町三

丁目 

岸和

田市

長 

十九 

岸和田第

三号樋門

（旧天の

川） 

岸和田市

新港町 

二十 

岸和田第

八―四号

樋門 

岸和田市

臨海町 

二十

一 

岸和田第

一―二号

陸閘 

岸和田市

磯上町三

丁目 

二十

二 

岸和田第

一―三号

陸閘 

岸和田市

磯上町三

丁目 

二十

三 

岸和田第

三―二号

陸閘 

岸和田市

春木大国

町 

二十

四 

岸和田第

六―一号

陸閘 

岸和田市

新港町 

二十

五 

岸和田第

六―二号

陸閘 

岸和田市

新港町 

二十

六 

岸和田第

六―三号

陸閘 

岸和田市

新港町 
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二十

七 

岸和田第

六―四号

陸閘 

岸和田市

新港町 

施設を閉鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解除

されたとき又は津

波若しくは高潮の

発生のおそれがな

くなったときは、

操作施設を開門す

る。 

二十

八 

岸和田第

七―一号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

二十

九 

岸和田第

七―二号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十 

岸和田第

七―四号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十

一 

岸和田第

七―六号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十

二 

岸和田第

七―十号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十

三 

岸和田第

七―十一

号陸閘 

岸和田市

臨海町 

 

三十

四 

岸和田第

八号陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十

五 

岸和田第

八―二号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十

六 

岸和田第

八―三号

陸閘 

岸和田市

臨海町 

三十

七 

貝塚第三

号水門（北

境川） 

貝塚市堀

三丁目 

１ 貝塚市の区域

を対象として、三

十七の項から四

十九の項まで、五

十三の項及び五

十四の項に掲げ

る操作施設にあ

っては津波注意

報、津波警報、津

波特別警報、高潮

注意報又は高潮

警報が発せられ

たとき、五十一の

項及び五十二の

項に掲げる操作

施設にあっては

津波警報、津波特

別警報、高潮注意

報又は高潮警報

が発せられたと

き、五十の項に掲

げる操作施設に

あっては、津波警

報、津波特別警報

又は高潮警報が

発せられたとき

は、操作施設を閉

貝塚

市長 

三十

八 

貝塚第十

号水門（見

落川） 

貝塚市脇

浜三丁目 

三十

九 

貝塚第三

―二号樋

門 

貝塚市港 

四十 

貝塚第五

―二号樋

門 

貝塚市港 

四十

一 

貝塚第五

―三号樋

門 

貝塚市港 

四十

二 

貝塚第六

号樋門（難

波川） 

貝塚市西

町 

四十

三 

貝塚第七

号樋門（吉

原川） 

貝塚市南

町 

四十

四 

貝塚第八

号樋門（清

水川） 

貝塚市南

町 

四十

五 

貝塚第十

六号樋門

（三味川） 

貝塚市脇

浜三丁目 

四十

六 

貝塚第十

八号樋門 
貝塚市澤 

鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

四十

七 

貝塚第十

九号樋門 
貝塚市澤 

四十

八 

貝塚第二

十号樋門 
貝塚市澤 

四十

九 

貝塚第二

十三号樋

門 

貝塚市澤 

五十 

貝塚第五

―四号陸

閘 

貝塚市港 

五十

一 

貝塚第十

七号陸閘 
貝塚市澤 

五十

二 

貝塚第二

十二号陸

閘 

貝塚市澤 

五十

三 

貝塚第二

十四号陸

閘 

貝塚市澤 

五十

四 

貝塚第二

十五号陸

閘 

貝塚市澤 

五十

五 

泉佐野第

三―一号

陸閘 

泉佐野市

新町二丁

目 

１ 泉佐野市の区

域を対象として

津波警報、津波特

別警報又は高潮

警報が発せられ

たときは、操作施

設を閉鎖する。 

２ １の警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

泉佐

野市

長 

五十

六 

田尻第五

号水門（田

尻川） 

泉南郡田

尻町嘉祥

寺 

１ 泉南郡田尻町

の区域を対象と

して、五十六の項

に掲げる操作施

設にあっては津

波注意報、津波警

報、津波特別警

報、高潮注意報又

は高潮警報が発

せられたとき、五

十七の項から五

十九の項までに

掲げる操作施設

にあっては津波

田尻

町長 

五十

七 

田尻第三

―一号陸

閘 

泉南郡田

尻町嘉祥

寺 

五十

八 

田尻第三

―二号陸

閘 

泉南郡田

尻町嘉祥

寺 
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五十

九 

田尻第四

号陸閘 

泉南郡田

尻町嘉祥

寺 

警報、津波特別警

報又は高潮警報

が発せられたと

きは、操作施設を

閉鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

六十 

泉南第五

号水門（紺

谷川） 

泉南市岡

田五丁目 

１ 泉南市の区域

を対象として、六

十の項、六十一の

項及び六十七の

項に掲げる操作

施設にあっては

津波注意報、津波

警報、津波特別警

報、高潮注意報又

は高潮警報が発

せられたとき、六

十二の項から六

十六の項までに

掲げる操作施設

にあっては津波

警報、津波特別警

報又は高潮警報

が発せられたと

きは、操作施設を

閉鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

泉南

市長 

六十

一 

泉南第二

号樋門 

泉南市岡

田六丁目 

六十

二 

泉南第三

号陸閘 

泉南市岡

田六丁目 

六十

三 

泉南第四

号陸閘 

泉南市岡

田六丁目 

六十

四 

泉南第六

号陸閘 

泉南市岡

田五丁目 

六十

五 

泉南第七

号陸閘 

泉南市岡

田五丁目 

六十

六 

泉南第九

号陸閘 

泉南市岡

田五丁目 

六十

七 

泉南第十

号陸閘 

泉南市岡

田五丁目 

六十

八 

阪南第一

号樋門（車

屋川） 

阪南市尾

崎町六丁

目 

１ 阪南市の区域

を対象として、六

十八の項から七十

四の項まで、七十

八の項及び九十八

の項に掲げる操作

施設にあっては津

波注意報、津波警

報、津波特別警報、

高潮注意報又は高

潮警報が発せられ

たとき、七十五の

項、七十六の項及

び七十九の項から

九十七の項までに

掲げる操作施設に

あっては津波警

阪南

市長 

六十

九 

阪南第四

号樋門 

阪南市尾

崎町四丁

目 

七十 
阪南第八

号樋門 

阪南市尾

崎町二丁

目 

七十

一 

阪南第十

一号樋門

（海老野

川） 

阪南市尾

崎町一丁

目 

七十

二 

阪南第十

四号樋門

（とくさ

川） 

阪南市新

町 

七十

三 

阪南第十

六号樋門

（新川） 

阪南市新

町 

報、津波特別警報

又は高潮警報が発

せられたとき、七

十七の項及び九十

九の項から百一の

項までに掲げる操

作施設にあっては

津波警報、津波特

別警報、高潮注意

報又は高潮警報が

発せられたとき

は、操作施設を閉

鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

七十

四 

阪南第二

十一号樋

門（佐智

川） 

阪南市鳥

取 

七十

五 

阪南第二

号陸閘 

阪南市尾

崎町六丁

目 

七十

六 

阪南第二

―二号陸

閘 

阪南市尾

崎町四丁

目 

七十

七 

阪南第三

号陸閘 

阪南市尾

崎町四丁

目 

七十

八 

阪南第五

―二号陸

閘 

阪南市尾

崎町三丁

目 

七十

九 

阪南第五

―三号陸

閘 

阪南市尾

崎町 

八十 
阪南第六

号陸閘  

阪南市尾

崎町 

 

八十

一 

阪南第八

―二号陸

閘 

阪南市尾

崎町一丁

目 

八十

二 

阪南第九

号陸閘 

阪南市尾

崎町一丁

目 

八十

三 

阪南第十

二号陸閘 

阪南市尾

崎町一丁

目 

八十

四 

阪南第十

二―二号

陸閘 

阪南市尾

崎町一丁

目 

八十

五 

阪南第十

四―二号

陸閘 

阪南市新

町 

八十

六 

阪南第十

五号陸閘 

阪南市新

町 

八十

七 

阪南第十

八号陸閘 

阪南市鳥

取 

八十

八 

阪南第十

九―一号

陸閘 

阪南市鳥

取 

八十

九 

阪南第二

十二号陸

閘 

阪南市鳥

取 

九十 

阪南第二

十四号陸

閘 

阪南市鳥

取 

九十

一 

阪南第二

十九号陸

閘 

阪南市箱

作 
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九十

二 

阪南第三

十号陸閘 

阪南市箱

作 

九十

三 

阪南第三

十五号陸

閘 

阪南市箱

作 

九十

四 

阪南第三

十六号陸

閘 

阪南市箱

作 

九十

五 

阪南第三

十六―一

号陸閘 

阪南市箱

作 

九十

六 

阪南第三

十六―二

号陸閘 

阪南市箱

作 

九十

七 

阪南第三

十七号陸

閘 

阪南市箱

作 

九十

八 

阪南第四

十号陸閘 

阪南市箱

作 

九十

九 

阪南第四

十一号陸

閘 

阪南市箱

作 

 百 

阪南第四

十二号陸

閘 

阪南市箱

作 

百一 

阪南第四

十四号陸

閘 

阪南市箱

作 

百二 

岬第八十

七号水門

（谷川港） 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

１ 泉南郡岬町の

区域を対象とし

て、百二の項、百

四の項から百十

三の項まで、百十

六の項から百十

八の項まで、百四

十八の項、百五十

一の項から百五

十八の項まで及

び百七十六の項

に掲げる操作施

設にあっては津

波注意報、津波警

報、津波特別警

報、高潮注意報又

は高潮警報が発

せられたとき、百

三の項、百四十九

の項、百五十の

項、百六十四の項

及び百七十三の

項に掲げる操作

施設にあっては

津波警報、津波特

別警報、高潮注意

報又は高潮警報

岬町

長 

百三 

岬第一号

樋門（九操

川） 

泉南郡岬

町淡輪 

百四 
岬第二十

五号樋門 

泉南郡岬

町淡輪 

百五 
岬第四十

号樋門 

泉南郡岬

町淡輪 

百六 
岬第四十

二号樋門 

泉南郡岬

町深日 

百七 
岬第四十

五号樋門 

泉南郡岬

町深日 

百八 
岬第六十

四号樋門 

泉南郡岬

町深日 

百九 
岬第六十

七号樋門 

泉南郡岬

町深日 

百十 
岬第七十

号樋門 

泉南郡岬

町深日 

百十

一 

岬第七十

八号樋門

（朝日川） 

泉南郡岬

町深日 

百十

二 

岬第七十

八―二号

樋門（小田

平川） 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百十

三 

岬第七十

九号樋門 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

が発せられたと

き、百十四の項及

び百十五の項に

掲げる操作施設

にあっては高潮

注意報又は高潮

警報が発せられ

たとき、百十九の

項から百四十七

の項まで、百五十

九の項から百六

十三の項まで、百

六十五の項から

百七十二の項ま

で、百七十五の項

及び百七十七の

項から百八十一

の項までに掲げ

る操作施設にあ

っては津波警報、

津波特別警報又

は高潮警報が発

せられたとき、百

七十四の項に掲

げる操作施設に

あっては高潮警

報が発せられた

ときは、操作施設

を閉鎖する。 

２ １の注意報若

しくは警報が解

除されたとき又

は津波若しくは

高潮の発生のお

それがなくなっ

たときは、操作施

設を開門する。 

百十

四 

岬第八十

六号樋門 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百十

五 

岬第八十

九号樋門 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百十

六 

岬第九十

号樋門（堀

上川） 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百十

七 

岬第九十

二号樋門

（新浜川） 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百十

八 

岬第九十

三号樋門

（古港） 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百十

九 

岬第五号

陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十 

岬第六号

陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十一 

岬第七号

陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十二 

岬第八号

陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十三 

岬第九号

陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十四 

岬第十号

陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十五 

岬第十一

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十六 

岬第十二

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十七 

岬第十三

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十八 

岬第十四

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百二

十九 

岬第十五

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十 

岬第十六

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十一 

岬第十七

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 
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百三

十二 

岬第十八

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十三 

岬第十九

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十四 

岬第二十

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十五 

岬第二十

三号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十六 

岬第二十

四号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十七 

岬第二十

六号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十八 

岬第二十

九号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百三

十九 

岬第三十

号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十 

岬第三十

一号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十一 

岬第三十

二号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十二 

岬第三十

三号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十三 

岬第三十

四号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十四 

岬第三十

五号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十五 

岬第三十

七号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十六 

岬第四十

一号陸閘 

泉南郡岬

町淡輪 

百四

十七 

岬第四十

一―二号

陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百四

十八 

岬第四十

三号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百四

十九 

岬第四十

六号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十 

岬第四十

八号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十一 

岬第四十

九号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十二 

岬第五十

号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十三 

岬第五十

二号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十四 

岬第五十

三号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十五 

岬第五十

四号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十六 

岬第五十

五号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十七 

岬第五十

六号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十八 

岬第五十

八号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百五

十九 

岬第五十

九号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十 

岬第六十

号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十一 

岬第六十

一号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十二 

岬第六十

五号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十三 

岬第六十

六号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十四 

岬第六十

八号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十五 

岬第七十

一号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十六 

岬第七十

二号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十七 

岬第七十

三号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十八 

岬第七十

六号陸閘 

泉南郡岬

町深日 

百六

十九 

岬第七十

七号陸閘 

泉南郡岬

町深日 
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百七

十 

岬第七十

八―三号

陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十一 

岬第七十

八―四号

陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十二 

岬第七十

八―五号

陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十三 

岬第八十

号陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十四 

岬第八十

―二号陸

閘 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十五 

岬第九十

一号陸閘

（落合川） 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十六 

岬第九十

三―二号

陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

谷川 

百七

十七 

岬第九十

四号陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

小島 

百七

十八 

岬第九十

五号陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

小島 

百七

十九 

岬第九十

六号陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

小島 

百八

十 

岬第九十

七号陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

小島 

百八

十一 

岬第九十

八号陸閘 

泉南郡岬

町多奈川

小島 

 

76)-１ 海岸保全施設に関する管理 

及び操作協定書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 堺市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、堺

市の区域に所在する操作施設の適切な管

理及び操作の確保を図るために必要な事

項を定めるものとする。 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（管理業務） 

第３条 操作施設の管理業務は乙が行い、その

内容は次に掲げるとおりとする。 

(1) 別紙の水門等点検要領に基づく点検及

び操作確認。なお、操作確認は、大阪

府海岸保全施設操作規則（平成28年大

阪府規則第 111 号）第５条第１項第２

号に規定する操作に関する説明書に基

づき行うものとする。 
(2)  操作施設の操作を行うために支障とな

る障害物の除去 
２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる

障害物の除去が容易でないときは、直ちに

甲に報告するものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 



- ③-103 - 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（費用負担） 

第７条 操作施設の管理業務に要する費用は、

乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

（損害の賠償） 

第８条 乙は、この協定書に定める業務の執行

に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲

又は第三者に損害を与えた場合は、当該損害

を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合において、緊急の事由等により、

甲が第三者の損害を賠償したときは、甲は乙

に対して求償権を有するものとする。 

（疑義の決定等） 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

   この協定書の締結を証するため、本書２通

を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有

する。 

 令和４年４月１日 

附 則 

１．この協定書は、令和４年４月１日から

適用する。 

２．本協定の締結に伴い、平成29年１月１

日に締結した海岸保全施設に関する管理

及び操作協定書は廃止するものとする。 

 

    甲  大阪府知事  吉村 洋文 

    乙  堺市長    永藤 英機 

 
堺 市 

 

 

操作施設の名称 
所     

在   

地 

主  要  諸  元 
所

  

管 
型  式 

幅×高さ(m) 

門数 

堺第１号水門 

( 古 川 ) 

堺区神南

辺町４丁 
SS 電動式ロ

ーラーゲート 

10.9×4.65

×1門 

港

湾

局 

堺第２号水門 

( 竪 川 ) 

堺区戎島

町５丁 
SS 電動式ロ

ーラーゲート 

12.0×7.6 

×2門 

港

湾

局 

水門 ＝  ２箇所  ３門 

 

 

76)-２ 海岸保全施設に関する管理

及び操作協定書 

 

海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 泉大津市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

なお、甲及び乙が昭和 57 年４月１日付けで

締結した海岸保全施設の操作点検等の業務に

関する協定書は、平成28年 12 月 31日限り、

廃止する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、泉大津

市の区域に所在する操作施設の適切な管理

及び操作の確保を図るために必要な事項を

定めるものとする。 

（対象施設） 

別表 
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第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（管理業務） 

第３条 操作施設の管理業務は乙が行い、その

内容は次に掲げるとおりとする。 

(1) 別紙の水門等点検要領に基づく点

検及び操作確認。なお、操作確認は、

大阪府海岸保全施設操作規則（平成

28 年大阪府規則第 111 号）第５条

第１項第２号に規定する操作に関

する説明書に基づき行うものとす

る。 
(2) 操作施設の操作を行うために支障と

なる障害物の除去 

２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる障

害物の除去が容易でないときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

 

（泉大津市民会館横陸閘
こう

） 

第４条 操作施設のうち泉大津市民会館横陸

閘は、乙が甲と協議の上で撤去した海岸堤防

の代替施設として設置したものであり、その

財産権は国に帰属する。 

２ 乙は、前項の操作施設について、前条第１

項の管理業務のほか、維持管理を目的とする

専門業者による年１回以上の点検を行うも

のとし、異常を認めたときは、直ちに甲と協

議の上、修繕を行い、その結果を甲に報告す

るものとする。 

３ 前項の修繕により取り替えられ、又は新た

に付加された物件の所有権は、国に帰属する。 

４ 第１項の操作施設が必要でなくなったと

きは、甲と協議の上、乙において原状に復旧

し、甲の検査を受けるものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第５条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 

第６条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第７条 甲は、操作施設（第４条第１項の操

作施設を除く。次項において同じ。）の維持

管理を目的として、専門業者による年１回以

上の点検を行うものとし、その際、必要に応

じて乙の立会い及び操作を求めるものとす

る。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 
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（費用負担） 

第８条 操作施設の管理業務及び第４条第１

項の操作施設の同条第３項の点検に要する

費用は、乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

３ 前項の規定にかかわらず、第４条第１項の

操作施設の改築、維持、修繕その他の管理の

ための工事に係る費用は、乙が負担するもの

とする。 

（損害の賠償） 

第９条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第 10 条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通

を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有す

る。 

平成29年８月１日 

    甲  大阪府知事  松井 一郎 

    乙  泉大津市長  南出 賢一 

 

泉大津市 

 

 

操作施設の名称 
所     

在   

地 

主  要  諸  元 
所

  

管 
型  式 

幅×高さ(m) 

門数 

泉大津第４号水門 

（ 新 川 ） 

菅原町 
SUS  電動式

ローラーゲー

ト 

3.2×1.2 

×２門 

港

湾

局 

泉大津第２号樋門 

（ 緑 川 ） 

松之浜２

丁目 

ＳＳ 電動式

スライドゲー

ト 

2.85×1.495

×１門 

港

湾

局 

泉大津第３号樋門 

（ 堅 川 ） 

小松町 
ＳＳ 電動式

スライドゲー

ト 

2.85×1.56

×２門 

港

湾

局 

泉大津第１０号樋

門 

（ 八 軒 川 ） 

なぎさ町 
SUS  電動式

ローラーゲー

ト 

3.0×1.5 

×１門 

港

湾

局 

泉大津市民会館横

陸 閘 

小松町 手動式 スラ

イドゲート 

12.0×1.5 

×１門 

港

湾

局 

水門 ＝  １箇所  ２門 

樋門 ＝  ３箇所  ４門 

陸閘 ＝  １箇所  １門 

 

76)-３ 海岸保全施設に関する管理 

     及び操作協定書 

 
 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 忠岡町長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

 なお、甲及び乙が平成 11 年４月１日付けで

締結した海岸保全施設の操作点検等の業務に

関する協定書は、平成28年６月30日限り、廃

止する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、忠岡町

の区域に所在する操作施設の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（管理業務） 

第３条 操作施設の管理業務は乙が行い、その

内容は次に掲げるとおりとする。 

(3)  別紙の水門等点検要領に基づく点検及

び操作確認。なお、操作確認は、大阪府

海岸保全施設操作規則（平成28年大阪 

府規則第111号）第５条第１項第２号に規定

する操作に関する説明書に基づき行うもの

とする。 

(2) 操作施設の操作を行うために支障とな

る障害物の除去 

別表 
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２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる障

害物の除去が容易でないときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（費用負担） 

第７条 操作施設の管理業務に要する費用は、

乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

（損害の賠償） 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成28年７月１日 

          甲  大阪府知事  松井 一郎 

 乙  忠 岡 町 長  和田 吉衛 

 
忠岡町                   別表 

操作施設の

名称 
所在地 

主 要 諸 元 
所

管 型 式 
幅×高さ(m) 

門数 

忠岡第１号

陸閘 

新浜１

丁目 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

5.0×3.1   

１門 

港

湾

局 

忠岡第２－

２号陸閘 

新浜１

丁目 

ＳＳ 動力引き

戸式ゲート 30.0×1.0  

１門 

港

湾

局 
ウィンチ２２Ｋ

ｗ 

忠岡第３号

陸閘 

新浜１

丁目 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

8.0×2.15  

１門 

港

湾
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局 

忠岡第４号

陸閘 

新浜１

丁目 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

8.0×2.3   

１門 

港

湾

局 

  水門 ＝  箇所  門 

  樋門 ＝  箇所  門 

  陸閘 ＝ ４箇所 ４門 

 

 

76)-４ 海岸保全施設に関する管理 

及び操作協定書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 岸和田市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、岸和田市

の区域に所在する操作施設の適切な管理及び

操作の確保を図るために必要な事項を定める

ものとする。 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（岸和田第１－３号陸閘） 

第３条 操作施設のうち岸和田第１－３号陸

閘は、乙が、府道大阪臨海線から磯ノ上下水

処理場へのし尿収集運搬車専用進入路を設

置するに当たり、甲と協議の上、撤去した海

岸堤防の代替施設として設置したものであ

り、その所有権は国に帰属する。 

２ 前項の操作施設の管理業務は乙が行い、そ

の内容は次に掲げるとおりとする。 

(1) 別紙の水門等点検要領に基づく点検及

び操作確認。なお、操作確認は、大阪府

海岸 

保全施設操作規則（平成28年大阪府規則

第111号）第５条第１項第２号に規定する操 

作に関する説明書に基づき行うものとす

る。 

(2) 操作施設の操作を行うために支障とな

る障害物の除去 

３ 乙は、第１項の操作施設について、前項の

管理業務のほか、維持管理を目的とする専門

業者による年１回以上の点検を行うものと

し、異常を認めたときは、直ちに甲と協議の

上、修繕を行い、その結果を甲に報告するも

のとする。 

４ 前項の修繕により取り替えられ、又は新た

に付加された物件の所有権は、国に帰属する。 

５ 第１項の操作施設が必要でなくなったと

き、又は磯ノ上下水処理場に隣接するし尿処

理施設が移転若しくは廃止となったときは、

甲と協議の上、乙において原状に復旧し、甲

の検査を受けるものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 
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第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第６条 甲は、操作施設（第３条第１項の操

作施設を除く。次項において同じ。）の維持

管理を目的として、専門業者による年１回以

上の点検を行うものとし、その際、必要に応

じて乙の立会い及び操作を求めるものとす

る。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（費用負担） 

第７条 第３条第１項の操作施設の管理業務

及び同条第３項の点検に要する費用は、乙が

負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

３ 前項の規定にかかわらず、第３条第１項の

操作施設の改築、維持、修繕その他の管理の

ための工事に係る費用は、乙が負担するもの

とする。 

（損害の賠償） 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

平成28年８月1日 

甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  岸和田市長  信貴 芳則 

 

 

岸和田市                   別表 

操作施設の

名称 
所在地 

主 要 諸 元 
所

管 
型 式 

幅×高さ(m) 

門数 

岸和田第１

号水門 
磯上町

３丁目 

ＳＳ 電動式ロ

ーラーゲート 

6.0×4.3  

１門 

港

湾

局 
（天の川） 

岸和田第３

号樋門 
新港町 

ＳＵＳ 電動式

ローラーゲート 

2.5×2.0  

２門 

港

湾

局 
（旧天の川） 

岸和田第８

－４号樋門 
臨海町 

ＡＬ 電動式ス

ライドゲート 

0.6×0.6  

１門 

港

湾

局 

岸和田第１

－２号陸閘 

磯上町

３丁目 

ＡＬ 手動両開

式ゲート 

18.4×1.23 

１門 

港

湾

局 

岸和田第１

－３号陸閘 

磯上町

３丁目 

ＡＬ 手動引戸

式ゲート 

7.0×1.71  

１門 

港

湾

局 

岸和田第３

－２号陸閘 

春木大

国町 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

7.0×1.325 

１門 

港

湾

局 

岸和田第６

－１号陸閘 
新港町 

ＳＵＳ 電動引

戸式ゲート 

11.0×0.8  

１門 

港

湾

局 
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岸和田第６

－２号陸閘 
新港町 

ＳＵＳ 電動引

戸式ゲート 

7.0×0.9  

１門 

港

湾

局 

岸和田第６

－３号陸閘 
新港町 

ＳＵＳ 電動引

戸式ゲート 

13.5×0.8  

１門 

港

湾

局 

岸和田第６

－４号陸閘 
新港町 

ＳＵＳ 電動引

戸式ゲート 

13.5×0.8  

１門 

港

湾

局 

岸和田第７

－１号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

7.0×2.75  

１門 

水

産

課 

岸和田第７

－２号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

7.0×3.0  

１門 

水

産

課 

岸和田第７

－４号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

7.0×3.15  

１門 

水

産

課 

岸和田第７

－６号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

7.0×3.7  

１門 

水

産

課 

岸和田第７

－１０号陸

閘 

臨海町 
ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

2.0×3.25  

１門 

水

産

課 

岸和田第７

－１１号陸

閘 

臨海町 
ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

4.0×3.25  

１門 

水

産

課 

岸和田第８

号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 手動引戸

式ゲート 

12.0×1.13 

１門 

港

湾

局 

岸和田第８

－２号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 手動引戸

式ゲート 

5.0×3.0  

１門 

港

湾

局 

岸和田第８

－３号陸閘 
臨海町 

ＡＬ 手動片開

式ゲート 

1.5×2.4  

１門 

港

湾

局 

  水門 ＝  １箇所  １門 

  樋門 ＝  ２箇所  ３門 

  陸閘 ＝ １６箇所 １６門 

 

 

76)-５ 海岸保全施設に関する管理 

     及び操作協定書 

 
 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 貝塚市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、貝塚市

の区域に所在する操作施設の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（管理業務） 

第３条 操作施設のうち貝塚第３号水門、貝塚

第 10 号水門、貝塚第３－２号樋門、貝塚第

５－２号樋門、貝塚第５－３号樋門、貝塚第

６号樋門、貝塚第５－４号陸閘、貝塚第 24

号陸閘及び貝塚第 25 号陸閘の管理業務は乙

が行い、その内容は次に掲げるとおりとする。 

(1) 別紙の水門等点検要領に基づく点検及

び操作確認。なお、操作確認は、大阪府

海岸 

保全施設操作規則（平成28年大阪府規則

第111号）第５条第１項第２号に規定する操 

作に関する説明書に基づき行うものとす

る。 

(2) 操作施設の操作を行うために支障とな

る障害物の除去 
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２ 乙は、管理業務を行う中で、前項の操作施

設に異常を認めたとき、又は前項第２号に掲

げる障害物の除去が容易でないときは、直ち

に甲に報告するものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（費用負担） 

第７条 第３条第１項の操作施設の管理業務

に要する費用は、乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

（損害の賠償） 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

平成28年７月１日 

 

         甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  貝 塚 市 長 藤原 龍男 

 
貝塚市                      別表    

操作施設の

名称 
所在地 

主 要 諸 元 
所

管 
型 式 

幅×高さ

(m) 門数 

貝塚第３号

水門 堀３丁

目 

ＳＳ 電動式ロ

ーラーゲート 

5.0×3.5  

１門 

港

湾

局 
 （北境川） 

貝塚第１０

号水門 脇浜３

丁目 

ＳＳ 電動式ロ

ーラーゲート 

6.0×3.5  

１門 

港

湾

局 
 （見落川） 
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貝塚第３－

２号樋門 
港 

ＳＵＳ 手動式

スライドゲート 

1.0×1.0  

１門 

港

湾

局 

貝塚第５－

２号樋門 
港 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

2.1×2.0  

１門 

港

湾

局 

貝塚第５－

３号樋門 
港 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

1.15×1.

35 １門 

港

湾

局 

貝塚第６号

樋門 
西町 

ＡＬ 手動式ロ

ーラーゲート 

1.8×3.0  

２門 

港

湾

局 
 （難波川） 

貝塚第７号

樋門 
南町 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

2.5×1.8  

１門 

港

湾

局 
 （吉原川） 

貝塚第８号

樋門 
南町 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

2.0×2.0  

１門 

港

湾

局 
 （清水川） 

貝塚第１６

号樋門 脇浜３

丁目 

ＳＵＳ 電動式

ローラーゲート 

3.2×1.7

5  １門 

港

湾

局 
 （三昧川） 

貝塚第１８

号樋門 
澤 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

2.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

貝塚第１９

号樋門 
澤 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

2.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

貝塚第２０

号樋門 
澤 

ＡＬ 手動式ス

ライドゲート 

2.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

貝塚第２３

号樋門 
澤 

ＳＵＳ 手動式

スライドゲート 

1.0×1.0  

１門 

港

湾

局 

貝塚第５－

４号陸閘 
港 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

13.3×0.

57 １門 

港

湾

局 

貝塚第１７

号陸閘 
澤 

ＡＬ 電動引戸

式ゲート 

4.0×2.2

3  １門 

港

湾

局 

貝塚第２２

号陸閘 
澤 

ＡＬ 手動両開

式ゲート 

4.0×3.2

5  １門 

港

湾

局 

貝塚第２４

号陸閘 
澤 

ＡＬ 手動両開

式ゲート 

5.0×2.6  

１門 

港

湾

局 

貝塚第２５

号陸閘 
澤 

ＡＬ 手動両開

式ゲート 

5.0×3.0  

１門 

港

湾

局 

  水門 ＝  ２箇所  ２門 

  樋門 ＝ １１箇所 １２門 

  陸閘 ＝  ５箇所  ５門 

 

 

76)-６ 海岸保全施設に関する管理 

及び操作協定書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 泉佐野市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、泉佐野

市の区域に所在する操作施設の適切な管理

及び操作の確保を図るために必要な事項を

定めるものとする。 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

第３条 操作施設の管理業務は乙が行い、その

内容は次に掲げるとおりとする。 

(1)別紙の水門等点検要領に基づく点検及び操

作確認。なお、操作確認は、大阪府海岸保全

施設操作規則（平成 28 年大阪府規則第 111

号）第５条第１項第２号に規定する操作に関

する説明書に基づき行うものとする。 

(2) 操作施設の操作を行うために支障となる
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障害物の除去 

２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる障

害物の除去が容易でないときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

第７条 操作施設の管理業務に要する費用は、

乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

   この協定を証するため、本書２通作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成２８年７月１日 

   甲 大阪府知事  松井 一郎 

   乙 泉佐野市長  千代松 大耕 
 

泉佐野市 

番 

号 
設 置 場 所 

種 

別 

主  要  諸  元 

型   式 巾×高×門数 

3-1 新町２丁目 
門 

扉 
AL  電動引戸式ゲート 

12.5×1.4 

×1門 

水門 ＝       箇所      門 

樋門 ＝       箇所      門 

門扉 ＝    １箇所    １門 

 

 

76)-７ 海岸保全施設に関する管理 

及び操作協定書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 田尻町長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第

１項に規定する海岸保全施設である同法第14

条の２第１項に規定する操作施設（以下「操作

施設」という。）の管理、操作等について、次

のとおり協定を締結する。なお、甲及び乙が平

成11年４月１日付けで締結した海岸保全施設

の操作点検等の業務に関する協定書は、平成28

年６月30日限り、廃止する。 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、田尻町

の区域に所在する操作施設の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

第３条 操作施設の管理業務は乙が行い、その

内容は次に掲げるとおりとする。 

(1)別紙の水門等点検要領に基づく点検及び操

作確認。なお、操作確認は、大阪府海岸保全

施 設操作規則（平成28年大阪府規則第111

号）第５条第１項第２号に規定する操作に関

する説明書に基づき行うものとする。 
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(2) 操作施設の操作を行うために支障となる

障害物の除去 

２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる障

害物の除去が容易でないときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とす

る。 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

第７条 操作施設の管理業務に要する費用は、

乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

 この協定を証するため、本書２通作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成２８年７月１日 

   甲 大阪府知事  松井 一郎   

乙 田尻町長   栗山 美政 
 

田尻町 

番 

号 
設 置 場 所 

種 

別 

主  要  諸  元 

型   式 巾×高×門数 

５ 
( 田尻川) 

嘉 祥 寺 

水 

門 
SS 電動式ローラーゲート 

4.5×3.8 

×2門 

3-1 嘉 祥 寺 
門 

扉 
AL 手動式引戸式ゲート 

6.0×1.55 

×1門 

3-2 嘉 祥 寺 
門 

扉 
AL 手動片開式ゲート 

3.36×1.5 

×1門 

４ 嘉 祥 寺 
門 

扉 
AL 手動片開式ゲート 

3.0×2.2 

×1門 

水門 ＝    １箇所    ２門 

樋門 ＝       箇所      門 

門扉 ＝    ３箇所    ３門 

 

76)-８ 海岸保全施設に関する管理 

及び操作協定書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 泉南市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第

１項に規定する海岸保全施設である同法第14

条の２第１項に規定する操作施設（以下「操作

施設」という。）の管理、操作等について、次

のとおり協定を締結する。 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、泉南市

の区域に所在する操作施設の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

第３条 操作施設の管理業務は乙が行い、その

内容は次に掲げるとおりとする。 

(1)別紙の水門等点検要領に基づく点検及び操

作確認。なお、操作確認は、大阪府海岸保全

施 設操作規則（平成28年大阪府規則第111
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号）第５条第１項第２号に規定する操作に関

する説明書に基づき行うものとする。 

(2) 操作施設の操作を行うために支障となる

障害物の除去 

２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる障

害物の除去が容易でないときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「水門等操作要領」という。）を定

め、当該水門等操作要領に基づき操作施設の

操作を行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とす

る。 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

第７条 操作施設の管理業務に要する費用は、

乙が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

 この協定を証するため、本書２通作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成２８年７月１日 

   甲 大阪府知事  松井 一郎 

   乙 泉南市長  竹中 勇人 

 

泉南市 

番 

号 
設 置 場 所 

種 

別 

主  要  諸  元 

型   式 巾×高×門数 

５ 
( 紺谷川) 

岡 田 

水 

門 
SS 電動式ローラーゲート 

6.0×3.2 

×1門 

２ 岡 田 
樋 

門 
SS手動式スライドゲート 

0.8×0.9 

×1門 

３ 岡 田 
門 

扉 
SS手動片開式ゲート 

2.0×1.0 

×1門 

４ 岡 田 
門 

扉 
SS手動両開式ゲート 

5.0×1.0 

×1門 

６ 岡 田 
門 

扉 
SS手動両開式ゲート 

5.0×1.0 

×1門 

７ 岡 田 
門 

扉 
SS手動両開式ゲート 

5.0×1.0 

×1門 

９ 岡 田 
門 

扉 
SS手動両開式ゲート 

3.0×1.0 

×1門 

10 岡 田 
門 

扉 
SUS手動両開式ゲート 

5.0×2.0 

×1門 

水門 ＝     １ 箇所    １ 門 

樋門 ＝     １ 箇所    １ 門 

門扉 ＝     ６ 箇所    ６ 門 

 

 

76)-９ 海岸保全施設に関する管理 

     及び操作協定書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 阪南市長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 
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第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、阪南市

の区域に所在する操作施設の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第３条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則（平成28年大阪府規則第111号）第４条

第６項に規定する操作に関する要領（以下

「水門等操作要領」という。）を定め、当該

水門等操作要領に基づき操作施設の操作を

行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 

４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 

第４条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた水門等操作要領を甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第５条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（費用負担） 

第６条 操作施設の改築、維持、修繕その他の

管理のための工事に係る費用は、甲が負担す

る。ただし、操作施設の操作によって生じた

損傷であって、乙の責めに帰する場合は、乙

が費用を負担する。 

（損害の賠償） 

第７条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第８条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成28年７月１日 

 

甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  阪 南 市 長  福山 敏博 

 

 

阪南市                      別表 

操作施設の

名称 
所在地 

主 要 諸 元 
所

管 型 式 
幅×高さ

(m) 門数 

阪南第１号

樋門 

尾崎町

６丁目 

ＡＬ 電動式スラ

イドゲート 

2.0×2.0  

３門 

港

湾
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（車屋川） 局 

阪南第４号

樋門 

尾崎町

４丁目 

ＡＬ 手動式スラ

イドゲート 

2.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

阪南第８号

樋門 

尾崎町

２丁目 

ＡＬ 手動式スラ

イドゲート 

1.5×1.0  

１門 

港

湾

局 

阪南第１１

号樋門 
尾崎町

１丁目 

ＡＬ 手動式スラ

イドゲート 

1.5×1.0  

１門 

港

湾

局 （海老野川） 

阪南第１４

号樋門 新町 
ＡＬ 手動式スラ

イドゲート 

2.0×1.5  

１門 

水

産

課 （とくさ川） 

阪南第１６

号樋門 新町 
ＡＬ 手動式スラ

イドゲート 

2.0×1.5  

１門 

水

産

課  （新川） 

阪南第２１

号樋門 鳥取 
ＳＵＳ 手動式ロ

ーラーゲート 

2.0×2.15 

２門 

水

産

課 （佐智川） 

阪南第２号

陸閘 

尾崎町

６丁目 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

1.5×0.8  

１門 

港

湾

局 

阪南第２－

２号陸閘 

尾崎町

４丁目 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

1.5×0.8  

１門 

港

湾

局 

阪南第３号

陸閘 

尾崎町

４丁目 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×1.55 

１門 

港

湾

局 

阪南第５－

２号陸閘 

尾崎町

３丁目 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×1.8  

１門 

港

湾

局 

   
 

 
 

阪南第５－

３号陸閘 
尾崎町 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

1.5×0.8  

１門 

港

湾

局 

阪南第６号

陸閘 
尾崎町 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

4.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

阪南第８－

２号陸閘 

尾崎町

１丁目 

ＡＬ 手動片開式

ゲート 

1.5×1.5  

１門 

港

湾

局 

阪南第９号

陸閘 

尾崎町

１丁目 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×2.45 

１門 

港

湾

局 

阪南第１２ 

号陸閘 

尾崎町 

１丁目 

ＡＬ 手動引戸式 

ゲート 

3.0×1.9  

 １門 

港 

湾

局 

阪南第１２

－２号陸閘 

尾崎町

１丁目 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

3.0×1.9  

１門 

港

湾

局 

阪南第１４

－２号陸閘 
新町 

ＡＬ 手動片開式

ゲート 

1.5×1.5  

１門 

水

産

課 

阪南第１５

号陸閘 
新町 

ＳＵＳ 手動両開

式ゲート 

3.0×1.5  

１門 

水

産

課 

阪南第１８

号陸閘 
鳥取 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

3.5×2.0  

１門 

水

産

課 

阪南第１９

－１号陸閘 
鳥取 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

11.0×1.5 

１門 

水

産

課 

阪南第２２

号陸閘 
鳥取 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

3.0×1.9  

１門 

水

産

課 

阪南第２４

号陸閘 
鳥取 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

3.0×1.9  

１門 

水

産

課 

阪南第２９

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

3.5×1.75 

１門 

水

産

課 

 

阪南第３０

号陸閘 
 

箱作 
ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

3.5×1.75 

１門 

水

産

課 

阪南第３５

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

3.5×1.75 

１門 

水

産

課 
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阪南第３６

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

3.5×1.75 

１門 

水

産

課 

阪南第３６

－１号陸閘 
箱作 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

5.0×1.55 

１門 

水

産

課 

阪南第３６

－２号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×2.0  

１門 

水

産

課 

阪南第３７

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 手動引戸式

ゲート 

3.0×1.9  

１門 

水

産

課 

阪南第４０

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 手動片開式

ゲート 

3.0×2.2  

１門 

水

産

課 

阪南第４１

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×1.15 

１門 

水

産

課 

阪南第４２

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×1.15 

１門 

水

産

課 

阪南第４４

号陸閘 
箱作 

ＡＬ 電動引戸式

ゲート 

4.0×1.15 

１門 

水

産

課 

  水門 ＝   箇所   門 

  樋門 ＝  ７箇所 １０門 

  陸閘 ＝ ２７箇所 ２７門 

 

 

76)-10 海岸保全施設に関する管理 
     及び操作協定書 

 
 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 岬町長（以下「乙」という。）

は、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第２条

第１項に規定する海岸保全施設である同法第

14条の２第１項に規定する操作施設（以下「操

作施設」という。）の管理、操作等について、

次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、岬町の

区域に所在する操作施設の適切な管理及び

操作の確保を図るために必要な事項を定め

るものとする。 

（対象施設） 

第２条 この協定の対象とする操作施設は、別

表のとおりとする。 

２ 操作施設の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に通知するものとする。 

（管理業務） 

第３条 操作施設の管理業務については乙が

行い、その内容は次に掲げるとおりとする。 

(1) 別紙「水門等点検要領」に基づく点検

及び操作確認。なお、操作確認は、大阪府

海岸保全施設操作規則（平成28年大阪府

規則第111号）第５条第１項第２号（以下

「規則」という。）に規定する操作に関す

る説明書に基づき行うものとする。(2) 操

作施設の操作を行うために支障となる障

害物の除去 

２ 乙は、管理業務を行う中で、操作施設に異

常を認めたとき、又は前項第２号に掲げる障

害物の除去が容易でないときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

（津波、高潮等の発生時の操作施設の操作） 

第４条 操作施設の津波、高潮等の発生時にお

ける操作は、乙が行うものとする。 

２ 乙は、毎年度、大阪府海岸保全施設操作規

則第４条第６項に規定する操作に関する要

領（以下「要領」という。）を定め、当該要

領に基づき操作施設の操作を行うものとす

る。ただし、岬第 87 号水門については、甲

が定めた「深日港（谷川港）水門操作要領」

により行うものとする。 

３ 乙は、操作施設ごとに操作施設の操作に従

事する者（以下「操作従事者」という。）を

定め、操作従事者に操作施設の操作を習熟さ

せておくものとする。 
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４ 乙は、津波、高潮等の発生時に操作施設を

開閉したときは、直ちに甲に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情により

直ちに報告することができないときは、この

限りでない。 

（提出書類） 

第５条 乙は、前条第２項の規定により毎年度

定めた要領を甲に提出するものとする。 

２ 乙は、前条第３項の規定により定めた操作

従事者の名簿を甲に提出するものとする。操

作従事者に変更があったときも、同様とする。 

（点検整備） 

第６条 甲は、操作施設の維持管理を目的と

して、専門業者による年１回以上の点検を行

うものとし、その際、必要に応じて乙の立会

い及び操作を求めるものとする。 

２ 甲は、操作施設に異常を認めたときは、直

ちに修繕を行うものとする。ただし、操作施

設の操作によって生じた損傷であって、乙の

責めに帰するものである場合は、乙が修繕す

るものとする。 

３ 操作施設の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（費用負担） 

第７条 操作施設のうち岬第 40 号樋(ひ)門、

岬第70号樋門、岬第41号陸閘(こう)、岬第

65号陸閘、岬第68号陸閘、岬第71号陸閘、

岬第 72 号陸閘、岬第 73 号陸閘及び岬第 93

－２号陸閘の管理業務に要する費用は、乙が

負担するものとし、その他の操作施設につい

ては甲が負担するものとする。 

２ 操作施設の改築、維持、修繕その他の管理

のための工事に係る費用は、甲が負担する。

ただし、操作施設の操作によって生じた損傷

であって、乙の責めに帰する場合は、乙が費

用を負担する。 

（損害の賠償） 

第８条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 令和2年12月1日 

附則 

１．この協定書は、令和３年４月１日から適用

する。 

２．平成28年７月１日締結（平成28年 12月

26 日、平成 29 年３月９日、令和元年 7 月 24

日及び令和２年３月 25 日変更）の「海岸保全

施設に関する管理及び操作協定書」は令和３年

３月31日をもって廃止する。 

甲  大阪府知事  吉村 洋文 

乙  岬 町 長  田代  堯 

岬町                       別表 

操作施設

の名称 

所在

地 

主 要 諸 元 
所

管 型 式 
幅×高さ

(m) 門数 

岬第８７

号水門 
多奈

川谷

川 

ＳＳ 電動走行式ロ

ーラーゲート 

12.0×8.

65 １門 
港

湾

局 
（谷川港） (副水門) ＡＬ 電

動式ローラーゲート 

3.0×6.0  

１門 

岬第１号

樋門 淡輪 
ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

2.0×1.5  

１門 

水

産

課 （九操川） 

岬第２５

号樋門 
淡輪 

ＳＵＳ 手動式スラ

イドゲート 

1.1×1.1  

１門 

水

産

課 

岬第４０

号樋門 
淡輪 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

2.0×2.0  

２門 

港

湾

局 

岬第４２ 深日 ＳＵＳ 手動式スラ 1.2×1.2  水
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号樋門 イドゲート １門 産

課 

岬第４５

号樋門 
深日 

ＳＵＳ 手動式スラ

イドゲート 

1.2×1.1  

１門 

水

産

課 

岬第６４

号樋門 
深日 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

1.5×1.2  

１門 

港

湾

局 

岬第６７

号樋門 
深日 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

2.0×2.0  

２門 

港

湾

局 

岬第７０

号樋門 
深日 

ＡＬ 手動ローラー

ゲート 

3.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

岬第７８

号樋門 深日 
ＡＬ 電動式ローラ

ーゲート 

2.0×3.2  

２門 

港

湾

局 （朝日川） 

岬第７８

－２号樋

門 

多奈

川谷

川 

ＳＵＳ 手動式スラ

イドゲート 

2.12×1.

3  １門 

港

湾

局 （小田平

川） 

岬第７９

号樋門 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

2.0×1.7

5  ２門 

港

湾

局 

岬第８６

号樋門 

多奈

川谷

川 

ＳＵＳ 手動式スラ

イドゲート 

1.3×0.6

65 ２門 

港

湾

局 

岬第８９

号樋門 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

1.1×1.1  

１門 

港

湾

局 

岬第９０

号樋門 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

2.0×2.0  

２門 

港

湾

局 （堀上川） 

岬第９２

号樋門 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 電動式スライ

ドゲート 

1.5×1.5  

２門 

港

湾

局 （新浜川） 

岬第９３

号樋門 

多奈

川谷

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

1.0×1.2  

１門 

港

湾

（古港） 川 局 

岬第５号

陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

4.0×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第６号

陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第７号

陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

1.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第８号

陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第９号

陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１０

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.7×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１１

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１２

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１３

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１４

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

3.6×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１５

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１６

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.7×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１７

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産
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課 

岬第１８

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第１９

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第２０

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第２３

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

2.0×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第２４

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第２６

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動片開式ゲ

ート 

4.0×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第２９

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動式スライ

ドゲート 

3.0×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３０

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３１

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３２

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３３

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３４

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

2.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３５

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.1×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第３７

号陸閘 
淡輪 

ＡＬ 手動角落式ゲ

ート 

3.0×0.7  

１門 

水

産

課 

岬第４１

号陸閘 
淡輪 

ＳＳ 手動両開式ゲ

ート 

5.5×1.7

31 １門 

港

湾

局 

岬第４１

－２号陸

閘 

深日 
ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

3.5×2.5  

１門 

水

産

課 

岬第４３

号陸閘 
深日 

ＳＵＳ 手動片開式

ゲート 

2.15×1.

0  １門 

水

産

課 

岬第４６

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.1

5  １門 

水

産

課 

岬第４８

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動片開式ゲ

ート 

4.0×1.1

5  １門 

水

産

課 

岬第４９

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動片開式ゲ

ート 

4.0×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５０

号陸閘 
深日 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

2.5×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５２

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

5.0×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５３

号陸閘 
深日 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

2.5×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５４

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

3.5×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５５

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

3.5×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５６

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

5.0×1.5  

１門 

水

産
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課 

岬第５８

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第５９

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第６０

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第６１

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

3.5×1.5  

１門 

水

産

課 

岬第６５

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

6.0×1.3

5  １門 

港

湾

局 

岬第６６

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.5  

１門 

港

湾

局 

岬第６８

号陸閘 
深日 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

10.0×1.

37 1門 

港

湾

局 

岬第７１

号陸閘 
深日 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

2.0×1.3  

１門 

港

湾

局 

岬第７２

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

12.5×1.

45 １門 

港

湾

局 

岬第７３

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

14.0×1.

45 １門 

港

湾

局 

岬第７６

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

10.0×1.

35 １門 

港

湾

局 

岬第７７

号陸閘 
深日 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

10.0×1.

35 １門 

港

湾

局 

岬第７８

－３号陸

多奈

川谷

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.0  

１門 

港

湾

閘 川 局 

岬第７８

－４号陸

閘 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×1.0  

１門 

港

湾

局 

岬第７８

－５号陸

閘 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

2.0×0.6

8  １門 

港

湾

局 

岬第８０

陸閘 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

3.0×1.7  

１門 

港

湾

局 

岬第８０

－２号陸

閘 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 手動引戸式ゲ

ート 

3.5×0.9  

１門 

港

湾

局 

岬第９１

号陸閘 

多奈

川谷

川 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

3.5×2.3

5  １門 

港

湾

局 

（落合川） 
多奈

川谷

川 

ＡＬ 電動引戸式ゲ

ート 

4.0×2.8

8  １門 

港

湾

局 

岬第９３

－２号陸

閘 

岬第９４

号陸閘 

多奈

川小

島 

ＳＵＳ 手動両開式

ゲート 

3.0×1.0  

１門 

水

産

課 

岬第９５

号陸閘 

多奈

川小

島 

ＳＵＳ 手動両開式

ゲート 

3.0×1.0  

１門 

水

産

課 

岬第９６

号陸閘 

多奈

川小

島 

ＳＵＳ 電動引戸式

ゲート 

6.5×1.2

8  １門 

水

産

課 

岬第９７

号陸閘 

多奈

川小

島 

ＳＵＳ 手動両開式

ゲート 

2.0×1.0  

１門 

水

産

課 

岬第９８

号陸閘 

多奈

川小

島 

ＳＵＳ 手動片開式

ゲート 

1.5×1.0  

１門 

水

産

課 

  水門 ＝  １箇所  ２門 

  樋門 ＝ １６箇所 ２３門 

  陸閘 ＝ ６３箇所 ６３門 
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別紙 

○水門等点検要領 

 

１．点検の周期   点検は毎月３回行うこと。 

２．操作の周期   操作確認は毎月１回行う

こと。 

３．点検結果報告  翌月の10日（15日:岸和 

田市）までに海岸管理者

あて報告すること。 

 

４．点検の要領と留意事項 

(1) アルミ製門扉及び引戸 

  (a) 物を立て掛けたりロープその他をつ

ないだりしていないか。 

  (アルミは異種金属、物質の接触に

より電気的な腐食を特に起こしや

すい。) 

(b) 止金具は完全にロックされているか。 

(c) 扉に大きな傷（カキ傷、へこみ等）

変形等の異常はないか、水密ゴムに

異常はないか。 

(d) 引戸は竹べら等でレールに異状はな

いか。 

 

(2) 鋼製門扉及び引戸 

(1)の(a)、(b)、(c)、(d)の項の他に錆の

発生のはなはだしいものはないか。 

 

(3) 水門及び樋門 

(a) ドアーの鍵、窓ガラスその他外部よ

り見て破損と思われる箇所はない

か。 

(b) 安全施設（立入禁止、火気厳禁等）

の表示板等は完全か。 

(c) 構造物に舟のワイヤー・ロープその

他のものをつないだり、立て掛けた

りしていないか。 

(d) 下部戸当り部（扉体の降りる部分）

へ泥、特に石、ゴミ木材等が集積し

ていないか。 

(e) ラック面のグルース塗布状態は適正

か確認してください。（給油状態） 

 

(4) 操作及び運転の要領 

(a) 角落式の扉では敷地を掃除した上で、

各止金具をロックしてみて、金具に不

良品はないか。又、扉の変形により戸

当たりにうまく密着しないものはな

いか。 

(b) 片開き、両開き式の扉では、敷地を

掃除した上で、扉を閉じロック金具を

締付けた時、締付金具はきちんと閉ま

るか、水密部は密着するか、軽く操作

できるか、油は切れていないか。 

（回転ピンの部分） 

(c) 引戸式ではレール内の土を完全に除

去し、扉上下式では完全に上下するか。

上部のガイドローラ及び扉の車輪に

油切れはないか。特に締める時重い部

分はないか。締付金具は完全か。 

(d) 水門及び樋門の操作では、下部戸当

り部に泥及びその他の異物がない

ことを確認する。 
 

 

77）水門操作規定 

 

（趣旨） 

第一条 この規定は、高潮または津波などに

よる海水の流入防止を目的として大阪府港

湾局が設置した岸和田第百号水門（岸和田）、

岸和田第二号水門（貯木場南）及び忠岡第五

号水門（貯木場北）（以下「水門」という。）

の操作について、必要な事項を定めるものと

する。 

（操作権者） 

第二条 水門の操作は、大阪府港湾局長（以

下「局長」という。）が行う。 

（用語の定義） 

第三条 この規程において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 機側操作 水門に設置した操作室におい

て行う施設操作をいう。 
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二 遠隔操作 大阪府港湾局の操作室から行

う施設操作をいう。 

（高潮時の水門閉鎖） 

第四条 大阪湾に高潮注意報、高潮警報また

は波浪警報等（以下、「高潮注意報等」とい

う。）が発表されたとき若しくは潮位がＯ．

Ｐ＋二．五ｍ以上になることが予想されると

きは、潮位が概ねＯ．Ｐ＋二．〇ｍに達する

までに若しくは水門が暴風域に入るまでに、

局長の指令（以下「指令」という。）に基づ

き、原則として機側操作により水門を閉鎖す

る。 

（高潮時の水門開放） 

第五条 高潮注意報が解除され、水門の外水

位がＯ．Ｐ＋二．三ｍ以下になったとき若し

くは被害の発生のおそれがなくなったとき

は、指令に基づき、機側操作により水門を開

放する。 

（津波時の水門閉鎖） 

第六条 大阪府沿岸に津波注意報、津波警報

または大津波警報等（以下、「津波注意報等」

という。）が発表されたときは、これをもっ

て指令にかえるものとし、機側操作により水

門を閉鎖する。 

２ 前項による水門の機側操作がなされてい

ない場合には、直ちに遠隔操作により水門を

閉鎖するものとする。 

（津波時の水門開放） 

第七条 大阪府沿岸の津波注意報が解除され、

水門の外水位がＯ．Ｐ＋二．三ｍ以下になっ

たときは、指令に基づき、水門の開放を行う

ものとする。 

（操作方法の特例） 

第八条 浸水による被害を防止するため、指

令に基づき、第四条から第七条の規定によら

ず水門を操作することができるものとする。 

 

（操作者の安全確保） 

第九条 機側操作を行う者は、水門操作後安

全な場所に避難しなければならない。また、

津波到達までに水門の操作が困難な場合も

同様とする。 

（安全の確認） 

第十条 水門の操作の安全を図るため、操作

を行うにあたっては、船舶の安全を確認しな

ければならない。ただし、津波時の閉鎖にお

いては、この限りではない。 

（通知及び告知） 

第十一条 第四条、第五条及び第七条の規定に

より水門を操作する際には、細則で定める関

係機関に、あらかじめ通知するものとする。 

２ 第四条、第五条及び第七条の規定により水

門を操作する際には、細則で定めるところに

より、一般に告知するものとする。 

３ 第六条または第八条の規定により水門の

操作をする際については、前二項の限りでは

ない。 

（操作点検整備） 

第十二条 水門を常に良好な状態に保つため、

水門を操作して水門の操作に必要な機械及

び器具並びに通信、警報、観測等のため必要

な設備を点検し、その整備を行わなければな

らない。 

２ 水門の修理等のため特に必要があると認

めるときは、前項の水門の点検整備を行うこ

とができる。 

（記録の作成と保存） 

第十三条 水門の管理に関する事項について

は、細則で定めるところにより記録を作成し、

保存するものとする。 

（操作の記録等） 

第十四条 水門の操作を行った場合は、次の各

号に掲げる事項を記録しておくものとする。 

一 気象、水象等の状況 

二 水門の操作の理由 

三 水門の操作の開始、及び終了の年月日並び

に時刻 

四 水門の操作に伴う警報及び連絡に関する

事項 

五 その他特記すべき事項 

（細則） 

第十五条 この規程を実施するために必要な

細則を定めるものとする。 

 

附則 

 この規程は、平成30年2月22日から施行する。 

 

 

78）岸和田水門操作要領 

 

大阪府が岸和田市阪南港内に設置した岸和

田水門（以下「水門」という）の操作について、

本要領の定めるところにより行うものとする。 

第１ 趣旨 

本要領は、「岸和田水門防災対策要綱」に基

づき、水門の操作が円滑かつ安全確実に行われ
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ることを目的とする。 

第２ 水門の操作 

１．水門の操作は、大阪港湾局長（以下「甲」

という）の指令により行うものとし、事前

に防災協議会会長に通報するものとする。 

２．水門の操作は、甲の定めた操作員（以下

「乙」という）が岸和田市の定めた操作員

（以下「丙」という）の立会いのうえ行う

ものとする。 

３．津波による水門操作は、潮位に関係なく

津波注意報・津波警報・大津波警報の発表

をもって甲の指令にかえるものとし操作

を行う。 

(1)現地操作は、乙及び丙の操作員の内２名

が到着した時点で、操作が安全かつ確実

に行われていることを確認しながら行

うものとする。 

ただし、１名のみ到着の場合でも、津

波到達時間まで２時間未満となった場

合は、その時点で操作を開始するものと

する。 

(2)津波到達時間まで２時間未満の場合、乙

は遠隔操作により閉鎖を行うことがで

きるものとする。 

遠隔操作は、操作が安全かつ確実に

行われていることを確認しながら行う

ものとする。 

４．乙及び丙の操作員は、自己の安全が確保

されないと判断する場合は、操作等を中止

し、安全な場所に退避するものとする。 

 

第３ 水門の操作基準等 

１．閉門は次の（1）～（5）の何れかに該当

する場合に行う。 

(1)気象情報により大阪湾に台風等が来襲

し、潮位がＯ．Ｐ＋2.5ｍ以上となること

が予測されるとき。 

(2)異常潮位により、潮位がＯ．Ｐ＋2.5ｍ

以上となることが予測されるとき。 

(3)大阪府に、津波注意報・津波警報・大津

波警報が発表されたとき。 

(4)阪南港長より「第二避難体制（全船舶避

難勧告）」の発令があったとき。 

(5)各年度の防災対策計画により決定され

た水門の点検操作日。 

  なお、点検等における閉門は、日出時か

ら日没時までに行うものとする。 

(6)上記(1)、(2)により閉門する時は、潮位

が概ねＯ．Ｐ＋2.00ｍで閉鎖を完了するこ

ととする。 

(7)上記(4)により閉門する時は、水門が暴風

域に入る前に閉鎖を完了することとする。 

(8)前号までの規定に関わらず緊急に水門の

操作が必要になったときは、乙又は丙は単

独で操作が行えるものとし、その旨を甲に

報告して足りるものとする。 

 

２．閉門は次の方法によるものとする。 

順位 区 分 内  容 備 考 

１ 通 報 閉門しようとする時は、

直ちにその旨を防災協

議会会長に通報する。 

 

２ 告 知 サイレンを吹鳴し、 

一般に知らせる。 

サイレン

の吹鳴方

法10秒吹

鳴３秒休

止を連続

３回繰り

返す 

３ 閉門の 

表 示 

告知後信号灯を赤色に

切り換える。 

 

４ 警 備 緩衝用チェーンを張る。  

５ 水門の 

閉 鎖 

水門の扉体を降ろす。  

６ 通 報 水門の閉鎖が完了した

後、直ちにその旨を防災

協議会長に通報する。 

 

＊津波による場合は、緊急かつ時間的制約のた

め、上記方法の１．通報は行わなくてもよい

ものとし、４．警備と５．水門の閉鎖は同時

に操作を開始してよいものとする。 

３．開門は次の各号に掲げる場合に行う。 

（1）高潮のおそれがなくなったことを確認

し、かつ、水門の外水位計による水位（以

下「外水位」という。）がＯ.Ｐ＋2.3m

以下となった場合に甲が水門の開門を

指令したとき。 

(2)大阪湾の津波注意報・津波警報・大津波

警報が解除され、甲が水門の開門を指令

したとき。 

(3)水門が暴風域を抜け、被害のおそれがな

くなった時点で、甲が水門の開門を指令

したとき。 

 

４．開門は次の方法により行う。 
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順位 区 分 内  容 備 考 

１ 通 報 開門しようとする時は、

直ちにその旨を防災協

議会会長に通報する。 

 

２ 水門の 

開 放 

水門の扉体を上げる。  

３ 警備の

解 除 

緩衝用チェーンを海底

に沈める。 

 

４ 開門の 

表 示 

告知後信号灯を青色に

切り換える。 

 

５ 告 知 サイレンを吹鳴し、一般

に知らせる。 

サイレン

の吹鳴方

法１分間

吹鳴する 

 

６ 通 報 水門の開放が完了した

後、直ちにその旨を防災

協議会会長に通報する。 

 

５．水門の補修等により開閉操作の必要が発

生した場合に甲は、岸和田水門防災協議会

の承諾を得て開門及び閉門の指令を行う

ことができる。 

第４ 点検操作時の航行 

点検操作時における開航路側の航行は、操

作室等から船舶の航行状況を監視し、信号機

表示の切り換えによる入出港を行う。 

 

附 則 

この要領は、昭和62年７月28日より施行する。 

この要領は、平成４年２月19日より施行する。 

この要領は、平成６年２月10日より施行する。 

この要領は、平成18年４月１日より施行する。 

この要領は、平成24年３月１日より施行する。 

この要領は、平成29年４月１日より施行する。 

この要領は、平成30年４月１日より施行する。 

この要領は、令和２年１月１日より施行する。 

この要領は、令和２年10月１日より施行する。 

 

 

79）排水機場に関する管理及び操作協定 

書 

 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 貝塚市長（以下「乙」という。）

は、海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施

設である排水機場（以下「排水機場」という。）

の管理及び操作について、次のとおり協定を締

結する。 

なお、甲及び乙が昭和41年 11 月 22日付け

で締結した北境川排水施設に係る排水施設設

置協定書、昭和46年 12月 20 日付けで締結し

た北境川排水機場の操作管理についての協定

書、昭和51年12月８日付けで締結した阪南港

３区排水施設に係る排水施設設置協定書及び

昭和52年３月14日付けで締結した阪南港３区

排水施設の操作管理についての協定書は、平成

28年10月31日限り、廃止する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、貝塚市

の区域に所在する排水機場の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

（対象とする排水機場） 

第２条 この協定の対象とする排水機場は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) 北境川排水機場（所在地：貝塚市堀３丁

目） 

(2) 阪南港３区排水施設（所在地：貝塚市港） 

２ 排水機場の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に文書で通知するものと

する。 

（管理及び操作に関する業務及び費用の分担

区分等） 

第３条 排水機場の管理及び操作に関する業

務及び費用の分担区分は、別紙のとおりとす

る。 

２ 前項の分担区分に基づき、甲及び乙は、排

水機場を常に円滑に操作できるよう保持す

るものとする。 

３ 乙は、排水機場に異常を認めたときは、直

ちに甲に報告するものとする。 

４ 排水機場の異常が乙の責めに帰するもの

である場合は、別紙の分担区分にかかわらず、

乙が修繕するものとする。 
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５ 排水機場の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（排水機場の操作） 

第４条 乙が行う排水機場の操作は、排水機場

ごとに乙が指定する操作技術者が行うもの

とする。 

２ 第２条第１項第１号に掲げる排水機場の

排水の操作は、貝塚第３号水門（北境川）の

閉鎖により氾濫制限水位（OP＋2.40ｍ）を超

えるおそれのあるときに、同項第２号に掲げ

る排水機場の排水の操作は、貝塚第３－２号

樋
ひ

門の閉鎖により氾濫制限水位（OP＋1.50

ｍ）を超えるおそれのあるときに、それぞれ

行うものとする。 

３ 乙は、前項に規定する場合のほか、特に異

常が認められ内水位が急激に上昇したとき

は、乙の判断により排水の操作をすることが

できるものとする。 

４ 排水の停止は、第２項の水門又は樋門を開

門したとき、又は内水位が同項の氾濫制限水

位を超えないと予想されるときに、行うもの

とする。 

（損害の賠償） 

第５条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第６条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成28年11月１日 

 

甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  貝 塚 市 長 藤原 龍男 

80）排水機場に関する管理及び操作協定 

書 

 

海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 田尻町長（以下「乙」という。）

は、海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施

設である排水機場（以下「排水機場」という。）

の管理及び操作について、次のとおり協定を締

結する。 

なお、甲及び乙が昭和51年１月27日付けで締

結した田尻川排水施設の設置及び管理につい

ての協定書並びに昭和52年８月11日付けで締

結した田尻川排水機場の操作管理についての

協定書は、平成30年3月31日限り、廃止する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、田尻町

の区域に所在する排水機場の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

（対象とする排水機場） 

第２条 この協定の対象とする排水機場は、田

尻川排水機場（所在地：泉南郡田尻町嘉祥寺）

とする。 

２ 排水機場の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に文書で通知するものと

する。 

（管理及び操作に関する業務及び費用の分担

区分等） 

第３条 排水機場の管理及び操作に関する業

務及び費用の分担区分は、別紙のとおりとす

る。 

２ 前項の分担区分に基づき、甲及び乙は、排

水機場を常に円滑に操作できるよう、その機

能を維持するものとする。 

３ 乙は、排水機場に異常を認めたときは、直

ちに甲に報告するものとする。 

４ 排水機場の異常が乙の責めに帰するもの

である場合は、別紙の分担区分にかかわら

ず、乙が修繕するものとする。 

５ 排水機場の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（排水機場の操作） 

第４条 乙が行う排水機場の操作は、乙が指定

する者が行うものとする。 



- ③-127 - 

２ 排水の操作は、田尻川水門（田尻川）の閉

鎖により氾濫制限水位（OP＋2.50ｍ）を超え

るおそれのあるときに、行うものとする。 

３ 乙は、前項に規定する場合のほか、特に異

常が認められ内水位が急激に上昇したとき

は、乙の判断により排水の操作をすることが

できるものとする。 

４ 排水の停止は、第２項の水門を開門したと

き、又は内水位がOP＋2.30ｍを超えないと予

想されるときに、行うものとする。 

（損害の賠償） 

第５条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第６条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

平成30年3月31日 

 

甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  田尻町長   栗山 美政 

 

 

81）排水機場に関する管理及び操作協定 

書 

 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 阪南市長（以下「乙」という。）

は、海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施

設である排水機場（以下「排水機場」という。）

の管理及び操作について、次のとおり協定を締

結する。 

なお、甲及び乙が昭和 46 年４月７日付けで

締結した車屋川ポンプ施設の設置及び管理に

ついての協定書並びに昭和46年 10 月 15日付

けで締結した車屋川排水機場の操作管理につ

いての協定書は、平成28年 10 月 31日限り、

廃止する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、阪南市

の区域に所在する排水機場の適切な管理及

び操作の確保を図るために必要な事項を定

めるものとする。 

（対象とする排水機場） 

第２条 この協定の対象とする排水機場は、車

屋川排水機場（所在地：阪南市尾崎町６丁目）

とする。 

２ 排水機場の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に文書で通知するものと

する。 

（管理及び操作に関する業務及び費用の分担

区分等） 

第３条 排水機場の管理及び操作に関する業

務及び費用の分担区分は、別紙のとおりとす

る。 

２ 前項の分担区分に基づき、甲及び乙は、排

水機場を常に円滑に操作できるよう保持す

るものとする。 

３ 乙は、排水機場に異常を認めたときは、直

ちに甲に報告するものとする。 

４ 排水機場の異常が乙の責めに帰するもの

である場合は、別紙の分担区分にかかわらず、

乙が修繕するものとする。 

５ 排水機場の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（排水機場の操作） 

第４条 乙が行う排水機場の操作は、乙が指定

する操作技術者が行うものとする。 

２ 排水の操作は、阪南第１号樋門（車屋川）

の閉鎖により氾濫制限水位（OP＋2.40ｍ）を

超えるおそれのあるときに、行うものとする。 

３ 乙は、前項に規定する場合のほか、特に異

常が認められ内水位が急激に上昇したとき

は、乙の判断により排水の操作をすることが

できるものとする。 

４ 排水の停止は、第２項の樋門を開門したと
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き、又は内水位が同項の氾濫制限水位を超え

ないと予想されるときに、行うものとする。 

（損害の賠償） 

第５条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第６条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

平成28年11月１日 

 

甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  阪 南 市 長  福山 敏博 

 

 

82）排水機場に関する管理及び操作協定 

書 

 
 海岸管理者 大阪府知事（以下「甲」という。）

と水防管理者 岬町長（以下「乙」という。）

は、海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施

設である排水機場（以下「排水機場」という。）

の管理及び操作について、次のとおり協定を締

結する。 
なお、甲及び乙が昭和43年８月16日付けで

締結した新浜川排水施設に係る排水施設設置

協定書、昭和46年 12 月 20 日付けで締結した

新浜川排水機場の操作管理についての協定書、

昭和51年１月27日付けで締結した深日港（多

奈川）排水施設の設置及び管理についての協定

書並びに昭和52年３月10日付けで締結した深

日港（谷川港）排水機場の操作管理についての

協定書は、平成28年 10月 31 日限り、廃止す

る。 

（趣旨） 
第１条 この協定は、津波、高潮等による被害

の発生を防止することを目的として、泉南郡

岬町の区域に所在する排水機場の適切な管

理及び操作の確保を図るために必要な事項

を定めるものとする。 
（対象とする排水機場） 
第２条 この協定の対象とする排水機場は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) 新浜川排水機場（所在地：泉南郡岬町多

奈川谷川） 

(2) 深日港（谷川港）排水機場（所在地：泉

南郡岬町多奈川谷川） 

２ 排水機場の新設、更新又は廃止があったと

きは、甲は直ちに乙に文書で通知するものと

する。 

（管理及び操作に関する業務及び費用の分担

区分等） 

第３条 排水機場の管理及び操作に関する業

務及び費用の分担区分は、別紙のとおりとす

る。 

２ 前項の分担区分に基づき、甲及び乙は、排

水機場を常に円滑に操作できるよう保持す

るものとする。 

３ 乙は、排水機場に異常を認めたときは、直

ちに甲に報告するものとする。 

４ 排水機場の異常が乙の責めに帰するもの

である場合は、別紙の分担区分にかかわらず、

乙が修繕するものとする。 

５ 排水機場の工事については、あらかじめ甲

乙協議の上、行うものとする。ただし、緊急

な対応が求められる等やむを得ない事情に

よりあらかじめ協議することができないと

きは、この限りでない。 

（排水機場の操作） 

第４条 乙が行う排水機場の操作は、排水機場

ごとに乙が指定する操作技術者が行うもの

とする。 

２ 第２条第１項第１号に掲げる排水機場の

排水の操作は、岬第 87 号水門（谷川港）の

閉鎖により氾濫制限水位（OP＋2.30ｍ）を超

えるおそれのあるときに、同項第２号に掲げ
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る排水機場の排水の操作は、岬第 92 号樋門

（新浜川）の閉鎖により氾濫制限水位（OP

＋2.40ｍ）を超えるおそれのあるときに、そ

れぞれ行うものとする。 

３ 乙は、前項に規定する場合のほか、特に異

常が認められ内水位が急激に上昇したとき

は、乙の判断により排水の操作をすることが

できるものとする。 

４ 排水の停止は、第２項の水門又は樋
ひ

門を開

門したとき、又は内水位が同項の氾濫制限水

位を超えないと予想されるときに、行うもの

とする。 

（損害の賠償） 

第５条 甲又は乙は、この協定書に定める業務

の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由

により相手方又は第三者に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償しなければならない。 

（疑義の決定等） 

第６条 この協定書に定めのない事項又はこ

の協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 

この協定書の締結を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 平成28年11月１日 

 

甲  大阪府知事  松井 一郎 

乙  岬 町 長  田代  堯 

 

 

83）深日港（谷川港）水門操作要領 

 

本水門の開閉操作については、通常次の基準

により行うものとする。 

（閉 門） 

気象情報により、大阪湾に台風来襲等による

高潮のおそれがあることが明らかな場合に閉

門する。 

 

（閉門方法） 

１．主水門の閉鎖は、次の方法により、原則と

して日出時から日没時までに行う。 

順位 区 分 内  容 備 考 

１ 通 報 主水門を閉鎖しようとす

るときは、その旨を次の

機関に通報する。 

大阪海上保安監部長 

 大阪府岸和田港湾事務所長 

 

２ 告 知 サイレンを吹鳴し一般に

知らせる。 

サイレン

の吹鳴方

法10秒吹

鳴３秒休

止を連続

３回繰り

返す 

３ 主水門

の閉鎖 

主水門の門扉を降ろす。  

４ 通 報 主水門の閉鎖が完了した

後、直ちに、その旨を次の

機関に通報する。 

大阪海上保安監部長 

大阪府岸和田港湾事務所長 

 

２．副水門の閉鎖は、台風来襲等により潮位が

ＯＰ＋2mOOに達した場合に次の方法により行う。 

順位 区 分 内  容 備 考 

１ 副水門

の閉鎖 

副水門の門扉を閉じる。  

２ 通 報 副水門の閉鎖が完了した

後、直ちに、その旨を次の

機関に通報する。 

大阪海上保安監部長 

大阪府岸和田港湾事務所長 

 

（開 門） 

気象情報及び水防指令により、高潮の最高潮

位が過ぎ去ったことが確認され潮位がＯＰ＋

２ｍ00以下になり、しかも外水位が内水位より

低くなった場合に開門する。 

（開門方法） 

１．副水門の開放は、次の方法により行う。 

順位 区 分 内  容 備 考 

１ 通 報 副水門を開放しようとす

るときは、その旨を次の機

関に通報する。 

大阪海上保安監部長 

大阪府岸和田港湾事務所長 

 

２ 

 

副水門

の開放 

副水門の門扉を開く。  

 

２．主水門の開放は、次の方法により、原則と

して日出時から日没時までの間に行う。 
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順位 区 分 内  容 備 考 

１ 通 報 主水門を開放しようとす

るときは、その旨を次の

機関に通報する。 

大阪海上保安監部長 

 大阪府岸和田港湾事務所長 

 

２ 主水門

の開放 

主水門の門扉を上げる。  

３ 告 知 サイレンを吹鳴し一般に

知らせる。 

サイレン

の吹鳴方

法10秒吹

鳴３秒休

止を連続

３回繰り

返す 

４ 通 報 主水門の開放が完了した

後、直ちに、その旨を次

の機関に通報する。 

大阪海上保安監部長 

大阪府岸和田港湾事務所長 

 

（気象及び水象の観測） 

高潮のおそれがあるときは、水門の操作に必

要な気象及び水象に関する情報を収集し、大阪

府知事、その他の関係機関と緊密な連絡をとら

なければならない。 

（安全の確認） 

水門の開閉に当たっては、船舶の安全を確認

の上行わなければならない。 

（操作の記録等） 

水門の開閉に当っては次の事項を備付けの

操作日記に確実に記入する。 

（1）日時、天候 

(2）開閉時間及び水位（水門内外の水位） 

（3）機械操作上の良否 

（4）その他の必要事項 

 

 

84）大阪府水門等管理員規程 

 

１．概  要 

泉州海岸では延長60数kmの間に水門、樋門、

通路扉等の海岸保全施設が352ヶ所あり、府が

水門等管理員を任命して水門等の維持保全を

図っている。 

２．大阪府水門等管理員規定 

大阪府水門等管理規定 

土 木 部 長 

受訓先 港 湾 局 長 

各土木事務所長 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、水門等の維持保全を図る

ため水門等管理員（以下「管理員」という）

の設置等について必要な事項を定めるもの

とする。 

（定 義） 

第２条 この規程において「水門等」とは、河

川管理施設又は防潮堤を構成する構造物で

開閉のできる構造を有する堰、水門、樋門、

防潮扉等をいう。 

（管理員の設置） 

第３条 港湾局長は、水門等の維持保全を図る

ため必要があると認めるときは、管理者を置

く。 

２．土木事務所長は、水門等の維持保全を図る

ため管理員を置く必要があると認めるとき

は、管理員の設置を土木部長に申し出なけれ

ばならない。 

（管理員の職務） 

第４条 管理員は、所長の指揮のもとに次に掲

げる事務を行うものとする。 

１．常時水門等の巡視を行うこと。 

２．毎月１回以上水門等を試験操作してこれ

の点検を行うものとする。 

３．水門等が破損し、又は故障していること

を発見したときは、すみやかにその旨を局

長等に報告すること。 

４．毎月５日までに、第１号及び第２号の規

定による前月の巡視及び点検の結果を水

門等点検結果報告書別記様式により局長

等及び水防管理者に報告すること。 

（管理員の管理にかかる水門等） 

第５条 管理員が巡視及び点検をすべき水門

等は、水防管理者の意見をきいて、局長等が

別に定める。 

（水門等の補修等） 

第６条 局長等は、第4条第3条の規定による報

告を受けたとき、及び水門等が損壊し、又は

故障していることを発見したときは、すみや

かに当該水門等の補修その他必要な措置を

講じなければならない。 

（管理員が不在の場合の措置） 

第７条 管理員が長期にわたり不在になると

きはあらかじめ、疾病その他の事故により第

４条に規定する職務に従事することが困難
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になったときは遅滞なく、局長等にその旨の

届出をし、その指示を受けなければならない。 

 

85）門扉操作協定書 

 

岬町管内に恒久防潮堤の一部として設置した

別紙門扉（以下「門扉」という。）の開閉操作に

万全を期し、災害防止に資するため、その管理

者である大阪府岸和田土木事務所長（以下「甲」

という。）と水防管理者である岬町長（以下「乙」

という。）との間に次の事項を協定する。 

 

協 定 事 項 

 

１．門扉の日常管理については、乙が行う。 

２．（1）高潮時等の門扉の操作は、乙の定める

水防計画及び操作要領により乙が行うも

のとする。 

（2）乙は、門扉を開閉したときは、すみや

かにその旨を甲に報告するものとする。 

３．甲は、門扉の機能維持を目的として毎年計

画に基づき点検整備を行うこととし、その際、

乙の立会、操作を求めるものとする。 

４．門扉に異常を認めたときは、甲は直ちに修

理を行う。 

ただし、門扉の操作によって生じた損傷であ

って、乙の責任に帰する場合は乙が修理する。 

５．門扉の工事施工については、あらかじめ甲

乙協議するものとする。 

ただし、緊急時等あらかじめ協議すること

が出来ないときは、この限りでない。 

６．この協定は、門扉が廃止されるまでの間有

効とし、この協定期間中に門扉の廃止、また

は新設があった場合は、甲は直ちに乙に通知

し、新設門扉はこの協定の各条項を適用する

ものとする。 

７．この協定書に定めのない事項及び協定書に

疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるも

のとする。 

この協定を証するため、本書2通作成し、甲

乙記名押印の上、各1通を保有する。 

平成２２年３月２４日 

甲  大阪府岸和田土木事務所長 

野 村 勝 博 

乙  岬 町 長  田 代  堯 

 

 

 

（別紙） 
施設 

名称 

河川名 場  所 数量 形式 開閉操

作方法 

HL-1 東川(左岸) 

泉南郡岬町 

多奈川谷川 

落合橋 

橋詰 １ 片開式 手動 

HL-2 東川(左岸) 

泉南郡岬町 

多奈川谷川 

落合橋 

橋詰 １ 引き戸式 手動 

HR-1 東川(右岸) 

泉南郡岬町 

多奈川谷川 

落合橋 

橋詰 １ 引き戸式 手動 

BL-1 番川(左岸) 

泉南郡岬町 

淡輪 

古田橋 

橋詰 １ 引き戸式 手動 

BR-2 番川(右岸) 

泉南郡岬町 

淡輪 

古田橋 

橋詰 １ 引き戸式 手動 

合計   ５   

 

 



 - ③-132 - 

86）滝畑ダム操作規程 

 

第１章 総  則 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、滝畑ダム（以下「ダム」

という。）の操作の方法のほか、ダム及び滝畑

貯水池（以下、「貯水池」という。）の管理に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ ダム及び貯水池の管理は、昭和56年６月22

日締結した「滝畑ダム管理に関する協定書」

第４条の規定により大阪府知事が行うものと

する。 

３ ダム及び貯水池の管理は、この規程による

ほか「滝畑ダムから取水する河内長野市水道

取水規程」及び「滝畑ダムから取水する富田

林市水道取水規程」により行うものとする。 

 

（管理主任技術者） 

第２条 ダムに、河川法（昭和39年法律第167

号、以下「法」という。）第50条第１項に規定

する管理主任技術者１人を置く。 

２ 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指

揮監督して、法及びこれに基づく命令並びこ

の規程の定めるところにより、ダム及び貯水

池の管理に関する事務を誠実に行わなければ

ならない。 

 

（ダム及び貯水池の諸元等） 

第３条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類

するダム及び施設等の管理上参考となるべき

事項は、次のとおりとする。 

（１）ダム 

イ 堤 高   62.0ｍ 

ロ 堤頂長   120.5ｍ 

ハ 堤頂標高  EL 274.00ｍ 

二 越流頂標高 EL 269.80ｍ（常時 EL 262.40

ｍ） 

ホ 洪水吐放流管 

規模及び数  

放流管          1,700ｍ/ｍ 角管

１条 

放流管ゲート        高さ1.7ｍ 幅1.7

ｍのもの１門 

放流管ゲートの開閉の速さ １分につき 0.1

ｍ 

へ 放流管バルブ 

（イ）規模及び数 

利水バルブ   内径0.8ｍのもの１門、内径

0.4ｍのもの１門  

維持用水バルブ 内径0.4ｍのもの１門 

（ロ）開閉に係る開度変化率 

利水バルブ   １分につき38％以下 

維持用水バルブ １分につき35％以下 

ト 設計洪水流量  600ｍ3／s 

（２）貯水池 

イ 直接集水区域の面積 22.9㎞2 

ロ 湛水区域の面積   52.3ha 

ハ 最大背水距離    2.4㎞ 

二 設計洪水位     EL 272.80ｍ（水位計

による表示 272.80ｍ） 

ホ 常時満水位     EL 262.40ｍ（水位計

による表示 262.40ｍ） 

へ 満水位       EL 269.80ｍ（水位計

による表示 269.80ｍ） 

ト 最低水位      EL 245.00ｍ（水位計

による表示 245.00ｍ） 

チ 総貯水量      9,340,000ｍ3 

リ 有効貯水容量    4,613,000ｍ3 

（３）最大使用水量 

イ かんがい用水 

しろかき期最大放流量   1.212ｍ3／s 

一般かんがい期最大放流量 1.101ｍ3／s 

かんがい期間総放流量   2,784,000ｍ3 

ロ 上水道用水        12,780,000ｍ

3／年 

１日最大取水量      43,750ｍ3 

（４）かんがい期間  毎年６月10日から９月

20日まで 

（５）洪水期間    毎年６月1日から９月30

日まで 

 

（洪水及び洪水時） 

第４条 この規程において「洪水」とは、貯水

池への流入量（以下「流入量」という）が23

ｍ3／s以上であることをいい、「洪水時」とは

洪水が発生しているときをいう。 

 

（洪水警戒時） 

第５条 この規程において「洪水警戒時」とは、

ダムに係る直接集水区域の全部又は一部を含

む区域を対象として暴風雨警報又は大雨警報、

或いは洪水警報が発令され、その他貯水池へ

の流入量が14ｍ3／sに達するおそれがあると

認められた時から洪水時に至るまで又は、洪

水時に至ることがなく、これらの警報が解除

され、又は、切り替えられ、その他洪水の発
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生するおそれが少ないと認められるまでの間

で、洪水時を除く間をいう。 

 

（予備警戒時） 

第６条 この規程において「予備警戒時」とは、

第５条の区域を対象として、大雨注意報或い

は洪水注意報が発令され、かつ早期注意情報

[中][高]が発令され、その他洪水が発生する

おそれがあると認められるに至った時から、

洪水警戒時に至るまで又は、洪水警戒時に至

ることなく、これらの注意報が解除され若し

くは切り替えられ、その他洪水が発生するお

それがないと認められるに至るまでの間をい

う。 

 

（貯水位の算定方法） 

第７条 貯水池の水位（以下「貯水位」という）

は、ダム上流面に設置した水位計の読みに基

づいて算定するものとする。 

 

（流入量の算定方法） 

第８条 流入量は、これを算定すべき時を含む

一定の時間における貯水池の貯水量の増分と

当該一定の時間における貯水池からの延放流

量との合算量を当該一定の時間で除して算定

するものとする。 

２ 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間

が始まるとき及びこれが終わるときにおける

貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を

別図第１により求め、これらを差引計算して

算定するものとする。 

 

 

第２章 ダム等の管理の原則 

 

第1節 流水の貯留および放流の方法 

 

（流水の貯留の最高限度） 

第９条  貯留池における流水の貯留は、第４条

に規定する状態によって貯水池に流水を貯留

する場合を除くほか、常時満水位をこえては

ならない。 

（ダムから放流することが出来る場合）  

第10条 ダムによって貯留された流水は、次の

各号の一に該当する場合に限り放流すること

が出来るものとする。 

（１）貯水位が常時満水位を越えるとき 

（２）下流における他の河川の使用のため、必

要な河川の流量を確保する必要があるとき 

（３）ダム、その他貯水池内の施設又は、工作

物の点検又は整備のため必要があるとき 

（４）その他やむを得ない必要があるとき 

 

（放流の原則）  

第11条 貯水池からの放流は第４条に規定によ

ってする場合を除くほか、下流の水位の急激

な変動を生じないよう努めるものとする。 

 

（ゲート及びバルブの操作の方法等） 

第12条 ダムの洪水吐に設置された放流管ゲー

トは、全開状態を保つものとし、洪水調節の

ための操作を行ってはならない 

２ 放流管ゲート及びダムの放流管バルブは、

第10条の規定により放流する場合又は、ダム

の洪水吐若しくは放流管の点検若しくは整備

のため必要がある場合を除いて開閉してはな

らない。 

 

第２節 放流の際にとるべき措置等 

 

（放流の際の関係機関に対する通知） 

第13条 法第48条の規程による通知は、ダムの

洪水吐又は放流管からの放流の開始のすくな

とも１時間前に別表第１(イ)欄に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

２ 前項の通知をするときは、近畿地方整備局

長（以下「局長」という）に対しても、別表

第１(ロ)欄に定めるところにより、河川法施

行令（昭和40年政令第14号、以下「令」とい

う。）第31条に規定する当該通知において示す

べき事項と同一の事項を通知しなければなら

ない。 

 

（放流の際の一般に周知させるための措置） 

第14条 法第48条の一般に周知させるため必要

な措置は、ダム地点から天見川合流地点まで

の石川の区間についてとるものとする。 

２ 令第31条の規程による警告は、別表第２

(イ)に掲げる警報局及び警報者のサイレン或

いは拡声器により、それぞれ次に掲げる時間

に行うものとする。 

（１）ダム地点警報局のサイレンによる警告は、

貯水位が標高263.00ｍ附近にあって、流入量

が14ｍ3／s以上となり、かつ10分間の流入増

加量が７ｍ3／sを上まわったとき、又は洪水

時貯水位が標高268.80ｍに達したとき約１分
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20秒間行うものとする。 

（２）ダム地点以外の警報局に設置されたサイ

レンによる警告は、ダム地点警報局の警報が

終了したのち、順次上流から下流へ、それぞ

れ約１分20秒間行うものとする。 

（３）警報車のサイレンによる警告にあっては、

前項の区間に含まれる各地点について、ダム

放流により当該地点における石川の水位の上

昇が開始されると認められるときの約10分前

に行うものとする。 

（４）前２号に掲げるサイレンによる警告の方

法は、別表第２(ロ)によるものし、サイレン

の補助として拡声器によって警告を行なう場

合にあっては、別表第２(ハ)の例によるもの

とする。 

 

（ダムの操作に関する記録の作成） 

第15条 放流管のゲート又はバルブを操作した

場合においては、次の各号に掲げる事項（そ

の開閉がダム放流を伴わなかったときは、第

１号および第２号に掲げる事項）を記録して

おかなければならない。 

（１）操作の理由 

（２）開閉したゲート又はバルブの名称、その

１回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時

刻並びにこれを終えた時におけるその開度 

（３）ゲート又はバルブの１回の開閉を始めた

時及びこれを終えた時における貯水位、流入

量、放流量又は取水量 

（４）ゲート又はバルブの操作の有無にかかわ

らず、洪水吐又は放流管から放流が行われた

場合は、毎時の貯水位、流入量、放流量 

（５）法第48条の規定による通知（第13条第２

項の規定による通知を含む）及び令第31条の

規定による警告の実施状況 

 

（観測及び測定等）  

第16条 法45条の規定による測定は、別表第３

に定めるところにより行うものとする。 

２ 前条の規定により、測定すべき事項のほか、

別表第４に掲げる事項については、同表に定

めるところにより観測又は測定をしなければ

ならない。 

３ 前項のほか、次条後段の規定に該当すると

き、その他ダム又は貯水池について異常かつ

重大な状態が発生していると疑われる事情が

あるときは、すみやかに別表第３に掲げる事

項のうちダムの状況に関するものの測定をし

なければならない。 

４ 観測及び調査の結果は、記録しておかなけ

ればならない。 

 

（点検及び整備等） 

第17条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上

必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び

時宜によりその点検及び整備を行うことによ

り、常時良好な状態に維持しなければならな

い。特に洪水又は暴風雨、地震、その他これ

に類する異常な現象でその影響が、ダム又は

貯水池に及ぶものが発生したときは、その発

生後すみやかにダム及び貯水池の点検（貯水

池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに

係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との

関係の検討を含む）を行い、ダム又は貯水池

に関する異常な状態が早期に発見されるよう

にしなければならない。 

 

（報告義務） 

第18条 第16条第１項の規定による測定の結果

は、年ごとにその報告を取りまとめて、翌年

の１月31日までに、これを局長及び河川管理

者に報告しなければならない。 

２ ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状

態が発見されたときは、直ちに局長に別表第

１(ロ)欄の例により、その旨を報告しなけれ

ばならない。 

 

 

第３章 洪水に対する措置に関する特則 

 

（予備警戒時における措置） 

第19条 予備警戒時においては、次の各号に掲

げる措置をとらなくてはならない。 

（１）洪水時において、ダム及び貯水池を適切

に管理することが出来る要員を確保すること。 

（２）ダムを操作するために必要な機械及び器

具（受電及び受電した電気の使用のための電

気設備並びに予備電源設備を含む）法第45条

の観測施設、法46条第２号の通報施設、令第

31条の規定により警告するためのサイレン及

び警報車、夜間に外で洪水時における作業を

行うため必要な照明設備その他洪水時におけ

るダム及び貯水池の管理のため必要な機械、

器具及び資材の点検及び整備を行うこと。 

（３）気象官署が行う気象の観測の結果を的確

かつ迅速に収集すること。 
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（４）別表第１(イ)欄に掲げる関係機関に対し、

同表に定めるところにより通報を行うこと。 

（５）河川法施行規則（昭和40年建設省令第７

号）第27条の規定の例により、ダムの操作に

関する記録を作成すること。 

（６）その他ダム及び貯水池の管理上必要な措

置 

 

（洪水警戒時における措置） 

第20条 洪水警戒時においては、前条第１号か

ら第５号までに掲げる措置のほか、次の各号

に掲げる措置をとらなければならない。 

（１）最大流入量その他流入量の時間的変化を

予測すること。 

（２）洪水警戒時に至ったときにおける貯水位

が常時満水位を下まわっているときは、前項

の予測から流水が放流管から放流される時

を予測すること。 

 

（洪水時における措置） 

第21条 洪水時においては、第19条第３号、第

４号及び第５号並びに前条第１号に掲げる

措置をとらなければならない。 

（１）洪水時に至った時における貯水位が常時

満水位を下まわっているときは、流水が放流

管から放流される時を予測すること 

（２）洪水時に至った時における貯水位が常時

満水位を上まわっているときは、流水が洪水

吐から放流される時を予測すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 雑 則 

 

（その他） 

第22条 大阪府知事は、この規程を施行するた

め、又はその他必要のある場合は、ダムの操

作や管理に関する実施要領を定めることが

出来るものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月９日から施行する。 

  

 

別表第１(第14条、第19条第２項、第20条第４

号) 

 
通 知 の 相 手 方 

通知の 
方  法 

摘
要 名 称 

担当機関の 
名       称 

(ｲ) 

大 阪 府 
知 事 

環境農林水産
部 
農政室 

専用無
線電話 
又は 

加入電
話 

 

都市整備部 
河川室 
南河内農と緑
の 
総合事務所 
富田林 
土木事務所 

河内長野
市 長 

建設部 
交通防災課 

加入電
話 

大  阪  府 
河内長野
警  察  署 

警  備  課 
加入電
話 

(ﾛ) 

国土交通
省近畿地

方 
整備局長 

大和川 
河川事務所 

加入電
話 
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87）狭山ダム操作規則（案） 

 

第１章 総   則 

 

（通 則） 

第１条 狭山ダム（以下「ダム」という。）の操

作については、この規則の定めるところによる。 

（ダムの用途） 

第２条 ダムは、洪水調節及び既得用水の補給

をその用途とする。 

 

第２章 貯水池の水位等 

 

（洪 水） 

第３条 洪水は、流水の貯水池への流入量（以

下「流入量」という。）が毎秒36立方メート

ル以上である場合における当該流水とする。 

（水 位） 

第４条 貯水池の水位は、第1取水塔に設置さ

れた水位計の測定結果によるものとする。 

（常時満水位） 

第５条 貯水池の常時満水位は、標高79.2メー

トルとする。 

（サーチャージ水位） 

第６条 貯水池のサーチャージ水位は、標高

82.0メートルとする。 

 

第３章 貯水池の用途別利用 

 

（洪水調節等のための利用） 

第７条 洪水調節及び洪水と達しない流水の

調節は、標高79.2メートルから標高82.0メー

トルまでの容量1,000,000立方メートルを利

用して行うものとする。 

（既得用水の補給のための利用） 

第８条 既得用水の補給は、標高71.7メートル

から標高79.2メートルまでの容量1,800,000

立方メートルを利用して行うものとする。 

 

第４章 洪水調節等 

 

（洪水警戒体制） 

第９条 大阪府富田林土木事務所長（以下「所

長」という。）は、大阪管区気象台からダム

流域において降雨に関する警報が発令され

たときは、洪水警戒体制を執らなければなら

ない。 

２．所長は、前項に掲げる場合のほか、狭山ダ

ム操作細則（以下「細則」という。）に定める

場合には、洪水警戒体制をとることができる。 

（洪水警戒体制時における措置） 

第10条 所長は、前条の規定により洪水警戒体

制を執ったときは、直ちに次に掲げる措置を

執らなければなちない。 

一、細則で定める関係機関との連絡、気象及

び水象に関する観測並びに情報の収集を

密にすること。 

二、予備電源設備の試運転そのほか洪水調節

を行うに開し必要な措置 

（洪水調節等） 

第11条 洪水調節及び洪水に達しない流水の

調節は、水位が常時満水位を超える場合には、

常用洪水吐きからの自然放流により行うも

のとする。 

（洪水調節等の後における水位の低下） 

第12条 前条の規定により洪水調節及び洪水

に達しない流水の調節を行った後において

は、常用洪水吐きからの自然放流により、水

位を常時満水位に低下させるものとする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第13条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要

がなくなったと認める場合には、これを解除

しなければならない。 

 

第５章 貯留された流水の放流 

 

（貯留された流水の放流を行うことができる場合） 

第14条 所長は、この規則に特別の定めがある

場合のほか、次の各号の一に該当する場合に

ダムによって貯留された流水の放流を行う

ことができる。 

－、第20条の規定により、ダム本体等の点検

又は整備を行うため特に必要があるとき。 

二、前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ない理由がある場合で細則で定めるとき。 

２．前項各号の一に該当する場合の放流量の限

度は、毎秒2.923立方メートルとする。 

（放流量） 

第15条 ダムから放流を行う場合の放流量は、

この規則に特別の定めがある場合にあって

は、当該規定に定める流量、そのほかの場合

にあっては流入量に相当する量を超えては

ならない。 

（放流の原則） 

第16条 所長は、放流管から放流を行う場合に

は、放流により下流に急激な水位の変動を生
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じないよう努めるものとする。 

（既得用水の補給のための放流） 

第17条 所長は、既得用水の補給のための必要

があると認める場合には、ダムから必要な流

水の放流を行わなければならない。 

（放流に関する通知等） 

第18条 所長は、ダムから放流を行うことによ

り流水の状況に著しい変化を生ずると認め

る場合において、これによって生ずる危害を

防止するため必要があると認めるときは、細

則で定めるところにより、関係機関に通知す

るとともに、一般に周知させるため必要な措

置を執らなければならない。 

（ゲートの操作） 

第19条 放流管から放流を行う場合のゲート

の操作については、細則で定める。 

 

第６章 計測、点検及び整備等 

 

（計測、点検及び整備） 

第20条 所長は、ダム本体、貯水池、ダムに係

る施設等を常に良好に保つため必要な計測、

点検及び整備を行わなければならない。 

２．所長は、前項の規定による計測、点検及び

整備を行うため、細則で定めるところにより、

基準を定めなければならない。 

（観 測） 

第21条 所長は、ダムを操作するため必要な気

象及び水象の観測を行わなければならない。 

２． 所長は、前項の規定による観測を行うため、

細則で定めるところにより、基準を定めなけ

ればならない。 

（記 録） 

第22条 所長は、ゲートを操作し、第20条の第

１項の規定による計測、点検及び整備を行い、

又は前条第１項の規定による観測を行った

ときは、細則で定める事項を記録しておかな

ければならない。 

 

第７章 雑  則 

 

（細 則） 

第23条 この規則に定めるもののほか、この規

則の実施のため必要な手続そのほかの細則

は、大阪府知事が定める。 

附 則 

この訓令は、平成 年 月 日から適用する。 

 

 

88）狭山ダム操作細則（案） 

 

（通 則） 

第１条 狭山ダム（以下「ダム」という。）の

操作については、狭山ダム操作規則（以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この細

則に定めるところによる。 

（流入量） 

第２条 規則第３条に規定する流入量は、ダム

貯水位の上昇又は低下の割合から次式によ

り、算出するものとする。 

Ｑ１＝△Ｖ／△Ｔ＋Ｑ２／△Ｔ 

ただし、 

Ｑ１  ：流入量（㎥／ｓ） 

△Ｔ：単位時間（S） 

△Ｖ：△Ｔ時間の貯留量の増減量（㎥） 

Ｑ２  ：△Ｔ時間内の積算全放流量（㎥） 

（洪水警戒体制） 

第３条 規則第９条に規定する場合とは、次の

各号の一に該当する場合とする。 

一、流入量が毎秒36立方メートルを越えると

予想されるとき。 

二、そのほか、大阪府富田林土木事務所長（以

下「所長」という。）が必要とするとき。 

２．所長は、規則第９条の規定により洪水警戒

体制を執った場合における職員の呼集、作業

分担、配置そのほか必要な事項をあらかじめ

定めておかなければならない。 

（関係機関） 

第４条 規則第10条第１号に規定する関係機

関は、別表第一に掲げる関係機関とする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第５条 規則第13条に規定する洪水警戒体制

を解除する場合とは、流入量が毎秒18立方メ

ートル以下に減少し、気象、水象状況からも

洪水警戒体制を維持する必要がなくなった

場合とする。 

２．洪水警戒体制を解除したときは、別表第一

に掲げる各関係機関に連絡するものとする。 

（貯留された流水の放流を行うことができる場合） 

第６条 規則第14条第１項第二号に規定する場

合とは、次の各号の一に該当するときとする。 

一、洪水調節後の貯水池のすみやかな水位低

下の必要があるとき。 

二、そのほか特に必要があるとき。 

（放流の原則） 
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第７条 所長は、規則第16条に規定する放流管

からの放流方法は、次に定めるところによら

なければならない。 

放流直前における 

ダムからの放流量 

10分間における 

放流量の増加割合 

0.360㎥／ｓ未満 0.360㎥／ｓ以下 

0.360㎥／ｓ以上 

1.136㎥／ｓ未満 
0.776㎥／ｓ以下 

1.136㎥／ｓ以上 

2.216㎥／ｓ未満 
1.080㎥／ｓ以下 

2.216㎥／ｓ以上 

2.923㎥／ｓ未満 
1.340㎥／ｓ以下 

２． 所長は、気象、水象そのほかの状況により、

特に必要があると認める場合には、前項の規

定によらないことができる。 

（放流に関する通知等を行う場合） 

第８条 規則第18条の規定による放流に関す

る通知等は、次の各号のいずれかに該当する

場合に行うものとする。 

一、水位が非常用洪水吐きを越えると予想さ

れるとき。 

二、水位が非常用洪水吐きを超えるとき。 

三、第７条第２項の規定により放流を行い、

下流に急激な水位の上昇が生じると予想

されるとき。 

（放流に関する通知等を行う範囲） 

第９条 規則第18条に規定する関係機関とは、

別表第一に掲げる関係機関とし、所長はダム

地点より改進橋地点までの必要な区間に警

報を行わなければならない。 

（放流に関する通知等を行うとき） 

第10条 所長は、第８条の各号に該当する場合

において、放流に関する通知等を行うときは、

次の各号の定める時刻に実施しなければな

らない。 

一、関係機関への通知は、第８条の一号及び

三号に該当する約１時間前に行わなけれ

ばならない。ただし、第８条の一号に該当

する場合のみ、加えて約３時間前に通知を

行うものとする。また、第８条の二号に該

当する場合は、速やかに通知を行わなけれ

ばならない。 

二、警報局による警報は、第８条の一号に該

当する約１時間前に、二号に該当する約30

分前に行わなければならない。 

三、警報車による警報は、第8条の一号に該

当する約１時間前から、三号に該当する約

30分前から行わなければならない。ただし、

気象、水象、その他の理由によっては、こ

の限りではない。 

（警報局による警報の方法） 

第11条 所長は、次に定める方法により、警報

局のサイレンを吹鳴させるものとする。また、

必要と認める場合には、放送による警報を行

うことができる。 

（50秒）（10秒）（50秒）（10秒）（50秒） 

  吹鳴  休み  吹鳴  休み  吹鳴 

 

２分50秒 

（警報車による警報の方法） 

第12条 所長は、警報車による警報を行う場合

は警報車に設置したサイレン及びスピーカ

ーにより河川の水位の上昇見込みを一般に

周知させるものとする。 

２．所長は、警報車による警報ルートをあらか

じめ定めておかなければならない。 

（放流管及びゲート等の名称） 

第13条 放流管及びゲートの名称は次のとお

りとする。 

一、緊急放流設備の貯水池側にあるスライドゲ

ートを「緊急放流設備取水ゲート」という。 

二、緊急放流設備で直径800ミリメートルの

放流管を「緊急放流設備放流管」という。 

三、緊急放流設備放流管の下流端にあるジェ

ットフローゲートを「緊急放流設備放流主

ゲート」という。 

四、緊急放流設備放流管の緊急放流設備放流

主ゲートの直上流にあるスルースバルブ

を「緊急放流設備放流副ゲート」という。 

五、第１取水設備取水塔内にあるスライドゲ

ートを「第１取水設備選択取水ゲート」と

いい、上部にあるものから順に「No.１取

水ゲート」「No.２取水ゲート」「No.３取水

ゲート」という。 

六、第１取水設備で直径800ミリメートルの

放流管を「第１取水設備放流管」という。 

七、第１取水設備放流管の下流端にあるジェ

ットフローゲートを「第１取水設備放流主

ゲート」という。 

八、第１取水設備放流管の第１取水設備放流

主ゲートの直上流にあるスライドバルブ

を「第１取水設備放流副ゲート」という。 

九、緊急放流設備の建屋内にある仕切弁を

「第２取水設備放流副バルブ」という。 

十、第２取水設備で直径600ミリメートルの
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放流管を「第２取水設備放流管」という。 

十一、第２取水設備放流管の下流端にある仕

切弁を「第２取水設備逆流防止バルブ」と

いう。 

十二、第２取水設備放流管の第２取水設備逆

流防止バルブの直上流にある仕切弁を「第

２取水設備放流主バルブ」という。 

（緊急放流設備取水ゲートの操作） 

第14条 緊急放流設備取水ゲートは、次の各号

に掲げる場合を除き常に閉鎖しておくもの

とする。 

一、規則第20条の規定によりゲート等の点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

二、規則第17条の規定により既得用水の補給

のための放流を行うとき。 

三、前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（緊急放流設備放流主ゲートの操作） 

第15条 緊急放流設備放流主ゲートは、次の各

号に掲げる場合を除き常に閉鎖しておくも

のとする。 

－、規則第20条の規定によりゲート等の点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

二、前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（緊急放流設備放流副ゲートの操作） 

第16条 緊急放流設備放流副ゲートは、次の各

号に掲げる場合を除き常に全開しておくも

のとする。 

一、緊急放流設備放流主ゲート等の点検又は

整備を行うため必要があるとき。 

二、前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（第1取水設備選択取水ゲートの操作） 

第17条 第１取水設備選択取水ゲートは、次の

各号に掲げる場合を除き常に閉鎖しておく

ものとする。 

一、規則第17条の規定により既得用水の補給

のための放流を行うとき。 

二、規則第20条の規定によりゲート等の点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

三、前各号に掲げる場合のほか、特にやむを

得ないとき。 

2．第１取水設備の取水ゲートは、水面下第１

番目より上部にあるゲートは全開するもの

とし、水面下第２番目より下部にあるゲート

は全閉するものとし、半開状態においてはな

らない。ただし、水面下第１番目の取水口の

中心と水面との距離が50センチメートル以

下になった場合には、水面下２番目の取水ゲ

ートを全開するものとする。 

（第２取水設備放流副パルプの操作） 

第18条 第２取水設備放流副バルブは、次の各

号に掲げる場合を除き全開しておくものと

する。 

一、第２取水設備放流主バルブの点検又は整

備を行う必要があるとき。 

二、前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（第１取水設備放流主ゲート及び 

第２取水設備放流主バルブの操作） 

第19条 第1取水設備放流主ゲート及び第2取

水設備放流主バルブは、次の各号に掲げる場

合を除き常に全閉しておくものとする。 

一、規則第17条の規定により既得用水の補給

のための放流を行うとき。 

二、規則第20条の規定によりゲート等の点検

及び整備を行うため必要があるとき。 

三、前各号に掲げる場合のほか、特にやむを

得ないとき。 

（第１取水設備放流副ゲー卜及び 

第２取水設備逆流防止バルブの操作） 

第20条 第１取水設備放流副ゲート及び第２

取水設備逆流防止バルブは、次の各号に掲げ

る場合を除き常に全開しておくものとする。 

一、第１取水設備放流主ゲート及び第２取水

設備放流主バルブの点検又は整備を行う

ため必要があるとき。 

二、前号に掲げる場合のほか、特にやむを得

ないとき。 

（計測、点検及び整備） 

第21条 規則第20条に規定する計測は、別表第

二に掲げる事項について行うものとする。 

２．規則第20条第１項に規定する点検及び整備

は、次に掲げる施設について行うものとする。 

一、ダム本体及び貯水池。 

二、ゲート等。 

三、ゲートを操作するために必要な機械及び

器具。 

四、警報、通信連絡、観測のためた必要な設備。 

五、監視及び湖内作業のために必要な船舶。 

六、警報のために必要な車両。 

七、前各号に掲げるものの操作のために必要

な資材。 

八、そのほかダム管理上必要な施設等。 

３．所長は、前項の点検及び整備を行うために
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必要な基準を定めなければならない。 

（観 測） 

第22条 規則第21条第１項に規定する観測は、

別表第三に掲げる事項について行うものと

する。 

２．所長は、前項を行うために必要な基準を定

めなければならない。 

（記 録） 

第23条 規則第22条に規定する記録は、次の各

号に掲げる事項について行うものとする。 

一、ゲート等の操作。 

二、第21条の規定による計測、点検及び整備

結果。 

三、前条の規定による観測結果。 

四、ダム及びダムの関連施設、貯水池及び貯

水池の上下流の被害の状況並びに河床の

変動の状況。 

五、放流に伴う警報及び連絡に関すること。 

六、そのほか、特記すべき事項。 

（報告事項） 

第24条 所長は、次の各号に掲げる場合におい

ては、すみやかにその状況を知事に報告しな

ければならない。 

一、規則第9祭の規定により洪水警戒体制を

執ったとき及び規則第13条の規定により

洪水警戒体制を解除したとき。 

二、ダム本体、付属施設、貯水池及び貯水池

の上下流に異常を認めたとき。 

三、当該地域について発表された震度階が4

に達し、臨時点検を行ったとき。 

（ダム管理月報及びダム管理年報の作成） 

第25条 所長は、ダム管理月報及びダム管理年

報を作成しなければならない。 

（雑 則） 

第26条 所長は、規則及びこの細則に定めるも

ののほか、この細則実施のため必要な手続き

そのほかの基準を定めることができる。 

 

 

附 則 

この細則は、平成 年 月 日から施行する。 

 

別表第一（第４条、第５条及び９条関係） 

通  報  先 

近畿地方整備局 

大和川河川事務所 占用調整課 

大阪府都市整備部河川室 

大阪府水防本部 

大阪府政策企画部危機管理室 

大阪府鳳土木事務所 

堺市危機管理室防災課 

堺市建設局土木部土木監理課 

堺市産業局農政部農業土木課 

松原市市長公室危機管理課 

羽曳野市市長公室危機管理室災害

対策課 

大阪狭山市危機管理室 

藤井寺市危機管理室 

八尾市危機管理課 

大阪市危機管理室 

狭山池土地改良区 

黒山警察署 

北堺警察署 

松原警察署 

羽曳野警察署 

堺市消防局 

堺市消防局 大阪狭山消防署 

松原市消防本部 

柏原・羽曳野・藤井寺市消防組合

消防本部 

八尾市消防本部 

大阪市消防本部 

 

 

別表第二（第21条第１項） 

計測及び 

点検項目 

実 施 回 数 

備 考 試験湛水 

終了後 

３年間 

試験湛水 

終了後 

３年経過後 

漏水量 

 

 

変位量(表面変位) 

変位量(内部変位) 

間隙水圧 

湿潤線 

地震時の挙動 

貯水池の水質 

貯水池周辺の状況 

１回／１週 

 

 

１回／１月 

同 上 

１回／１週 

１回／１月 

必要時 

同 上 

１回／１月 

１回／１月 

 

 

１回／３月 

同 上 

１回／１月 

１回／３月 

必要時 

同 上 

１回／１月 

排水ピット、

ドレーン管、

三角堰 

標点 

層別沈下計 

間隙水圧計 

水位観測孔 

地震計 

水質観測基準 

巡視 
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別表第三（第22条第１項） 

事 項 項 目 事 項 項 目 

気  象 天 気 

気 圧 

温 度 

湿 度 

風 向 

風 速 

降 水 量 

水 象 等 水 位 

流 入 量 

放 流 量 

 

 

89）狭山池ダム事前放流実施要領 

 

（通則） 

第1条 狭山池ダムにおける事前放流の実施に

ついては、操作規則・細則に定めるほか、こ

の要領に定めるところによる。 

 

（事前放流の基本） 

第2条 次に掲げる(1)もしくは(2)に該当し、

かつ(3)(4)の条件に該当する場合、全放流量   

2.5m3/sを上限として、事前放流を実施する

ものとする。 

(1) ダム上流域の予測降雨量が基準降雨量

である242.3mm/24時間以上であるとき 

 (2) 気象庁の発表する台風の進路予測（予

報円）が大阪府域にかかるとき 

 (3) 狭山池ダムの貯水位が、標高77.8メー

トル以上のとき 

 (4) 西除川野田地点及び布忍橋地点の水位

が水防団待機水位未満のとき 

 2 第5条第2項及び第5条第3項の規定により

事前放流を中止した後、第1項の条件に該当

する場合も、事前放流を実施するものとする。 

 

（目標水位） 

第3条 事前放流を行う場合は、標高77.8メー

トルの水位を限度水位※として、事前放流を

実施するものとする。 

 ※洪水調節可能容量に対応した水位下限値 

 

（関係機関への通知） 

第4条 事前放流を行う場合は、別表に定める

関係機関に通知する。 

 

（完了、中止） 

第5条 事前放流を行っている場合において、

洪水調節可能容量が確保された状態（ダムの

貯水位が標高77.8メートル）になった場合は、

事前放流操作を完了する。 

 2 西除川野田地点もしくは布忍橋地点の水

位が水防団待機水位以上になった場合は、事

前放流操作を中止する。 

 3 事前放流を行っている場合において、予測

降雨量が当初の予測降雨量から変化し、その

結果として事前放流の実施判断条件に該当

しなくなった場合には、事前放流操作を中止

する。 

 4 上記にかかわらず、事前放流を行っている

場合において、気象・水象その他の状況によ

り、事前放流操作を中止する必要が生じた場

合、または、事前放流を継続する必要が、な

くなったと認める場合には、その後の流水を

貯留して水位が上昇するよう努めるものと

する。 

 

（附則） 

 この要領は、令和3年12月9日から施行する。 

この要領は、令和5年4月1日から施行する。 

 

別表 

国土交通省 近畿地方整備局 大

和川河川事務所 占用調整課  

大阪府都市整備部河川室 

大阪府水防本部 

大阪府政策企画部危機管理室 

大阪府鳳土木事務所 

大阪狭山市役所危機管理室 

堺市危機管理室防災課、建設局土木

部土木管理課、農政部農業土木課 

松原市市長公室危機管理課 

羽曳野市市長公室危機管理室災害

対策課 

藤井寺市危機管理室 

大阪市危機管理室 

八尾市危機管理課 

黒山警察署 
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北堺警察署 

松原警察署 

羽曳野警察署 

堺市消防局 

堺市消防局 大阪狭山消防署 

松原市消防本部 

柏原・羽曳野・藤井寺消防組合消防

本部 

大阪市消防局 

八尾市消防本部 

狭山池土地改良区 

南余部水利組合 

大饗水利組合 

太井水利組合 

小寺水利組合 

八下水利組合 

野遠水利組合 

河合水利組合 

高見の里水利組合 
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90）地震・台風災害時等における河川・海岸・

港湾施設の応急対策業務に関する協定 

 

大阪府都市整備部長(以下「甲」という。)と社団

法人浚渫業協会会長(以下「乙」という。)は、地震・

台風等の災害により、大阪府が管理する河川・海岸・

港湾施設が被害を受けた場合などにおいて、これら

の応急対策業務が乙の協力により速やかに実施でき

るよう、次のとおり協定を締結する。 

(協定対象業務の内容) 

第1条 この協定の対象とする業務(以下「協定業務」

という。)の内容は、次のとおりとする。   

(１) 河川・海岸・港湾施設等被害に対する応急対

策作業 

(２) 航路・泊地等の障害物除去作業 

(３) 乙が保有する船舶等を使った緊急物資輸送業

務 

(４) 災害発生直後における河川・海岸・港湾施設

等の、可能な範囲での自主的な点検・報告 

(５) 甲が実施する災害対応訓練への参加等、日常

からの自主的な緊急体制 の確保と充実 

(６) その他甲が必要と認める応急対策業務 

(甲の責務) 

第２条 甲は、本協定締結後、本協定の趣旨を甲の

管轄する港湾局、土木事務所、・治水事務所(以下「所

属」という。)の長(以下「所属長」という。) 周知

させるものとする。 

２ 甲は、所属の連絡体制を乙に報告するものとす

る。なお、変更が生じた場合には速やかに乙に報告

するものとする。 

(乙の責務)  

第３条 乙は、本協定締結後、本協定の趣旨を乙の

加盟会員(以下「協定会員」という。)に周知させる

ものとする。 

２ 乙は、協定会員名及び初動時の連絡先を甲に報

告するものとする。なお、変更が生じた場合には、

速やかに甲に報告するものとする。 

(協定業務の要請) 

第４条 甲は、乙が自主的に行う業務の他に、 協定

業務の必要が生じた場合、乙に対して文書で次に掲

げる事項を明らかにして、 協定業務に関する要請を

行うこととする 。 ただし、緊急を要する場合には

口頭で要請することとし、甲は後日速やかに乙に文

書を提出するものとする。 

(１)災害の状況及び協定業務内容 

(２)必要とする日時、場所及び期問 

(３)当該協定業務を管轄する所属長 

(４)その他必要な事項 

(協定業務の実施) 

第５条 乙は、甲の要請に基づき、直ちに協定業務

の実施体制等を組織し、協定業務を実施する協定会

員 (以下 「実施会員」という。)を甲に報告するも

のとする。 

２ 実施会員は、速やかに所属長と協議の上、協定

業務を実施するものとする。 

(協定業務の報告) 

第６条 実施会員は、協定業務が完了したときは、速

やかに作業内容等を文書により所属長に報告するも

のとする。 

(協定業務の契約) 

第７条 甲の要請により実施会員が協定業務を実施

した場合、所属長は速やかに協定業務の内容を精査

し、 建設工事請負契約書によ り 実施会員 と 契約

を締結するものとする。 

２ 前項の請負金順の額は、大阪府の予定価格以内

とする。 

(第三者との調整) 

第８条 所属長は、協定業務に係る物件又は河川・

海岸・港湾等占用物件等の所有権等を有する第三者

との調整を行うものとする。 

２ 実施会員は、前項の調整業務に協力するものと

する。 

(災害発生時の情報提供等) 

第９条 乙及び協定会員は、 諸活動中に知りえた災

害等による被害情報を積極的に甲及び所属長に提供

するとともに、必要に応じて技術的助言に協力する

ものとする。 

(事務局) 

第10条 本協定に関する事務局は、甲においては大

阪府都市整備部事業管理室に、乙においては社団法

人浚渫業協会事務局に置くものとする。 

(協定の有効期問) 

第11条 この協定の有効期間は、平成19年7月3 0日

から翌年の3月31日までとする。ただし、協定期間満

了後、甲または乙から特段の中し出がな い限り、本

協定は毎年度自動的に更新したものとみなす。 

(協議) 

第12条 本協定に定めのない事項又はこの協定に関

して疑義が生じた事項は、必要に応じ甲乙協議して

定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名

押印の上、各1通を保有するものとする。 

平成19年7月30日 

 

 甲 大阪府都市整備部長 

乙 社団法人浚渫業協会 会長 

 




